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第76回租税研究大会の開催に当たり、一言ご
挨拶を申し上げます。
本年も、多くの皆様方にご参加いただき、心
からお礼申し上げます。
また、皆様方には、常日頃から、当協会の事
業活動に深いご理解と多大なご協力を賜ってお
り、この場をお借りして、重ねてお礼申し上げ
ます。

さて、わが国経済はコロナ禍の 3年間を乗り
越え、高水準の賃上げや企業の設備投資意欲の
高まりなど、今までにない前向きな動きがみら
れます。
円安・物価上昇によるマイナス効果や、金
融・為替市場の動向、海外景気の下振れリスク
には今後も注意を払う必要がありますが、デフ
レからの完全脱却と新たなステージへの移行に
向けたチャンスを迎えていると考えられます。
6月に決定された「骨太の方針2024」では、

社会課題への対応、賃上げの定着と戦略的な投
資による所得と生産性の向上を通じた持続的な
経済成長の実現と財政健全化の両立が謳われて
おります。
財政につきましては、好調な税収を背景とし
て2025年度における国・地方のプライマリーバ
ランス黒字化の見通しも示されておりますが、
その一方で、「金利ある世界」への移行による

利払い費負担の増加も懸念され、中長期的な計
画に基づき、経済再生と財政健全化を両立させ
る歩みを着実に進めていくことが必要です。
いうまでもなく、巨額な政府債務は、我が国
の経済・財政、国民生活にとっての大きな足か
せであり、将来世代に多大な負担を残すことに
なります。納税者である国民・企業に対して、
極めて厳しい財政の現状を分かりやすく伝え、
受益と負担のあるべき関係について理解を促す
取組が欠かせないと考えます。
税制面では、令和 6年度改正において、デフ

レマインドを払拭し、物価上昇を上回る構造的
な賃上げを実現する観点から、所得税・個人住
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民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強
化が行われました。
また、GX・DX・経済安全保障といった分野
における国内投資を促進するための措置として
「戦略分野国内生産促進税制」、研究開発拠点
としての立地競争力を強化し、無形資産投資を
後押しするための措置として「イノベーション
ボックス税制」が創設されました。そのほか、
スタートアップ・エコシステムの抜本的強化、
グローバル化を踏まえたプラットフォーム課税
の導入、地域経済や中堅・中小企業の活性化等
の観点からの所要の改正が行われたところであ
ります。
当協会におきましては、民間の中立的な立場
から税制・財政に関する調査・研究、提言活動
を行っており、今般、「令和 7 年度　税制改正
に関する租研意見」を取りまとめたところであ
ります。
私どもの活動が、わが国の税制・財政の現状
や課題に対する国民の理解・認識を促進する一
助となればと考えており、今後も積極的に提
言・情報発信を行ってまいりたいと考えており
ます。
さて、租税研究大会は、当協会における税・

財政に関する調査・研究の成果を発表・発信す
る場として、毎年開催しているものであり、今
回で76回目を迎えます。
本日午前の部においては、前政府税制調査会
会長で東京大学名誉教授の中里実（なかざと・
みのる）先生からご講演をいただきました。
この後開催する討論会「地方税制の基本問題」
では、当協会の税制基本問題研究会での研究成
果をもとに、各方面でご活躍の先生方による討
論をいただく予定です。
また、明日は「国際課税を巡る現状と課題」、
「税制改革を巡る現状と課題」と題した 2つの
討論会と、「税制改正に関する租研意見」の解
説を予定しております。ご登壇いただくのは、
いずれも税制、財政に精通された方々ばかりで
あり、それぞれのプログラムが皆様にとりまし
て有意義なものとなれば幸いでございます。
最後になりましたが、ご参加の皆様方のます
ますのご発展とご健勝を心からお祈りするとと
もに、当協会の活動につきまして、今後ともご
支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げま
して、大会開催に当たってのご挨拶とさせてい
ただきます。
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ご紹介ありがとうございます。金子宏先生が
2 年前の 8 月23日にお亡くなりになって，今年
は三回忌ということですけれども，そうしたと
ころへ私の大学入学以来の50年以上に及ぶ親し
い友人であった，西村あさひ法律事務所の元代
表パートナーの米田隆弁護士が 9 月の初めに急
にお亡くなりになり，出張から急きょ戻ってお
通夜に出て，次の日はご葬儀ということがござ
いました。私はまだ70歳になったばかりですが，
まさかこの年で友人の弔辞を読むことになると
は想像もしておらず，世の中の時間の流れがい
かに早いかということを実感しているわけであ
ります。

同様に，われわれが当たり前だと思っていた
ことが次から次へと急激に変化してしまいまし
て，それぞれ全部に目を配っていくことが難し
いのですが，大きな流れをつかみ損なうととん
でもないことになります。そういうときには，
自らの組織をとか，友人をとかいろいろあると
思うのですが，とにかく，どうやったら身を守
れるかということを考えなければいけませんし，
国や社会，企業，その他の発展のためにはどの
ように制度を変えたら世の中が良くなっていく
のかということも考えていかなければいけませ
ん。以上を背景として，今日は税金とは直接関

係ないように思われるコンプライアンスや利益
相反，コンフリクトチェックの問題についてお
話ししたいと思います。

本当ならば，今後アメリカ大統領選挙を控え，
年度改正がどうのといろいろなことがあります
から，BEPSの話とかをすればよろしいのだろ
うと思いますけれども，なかなかこれもPillar 1
がどうなるとか読めない点がたくさんあります。
ジャーナリスティックにそういうことをお話し
することはとても重要なことだと思うのですが，
研究者がやっても意味も小さくて，こちらでは
こうなっているということを例えば参事官室で
お話をうかがって，それを講演会で話すという

報告 9 月17日㈫・午前

課税とコンプライアンス―利益相反を中心に
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ことも場合によっては必要なのかもしれません
が，今の段階でそれがどこまで意味があるのか
何とも言えませんので，今日はこういう話にさ
せていただきました。

1 ．はじめに

本日のテーマは，私自身の専門とは相当に距
離があるわけですけれども，私自身もプロフェ
ッショナルのはしくれとして一度整理しておき
たい問題ですので，皆さまにこんな問題がある
ということを，もちろんとうにご存じでしょう
けれども，ある程度包括的に扱ってみようとい
うことでこのような話をテーマに選びました。

きっかけは，弁護士会の倫理研修でして，弁
護士登録をするとさまざまな研修を受けなけれ
ばいけない制度になっています。

倫理研修というのはその中でも非常に厳しい
ものがあって，「解説・弁護士職務基本規程」
第 3 版という300ページぐらいある結構厚い本
を全部読んで，講義を受けた後，試験を受ける
わけです。問題が10問出されて 7 問正解しない
ともう一度試験を受けなければいけなくて，さ
らにそこでも落ちるとレポートを提出しなけれ
ばいけないという，かなり厳しいものです。も
ちろんクリアカットに，これは利益相反だ，こ
れは非弁だとそう簡単に結論は出ず，場合にも
よるし，事実関係にもよるわけですが，一応の
流れをつかむことは重要で，それが社会の広範
な経済取引に影響を及ぼすのではないかという
ことを考えるようになりました。

それからもう 1 つは，中古車ディーラーを巡
る最近のさまざまな報道などを通じて，利益相
反という問題がかなり深刻な問題であるにも拘
らず，そういう問題意識を持たずに企業経営が
なされることによって，後で大きな反動が来る
ということを現実に目の前に見ました。これは
税務の世界でも同じようなことがあるのかもし
れない，あったらいけない，できれば税務のプ
ロフェッショナルである以上，そういう問題に

巻き込まれないようにしよう，そして，われわ
れプロフェッショナルが巻き込まれないことも
重要ですが，クライアントである企業の皆さま
がそういう問題に巻き込まれないようにという
ことも極めて重要ですので，そういうことを考
えてみたいと思ったわけです。

要約のところをまず簡単に見ていきましょう。
現実の経済社会においては，想像以上に利益相
反の事例があふれているように見受けられます。
その中には，世の中で幅広く行われていて，私
たちがそういう取引の不適切さに気が付かない
ようなものも実は少なくないのかもしれません。
当然のことだと思ってやっていたのだけれども，
実は問題があるというものです。しかし，コン
プライアンスや組織のガバナンスが強調される
昨今，従来ならば特に問題とされてこなかった
ような事象が急に糾弾されることも珍しくない
わけです。SNS等もありますので，本人たちが
意識しないままに厳しいご批判を頂戴すること
が出てくるのです。従って利益相反について，
これはコンプライアンス全体の中での利益相反
ということになると思いますが，十分に認識し
ておくことは，われわれ租税の専門家にとって
極めて重要なことであると考えております。

ここで重要なのは，利益相反として糾弾され
る対象がかなり広がりを見せている点ではない
かと思います（この糾弾という言葉は相当怖い
言葉ですが）。特に利益相反については民法が
適用されるので，たとえ業法等の法律において
利益相反禁止の条文がない業務や士業について
も利益相反はかなり深刻な法的効果をもたらす
可能性があるという点を理解しておかなければ
ならないわけです。しかし，今まで特に問題は
起きていなかったということもあるのでしょう
けれども，そういう深刻な問題が起こるかもし
れないという認識を持っていない方もいらっし
ゃらないわけではないのかもしれません。

利益相反状況を回避するためには，何といっ
てもそういう問題があるということをまず認識
した上で，日常的な客観性の確保の努力，例え
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ばこういう取引を行ったら利益相反状況になっ
てこんな法的効果があるというような事前の慎
重な対応，それから取引関係についての記録を
正確に保持しておくこと，これが身を守る基本
となります。利益相反について大したことはな
いという感じで感覚的に対応すると，取り返し
のつかない事態がもたらされることがあり得る
という点を肝に銘じておく必要があると考えて
います。

2 ．�想像以上に広範に存在する利
益相反状況

考えてみないとなかなかわからないものにつ
いて，考えてみるとあれもこれも引っかかりう
るのです。一般には取締役の善管注意義務や，
先ほど私が申し上げたような弁護士倫理，会計
士の方もそうかもしれませんが，そういうとこ
ろで利益相反が注目を浴びているし，一生懸命
議論や対応をしているわけですが，これはそう
ではないもっと広範な広がりを有するテーマな
のだということです。その重要性が最近急速に
拡大していることを認識する必要があると思い
ます。

ここでは，さまざまな例として利益相反にな
るもの，ならないもの，利益相反とは関係なさ
そうなものなど，コンプライアンスという観点か
らいろいろなものを並べてみます。。例えば，諸
外国でいわゆるリボルビング・ドアということを
言います。外国では，今まで役所にいた人が民
間に行って活躍したり，そういう自由な移動が
行われていることはとても素晴らしいことだと
いうことが喧伝されているわけです。確かに素
晴らしいのかもしれませんけれども，この背後
には実に深刻な利益相反の問題があって，それ
についてのかなり熱心な議論が実際に行われて
いるということを無視すべきではありません。

今まで監督する側にいた方が急に監督される
側に移るわけですが，職務を辞めた後も一定程
度の縛りがありますから，利益相反は出てくる
わけです。例えばある分野の専門家がいたとし

て，急に役所から企業に移ったときに，或いは
逆でもいいのですが，なかなか複雑な問題が生
じるわけで，リボルビング・ドアというと利益
相反というふうに頭が動くということが結構重
要なことなのではないかと思います。もちろん
常に駄目ということはあり得ないのですが，注
意深く行動することが重要になってくるのでは
ないかと思います。

それから，これはほとんど利益相反にはなら
ないと私は思いますけれども，例えば今まで政
治を批判する立場にあったジャーナリストが選
挙に出馬するとします。考えようによっては，
行司がまわしを着けて土俵に乗るという感じな
のでしょうか。これについては，大丈夫だと思
いますけれども，よくよく考えると，今まで政
治家にいろいろと取材していた方が急に自らも
政治家になってしまうということに関して，そ
ういう方々は十分に注意して行動されていると
思いますので問題はないと思いますけれども，
場合によっては何が出てくるかわからないとい
うのが今の世の中なのかもしれません。

それから迂回寄付といって，利益相反という
のかどうかわかりませんけれども，最後に自ら
に返ってくるような寄付がありうるわけです。
誰かがどこかに寄付をして，それが結局は自分
の利益に返ってくるということも行われえます。
また，迂回寄附については幾つかの新聞報道が
ありましたが，それは，自分に返ってくる問題
ではなくて本当の迂回寄付，寄附をしてはいけ
ないところへのトンネル寄付が問題になった事
案だったようでしたが，これについても大きな
問題があります。

さらに，例えば外国の大学に寄付する際に，
いったん第三者に寄付をしてそこから外国の大
学に寄付を回していただくことによって寄付金
控除が取れることもあるようです。外国の大学
に寄付しても通常は寄付金控除は取れませんが，
そういう寄付金控除を取れるような形で寄付を
するというのは，ある日本の私立大学のホーム
ページでこういうことができると書いてあるの
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を見て驚いたことがあるのですが，それは必ず
しも悪いことだとは私は思いません。国税の了
解を得ていればそれでいいのだと思いますが，
よくよく考えるとそういう問題があるというこ
とを認識することが重要なことなのではないか，
その上で行動することが重要なのではないかと
思うわけです。

それからこれは最近の新聞で見たのですが，
第三者管理のマンションに管理会社が入ってき
て，その管理会社が身内の修繕の業者に発注し
ていて，少し割高の発注になるということが問
題として取り上げられていましたけれども，こ
の辺を詳しく考えるといろいろ問題が出てくる
のだと思いますが，特に第三者管理をしている
方はここだったら信頼できるということでその
会社を選んだのでしょうし，実際そうだと思う
のです。それでもそれが糾弾を受けることもあ
り得るわけです。

それからより深刻なのは，これは大学に関係
があるのですが，「厚生労働科学研究における
利益相反の管理に関する指針」というのが出さ
れていて，こういうふうに書いてあります。「公
的研究である厚生労働科学研究の」，主に医学
や薬学が多いのだと思いますが，「公正性，信
頼性を確保するためには，利害関係が想定され
る企業等との関わり（利益相反）」，理科系では
こういうふうに利益相反を捉えているのでしょ
うね，「について適正に対応する必要がある。
本指針は，利益相反について，透明性が確保さ
れ，適正に管理されることを目的とする」。こ
ういうものが出されるということは，不透明な
ものが行われている可能性がないわけではない
ということを意味しているのかもしれません。

それから日本臨床検査医学会は，学術集会に
おけるconflict of interest（COI：利益相反）の
開示ということで，特に大学と製薬会社等の関
係について次のように述べています。「医学に
おける利益相反とは，科学的客観性の確保や患
者ないし被験者の利益を保護するという研究者
や研究機関の責任に，不当な影響を与え，重大

なリスクを生じうるような利害の対立状況を指
します。具体的には，企業等営利団体からの資
金提供によって実施された医学研究の結果の判
断が，資金提供元にとって有利あるいは不利に
なる可能性がある場合に，公正であるべき研究
結果の判断に影響をもたらしかねないと第三者
から見て懸念される状況を意味します」。

あるところからお金を頂いて研究をして，研
究結果をねじ曲げるのは研究不正そのものです
から，利益相反というような軽いものではない
のでしょう。そんなことでは済まないのだと思
いますが，上のような懸念される状況も利益相
反ということで注意しなければいけないという
ことを医学の皆様は十分に考えながら行動なさ
っていることがここからわかるわけです。

それから社外役員の行動，或いは会計監査等
もそうなのですが，社外役員については伊藤邦
雄先生が中心となって経済産業省から出された
レポートがかなり深刻な影響を及ぼして，世の
中に社外役員が広がったり，コンプライアンス
の重視がうたわれたりということで，日本の社
会が劇的に変化したということが言えるのでは
ないかと思いますけれども，伊藤先生は，一橋
を代表する会計学者でいらっしゃいます。安藤
先生や伊藤先生など，一橋の商学部には実に優
秀な会計学の先生がいらっしゃいますけれども，
会計学を専門とするからこそ伊藤先生はコンプ
ライアンスについて深刻に考えてこのようなレ
ポートの作成に携わったのではないかと思いま
す。

これは，コンプライアンスで社外役員を置い
たり会計監査を行ったりということ，つまり第
三者的チェックを置くということは，利益相反
よりももっと広がりのあるコンプライアンス全
体の問題であり，そういう意味では利益相反と
は少し異なるものだと思いますが，考えてみる
と相手から手数料を取って，その手数料を支払
ってくださっている方の監査をするという行為
自体の位置付けが問題となり得るのではないか
と思います。あなたからお金を頂きます，あな
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たの監査をさせていただきますということで，
お金を出してくれる方に甘い監査をする可能性
は出てこないとは限りません。利益相反状況と
いうのか，そういうのは出てくると思うのです。
だからこそ会計士の方々は，そういう利益相反
についてかなり深刻に考えていらっしゃるし，
会計士協会もそれについてさまざまな意見を出
していらっしゃるのだと思います。

当初の枠組み自体が利益相反的状況と関係し
ているので，疑われないように独立して監査す
るのですが，独立といっても相手からお金をも
らって監査するわけですから，そこでどう独立
ということを言うのかということに関して会計
監査の方々は相当注意なさっていると思うので
す。社外取締役もそうでしょう。給料を頂いて
第三者的にチェックするわけですから，会計監
査と同じような状況になりうるということで，
それだけ慎重な行動が要求されると思うのです。

これは経済学でプリンシパル・エージェント
のモデルというのか，いわゆる委任契約でエー
ジェンシー・プロブレムというものが出てきま
す。例えば代理人がクライアントの仕事を引き
受けたときに，クライアントの利益のためでは
なくて，自分自身の利益のために行動してしま
うのをエージェンシー・プロブレムというわけ
です。これをモニターするためにモニタリン
グ・コストをかけることがプリンシパル・エー
ジェント・モデルの議論になっています。だか
ら，そういう委任関係にある場合には厳しい規
制がどうしても課されるということを私たちは
理解しなければいけません。私たちはプロフェ
ッショナルですから，そういう状況に立たされ
やすいということです。

それから，コンプライアンスに関するいろい
ろな活動があった場合に，コンプライアンスの
違反を指摘して，「あの人のやっていることは
おかしいではないか」と指摘した人に対して糾
弾がなされるということでは，本当の意味でコ
ンプライアンスは満たせないということもある
かもしれませんから，そういう通報制度のよう

なものも議論されているということになるので
しょう。難しい問題ですね。いいか悪いかとい
うのはそう簡単にわかるようなものではないわ
けですから，それについて誰かを単純に糾弾す
れば済む話ではないということ，しかも世の中
がある程度円滑に動いていかなければいけない
ので，そういうバランスの取れた考え方が重要
になってくるのではないかと思いますが，バラ
ンスばかり取っていると時代に乗り遅れてしま
いますので，またこれでとんでもないことにな
ってしまうということを危惧しております。

3 ．一般的な認識の限界？

実は利益相反について調べていたときに，あ
る先生のブログを読んで私は衝撃を受けたわけ
です。これはその先生を批判するというつもり
は全くありません。ただ，こういう認識もある
のかということで，びっくりしたのです。世間
一般の認識はこういうものなのかと，認識を新
たにいたしました。

これは私が税制調査会の会長だったときに書
かれたものなのでしょう。

「中里会長は，税理士は，弁護士同様，利益
相反駄目よと。『例えば，税理士でも弁護士で
もそうですが，利益相反が最もあってはいけな
いということです』と述べている」。とあります。

これは税理士会のある講演会で私がこのよう
に発言したのを受けたものです。それに対して，
この先生は，

「いや，私も，監査法人時代，利益相反うる
さく言われた育ちなので。規範論として，強く
そう思いますが。制度としては，そうなってい
ないのが現状ですよね。税理士には，弁護士の
ような利益相反義務（利益相反回避義務？）は
課されていない。…中里会長は，その点が分か
って発言されているのでしょうかねぇ」。

と，ここに書いていらっしゃいます。全て場
合によると思うのですけれども，この先生の書
き込みは，税理士法上，税理士には利益相反回
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避義務が課されていない，弁護士とは異なるの
だということでしょう。中里はそのことや，或
いは現実を良く知らないのではないかというご
批判です。学者の青臭い議論だとお考えになっ
たのだろうと思います。研究者が世の中でその
ように見られているというのはしょうがないこ
とで，私もそういうことだと思いますので，こ
の先生のおっしゃることはもっともだと思うの
です。

ただ，法律家ですから，証拠なしに物事を語
ることはあまりありません。いろいろ自分なり
に取材して，調査して，その中でこんな問題が
あるのかもしれないということを，誰かを批判
するということではなくて，こんな問題があり
得るということを調査して整理するのが研究者
の役割だと思っていますので，「その点が分か
って発言されているのでしょうかねぇ」という
ご心配はご無用のように思いました。

この先生の議論の問題点ですが，これは決し
て批判ではないということをご理解ください。
もしご批判に取られてしまうと良くないですか
ら。この先生は，問題を限定的に税理士法の問
題として理解されているのではないかという点
が少しだけ気になるわけです。税理士法には弁
護士法のような利益相反回避義務の定めがない
から，それでいいのだとは言いませんけれども，
弁護士とは異なるというご理解なのでしょうか。
しかし，この先生は民法を無視していらっしゃ
るのか，ご存じないのかちょっとわかりません
けれども，そこが少し心配になるわけです。

そこで，大学の 1 年生のときのように，これ
は有斐閣の「法律学小辞典」で，なかなかよく
できた辞典なのですが，この中で利益相反につ
いて触れていて，民法において利益相反行為と
は，「当事者の間で利益が相反する内容の行為
をいい，この場合は，それぞれの利益を守るた
め，一方が他方を代理したり，一人が双方を代
理することは禁止される。…禁止に違反して行
われた利益相反行為は，無権代理行為となる」
と書いてあります。

無権代理行為というのは，民法においてはな
かなか強烈なものです。もちろんその効果につ
いて追認したりいろいろなことがありますから，
別に刑事罰を食らうということではないのだろ
うと思いますが，なかなかに法的効果は強烈で，
利益相反には税理士法に弁護士法のような定め
があろうがなかろうが，民法が適用されるので
す。まさか民法の適用が排除されるということ
はないのではないかと思いますので，そこがか
なり心配なのです。つまり，利益相反的な状況
が士業や業法で禁止されていなかったとしても，
民法の無権代理行為だということで相手方から
訴えられた場合にどうなるのかというと，訴え
る人もそんなにいないと思いますが，深刻な状
況がもたらされる可能性はないわけではないと
いうふうに思っているわけです。

4 ．�最近の流れと世の中の意識の
乖離

われわれはあまり意識していないのだけれど
も，最近の流れは，今言ったような行為や考え
方について相当厳しい状況になりつつあり，今
後もっと厳しくなることが予想されるというこ
ともありえます。先ほどの伊藤レポートもそう
ですが，ガバナンスやコンプライアンスの強調
が相当強く言われています。

法制度以上に強い拘束力というと，それは法
制度の方が拘束力は強いだろうと思われるかも
しれませんが，法制度は裁判でその制度を使っ
て相手と争えるということなのですけれども，
法制度にまでなっていないものであっても，取
り決めというのかソフトローに従わないと，そ
もそも取引ができなくなってしまうようなこと
が世の中にはあるわけです。証券取引所のコー
ドに違反していると上場に大きな問題が出てく
るというようなことなのではないかと思います
けれども，それだけではなくて，もっといろい
ろなことがあって，ガバナンスやコンプライア
ンスは非常に重要になっています。そこでは客
観性の確保がやはり重要なのでしょう。客観性
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が確保されていなければ，誰かのために何かを
曲げてしまったり，誰かの利益のために中立的
であるべき人が行動してしまったりすることが
ないわけではありません。

新しい税制調査会の中には，EBPM（evidence- 
based policy making）に関する専門家会合が
設けられています。こういうテーマについて政
府税調の小委員会が立ち上げられるということ
は相当のことだろうと思うわけです。データを
重視して政策提言を行うということで，では今
まではデータを無視して政策提言を行ってきた
かというと，そういうわけではないのですけれ
ども，データを重視して政策提言を行うことを
全面的に打ち出して，そういう形で行動すると
いう 1 つの宣言のようなものなのではないかと
思います。こういうものがいろいろなところに
間接的な影響を及ぼしています。

従来当たり前だったことが批判される時代が
現実に来ているということは，こういうことを
審議会でおっしゃるようになったということの
中にとてもよく表れているのではないかと思い
ます。もっとも，私はからかうわけではないの
ですが，何か皆さん「エビデンス」と無アクセ
ントでおっしゃるわけです。英語では，平坦な
アクセントの「エビデンス」ではなく，エにア
クセントを置いた「エビデンス」であり，アク
セントがちょっと違うのではないかと思います。

それから経済学の方で，evidence-based policy 
makingというのが比較的新しいのかどうかわ
からないけれども強調されるのですが，われわ
れ法律家は証拠に基づいて事実認定するわけで
すから，証拠法は民事訴訟法の中でも非常に重
要な位置付けとなっています。これは理論上も
実務上もそうです。ハーバード・ロー・スクー
ル 出 身 のWigmoreと い う 人 が『Wigmore on 
Evidence』という分厚い本を書いていますけ
れども，20世紀の初めというか，ずっと昔から
証拠に基づいて事実認定を行うことは法律家に
とって当たり前のことだったのです。それが，
政策形成においてもそういうことを考えるよう

になったのかという感じなのでしょうかね。経
済学の方にお聞きしてみないとこの辺はわから
ないのですが，民事訴訟法の証拠法のところは，
対審構造，原告と被告が争う中で一定のルール
に基づいて証拠を提出して行うということで，
非常に厳格なルールが定められています。

ですから，evidence-based policy makingと
いうのは，そういう厳格な行動のことを言って
いるわけではなさそうです。ただ，EBPMとい
う流れがあるのだということをおっしゃってい
るわけです。まさかそのための裁判所ができる
ということはないと思いますけれども，そうは
いってもこの流れは誰も止めることはできない
と思っています。

コンプライアンスと，その一部だと思います
がコンフリクト防止については，課税問題と少
し離れた問題ですけれども極めて重要なのです。
先ほど弁護士倫理の話をしましたけれども，こ
れは事務所によっても多少違うと思いますが，
株式取引が禁止されているところも少なくない
と思います。株価指数などは取引できると思い
ますし，為替のような取引はできるのだろうと
思いますけれども，個別株式取引の禁止という
ことでなかなか厳しい状況です。

それから，常に見ていなければいけないのは，
事務所の同僚から多くのコンフリクトチェック
のメールが送られてくることです。「今度こう
いう話を自分は受任したいと思うのだけれども，
これについてコンフリクトはありますでしょう
か」，つまり相手方の依頼を受けている方はい
ませんでしょうかということについての問い合
わせが，毎日次から次へとやって来ます。これ
はどこの弁護士事務所でも同じだと思います。

それから先ほど申しましたとおり，弁護士倫
理に関する極めて厳しい研修があります。ある
程度の年齢になってからこういうのをやるのは，
高齢になるとなかなかつらそうです。例えば，
裁判官の先生が定年で弁護士登録するときに，
登録直後に，場合によっては倫理研修を受けて
試験まで受けなければいけないというのは厳し
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い状況です。もちろん弁護士にそういう厳しさ
が要求されるのは当然のことだと思うのですが，
コンプライアンスやコンフリクトといっても，
業種や分野によって様相が相当異なるのではな
いかと思います。

それから，コンプライアンスやコンフリクト
関連の規制等も分野によってかなり異なると思
いますので，一律にこうだとは言えないのです
が，底流というのか，全体的な傾向としてはコ
ンプライアンスの問題やコンフリクトの問題が
いろいろな分野に，強弱はあるけれども及びつ
つあるということは指摘できるのではないかと
思います。

これについて本当は論文でも書ければいいの
ですが，さまざまな分野においてあれこれと問
題になる事例を全て集めてきれいに整理するの
は難しく，とても片手間でできる作業ではあり
ません。これは大変なことです。そこで，ここ
では本当に思い付きの大まかな整理だけしたい
と思います。

5 ．租税とコンプライアンス

まず租税とコンプライアンスの話ですけれど
も，当事者の課税に関わるコンプライアンスの
確保というのは当然のことで，われわれがコン
プライアンスなしに課税問題に携わることはで
きません。みんな一生懸命やっているというこ
とだと思うのです。例えば，納税者が適法・適
正な納税を行うことは義務ですから，変なこと
をしたらそれ相応の制裁があります。

もっとも，純粋経済合理的に考えると，一定
の適法・適正でない行動をしても，それが課税
庁に見つかるリスクというのは何パーセントぐ
らいで，そこで見つかったとしても科される制
裁はこの程度だから，これは適法・適正に行動
しなくていいのだというような行動をする納税
者の方もいないわけではないのかもしれません。
要するに制裁を織り込み済みの経済計算を行っ
ている方もいらっしゃるのかもしれませんが，

そうはいってもレピュテーションリスクはある
ので，なかなか厳しいところがあります。

それから，税理士の先生も当然，適法・適正
な業務運営が要求されています。それに反する
と懲戒処分があります。税理士会による懲戒と，
国税審議会等を通じた懲戒とがあります。

それから課税庁も，当然のことですが非常に
厳格な，適法・適正な業務の執行を心掛けてお
り，非常に厳しいルールの下で行動されている
ことはわかっています。非常に厳格な行動が要
求される役所ですので，それを日本の役所は極
めて真面目に守っているのではないかと思いま
す。

例えば，私は税務大学校の顧問をしています
けれども，この前，研究科の方々に講義をしに
和光の税務大学校に参りました。来年の年明け
には専科や本科でも講義をすることになります
が，われわれのような研究者が税務大学校で講
義をする際に注意しなければいけないこととし
て，非常に慎重な発言が重要だということを山
根校長からいろいろ教えていただきました。も
ちろん，昔もあまり余計なことを言ったら問題
でしたけれども，最近はより 1 つ 1 つの発言が
厳しくなっているということを実感したわけで
す。

ある税理士会の試みがそこに書いてあります。
これは言っていいのだろうと思いますけれども，
東京税理士会で今度，コンプライアンスに関す
る研究会を開くということです。この間の税理
士会の偉い方々が集まった会合でも，コンプラ
イアンスのお話が議題としてずっと出ていたそ
うです。税理士の先生は経済の最先端に立って
いるわけですから，時代の流れを敏感に受け止
めて，コンプライアンスについて自分たちもよ
り一層注意しようということを実践していらっ
しゃるし，そういう動きが出ているということ
でしょう。東京税理士会でそういう動きが出れ
ば，他の税理士会でも似たような動きが出てく
るのではないかと考えておりますけれども，こ
れは世の中の流れを考えた場合にとてもいいこ
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とではないかと思います。
もちろんコンプライアンスといっても，何で

もかんでもがちがちで身動きが取れなくなって
しまうというのでは困る場合もありうるのです
が，今の流れは多少身動きが不自由になっても
コンプライアンスだというふうになっています
から，そのこと自体に対して反対を唱えること
はなかなか難しいのではないかと思います。で
あるならば，積極的にそれを受け入れて，自分
たちの行動を変えていくのは賢い試みなのでは
ないかと思っています。

問題となり得る事例ですけれども，まず納税
者について申しますと，これはここで書くこと
でもないし話すことでもないのですが，節税の
ためというのか，税理士への相談というのは，
節税のための相談は別に構わないと思いますが，
単なる節税を超えてしまうとなかなか問題があ
るのではないかと思います。ところが，これは
難しいところがあって，納税者にしてみると，
過度の節税をすると課税処分のリスクがあると
いうことは当たり前なのですが，だからといっ
て，課税庁が言ったこと全てを，納税者として
は納得できないことも含めて全てを唯々諾々と
して納税してしまうと，場合によっては代表訴
訟のリスクを取締役が負うこともないわけでは
ないでしょう。

ですから，少なく払い過ぎたら課税処分，多
く払い過ぎたらというのもおかしいですが，そ
うすると代表訴訟ということで，真ん中のしか
るべきところに落とし込まないといけないので，
企業は大変なのではないかと思います。ばんば
ん払えばいいというものではないというところ
が実はあるのです。過度の節税による課税処分
のリスクは租税法の問題ですが，唯々諾々の納
税による代表訴訟のリスクは会社法の問題で，
会社法と租税法律がせめぎ合っているようなと
ころがないわけではありません。

税理士の問題となり得る事例としては，不確
かな節税スキームを販売したようなケースがあ
ります。昔はそういうことがあって，タレコミ

のような分厚い資料が送られてきてびっくりし
たことがありますが，ある取引について，ある
偉い先生の「これは節税になる」という意見書
が付いていて，その最後のページに「なお，こ
れは一般論であって，細かい点についてはそれ
ぞれの納税者の皆さんの税理士にご相談の上，
お決めください」という一文が書いてあるよう
な節税商品がありましたが，ああいうのを販売
するとなかなか厳しい場合もあるということで
しょう。

ここで具体的な商品を挙げたり，具体的な企
業の名前を挙げるというのも少し品がないです
から，その辺にしておきますが，納税者の利益
を一生懸命考えた税理士の先生や企業が努力す
るというのも，それはそれで企業活動としては，
或いは事業活動としてはあり得るのだろうと思
いますが，限界を超えると大変なことになって
しまうということです。

それから，非弁の怖さです。非弁というのは，
弁護士でない者が弁護士業務をすることなので
すが，非弁提携というのもあって，弁護士でな
い方と弁護士の間で一定の協調関係があり，い
ろいろなことが行われていることを非弁提携と
いうわけです。例えば，企業の方でも税理士の
方でもいいのですが，ある方が友人の弁護士か
らお金を受け取って税務の案件を日常的に当該
弁護士に紹介したとします。単発で友人に紹介
する分には問題ないと思うのですが，それを経
常的というのか，繰り返し報酬を得て行ってい
たとなると，これは非弁提携ということで，弁
護士でない者と弁護士が提携してということに
なりうるので，これはなかなか厳しい状況です。

私も最近，非弁提携のある事例についてお聞
きしたことがありますけれども，ご本人たちは
悪気も何もないのだろうと思います。しかし，
あまり経常的にそういうことが行われるとなる
と，場合によっては弁護士の先生は懲戒処分を
食らいます。また，例えば，友人の弁護士に税
務の案件を経常的にご紹介なさっていた税理士
の先生等も，非弁提携は場合によっては刑事事
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件になる可能性もありますので，なかなか危な
い場合もあるということなのです。税理士の先
生が税理士法に違反しなくても弁護士法27条に
違反することはあり得るというのがなかなか面
倒なところではないかと思います。

保険代理店について，この辺は難しいところ
ですが，自動車修理業者が保険代理店も一緒に
やっているような場合に，コンプライアンス自
体もそうですし，利益相反も出てくるというな
かなか難しいことになると思いますが，中古車
ディーラーの事件等，新聞報道しか知りません
が，難しいところはあります。しかし，同じよ
うなことが全部駄目かといったら必ずしもそう
ではないのかもしれません。これは場合による
ということなので，よく考えて行動することが
必要になってくるのではないかと思います。

6 ．租税とコンフリクト

利益相反はコンプライアンスの中でも特に重
要な話ではないかと思いますけれども，監督す
る側と監督される側というのは本質的な利害対
立があるわけです。それから，依頼する側と依
頼される側というのも同様に，非常に本質的な
利害対立があるわけです。そうしますと，同一
の顧客に対して複数のサービスを提供するとい
うことは，場合によっては問題になり得るかも
しれません。例えば，税務サービスを提供しつ
つ別のサービスも提供する，その間に何か利益
相反がないとは限らないというところは，先生
方もそういうふうにお考えになるようなことも
あるのではないかと思いますが，いろいろ出て
くるわけです。

中古車販売会社と保険会社の例については，
新聞報道等でまたいろいろご覧になっていただ
ければよろしいと思いますけれども，考えれば
考えるほどこの辺は問題の広がりが大きいもの
ですから，ケーススタディというのか，できる
範囲で事実関係を整理して，同じようなことが
税務で起こり得るのか起こり得ないのか，或い

は税理士の先生の事業で起こり得るのか起こり
得ないのか，金融機関で起こり得るのか起こり
得ないのかということを考えていく必要がある
のではないかと思います。

どうしても企業では，積極的な営業活動を展
開する部門と，そんなことを言ってもこういう
問題もあるという部門の間でせめぎ合いは当然
あるのだろうと思いますけれども，そこはコン
プライアンスだ，利益相反だと言う方の声も場
合によっては一定程度聞いた方がいい場合もあ
り得るので，程度問題ですね。その判断は経営
トップの責任ということになるのではないかと
思いますけれども，ちょっとわかりません。

利害が対立する複数当事者への助言というの
は，AさんとBさんが対立しているのに両方に
助言してしまってはいけないというのは当たり
前のことなのでしょうが，場合によってはあり
得るのかもしれません。双方代理ということで
す。ここについてこれ以上いろいろ述べるだけ
の事例を私は持っていないのでその程度にして
おきますけれども，納税者，税理士，課税庁そ
れぞれについて利益相反のさまざまな場合が出
てきます。

この中で一番難しいのはやはり，税理士業務
です。税務サービスは無償独占ですから税理士
の独占業務なのですが，例えば相続関係で，税
理士でない方が付随サービスとして税務のよう
なこともしなければいけないときに，（もちろん
税理士の先生がそこにコミットしていらっしゃ
る場合が多いと思うのですが）相当慎重になら
ないといけないでしょう。また，例えば，ある
販売業者がある商品を売るときに，これはお得
ですというのがそのまま通るのかどうかという
ことについても，一定程度慎重に事前の検討を
行っておく必要があるのではないかと思います。

コンプライアンスの一環としてこのような利
益相反の問題が今後どんどん重要になってくる
のではないかと思います。伊藤レポートはガバ
ナンスやコンプライアンスの話ですが，その先
にそのうちコンフリクトレポートというものが，
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これは誰がお書きになるのかわかりませんけれ
ども，どこの役所でやるのかわかりませんけれ
ども，出てくるのではないかとさえ思っていま
すし，既に検討されているところはあると思い
ます。あるとすれば例えば金融庁とか消費者庁
などになるのではないかと，ちょっとわかりま
せんけれどもそのような気もします。

問題はこのような利益相反がどこまで広がる
のかということなのではないかと思います。官
公庁と企業は，利益は対立しますけれども，場
合によっては実際は何ら悪いことはしていない
し，違法なこともしていないのだけれども，例
えば新聞等で糾弾を受けてしまうようなことが
ありえます。手続きにのっとってちゃんと適法
に行っている行為であっても，けしからんとい
うふうに批判が起こることはあり得るわけです。
さすがに官庁と企業ですから直接違法行為とい
うのはあまりないと思いますけれども，「あれ
はけしからん」と糾弾されることは今の世の中，
SNS等を通じてあり得るのではないかと思いま
すので，この辺はどこまでどうしたらいいのか
よくわかりませんが，常に自分の立場をディフ
ェンドできるようにしながら行動していかない
といけないということが起こってくるような気
がします。

それから金融機関と貸付先は，利益が相反し
うるのですが，多くの場合は特に問題があるわ
けではありませんけれども，何かあったときに
はとんでもないことになり得ないとも限らない
のかもしれないし，私には日本の金融機関はそ
んなにひどいことをしているとはとても思えま
せんけれども，場合によって，例えばレピュテ
ーションの問題として何か書かれたりすること
もあり得るかもしれないということなのです。
これは考え出すと眠れなくなるということでも
ないかもしれませんが，結構深刻で，世の中で
広く行われていることであるが故にどう対応し
たらいいのかということに関して一定のガイド
ラインなどを設けておく必要が場合によっては
あるのかもしれません。

それから販売業者と購入者は，難しい問題で
す。販売する側は，販売の際にどこまで説明す
べきかということはなかなか難しいのではない
でしょうか。販売する側としては自分が一番厚
い利益の取れるものを販売したがるわけでしょ
う。それが顧客にとって得かどうかは次の話に
なりますから利益相反事例になりえないわけで
はないと思いますけれども，あまりそれを言い
過ぎてもものの販売ができなくなってしまいま
す。ここは消費者保護の話になってくるのでし
ょうか。難しいと思います。

極端な規制は必要かということがここで大き
な問題になってくると思います。極端な規制の
ところで個人情報保護法のことを書くのは適切
かどうかわかりませんけれども，例えばアメリカ
のインターネットのサイトでRedfin.comというと
ころがあって，ここにアクセスして，例えばそこ
にアメリカの住所を入れるわけです。昔，私が
住んでいた所ですと「5 Fernald Dr, Cambridge, 
MA」，これはハーバードのアパートですけれ
ども，そういう住所を入れてクリックすると，
何と幾らかという値段が出てくるのです（もっ
とも，ハーバードのアパートについては出てこ
ないと思いますが）。それだけではなくて写真
も出てくるし，場合によっては間取りも出てき
てしまって，最後は固定資産税評価額，何年に
幾らで売られたかというのが出てきます。こう
いうのは日本だったらどうなのでしょうか。「10
年前に現在の持ち主が80万ドルで買いました」
というのがちゃんと出てくるわけです。だから，
個人情報保護について日本はかなり厳格です。
厳格だから守られているかどうかはちょっとわ
かりませんけれども，かなり細かいのではない
かと思います。

アメリカに住んだことのある方は，自分の名
前を入れると，市役所に登録したときのものが
出てきます。別にそれが個人情報保護で禁止さ
れたという話は聞かないので，何かすごい状況
になっているわけです。日本の個人情報保護は
それと比べると厳しくて，日本人は何でも徹底
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的に真面目に追求するということがあるのだろ
うと思います。極端な規制と言うと批判してい
るみたいですが，極端だから悪いということは
なくて，極端に規制しなければいけないことも
世の中には多々あると思うのですが，利益相反
についてどこまでこれは駄目だというふうにす
るか，利益相反はいけないことだという立場に
だけ立てば全部禁止してしまえばいいのかもし
れませんが，そうしたら経済社会は成り立たな
いかもしれません。

そうすると，どの場合にどうなのかというこ
とに関しては，業種によって多分違ってくるの
ではないかと思います。それぞれの業界で，こ
れは禁止すべき利益相反に当たらない，これは
別に問題ないのだということに関して，一定程
度のガイドラインが必要になるような時期が来
るのかもしれないという予想をしています。

単なる予想ですから根拠は何もないのですが，
そんなことはあり得ないよということがどんど
んどんどんあり得るようになってきているのが
現代社会ですよね。今までは，何を言っている
のだ，そんなことで仕事ができるかというよう
なことが，今は全部駄目というのも場合によっ
てはあり得るわけですから，○○ハラスメント
というのはなかなか難しいものがあります。相
手側がどう考えるかということ，感じるかとい
うことが大きいですから，これは世の中の流れ
というか，人間として誰かに対して不愉快なこ
とを言うとか，不利益なことをするというのは
いいことではないので，全く同様に，利益相反
もない方がいいのですが，かといって何もかも
利益相反に引っかけて禁止してしまえば世の中
は動かなくなってしまうかもしれませんので，
この辺のバランスは難しく，時代によっても変
わっていくのではないかと思います。何から何
まで禁止すればいいというものではないのかも
しれませんけれども，これは社会情勢とともに
変化し，今の社会情勢を考えると拡大していく
と言っていいのではないかと思っています。

その際に私たちが注意しなければいけないの

は，後から何か言われたときに最低限説明のつ
くような行動をし，そのことを記録しておくこ
となのではないかと思います。これは結構重要
なことで，説明がつくように行動しようと思う
だけで人間は一定程度自分の行動にブレーキが
かかるというのか，そういうところがあります。
そのことを記録しておけばより安全であり，自
分の身を守るためだけでなく相手方の身を守る
ためにもなるので，これは重要なことだと思い
ます。

ただ，利益相反の問題やコンプライアンスの
問題が将来どうなるのかということに対しては，
いかにもそれがどんどんどんどん進んでいくと
いう話を今までしてきましたけれども，実を言
うと将来のことは実はわからないのです。誰に
もわからないし，私にもわかるはずもないとい
うことが非常に重要なのではないかと思います。
コンプライアンスやコンフリクトの話をしなが
ら「将来はわかりません」と言うのも非常に情
けない話なのですが，やはり将来はわからない。

将来がわからないときに人間はどういうふう
に行動していったらいいのかというと，私は 3
つあるのではないかと思っています。第 1 はミ
ニマックス戦略といって，ご存じだと思います
が，ごく簡単に言ってしまうと小さなミスはあ
っても構わないけれども，致命的なミスは避け
る（不利益の最大値を最小化する）という，そ
れが本当にミニマックスなのかどうかわかりま
せんが，そういう行動パターンです。ミスが一
切ないようにしてしまえば人間は身動きが取れ
なくなってしまいます。そこで，小さなミスは
取り返しがつくからいいではないか，でも致命
的なミスをしてしまえば立ち直りができなくな
るからこれだけはやめようということをするだ
けで，人間の活動はそれなりのルールの下に，
活発な経済活動なり，例えば私だったら研究活
動なりができるということなのだと思います。

失敗を恐れて全く何もしないというのはなか
なか困るというか，本人にとってあまり益にな
りません。益になれば何でもいいというもので
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はありませんけれども，そういうところがあり
ますので，致命的なミスは避けるが，小さなミ
スは場合によっては起こり得るということを考
えてリスク管理を行っていくということです。

第 2 がアドホックということです。世の中の
ことは何がどちらに転ぶか，何がどう起こるか
わかりませんから，何が起こっても大丈夫なよ
うにその都度対応を考えるということです。あ
らかじめ原則を決めておいて行動することも必
要なのだけれども，そうはいってもアドホック
に対応していくこともやはり必要なのです。

このアドホックというのは，例えば裁判所の
判決はアドホックです。法律に定められている
原理・原則はいろいろありますが，それについ
て判例は場合によって変わってきます。アドホ
ックな判例の積み重ねによって判例法は徐々に
一定の方向を向いていって，それが国会での立
法に影響を与えるということもあります。アド
ホックは英米法的な考え方なのでしょうけれど
も，事例の積み重ねというのは人類の英知が詰
まっているわけですから，ばかにしたものでは
ありません。原理・原則を最初に決めてそのと
おりというのも必要ですけれども，アドホック
に行動すれば世の中のいろいろな変化に対応で
きるということもありうると思います。

第 3 は柔軟にということです。柔軟にという
のは，見方を変えるといいかげんということに
なってしまいかねないのですが，別にいいかげ
んということではなくて，杓子定規でやっても
世の中うまくいかないことはいっぱいあります。
しかし，守るべきものは守らなければいけませ
ん。そうはいってもここはという，大岡裁きで
はないですけれども，よくわかりませんが，柔
軟さというのは人間にとってとても重要だと思
うのです。

ただ，柔軟なだけでポリシーがないというの
は困るのですけれども，この辺のさじ加減とい
うのはそれぞれの人間によって個性が出てくる
のではないかと思います。どの程度柔軟に，ど
の程度原則重視でというバランスの問題は人に

よって違いますから，己の才覚でリスクを取っ
て自分で判断していくしかないわけです。それ
で失敗する人もいるし成功する人もいるのかも
しれません。浮世のことは厳しいものです。

7 ．関連問題

これを関連問題と言うのかどうかわかりませ
んけれども，守秘義務と説明義務があります。
いろいろなことを秘密にしなければいけない，
しかし説明は同時に行えるようにしておかなけ
ればいけないということで，この辺は私があれ
これここで述べるまでもないことだろうと思い
ますけれども，いろいろ考えなければいけませ
ん。それから一定のルール，手続きを踏んだな
らばしょうがなくて，これだけやったのだから
許されるという場合もあるかもしれません。何
をやっても駄目だということになってしまった
ら，断罪されて不幸になる人が増え過ぎてしま
うような気もしないわけではありません。だか
ら，手続きを保護し，その法的効果として一定
のルールに従って行動した以上，これはあまり
糾弾しないようにしましょうということも一定
程度必要かもしれません。

「職務を離れたら何を言ってもいいわけでは
ない」と書きましたけれども，職務上知り得た
秘密はあちこちで言ってはいけないということ
が当然に多いですよね。かといって自分の行動
を説明する際に，こういうときにはこうだった
と言うことが必要な場合も出てくるかもしれま
せんし，なかなか難しい問題です。

それで，最後に世の中の変化について最近見
聞きしたことを述べたいと思います。こういう
ことがコンプライアンスや利益相反の問題の背
後にもしかするとあるのかもしれないと考えて
いるからです。去年の秋とつい最近の 2 回，ド
イツに出かけました。ご承知のとおり，ドイツ
はメルケル政権の下での移民の大量受け入れが
あり，それからドイツ国内では原子力発電は駄
目で，その代わりフランスで原子力発電した電



―16―

気を買っています。考えれば矛盾なのですけれ
ども，それでも守らなければならない理念のよ
うなものが何か多分あったのだろうと思います
が，政策の結果なのかどうかは何とも言えない
のですけれども，一部のドイツの経済人の方々
は，経済停滞はメルケルさんの責任だというこ
とで，いろいろなご批判を展開されているよう
です。何が原因で何が結果かというのはそう簡
単に言えるものではありませんけれども，そう
いうふうに考えていらっしゃる方がいるという
ことは重要なことではないかと思います。

それで，経済停滞がひどいものですから，価
値観の転換が最近また起こりつつあるのではな
いか，極右の政党が相当の支持を集めつつある
とか，いろいろなことが起こってきているので
はないかと思います。何がいいか悪いかは外国
のことなのでわれわれがここであれこれ言える
ものではないのですが，深刻な状況ではないか
と思います。

その例を申し上げます。去年，チェコからフ
ランクフルト経由でマドリードに飛んだ時に，
フランクフルトで乗り換えたわけです。それで
マドリードの空港に着いたら，私の荷物が出て
こなかったのです。なくなったわけではないの
ですね。少し後から，「 2 便後の飛行機で送る
からそれまで待つように」と言うのですが，空
港で待っているわけにもいかないので，「明日
でいいから運んでくれ」と言ったら，「わかり
ました」ということだったので，遅延の証明書
だけもらってそうしたのですけれども，次の日
に電話がかかってきて，「今日は土曜日で送れ
ないから，帰りにマドリード空港から帰るとき
にピックアップしてくれ」ということで，とう
とう私はスペイン滞在中，荷物を開けることが

できなかったということで困ったのです。
これは皆さんかなりの方がご存じだろうと思

いますが，フランクフルト空港は今，コロナ後
の旅客数の急増と，いったんレイオフした人を
急に補充というわけにもいきませんから従業員
が足りないということなのでしょうか，混乱し
ているということなのだろうと思うのです。と
ころが，それと同じことが先日あって，私は先
週の日曜日にミュンヘンから帰国したのですが，
飛行機に乗り込んでから 1 時間以上離陸しない
のです。荷物の積み込み等にだいぶ時間がかか
っているらしくて，大変な状況でした。

問題は，メルケル政権が進めた経済政策の結
果なのかわかりませんが，今のような経済状態
になっているときに，それでもいいのだという
方もいらっしゃるのかもしれません。生産性が
多少落ちても，今までのドイツの価値観と違う
ような方々の登場によって世の中が変わってい
く，環境政策もエネルギー不足になっている，
ロシアからの輸入もできませんから火力発電が
うまくいかないというところもあるのかもしれ
ませんけれども，それでもいいと思うのか，そ
れとも変えるのか，こういう選択をヨーロッパ
は迫られているのでしょうね。

アメリカもそうなのではないかと思っていま
す。今のままでいいのだという考えと，もっと
変えて，保守的な昔のアメリカに戻さなければ
いけないのだという方々のせめぎ合いがあるの
ではないかと思います。そういう中で，政治が
どちらに転ぶかによってコンプライアンスや利
益相反の問題も影響を受けるかもしれないと，
実に無責任な結論ですけれども，そういうふう
に思っております。
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はじめに

（林（宏））　関西大学の林と申します。どう
ぞよろしくお願いいたします。個人的なことを
申し上げると，大学院の時代，ちょうど抜本的
税制改革，消費税に向かう議論があったときか
ら租研と関わらせていただいて，非常に長くお
世話になっております。そういうこともあって
か，2009年から大阪で税制に関する研究会を開
催する運びになりました。当初，2009年から
2014年まで，東京ではなくて大阪で開催という
ことで，地方税研究会という名称で研究会を進
めてきました。 5年間，2014年まで地方税につ
いて，当時の委員の皆さんのご発表を順番にお
伺いする形で進めてきました。2014年10月から
は，今の税制基本問題研究会として開催してお
ります。
この研究会の特徴としては，私は財政を専門
としておりますけれども，ほぼ半々の 7， 8名
ずつ，途中での入れ替わりもありますが，財政
学，税法の研究者にそれぞれの関心，或いは研
究テーマに沿った報告をしていただく形で進め
ていることです。そして，研究会には会員企業
の皆さんにも入っていただいておりまして，そ
れぞれの研究テーマの報告を聴いた後に，企業
として，或いは一納税者としていろいろなご意
見を頂く形で進めてきました。途中で外部の研
究者の方にも外部講師として報告をしていただ
いております。
今回は，共通テーマを設定する現在の形式の
研究会となって 4回目です。研究会として大き
な統一テーマを設定しようということで，これ
までに税制改革，それから租税原則，前回は社
会・経済環境の変化と税制の課題といったキー
ワードを基本的なテーマに設定して，それぞれ
の研究者にそのキーワードを念頭に置いて報告
してもらう形でお願いしています。そしてこの
租研大会のときに取りまとめて皆さんにご紹介
するという形を取っております。

2022年度からの 2年間につきましては，統一
的なテーマを「地方税制の基本問題」と設定し
ました。よくいわれますように国と地方は車の
両輪であり，日本は意外と税収全体の中で地方
税の割合の高い国であります。同時にいろいろ
な行政を担っている範囲が非常に多いというの
も日本の特徴の 1つであるかと思います。ただ，
コロナ禍が今はちょっと落ち着いてきましたが，
10万円の給付を代表として様々な形で支出が拡
大しました。その際，実施に当たっては地方が
大きな役割を果たし，財源については国であっ
ても，支援金や補助金の給付は地方が直接当た
ってきました。それはそれでいいことなのです
が，一方でこの数十年いわれてきていた地方分
権，地方の自立という話で考えると，国の資金
への依存が大きくなるというのもちょっと違う
のかなとは思っています。このようなコロナ対
策が一段落したところで，改めて地方税の在り
方，分権なども含めて研究者の皆さんのご報告
を伺ったというのがこの 2年間の歩みでありま
す。
今日は，財政学の研究者からは甲南大学の林
先生，税法学の分野については同志社大学の坂
巻先生にそれぞれ取りまとめていただいて，今
日はパネリストとして大阪市の松村部長にも参
加いただいております。15の報告がありますの
で，かなり駆け足のご紹介になると思います。
先ほど事務局からもお話がありましたように，
何か質問がおありであればということで，その
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手順もお示しいただきました。時間が取れれば
ご質問にもお答えする形を取りたいと思います
けれども，皆さんそれぞれ関心をお持ちだと思
いますので，できるだけ質問をしていただき，
有意義な大会にしていきたいと思います。視聴
者の皆さん，それから登壇者の皆さん，どうぞ
よろしくお願いいたします。
それではまず最初に，自己紹介を兼ねてお三
方から順番にお話しいただきたいと思います。
では，林さんからよろしくお願いします。

（林（亮））　こんにちは。甲南大学経済学部
の林亮輔と申します。私は，2019年から税制基
本問題研究会に参加させていただいております。
私が専門としている財政学という学問を簡単に
説明しますと，「政府活動に必要な資金をどの
ように調達して，調達した資金をどのように支
出するかについて考える学問」であるといえま
す。
この税制基本問題研究会では，政府活動に必
要な資金を調達するための最も重要な手段であ
る租税について学ぶ機会を頂いております。税
制基本問題研究会では，先ほどご紹介がありま
したとおり，財政学からのアプローチによる研
究報告と租税法からのアプローチによる研究報
告が行われておりますが，本日は私から財政学
側の研究を中心に報告させていただきます。本
日はよろしくお願いいたします。

（林（宏））　それでは坂巻さん，お願いします。

（坂巻）　同志社大学の坂巻綾望と申します。
私の専門は税法（租税法）です。普段は，すで
に出来上がった法律を見て，それを具体的な事
例に当てはめて，結論がどうなるかということ
を見ております。ですので，未来に向かって税
制がどうあるべきかについては，得意な分野と
あまりよくわからない分野があります。本日は，
税法の視点から意見を述べさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

（林（宏））　ありがとうございます。では松
村さん，お願いします。

（松村）　大阪市財政局の松村と申します。税
制基本問題研究会には2019年から参加させてい
ただいており，今年で 6年目となります。私の
日頃の業務で税制に関わるものとしましては，
税制改正要望や課税自主権に関わることを担当
しております。この間の税制基本問題研究会で
は，地方税がテーマということで，まさに日々
の仕事に直結する話が多くあり，毎回の研究会
では大変興味深く先生方の研究成果を聴かせて



―20―

いただいております。本日の討論会も同様に楽
しみにしております。よろしくお願いいたしま
す。

（林（宏））　ありがとうございます。それで
は早速ですけれども，中身に入りたいと思いま
す。今もお話がありましたけれども，財政から
のアプローチの報告についてまず林亮輔さんか
ら，ご紹介を兼ねて報告をお願いいたします。
時間は15分程度ですので，どうぞよろしくお願
いいたします。

Ⅰ．財政学のアプローチからの報告

（林（亮））　甲南大学経済学部の林亮輔です。
それでは私の方から，今回のシリーズのテーマ
である「地方税制の基本問題」について，財政
学の観点からの報告を簡単に紹介させていただ
きます。

1 ．地方税原則と地方税の課題
第 1は，本日ご登壇されている関西大学の林
宏昭先生によるご報告「地方税原則と地方税の
課題」についてです。本シリーズの基本コンセ
プトである「地方税制の基本問題」について議
論するに当たり，抑えておかなければならない
地方税原則と地方税に関する現状と課題につい

てご紹介いただきました。
主要な点をお伝えしますと，①地方分権を進
めるためには，地方税の割合を増やすべきとい
う意見があるものの，地方税の割合を国税に比
べて高めても分権化が進むわけではなく，地方
分権はマクロの比率の議論ではないということ，
②個人住民税は個人が行う経済活動の大きさを
受益の大きさの代理変数と見なすことで，応能
原則よりも応益原則を重視するべきであるとい
うこと，③法人に対する地方税については，企
業が各地域でさまざまな公共サービスの利益を
享受しながら事業活動を行っていることを課税
の根拠として捉え，個人の場合と同じように生
産等の経済活動の規模に応じて負担を求めるこ
とで，応益原則を実現するべきであるというこ
と，④税制論としては，所得・消費・資産とい
った課税ベースにバランスよく課税することが
望ましいものの，国・都道府県・市町村それぞ
れにバランスを取る必要はなく，むしろ納税者
側から見て，どこに，何のための税を負担して
いるのかについて明確にする方がよいというこ
と，⑤地方分権の意識の浸透のためにも，都道
府県と市町村の税源を独立させる必要があると
いうことなどを報告されていました。

2 ． 地方税と交付税措置：地方公共団体の資
金調達・運営と財政健全化

続きまして，甲南大学の足立先生によるご報
告「地方税と交付税措置：地方公共団体の資金
調達・運営と財政健全化」です。「建設地方債
及び赤字地方債が許可制度から協議制度を経て
届け出制度へと移行したこと」や，「協議必要
団体の設定条件」が，地方公共団体の財政運営
に対してどのような影響を及ぼしたかについて
検証がされています。
主な研究結果ですが，①建設地方債の起債は
届け出制度への移行後も，財政状況に留意が必
要な団体の歳出には抑制効果が認められたこと，
②赤字地方債においては負債が積み上がること
で生じる将来の財政悪化が懸念され，各地方公
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共団体が歳出を抑えていることなどを明らかに
されていました。
これからの地方税制に対する示唆として，①
人口減少が進み財源確保が難しくなる中で，元
金の返済に加えて利子の支払いは，地方公共団
体の財政状況を悪化させ，過度な将来負担を招
く恐れがあること，③今後も地方公共団体の起
債においては，一定の国の関与を設けながら自
主・自立を促すことが重要であることなどを報
告されていました。

3 ． 地方税における応益原則の適用と課題－
個人と法人の受益と負担について－

続いては，私自身の報告「地方税における応
益原則の適用と課題－個人と法人の受益と負担
について－」です。個人と法人の間で受益と負
担の不一致が生じていないかについて検証し，
わが国の地方財政システムが財政錯覚を生じさ
せやすい構造になっていないかについて検証し
ました。
主な研究結果ですが，①地方財政支出の個人
と法人への配分については，都道府県・市町村
の財政支出ともに約 3割が社会全体に便益が及
ぶもの，約 6割が一次的に個人のみに便益が及
ぶもの，約 1割が一次的に法人のみに便益が及
ぶものであるということ，②一方，地方税負担
の個人と法人への配分については，都道府県税，
市町村税ともに約 6割が個人負担であるなどを
明らかにしました。
以上の結果を受け，これからの地方税制度に
対する示唆として，①社会全体が受益する行政
サービスの財源が法人によって賄われていると
いう結果は，わが国の地方財政システムが財政
錯覚を発生させやすいものになっているという
こと，②応益原則の観点から考えた場合，地方
財政規模を適切に保つためには，地方税のウエ
ートを企業課税から個人課税にシフトさせるこ
とを検討しなければならないということなどを
報告しました。

4 ． 日本型税務行政の生成過程－「徴税協力」
から「納税協力」へ－

続いては，神戸大学大学院経済学研究科博士
課程後期課程の正保様と神戸大学の玉岡先生に
よるご報告「日本型税務行政の生成過程－「徴
税協力」から「納税協力」へ－」です。日本型
の税務行政がどのように生成されてきたのか，
そこにはどのようなものが埋め込まれているの
かについて，日本の税務行政の歴史を振り返り，
その独自性や特徴について検証されています。
主な研究結果ですが，①近代には義務的租税
観をベースとした上意下達による税務行政が行
われるとともに，納税側を取り込んだ「徴税協
力」の体制が構築され，それが政府による国民
への社会規範の刷り込みとともに浸透していっ
たこと，②戦後には納税側の自発的・能動的な
形で行われる「納税協力」という日本の税務行
政の特徴的な概念・形態へと帰着していったこ
と，③この「日本型税務行政」と呼ぶべき特質
は，現代にも続く日本における租税観の表出事
象であり，また内在的な規定要因でもあるとい
うことなどを明らかにされていました。
これらの結果を受け，これからの地方税制度
に対する示唆として，①日本型税務行政が「税
を確実に納める」という側面に偏重しがちであ
るとすれば，納税という行為に埋め込まれてい
る権利の側面への認識を向上させることや，徴
税側と納税側が相互信頼関係を構築していく応
答的規制理論からの示唆を得ることが重要であ
ること，②日本型税務行政に表れる国税を巡る
「徴税側・納税側」の関係と，税務行政上の
「国・地方」の関係に共通項が見いだせるか，
税務行政を巡る国家との関係性という観点で今
後検討が必要であることなどが報告されていま
した。

5 ． 地方の法人所得税は生き残れるのか？
続きまして，関西学院大学の上村先生による
ご報告「地方の法人所得税は生き残れるのか？」
です。資本所得税や法人所得税の課税の根拠を
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経済学の視点から検討し，地方の法人所得税の
課題と将来の展望を明らかにされています。
主な研究結果ですが，①OECD諸国の中で地
方の法人所得税を持つ国は非常に少ないという
こと，②OECD諸国における法定税率の平均値
の推移を見ると，地方の法人所得税を持たない
国の方が，地方の法人所得税を持つ国よりも税
率引き下げを行っていることから，地方の法人
所得税の存在が税率引き下げを妨げている可能
性があるということ，③地方法人所得税の最大
の問題は偏在性であり，デジタル化と東京一極
集中により，ビジネス提供エリアと企業の所在
エリアの乖離がますます広がる可能性があると
いうことなどを明らかにされていました。
以上の結果を受け，これからの地方税制度に
対する示唆として，①地方の法人所得税の在り
方は，全体的に縮小し，ゆがみを軽減して限界
実効税率を低下させ，法定税率の引き下げで平
均実効税率も低下させ，超過利潤への課税と地
域への税収配分が望ましいということ，②具体
的には，法人住民税法人税割は縮小化又は国税
化，又は法人事業税付加価値割や地方消費税へ
移管する，法人事業税所得割はドイツの営業税
改革を参考にして損金算入を廃止しつつ標準税
率を引き下げ，又は付加価値割へと移管，さら
には外形標準課税の中小企業への適用拡大で税
率引き下げを行う，地方法人税及び特別法人事
業税は重点化することが望ましいことなどを報
告されていました。

6 ． 高齢化が個人住民税課税ベースに与える
効果

続きまして，京都産業大学の八塩先生による
ご報告「高齢化が個人住民税課税ベースに与え
る効果」です。高齢化で年金給付額が増えると，
国民全体の所得に占める公的年金給付の比率が
高まる，「勤労から年金への所得代替」という
現象が生じます。2000年代と2010年代における
勤労から年金への所得代替が，地方部の個人住
民税課税ベースにどのような影響を与えたかに

ついて検証がされています。
主な研究結果ですが，①2000年代について
「勤労から年金への所得代替」が，高齢化が進
む地方部の課税ベースを浸食した実態を分析し
た結果，高齢化による「勤労から年金への所得
代替」の実態が見て取れること，②年金への所
得代替が進む地方部の県ほど課税ベースの浸食
が進んだこと，③2010年代以降，高齢化がさら
に進展したにも拘らず，「勤労から年金への所
得代替」は進まず，高齢化が特に進む東北，九
州，四国で 1人当たりの課税ベースがむしろ大
きく増えたこと，④その理由として，高齢者の
就労増加により「勤労から年金への所得代替」
が進まず，課税ベースの浸食が起きなかった点
が挙げられることなどを明らかにされていまし
た。
これらの結果から，これからの地方税制度に
対する示唆として，①65歳以上の引退延期など
があったとすると，単なる問題の先送りに過ぎ
ない可能性があること，②将来この世代が一斉
に引退すると，課税ベース浸食が一気に顕在化
するかもしれず，この点で課題は残ったままと
いえることなどを報告されていました。

7 ． 子育て世代における個人所得課税の所得
再分配効果

最後は，神戸学院大学の金田先生によるご報
告「子育て世代における個人所得課税の所得再
分配効果」です。子どもの教育機会の格差是正
への関心が高まっており，世帯の経済格差が教
育格差に直結することが指摘されていることか
ら，所得再分配政策としての税制が子育て世代
にどのような影響を与えるかを把握する必要が
あるという問題意識のもと，勤労所得税と個人
住民税の所得再分配効果の経年的な変化を比較
し，その要因について検証がなされています。
また，子育て世代への所得再分配効果は，世帯
内の子どもの数や子どもの属する学校種によっ
ても異なる可能性があることから，それぞれの
影響についても考察されています。



―23―

主な研究結果ですが，①2007・2011・2012年
における勤労所得税と個人住民税に関する税負
担の集中度係数の変動は，三位一体改革や扶養
控除の変更によるものであること，②子どもの
数別の分析では三位一体改革や扶養控除の影響
が若干異なること，③学校種別に見ると，税負
担の集中度係数については大きな変化が確認さ
れていないことなどを明らかにされていました。
これらの結果から，これからの地方税制度に
対する示唆として，勤労所得税と個人住民税の
それぞれの租税の影響が異なるだけでなく，子
育て世代においては世帯内の子ども数や子ども
の属する学校種によって税制改正の影響が異な
るなどを報告されていました。
以上，駆け足になりましたが，財政学の観点
からの研究報告について紹介させていただきま
した。ご清聴ありがとうございました。

（林（宏））　ありがとうございました。時間
が限られている中で，非常に要領よくまとめて
いただきました。では，税法の分野から参加し
ていただいている坂巻さんと大阪市の松村さん
から，今の財政学の報告について一言感想なり
お伺いできたらと思います。ではまず坂巻さん，
どうぞよろしくお願いします。

（坂巻）　税法の視点からコメントさせていた
だきます。第 1に，税法は，どうしても地方財
政のうち収入側に着目せざるを得ない分野であ
るため，財政学の先生方から，支出側にも着目
した研究がなされて，大変ありがたいと感じま
した。特に，地方税においては，受益と負担の
関係が重視されておりますから，支出側を無視
して望ましい税制のあり方を議論することはで
きないと思っております。
第 2に，今後の地方税収をどのような税目に
よりどのくらい賄うべきかという点は，税法学
においても大きな関心のあるところなのですが，

税法学では答えを出すことの難しい問題であり
ます。その点について，林宏昭報告において，
どこに何のために税を負担しているかが納税者
にとってわかるようにすることが必要である点
が示され，そうした視点から，林亮輔報告にお
いて，わが国の地方税制が財政錯覚を生じさせ
やすい構造になっていないかどうかが検討され，
結論として，財政錯覚を生じさせやすいものと
なっていることとが示され，法人課税から個人
課税へのウエートの移行が提案された点が，非
常に興味深く思いました。今後も，個人住民税
が重要な財源であることを確認することができ
ました。
また，地方における法人課税のあり方につい
ては，税法学においても大きな関心が持たれて
いるのですが，財政学においても大きな関心が
持たれていると感じました。特に，上村報告で
は，法人事業税の標準税率を引き下げ，付加価
値割の中小企業への適用拡大が提案されていま
した。税法学においても，後に紹介しますよう
に，堀報告及び小塚報告において，法人事業税
における外形標準課税の見直しが提言されてお
り，同様の方向性が示されております。この点
を興味深く思いました。以上です。

（林（宏））　ありがとうございます。では松
村さん，実務家の立場で一言お願いします。

（松村）　今回研究会のテーマが地方税という
ことで，やはりその特徴として応益性の観点が
重要になると思いますが，研究会でも応益性に
まつわる課題についてさまざまな研究を聴くこ
とができ，大変勉強になりました。応益性は地
方税の基礎的な概念でありますけれども，その
内容は抽象的ですので，何をもって応益性があ
るというのか，また何を基準に応益性を測るの
かということを考えることはとても大切なこと
だと考えております。
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先ほどご報告いただいた中では，地方の法人
課税について地域的な偏在が大きいということ
や，受益と負担の相関が低い点など，ご指摘が
ありました。地域偏在の課題について，地方法
人課税の大きい大阪市のような都市部の自治体
としては，法人や企業の集積を 1つの要因とす
るインフラ整備など，都市的な財政需要も大き
いことから，そのような財政需要を賄うには地
方法人課税は適しているのではないかと考えて
おり，今後もその安定的な確保を求めていると
ころです。
ただ，デジタル技術の進展などもあって，企
業の経済活動の変化が大きくなっている現状に
おきましては，課税標準の分割基準の在り方や
均等割課税の在り方なども含めて，地方法人課
税の諸課題について，その対応を検討する時期
が来ていると認識しております。
他に報告では，地方の財政や実務との関連に
おいて，臨時財政対策債など赤字地方債に係る
課題，高齢化による税源浸食の課題，教育格差
の課題，納税協力の歴史など，私の仕事上身近
な課題が取り上げられ，非常に興味深く聴かせ
ていただきました。
国と比べて財政力が小さい地方自治体は，深
刻化する少子高齢化への対応などで財源確保が
より重要になってきますけれども，地方税だけ
の対応では困難で，地方交付税や地方債といっ
た財源をどのように有効に組み合わせていくか，
国と地方の役割分担や税源配分の課題として考
えていかなければならないというふうに思って
おります。私からは以上です。

（林（宏））　ありがとうございます。また後
でいろいろ取りまとめたり，お互いの議論の中
で追加でお話しいただける機会があるかと思い
ますので，よろしくお願いします。
それでは続けて，租税法のアプローチから行
われた報告のご紹介を坂巻さんからお願いいた
します。では，よろしくお願いします。

Ⅱ． 税法のアプローチからの報告

（坂巻）　それでは，税法学の分野における報
告を紹介させていただきます。税法学の視点か
らは，合計 8個の報告がなされました。分野と
しては，個人住民税，法人事業税，消費税，不
動産取得税，国際課税と多岐にわたりました。
アプローチ方法は，主に，諸外国の動向の紹介
と，社会や経済環境の変化に伴って生じている
課題の提示でした。順番に，各報告の概要を見
ていきたいと思います。

1 ． 個人住民税
（1） 米国連邦所得税における州・地方税額の

控除制限
個人住民税については，まず，関西学院大学
の一高先生による報告において，国税である所
得税において地方税をどのように扱うべきかに
ついて報告がなされました。わが国の国税であ
る所得税の計算においては，地方税である個人
住民税を，必要経費に算入することも所得控除
することも税額控除することも，できません。
これに対して，米国では，連邦所得税の創設時
から，連邦所得税の計算において州・地方税額
を所得控除する仕組みが採用されてきました。
これは，「SALT控除」と呼ばれております。
4ページ（租税法資料）にお示ししているのは，
連邦所得税の計算方法です。所得から費用や損
失を差し引いた後，項目別控除又は標準控除の
いずれかを納税者が選択して控除する仕組みと
なっています。
項目別控除の内容は 5 ページ（租税法資料）
に掲げておりますが，その 1つとして，租税を
控除することが認められております。ここに，
地方税も含まれています。このような形で，連
邦所得税の計算において，地方税が所得控除さ
れます（租税法資料 6 ページ）。このような仕
組みの当初の意図は，必ずしも明らかではあり
ませんが，2017年の税制改正により，この控除
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に上限が設けられることになりました。これを
「SALT�Cap」と呼びます。このSALT�Capが設
けられことは，州・地方にとっては好ましいこと
ではないため，連邦と州で争いになり，さまざ
まな議論が生じていることが報告されました。
（2）個人住民税における応益原則と住所地課税
2 つ目の同志社大学の倉見先生による報告に

おいては，個人住民税における応益原則と住所
地課税の見直しがなされました。第 1に，応益
原則はどのような意味で用いられているかが明
らかにされました。それは，論者によって異な
っており，おおむね 3つの意味で用いられてい
るということが整理して示されました。
第 2に，受益と負担の乖離が生じる場面が，
時間軸と空間軸という 2つの視点から整理して
示されました。つまり，受益と負担の対応関係
が求められる個人住民税において検討すべき課
題が示されました。例えば，地方で教育を受け
て，成人してから都会で働く場合に，受益を受
けた場所で納税をしないという意味で，受益と
負担の乖離が生じます。これは，時間軸におけ
る乖離といえます（租税法資料 8ページ）。また，
都会で会社に勤めた後に，地方の故郷で退職後
の余生を過ごす場合，同じように，時間軸から
見た受益と負担の乖離が生じます。
そして，空間軸から見た受益と負担の乖離と
しては，例えば，単身赴任をしている方や別荘
地を持っている方が，単身赴任地や別荘地にお
いて，受益をしながらもその地域に納税をしな
いという，空間軸から見た受益と負担の乖離が
生じえます。
こうした受益と負担の乖離が生じる場面につ
いては，今後の個人住民税のあり方について検
討すべき点です。また，倉見報告では，それら
の解決策として，複数の方策が検討されており
ますので，報告書をご覧いただければと思いま
す。
（3）米国州所得税の過去，現在，未来
私の報告では，これからの個人住民税のあり
方を広い視野で論じるために，米国における州

所得税をめぐる最近の議論を紹介しました。
第 1に，米国では，リモートワークによる所
得の源泉地をめぐって議論が生じています。米
国における州所得税は，居住地と源泉地が課税
をすることができる仕組みになっているところ，
給与については，源泉地は勤務地であると考え
られてきました。ところが，リモートワークに
ついては，勤務地は労働者の物理的な所在地
（自宅）であるとする見解と，雇用主の物理的
な所在地（オフィス）のままであると考える見
解とに分かれております。源泉地の判定につい
て，解釈上及び立法上の議論が活発になってい
ます。
第 2に，投資所得や退職所得に対する州所得
税をめぐる米国の議論を紹介しました。例えば，
ニューヨーク州で働いて退職後に，所得税が低
税率であったり無税である州に移ってから退職
金を受け取る場合，ニューヨーク州で課税がな
されず，移転後の州においても低税率の課税又
は無税になります。このようにして州所得税の
税逃れが可能となっていることが問題視されて
います。また，受益と負担の乖離が生じている
といえます。こうした問題について提案されて
いる解決策を紹介いたしました。

2 ．法人事業税
（1）減資と地方税法
法人に対する課税については，堀報告と小塚
報告において，法人事業税について検討がなさ
れました。
東北学院大学の堀先生による報告では，外形
標準課税のあり方について検討がなされました。
外形標準課税は，資本金 1億円以下の中小企業
については，その負担を考慮して，適用除外と
されてきました。そのような措置のせいか，最
近は，法人の減資や組織再編成により，外形標
準課税の対象法人が導入時の 3分の 2まで減少
していることが指摘され，令和 6年度税制改正
により対応がなされました（租税法資料17ペー
ジ）。具体的には，資本金基準の見直しがなさ
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れました。堀報告では，こうした改正は，いわ
ば小手先の改正であり，もう少し根本的な対応
を考えるべきであるとの問題提起がなされまし
た。
そこで，他の法令において中小企業・中小法
人がどのように定義されているかについて，検
討がなされました。とりわけ中小企業基本法に
おいては，中小企業は相対的に経済的弱者であ
るとこれまで考えられてきましたが，近年では，
イノベーションの担い手，雇用の受け皿，地域
経済発展の担い手としてその持続的成長を後押
しすべき存在として考えられるようになってい
ることが示されました。
今後は，法人事業税における外形標準課税の
あり方として，資本金以外の適用除外基準を検
討することや，中小企業を外形標準課税の適用
対象とすることについて，提案がなされました。
（2） 地方法人課税のあり方が法人課税に与え

る影響の検討
岡山大学の小塚先生による報告では，法人事
業税における外形標準課税の適用を免れるため
に資本金を減少させるという行動を法人が本当
にとっているのかという問題意識のもと，上場
企業の財務データ分析がなされました。
第 1に，上場企業についての資本金階級別企
業数を見ると（租税法資料20ページ），資本金
1 億円及び5,000万円以上 1 億円未満の法人の
数は，減少傾向にあります。そして， 1億円超
10億円未満の法人の数は，増加傾向にあります。
上場企業について，増資の状況を見ると，外
形標準課税の拡大がなされたあたりに，増資を
行った企業が多く，項目振替（資本金の増加額
を資本剰余金を減少させる行為）を行った企業
のほとんどは，資本金 1億円超への増資であっ
たことをうかがうことができます。反対に，減
資を行った企業は非常に少ないことが示されま
した。
第 2に，同一の法人について，外形標準課税
が適用された場合（原則）の事業税額と，外形
標準課税が適用されなかった場合（例外）の事

業税額を計算して比較すると，原則の適用を受
けた場合の税負担が小さくなる企業の方が少な
いことが示されました。すなわち，上場企業に
ついては，増資を行って原則の適用を受けよう
とする可能性があることが示唆されました。
第 3に，人件費率が高くなるほど，例外の適
用（外形標準課税の適用除外）を受けた方が税
負担が少なくなるという関係がなりたっている
ことが示されました。つまり，賃金の比率が高
くなればなるほど，外形標準課税を免れること
が有利であります。
以上により，法人は，資本金を減少させて外
形標準課税の適用を免れるだけではなく，反対
に，資本金を増加させて外形標準課税の適用を
あえて受ける場合があることが示唆されました。
そこで，今後は，外形標準課税の適用を納税者
の選択により受けたり受けなかったりするとい
う行動に問題がないのかどうかを検討すべきと
の提言がなされました。

3 ．消費税
（1）アメリカ州売上税における近年の傾向
次に，消費税に関して，大阪公立大学の酒井
先生からアメリカの州売上税について報告がな
されました。売上税の納税義務者は，小売販売
者だけであるという点で，消費税とは若干異な
っております。
州売上税においては，州内の消費者に対して
州外の事業者から資産の販売や役務の提供など
をした場合に，その州が課税をすることができ
るのかどうかについて，これまでに連邦憲法上
の問題として争われてきました。
Wayfair事件判決において，そのような売上
税の課税が連邦憲法に反しないことが示されま
した。ただし，その州と州外の事業者との間に
経済的なつながり（経済ネクサス）があること
が前提となります。そのため，各州は，売上の
閾値や取引数の閾値を設けて，それを超える州
外事業者に対して売上税の納付義務を課してい
ます。したがって，事業者にとって，各州にお
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いて売上税の納税義務があるかどうかそれぞれ
の州の閾値を確認して判断する必要があり，そ
の複雑さが事業者にとって負担になっているこ
とが示されました。
さらに，アメリカ州売上税におけるプラット
フォーム課税についても，現状と課題が紹介さ
れました。プラットフォーム課税は，わが国の
消費税においても導入されたところです。これ
は，州外の事業者が州内の消費者に対して資産
の販売や役務の提供をする場合には，州外事業
者に納税をしてもらうことが容易でない場合が
ありうるため，アマゾンなどのプラットフォー
ムに徴収義務を課する仕組みです。そのような
法律が各州で導入されるにいたった経緯が報告
され，またこのようなプラットフォーム課税も
州ごとに異なっていることから，州売上税の納
税義務を誰が負うかについて，非常に複雑な状
況になっているという問題点が報告されました。

4 ．不動産取得税
（1）土地法制の変化と不動産取得税制
不動産取得税については，兵庫県立大学の濵
田先生から報告がなされました。不動産取得税
は，導入時の昭和29年においては，不動産を取
得するという比較的担税力のある機会に相当の
税負担を求め，その反面固定資産税を緩和する
という趣旨で，設けられました。そのため，不
動産取得税は固定資産の前取りといわれてきま
した。
しかし，次のような土地政策の変化を踏まえ
て，そのような不動産取得税の理論的根拠ない
し位置づけを見直す必要があることが示されま
した。土地政策の変化の前提にあるのは，人口
減少時代において土地は価値がどんどん上がる
ものではないということです。所有者が不明で
ある土地が生じるようになっており，それはイ
ンフラの整備を阻害し，災害を生じさせる原因
になっているという意識があります。
そこで，土地基本法の改正がなされ，それに
関連する法令の改正がなされました。土地基本

法では，地方公共団体は，円滑な土地の取引に
資するため，必要な措置を講ずることが求めら
れています。そのような地方公共団体の役割を
踏まえて，不動産取得税のあり方を見直すべき
タイミングにきています。とりわけ，不動産の
流通段階においては，印紙税，登録免許税及び
不動産取得税の 3段階の課税がなされているた
め，本当にそのような 3重の税負担を負わせる
ままでよいのか検討する必要があります。

5 ．国際課税
（1）国際的に交換された情報の刑事手続利用
最後に，大阪経済大学の漆先生による報告に
おいては，地方税に関わるものではありません
が，情報交換のあり方について検討がなされま
した。適正・公平な課税・徴収をするために，
租税条約に基づいて情報交換が税務当局間で行
われています。そのような情報には，不正に入
手されたものが含まれることがあります。例え
ば，パナマ文書やパラダイス文書のように，あ
る国の金融機関の元従業員がリークして，つま
り不正に取得したものがありえます。また，そ
のような情報をもとに税務当局が手にした情報
がありえます。
そのような情報をもとに，情報交換要請がで
きるのか，また，それにもとづいて課税処分が
できるのか，さらには，刑事手続を進めること
ができるのかどうかが問題となります。これら
の問題について，諸外国の動向が紹介されまし
た。諸外国では，そのような情報を課税の基礎
とすることができることについては，裁判例で
示されつつあります。
そして，租税の犯則事件やマネーロンダリン
グなど，刑事事件の基礎とすることができるか
どうかについて，諸外国の動向と刑事法の分野
における議論を参考に，検討がなされました。
これは，納税者の人権とりわけプライバシー権
を保護する必要性と，公平・適正な課税の必要
性との調整の問題です。
租税法分野の報告は以上です。
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（林（宏））　ありがとうございました。先ほ
どと同じように，税法学からのアプローチの報
告のご紹介がありました。今度は財政学のアプ
ローチからの林亮輔さんと，それから実務家の
松村さんの方から，少し感想を頂けたらと思い
ます。よろしくお願いします。

（林（亮））　坂巻先生，ご報告ありがとうご
ざいました。租税法に関する研究報告を複数伺
いまして最初に抱いた印象は，地方税を取り巻
く社会経済構造がここ数年で大きく変化してお
り，地方税を時代時代の環境に応じたものにす
るためにも，税制を迅速に改正していく必要が
あるのではないかということです。さらには，
改革の障害をいかに克服していくべきかの検討
が不可欠だということです。
倉見先生や坂巻先生の報告は，テレワーク活
用による転職なき地方移住，別荘保有などの 2
拠点生活をはじめとしたライフスタイルの変化
を研究の出発点とし，個人住民税の在り方につ
いて検討されていました。また，堀先生や小塚
先生の報告では，コロナ禍の影響による業績悪
化への対応を目的に行われるなど，近年増加し
ている法人の減資を問題意識とされ，法人事業
税における外形標準課税の在り方について検討
がなされていました。その他にも，アメリカに
おける州売上税に関する酒井先生の報告では
「デジタル経済の進展による消費税課税問題」，
不動産取得税について検討がなされている濱田
先生の報告では，「人口減少時代における土地
の価値の低下」や「地方部における所有者不明
の土地の存在」を研究の原点とされていました。
このように地方税を取り巻く社会経済構造が
ここ数年で大きく変化しており，現行の地方税
制では対処しきれないさまざまな問題が生じて
いることが，今回の租税法の研究報告では特に
浮き彫りになったのではないかなと感じており
ます。諸外国に比べて役割が大きく，国と地方
の関係が非常に複雑であり，かつ国への依存が

大きい日本の地方財政において，地方税制を社
会経済構造の変化に迅速に対応したものに変え
ていくためにも，税制自体の検討とともに税制
改正に関するガバナンスとマネジメントも検討
すべき時代に来ているのではないかということ
を，租税法の研究報告を伺って感じた次第です。
私からの感想は以上となります。

（林（宏））　ありがとうございます。では，
松村さんからも続けてお願いします。

（松村）　租税法の分野でも地方税の応益性の
課題に関して多くの報告がございました。特に
個人住民税に関して，住所地課税と勤務地課税
の課題や，個人の生涯における転居への対応，
金融所得・退職所得の課税といった，長期的な
時間軸で見た場合の受益と負担の課題など，海
外事例も紹介いただいてとても参考になりまし
た。
勤務地と住所地の問題については，大阪市の
ような大都市は昼間流入人口も多いということ
で，それによる財政需要も大きいことから，従
来から大きな課題意識を持っております。個人
が受ける行政サービスの大きさで言いますと，
やはり福祉や教育分野の割合が大きくなります
ので，それらの行政サービスの提供地である住
所地で一括して課税されることに合理性はある
と思いますが，一方で都市インフラや消防など
は住民以外も対象となりますので，応益性を追
求するなら個人住民税を複数の地方自治体へ分
割するということに理論上はなります。ただ，
そうしますと地方自治体，納税者双方の実務の
面から，個人住民税での対応は限界があるとい
うふうに思いますので，この点は法人住民税や
事業所税，地方消費税といった都市的な税目が
カバーしていると考えるのが現実的かなと考え
ております。
また報告の中では，法人事業税の外形標準課
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税の適用に関して，中小企業か否かを判定する
資本金の基準についての研究もありました。減
資や増資はさまざまな要因で行われることでも
ありますし，デジタル技術が発達したことで，
たとえ大きな元手がなくても大きな利益を生み
出せる環境になっていると思います。そのよう
な中で，資本金で事業規模を判定することの合
理性が少なくなっているというふうにも思いま
すし，税負担への対応能力を表す指標について
も，もし他のものを考えるならば，実務的には
年度ごとの変動の少ないものがいいと思います
けれども，実際に何が適しているのか，改めて
検討する必要を感じたところです。私からは以
上です。

（林（宏））　ありがとうございます。以上，
駆け足ですけれども，財政学のアプローチから
のご報告と税法のアプローチからの報告を簡単
に紹介してもらいました。
冒頭申し上げたように，外部の先生方にもご
報告いただきました。オンラインで研究会も開
催していますので，どこの方でもという形でお
願いをしておりまして，今回の研究会の中では，
財政学の分野から一橋大学の佐藤主光先生に報
告していただきました。地方税を基本的なキー
ワードにして進めているということで，「デジ
タル時代の課税の在り方と地方税の課題」とい
うことで報告いただきました。国際化が進む中
で当然，デジタルの形のないものがいろいろな
取引される中で，そこにどう課税するかという
のは大きな問題ですけれども，その中に地方税
を絡めてご報告いただきました。
それから，税法のアプローチからは，東京大
学の神山先生にご報告をお願いしました。タイ
トルは「地方公共団体の課税自主権を巡る諸問
題」ということで，地方が課税自主権をどこま
で意識しながら課税の問題を取り上げていくの
かということを中心にお話しいただきました。
団体間の租税競争，或いはお互いに奪い合う，

これは私自身もいろいろな方の報告を伺ってい
て，アメリカなどはいかにして他の州の税収を
自分の州に持ってくるかということを理論付け
て議論することが非常に活発に行われていると
いうことが，私自身はすごく勉強になりました。
そのあたりのアメリカのこともご紹介いただき
ながら，日本の状況を考えるという報告内容で，
神山先生からは報告いただきました。
お二人の報告については，「租税研究」の方
にそれぞれ掲載があると思いますので，またご
興味のある方はご覧ください。
それでは，ここからは登壇者の皆さんにも自
由にお話しいただきたいと思っております。間
口を広げてといいますか，或いはそれぞれの報
告についての深掘りをしていただいてもいいで
すし，地方税について，ご報告内容ではないけ
れども日頃こんなことを考えているのだという
ことなど，理由を含めて少し議論いただきたい
というふうに思います。
では，これも最初の順番と同じで，財政学の
アプローチで参加してもらっている林さんから
お願いします。

Ⅲ． 財政学の観点から間口を広げ
た意見交換

（林（亮））　甲南大学経済学部の林亮輔です。
それでは，シリーズ報告を踏まえつつ，間口を
広げた意見交換ということで，「地方税制の基
本問題」について財政学の観点から，これまで
の報告で出てきた内容も含めて問題提起をさせ
ていただきます。

1 ．受益と負担を連動させることの重要性
まず，先ほど坂巻先生のお話にもありました
ように，今回のシリーズの対象である地方税は，
地方団体が公共財・サービスの供給に要する財
源を調達するための手段です。これが税の本源
的な機能になります。つまり，地方財政におけ
る地方税という立ち位置から地方税制を考える
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ことができ，その際に重要な視点はやはり「受
益と負担」の連動ということになります。
民間企業が供給する民間財・サービスの場合
は，消費者が民間財・サービスから得られる満
足とそれを手に入れるのに必要な費用負担につ
いて認識しているのに対して，公共財・公共サ
ービスというのは政治プロセスによって供給さ
れ，財源は税で賄われることから，住民は公共
財・サービスから得られる満足と費用負担につ
いて正確に知覚できないといった問題がありま
す。この問題のことを「財政錯覚」と呼んでお
ります。この点については，税制基本問題研究
会における私自身の報告の中でも述べさせてい
ただいたとおりです。
先ほどより，アメリカを海外の事例として取
り上げながら日本の税制との比較がなされてお
りますが，ここでもアメリカの地方税について
取り上げますと，アメリカの主要な地方税はプ
ロパティタックス（財産税）になります。日本
の固定資産税は地方税法で税率が1.4％と決め
られていますが，財産税の税率は歳出額を課税
ベースで割ることで決まります。そのため，歳
出額が大きいところでは税率が高くなり，歳出
額が小さいところでは税率が低くなるというよ
うになっています。つまり，「量出制入（いず
るをはかりているをせいす）」の考え方が税負
担の大きさを決める仕組みになっており，受益
と負担が連動しているわけです。
1978年，アメリカのカリフォルニア州で，「提
案13号（Proposition13）」として知られる納税
者の反乱が起こりました。この事例について少
し簡単に紹介しますと，1960年代半ば以降，ア
メリカでは経済的に恵まれない階層に教育サー
ビスを手厚く配分するという補償教育政策が行
われてきました。その一方で，子どもを私立学
校に通わせている中高所得層は，高い授業料を
支払うとともに地元の公立学校のために税金を
納めなければならないという二重の負担を負わ
されていました。しかも，公立学校の教育は学
力の低下が深刻な問題となっていたため，こう

した教育政策に対して中高所得層が不満を募ら
せました。その結果が反税運動の形で爆発した
のです。このようなカリフォルニア州における
納税者の反乱は，まさにアメリカの地方税にお
いて受益と負担が連動した仕組みが構築されて
いることによって起こったといえます。
一方，日本の地方財政を簡単に説明しますと，
まず標準的な行政水準，いわゆるナショナルミ
ニマムが決まります。そして地方税率も地方税
法という国の法律で標準的な税率が決まります。
ナショナルミニマムの支出には国の補助金が出
ます。そして，歳出額から補助金を差し引いた
額に地方税が達しない場合，その不足分は地方
交付税で補填される仕組みになっています。現
実はもう少し細かな制度になっているのですが，
このように日本の地方財政は，「量入制出（い
るをはかりていずるをせいす）」という構造に
なっています。つまり，受益と負担の連動が断
ち切られているのです。
先ほど問題意識として挙げた財政錯覚が生じ
ないようにするためには，アメリカのように公
共財・サービス水準が高ければ税負担も高くな
り，税負担が低ければ公共財・サービス水準は
低くなるというように，公共財・サービスの受
益と負担を連動させることが考えられます。も
ちろん，国が個別法令で標準的な行政水準を規
定している限り，財政移転は不可欠だと考えて
います。また，歳出の全額を地方税で賄うこと
にしてしまうと，地方税は個人所得，法人所得，
消費，資産といった経済変数を課税ベースとし
ているため，地方団体間で税率の大きな差が生
じてしまい，人口移動が誘発される可能性もあ
ります。従って，財政移転をなくすことはやは
り現実的ではありません。
ただその一方で，受益と負担を連動させて財
政錯覚を生じさせないようにするために，財政
移転を可能な限り縮小し，地方税を充実強化さ
せていくことが重要です。それでは，どのよう
な方法で地方税を充実強化すればよいのでしょ
うか。ここでは， 2つの視点を紹介させていた
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だきます。

2 ． 地方偏在度の低い地方税制の実現－普遍
性の原則－

国税はどの地域で集められようとも，全てが
国庫という 1つの財布に集められて支出される
ことから，地方団体間で税収が偏在していたと
しても問題ありません。しかしながら地方税の
場合は，多数の地方団体のそれぞれが公共財・
サービスの財源調達のために徴収するものです
ので，地方税としてできる限り偏在度の小さな
税目で税収を拡充し，どのような地方団体も十
分な税収を確保できるという方向性を目指さな
ければなりません。これが，先ほど林宏昭先生
のご報告にもありました「普遍性の原則」と呼
ばれるものになります。
表 1（財政学資料17ページ）には，税収の地
域偏在度が示されています。詳しく紹介します
と，都道府県税と市町村税について，主要税目
の地域間偏在度を「人口 1人当たり税額の変動
係数」と「最高団体の額と最低団体の額の倍率」
によって見たものです。変動係数の値や倍率が
大きいほど地域間格差が大きいことを意味して
います。その結果，個人所得課税（市町村民税
個人分）よりも法人所得課税（事業税，市町村
民税法人分）の変動係数が大きく，地域偏在度
が大きくなっていることがわかります。道府県
たばこ税，自動車税は地域偏在度が低く，地方
消費税については消費税額等を用いて地域間に
再配分した清算後の偏在度は極めて小さくなっ
ています。
財政移転への依存を縮小し，公共財・サービ
スの受益と負担の連動性を高めるには，地方税
の充実強化が重要になるということは先ほど申
し上げたとおりですが，その際にどのような地
方税で対応するのかという点を考えますと，ま
ず地方税としてはできる限り偏在度の小さな税
目で税収を拡充し，どのような地方団体におい
ても十分な税収が確保できるという「普遍性の
原則」を重視することが重要であると考えてお

ります。特に地域偏在度の大きな法人所得課税
については，近年の電子商取引の拡大やフラン
チャイズ制度などの経済取引，事業形態の変化
といったものが税収面でもさらなる東京一極集
中をもたらすことになるため，上村先生の報告
にもございましたように，税源偏在の是正措置
の在り方についての検討が必要になると考えら
れます。

3 ．地域の特性に応じた地方税制の確立
地方団体は地形，気候，風土などの自然状況，
産業構造や住民の所得水準といった社会経済状
況，面積や人口規模などの条件が大きく異なっ
ています。特に人口規模が大きければ大都市特
有の行政需要が生まれる可能性があります。こ
うした地方団体の多様性に対して，現行の地方
税制が対応できているのかどうかという点につ
いて少し検証していきたいと思います。
この点について手掛かりを得るために，行政
需要が異なると考えられる政令指定都市，中核
市，その他の市である一般市に市を分類し，行
政需要の違いが地方税にどのように反映されて
いるのかについて検証を行ってみます。なお，
政令指定都市とは政令で指定する人口が50万人
以上の都市，中核市は人口が20万人以上の都市
であり，これらの人口規模の大きな都市ほど，
交通，環境，防災，インフラ整備などの点にお
いて大都市特有の行政需要を抱えていると考え
られます。そのため，大都市特有の行政需要に
対応できるように，都道府県で行う事務の一部
を政令指定都市や中核市は担っているわけです
が，政令指定都市と中核市と一般市という行政
需要の違いに対して，地方税がどのように反映
されているのかという点についてデータを見て
いきたいと思います。
図 1（財政学資料21ページ）「行政需要に応
じた税制の必要性」をご覧ください。横軸は人
口 1人当たりの地方税収，縦軸は基準財政収入
額を基準財政需要額で割ったもの，いわゆる単
年度財政力指数であり，それらの関係を2020年
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度の決算額で見たものになります。先ほど申し
上げた財政力指数とは一体どういった指標かと
いうと，地方団体の財政力を示す指標として用
いられる指数で，1.0を下回るほど財源不足が
大きくなり，財政力が低いと判断されます。
横軸の人口 1人当たり地方税収と縦軸の単年
度財政力指数について，政令指定都市，中核市，
一般市それぞれの関係性をプロットしたものが
図 1（財政学資料22ページ）になります。その
結果，政令指定都市，中核市，一般市の近似曲
線が全て右上がりになっており，人口 1人当た
りの地方税収入が大きくなるほど単年度財政力
指数は大きくなっているという結果が得られて
います。つまり，人口 1人当たり地方税収が大
きいほど財政力が強くなることがわかります。
ところが，政令指定都市，中核市，一般市そ
れぞれに近似曲線を引いてみると，政令指定都
市と中核市，一般市とでは近似曲線が異なって
おり，異なったグループを形成していることが
わかります。図 1（財政学資料23ページ）で，
下の赤く囲まれたところが政令指定都市の近似
曲線，上の大きな四角で囲まれたところが中核
市と一般市の近似曲線になります。このように
グループによって近似曲線が異なるという結果
が得られているわけですが，政令指定都市は 1
人当たり地方税収が大きくても，大都市行政需
要を抱えているために財政力が弱くなっており，
中核市や一般市といったグループよりも近似曲
線が下に位置していると推察されます。
特に， 1 日約100万人の昼間流入人口がある
大阪市は，他の大都市グループと外れた場所に
位置しています。これは，大規模な昼間流入人
口に伴う行政需要に地方税が対応できていない
ためだと考えられます。
このように，大都市グループによって行政需
要が異なっているわけですが，大都市グループ
に生じている追加的な行政需要に対して，現行
制度ではどのような対応が取られているかとい
うことを申し上げますと，例えば政令指定都市
の場合は，追加的な行政需要については地方交

付税や地方譲与税などの割り増しなどで賄われ
ており，地方税以外の財源で処理されています。
つまり，全国画一的な地方税制が適用されて
いることによって，人口規模によって生じてい
る行政需要に現行の地方税制が対応できていな
いことがわかります。公共財・サービスに対す
る受益と負担の連動性が重要だということを申
し上げましたが，人口規模などによって生じる
行政需要の違いに応じて弾力的な地方税制が確
立できるような制度設計が必要なのではないか
ということが私の考えです。

4 ．まとめ
最後になりますが，ここまでの内容を簡単に
まとめます。まず，地方税というのは「地方団
体が公共財・サービスの供給に要する財源を調
達するための手段」である，これが地方税の最
も大きな機能だと考えています。そのため，地
方税制を考える上での重要な視点は，やはり
「受益と負担の連動性」であるということです。
しかしながら，日本の地方税は受益と負担の連
動が断ち切られており，財政錯覚が生じやすい
構造になっているということを問題意識としま
した。
そこで，受益と負担の連動性を高めるために，
どのような地方税制を今後構築していく必要が
あるかということを 2つの視点から述べさせて
いただきましたが，まずは「普遍性の原則を重
視した地方税の充実強化」が必要であるという
こと。さらには「行政需要の違いに応じた弾力
的な地方税制の確立」が重要であり，これらが
地方税制の課題として残されているということ
を報告させていただきました。
ここまで駆け足になりましたが，シリーズの
テーマである「地方税制の基本問題」について，
「地方財政における地方税」という観点から問
題提起をさせていただきました。以上で報告を
終わらせていただきます。ご清聴ありがとうご
ざいました。
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（林（宏））　ありがとうございます。それで
は坂巻さんの方から，少し間口を広げた議論を
していただきたいと思います。よろしくお願い
します。

（坂巻）　ご報告ありがとうございます。林亮
輔先生からのご報告と林宏昭先生からのご報告
により，応益原則について理解が深まったよう
に感じます。地方税の応益原則については，税
法学においてはかならずしも十分に理解がなさ
れていないように思います。どうしても，応能
原則と対比して，税負担の配分基準として捉え
られがちですが，必ずしもその点を強調する意
味ではないと理解しました。
まず，林亮輔先生の報告によると，受益と負
担が連動していることが重要であるということ
ですので，受けたサービスに応じてその人が租
税を負担すべきという考え方を必ずしも意味す
るわけではなく，公共サービスが大きいから租
税負担も大きい地域に住むことを選ぶのか，そ
れとも，公共サービスは大きくないが租税負担
も大きくない地域に住むことを選ぶのか，それ
を住民が選択することができるように，受益と
負担がつながっていることがみえることが求め
られるという意味に理解いたしました。それで
こそ，足による投票ができ，住民の希望にあっ
た地域づくりを進めることができると思います。
1点お伺いしたいのは，大都市の昼間流入人

口に見合った地方税制を確立するために，どう
すればよいかです。確かに，都市に住んでいる
わけではないけれども昼間だけ都市に人が集ま
るのは，その都市がそのための支出をしたから
であって，つまり集積にその都市が支出をして
きたからであって，だから都市はその部分に課
税できることが望ましいということができると
思います。個人住民税ではそのような仕組みに
なっていませんが，具体的に，どのような仕組
みがあり得るのか伺いたいと思います。弾力的
な設計ができることが望ましいと考えておられ

るのは，自由に大阪市は法人課税を重くすると
か，あるいは消費課税を標準税率より高い税率
にするとか，そういう税制の設計を可能とする
ことが望ましいのか，お伺いしたいと思います。
以上です。

（林（宏））　ありがとうございます。パネリ
ストの中で，最後に林さんが言われた弾力的な，
というか柔軟な都市税制という点について坂巻
先生からのご質問があったのですが，何かお答
えはありますか。具体的にといってもなかなか
難しいと思うのですけど，もし何かあれば林亮
輔さんの方から一言頂けたらと思います。

（林（亮））　ご質問ありがとうございます。
先ほどおっしゃられていたように，地方団体と
申しましても，人口規模はもちろん，地形，気
候，風土などの自然条件，産業構造や住民の所
得水準といった社会経済条件等を含めて非常に
多様です。そうすると，画一的な地方税制で全
ての違いをカバーしていくのは困難ですので，
地域特性を踏まえながら地域がある程度の自由
度をもって弾力的な地方税制を確立できるよう
な視点が必要ではないかという意味での発言と
なります。
ただ，地域によって100％違う地方税制を確
立していくべきだとは考えておりません。まず
は，全国画一的な地方税制の中でも受益と負担
をできる限り連動させていくこと，その上で地
域特有の行政需要に対応できない部分について
は，地域の独自性に応じた地方税制を確立して
いく必要があるのではないかと考えています。

（坂巻）　ありがとうございます。

（林（宏））　ありがとうございます。そのあ
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たりはいろいろな形で提言できたらいいと思い
ますが，それを踏まえて全体的に，間口を広げ
たというところも含めて，最後に昼間人口の多
い地域の税制という話が出たので，松村さんか
らも一言お願いします。

（松村）　先ほどの坂巻先生からのご質問で，
大都市の昼間流入人口に見合った地方税制の確
立という点ですけれども，まず市全体の地方税
制の中で，法人市民税なり，事業所税がありま
すので，法人企業が集まっている都市部には当
然，法人課税が多いものですから，それが基本
的に大都市需要に市全体として対応しているの
ではないかと思っております。
問題意識としては，最近の東京一極集中の問
題や普遍性の問題との整合性はありますけれど
も，地方法人課税を国税化して全国に配るよう
な制度ができていますので，そうなるとなかな
か大都市財政需要に対応できない部分も出てく
るのかなと思います。大阪市としても，法人市
民税の割合が昔と比べてだいぶ減っているとい
うこともありますので，その点は課題かなと思
っております。どこかの都市にだけ税源が集中
するのもそれはそれで課題ですので，林亮輔先
生がおっしゃった，需要に見合った地方税制を，
全国画一的ではない地方税制をどうやって作っ
ていくのかということを，これから考えていか
なければいけないと考えております。

（林（宏））　ありがとうございます。これか
ら今日の報告，それから研究会の中での報告を
含めてお互いに少し議論ができたらと思います。
特に取り上げてその部分は，先ほど坂巻さんか
らもご質問がありましたけれども，今度は財政
の林さんから税法の先生にアプローチ，或いは
今後のということでもしお尋ねすべきことがあ
れば，していただけたらと思います。

（林（亮））　ありがとうございます。私は財
政学の研究者ですので，「地方財政の中におけ
る地方税」という視点で考えるという意識を強
く持っています。そうすると，全体的な地方税
制度のあるべき姿というところは考えが及ぶの
ですが，租税法の先生方の研究で取り上げられ
ているような具体的で細かな制度設計について
は，私ではなかなか考えが及ばないところがあ
ります。一方で，私が教えていただきたいのは，
租税法という分野において「地方税制度のある
べき姿」を大きな視点でどのように捉えていら
っしゃるのかについて，もし何かお考えがあれ
ば教えていただければと思います。

（林（宏））　坂巻さん，もし何かあればお願
いします。

（坂巻）　どの税目を重視していくべきかとい
う点は，私も非常に難しいと思っております。
とりわけ，全国統一の地方税法を枠法とする現
状の仕組みのもとでは，なおさらそうです。全
体としては法人課税縮小ということでも，松村
様のお話を聞くと，昼間人口が多いような都市
はその流れとは反対にしてほしいということに
なると思いますので，難しいと感じました。
個人住民税については，この後，少し報告さ
せていただいてよろしいでしょうか。

（林（宏））　はい，お願いします。では，先
ほども言っていただいているところはあるので
すが，松村さん，今のやりとりを踏まえてお話
しください。

（松村）　当初ご報告いただいた内容を含めて
全般的な感想になりますけれども，私が普段，
税の仕事をしていて，税制を考える際に難しい
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と思っているのは，バランスの取り方です。先
ほども話がありましたけれども，例えば制度の
合理性や整合性と課税の実務との間でバランス
をどう取るかということであるとか，税収確保
と納税者の負担の間でどのようにバランスを取
るかということなど，必ずしも両立しないもの
の間でどういうふうに落としどころを探ってい
くかということが難しい点ではないかと思って
います。
先ほど来話が出ている応益性を考える際にも，
どこまでそれを厳格に求めるのかという課題が
あると思っています。あまりにそれを重視する
と，研究会でも指摘がありましたけれども，租
税ではなく負担金や手数料のようになってしま
いますし，一方でそれを軽視すれば納税者の理
解が得られず，結果として行政運営に支障を来
すことになると思います。このような場合，ま
ずは原則論やあるべき論をしっかりと押さえた
上で実現性を探っていくことが大切だと思って
います。
個人住民税に関して，また坂巻先生からご報
告があるかもしれませんけれども，先ほども少
し触れましたが，個人住民税での応益性の観点，
もしくは負担分任の観点について，近年では三
位一体改革のときの比例税率化といった制度改
正はありましたけれども，勤務地課税や源泉地
課税，もしくはリモートワークの課題など，地
方自治体をまたぐ受益と負担に関する改革とい
うのは，議論はいろいろありましたが，制度化
は進んでいない状況となっています。この観点
では近年，ふるさと納税によるゆがみも大きく
なっているのではないかと思っています。先ほ
ど申し上げたとおり，課税実務が難しい点もあ
りますけれども，地方自治体間の課税権の配分
の問題に関しては，他の税目によるカバーに加
えて，地方交付税による調整で一定程度緩和さ
れることから，やむなしと思われている面もあ
るのかもしれないと思っています。
いずれにしても，地方税制度が前提としてい
る社会の姿も，DXによる働き方改革などによ

って税制の設計時から大きく変わってきており
ますので，変革の時期に来ているのではないか
と感じています。課税実務で対応できるかとい
う課題については，近い将来，地方税システム
の標準化も始まりますし，全国的にマイナンバ
ーの活用などもより進展すれば現在とは違う環
境になると思いますので，そうした土台が整っ
た際には，報告で指摘のあった個人住民税の課
題についても対応しやすくなるのではないかと
考えています。
また法人課税に関して，研究会でも指摘を頂
いた内容については，大阪市は法人市民税を重
要な税源としておりますので耳の痛い話もあり
ましたけれども，地方法人課税の現状と課題を
知る上で大変参考になりました。地方法人課税
を巡っては，税制改正に関する租研意見でもさ
まざまな課題が指摘されております。特に東京
一極集中の課題については全国知事会でも議論
になっておりますが，近年，税源が東京に偏在
しているのを是正するということで，都心部か
ら地方へ税源を広く配分しようとする税制改正
が行われています。これらの税制改正は，税源
配分の課題への対応ではありますけれども，受
益と負担という応益性の要素も含めて課題を一
挙に解決しようとするならば，地方法人課税自
体をなくしてしまって，国税として一括して国
が課税し，何らかの経済指標で地方自治体に配
分するのがよいといえると思います。また，地
方法人課税には従来から取りやすいところから
取るという批判もあります。
ただ，地方分権の観点から考えますと，地方
自治体が課税を通じて納税者と向き合うからこ
そ責任感を持った行政ができるというふうに思
っておりまして，それは法人も例外ではありま
せんので，その点は重視すべきと考えています。
最後になりますが，総論的な話として，地方
税制の在り方について，地方税は課税自主権な
どを活用して一部独自性を出せるものはあるも
のの，実質的に全国画一的な制度で運用されて
います。先ほど林亮輔先生からも，財政力と行



―36―

政需要の関係などについてお話しいただき，行
政需要の違いに応じた弾力的な地方税制の確立
とご指摘いただきましたけれども，私もそれが
重要だと思っております。近年，経済社会の在
り方も大きく変わってきており，今後の人口減
少社会においては，地方自治体ごとの行政需要
の態様もより多様化すると予想されますけれど
も，現在の地方税制はこれに対応し切れないの
ではないかとも考えています。
今回の報告の中では，アメリカにおける連邦
所得税からの州税や地方税の控除，また州売上
税の状況についても説明がありました。アメリ
カの州は地方自治体ではないのは承知しており
ますけれども，こうした制度も参考に，先ほど
も触れましたが国と地方の税財源配分も含めて，
地方税や地方交付税，国庫補助金といった地方
税財政制度全般について，画一的ではない，で
きる限り地域ごとの社会経済状況にマッチした
ものに変えていくことが必要ではないかと考え
ております。私からは以上です。

（林（宏））　ありがとうございます。それで
は改めて，坂巻さんからご報告をお願いします。

Ⅳ． 税法の観点から間口を広げた
議論

（坂巻）　では，私の問題意識は個人住民税に
ありますので，個人住民税の課題を広く共有し
ていただきたく，報告させていただきます。

1 ．全体について
まず，税法学における各分野の報告において
は，諸外国の動向や社会経済環境の変化を通じ
て，今日における地方税制の課題を示すという
アプローチがとられておりました。税法学から
は，具体的な提言をするにはなかなか至ってお
りませんが，検討していくべき課題を示すこと
ができたと思っています。そのような課題につ

いて，財政学分野における研究がさらに進めら
れることを望んでいます。
諸外国の動向については，対象として選ばれ
た国は圧倒的に米国でした。私が米国を取り上
げた理由は，米国における税法学の議論の水準
が高いことと，州が大きな課税自主権を持って
おりますので，そのような自由が認められてい
る状況において，州がどのような理由でどのよ
うな税制を設計するかを見たいと考えたからで
した。
米国では伝統的に，所得の再分配は国税に任
せて，地方は財産税のような税目を基幹税とす
べきとされてきました。林亮輔先生のご報告に
もあったと思います。なぜなら，高所得者は高
い州税を免れて移動することができるからだと
思います。そうであるにもかかわらず，実際に
は，州の個人所得税が重要な税収源となってい
ます。

2 ．わが国の個人住民税について
46ページ（租税法資料）は，州所得税とわが
国の個人住民税を比較したものです。米国の州
は，基本的には課税自主権を持っております。
ただし，連邦憲法に違反しない範囲内でという
ことになっております。州所得税の基本的な考
え方は，応能負担です。つまり，納税者の所得
を包括的に把握して，担税力を把握して，それ
に累進税率を適用するという考え方です。また，
居住地だけでなく，源泉地が課税をします。そ
れによって二重課税が生じますが，居住地が源
泉地による税を税額控除することによって，二
重課税を排除します。
最近は，ITの発達により，所得の源泉地を
判定することが難しくなっており，また，高所
得者は，リモートワークによって住まいを移す
ことが容易になっているため，居住地課税の難
しさが出てきていることが指摘されています。
これに対して，わが国の個人住民税は，標準
税率が定められており，地域ごとの差異はほと
んどありません。そして，基本的な考え方は，
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応益負担です。林宏昭先生のご報告にございま
したが，住所地は，住民に対して，受益の代理
変数と考えられる所得を用いて課税をします。
それは，比例税率です。
こうしたわが国の個人住民税の現状について，
米国と比較すると，源泉地の判定の難しさはあ
りませんし，税逃れも生じにくい状況という点
において，評価することができるように思われ
ます。

3 ．前年所得課税から現年所得課税へ
個人住民税の課題を指摘しておきたいと思い
ます。わが国の個人住民税のうち所得割は，前
年所得を課税標準としています。例えば，令和
6年中の総所得金額等を課税標準として，令和
7年分の住民税が計算されます。こうした仕組
みには，徴収上のメリットがあったのですが，
次に述べるように，二地域居住者や外国人の取
り扱いについて課題が生じているため，現年所
得課税への移行が提案されています。現年所得
課税は，その年の所得を課税標準とする仕組み
です。令和 6年中の所得金額をもとに，令和 6
年分の住民税を計算することになります。この
ような仕組みは，理論的に望ましいのですが，
執行の実現可能性について議論されているとこ
ろです。
前年所得課税の問題点として，二地域居住の
推進と外国人に対する課税を挙げることができ
ます。
（1）二地域居住の推進
まず，二地域居住の推進についてです。二地
域居住は，全国二地域居住等推進協議会によれ
ば，主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠
点を設ける暮らしをいいます。このような二地
域居住者に対して，どのような課税がなされる
のでしょうか。
第 1に，住所を有する地方自治体において，
住民税の均等割と所得割が課せられることにな
ります。そして，他方の地方自治体においても，
事務所，事業所又は家屋敷がある場合には，均

等割を課せられることになります。
そして，住所の判定については，第 1次的に
は住民基本台帳に記録されているかどうかによ
ることとされており，第 2次的に，真実に住所
を有する場合には，住民基本台帳に記録されて
いなくても記録されているとみなして課税する
ことができることとなっています。そうした場
合には，その旨を通知された市町村・道府県は
課税することができません。
そこで，真実の住所とはどこかというと，相
続税法上の住所が問題となった最高裁判決にお
いて，生活の本拠をいうと解されています。そ
して生活の本拠とはどこかというと，「その者
の生活に最も関係の深い一般的生活，全生活の
中心」をいうと解されていますので，さまざま
な要素を考慮して決定することになります。「最
も」とありますので，基本的には 1カ所である
と考えられます。したがって，所得割について
は，いずれか 1つの地方自治体のみが課税する
ことができると考えられます。
このような現状に対して，二地域居住者につ
いて税収を分け合う方法がないかどうかについ
て，これまでにも検討がなされてきました。こ
のような検討の結果として，税を分割する方式
は取り得ないということで，ふるさと納税の仕
組みが創設されました。しかし，現年所得課税
に移行すれば，税を按分する仕組みを採用しう
るように思います。
（2）外国人労働者の増加
2 つ目の課題は，外国人労働者の増加です。

外国人は， 3カ月を超えると，中長期在留者と
いう形で住民基本台帳に記録され，住所を有す
ることになります。したがって，住民税の納税
義務者になりえます。しかし，転職を繰り返す
方や，少ない金額の仕事をかけ持ちしている場
合などに，特別徴収の要件を満たさずかつ転出
手続きをせずに出国してしまうことによって，
徴収を免れる方がおられます。執行のあり方を
検討する必要があります。
また，前年中に所得を得ていたけれども，例
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えば令和 6年に所得を得ていたけれども，令和
7年 1月 1日より前に出国したために，住民税
の納税義務が生じないという状況があり得ます。
特に，夏季労働者はそのようにして納税義務が
生じないのですが，冬季労働者は納税義務が生
じることになり，この両者の差について不公平
感があると指摘がされています。この問題を根
本的に解決しようとすると，現年所得課税へ移
行した上で，滞在期間に応じて納税義務の按分
をするような仕組みが必要であります。
こうした課題が生じているなかで，理論的に
望ましい現年所得課税への移行が検討されてい
るわけです。
以上，私から個人住民税の課題をご紹介させ
ていただきました。

まとめ

（林（宏））　財政学と税法学，それぞれの視
点からのお話し，ありがとうございました。ま
だまだ互いに質問等があると思いますが，時間
の関係もありますので最後に総括ということで
す。
今日の話全体を一言でまとめるのは難しいの
ですが，私なりのお話を少ししたいと思います。
今回の研究会では地方税をテーマにしました。
それぞれ提言がありながら，私も含めて若干歯
切れの悪い話になっている部分もあるかと思い
ます。 1つには，アメリカの例がよく出てくる
のですが，日本の地方自治体は幅広く総合行政
を担っていて，例えばアメリカでは学校を運営
するためのプロパティタックス何パーセント分
という形で行政項目と負担の関係が非常に見え
やすい土台があると思います。
日本の場合は，防衛省以外，国の省庁のほと
んど全てが市役所の中にあるのではないかとい
うぐらい，いろいろなことをやっている中で，
税財政の受益と負担というときに，行政サービ
スと負担の関係がリンクしにくいところがあろ

うかと思います。そこで，標準的な行政水準を
設定した上で，それが実現できるような地方交
付税という制度を設ける形になっているという
ことです。そのために，地方の行政支出を全部
賄う地方税制を確立する議論だけではなく，ど
の税をどういうふうに設計すれば，この自治体
の行政を自分たちの負担で賄っているのだとい
うふうに思ってもらえるかということを考えな
いといけないのが難しいところだと思っていま
す。
それからもう 1つは，日本の地方税の話しで
はどうしても偏在の議論が出てきます。先ほど
も昼間人口と夜間人口の違いの話があって，昼
間人口は多いけれども大阪市のように交付税の
交付団体になっているというところもあります。
昔は大都市に集中することが問題となっていま
したが，今は東京に集中という話になっている
のが現状です。ただ，偏在というときに，どう
しても人口 1人当たり税額がいろいろなところ
で物差しに出てくるのですが，そもそも地方税
の課税ベースは人口 1人当たり均一ではありま
せん。どうしても経済活動は偏在するわけです。
税に関して経済力に応じた偏在も認めないの
かということになります。夜間人口 1人当たり
で見た税収を等しくするべきなのかということ
ですが，それを前提とするのであれば全部まと
めて集めて 1人当たりで割ればいいという話だ
と思います。都市部の税制を議論するときにも，
偏在というのは 1人当たり，それも夜間の 1人
当たりで議論することが多いですから，そもそ
も偏在の定義のところもきちんと見ていかない
といけないと私は思っています。事業所税のよ
うな都市固有の財政需要があるからという形で
できた税金もあると思うのですが，今はなかな
かそういう議論が難しい状況にありますから，
このような議論は特に必要と考えます。
本日参加していただいている皆さんから，地
方に課税権を与えるべきだということや，或い
は受益に応じた課税という形，要するにこれだ
けサービスを受けているのだからということを
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明確にすべきといったご意見をいただきました。
地方分権や地方自治というときにすごく大事だ
とは思います。一方で，日本の中で経済活動が
非常に弱い地域は，ごみの収集を月 1回で我慢
しろと言うのは難しいと思います。途中でナシ
ョナルミニマムという話が出ていましたけれど
も，それを考えつつ，どの部分の行政をどの地
方税収でという議論をしていくことを意識して
いかないと，なかなか受益と負担の議論が結び
付いていかないのではないかと思っています。
それから，デジタル化というのも何度も出て
きた話です。長く地方分権がいわれていて，い
ろいろなところで話をすると，例えば先ほどの
坂巻さんのお話に住民税がありましたけれども，
住民税の税額の決定通知の紙が自治体によって
違うというご意見が企業の方から出てまいりま
す。1700の自治体があれば1700種類あるのかと
いうわけですが，違う様式を使っていることが
地方分権だとは私は思えないのです。そこは，
それこそデジタル化でどこまで統一化できるの
か，デジタル化して統一化していったからとい
って，どこの地域に税金を納めているかという
話が結び付かなくなっては困るので，そういう
ことをこれからどうやって構築していくかとい
うところだと思います。
私自身も30年，40年，地方分権の話をしてい
て，財政的な地方分権はその間何か進んだかと
いうと，実際にはなかなか進んでいない状況だ
と思いますが，最近，法定外税，目的税だった
りというところが出てきています。宿泊税は，
私は反対ではないのですが，住民ではなく外か
ら来た人に「負担を押しつける」ようなかたち
の税金になるのはあまり良くないと思います。
要するに，そこの議会などを決めている人たち
ではない人たちが払う税金ですよね。これは神
山先生の報告の中で租税を外に輸出する形での
議論というふうに定義付けられていました。し
かしながら，一方で外から来る人は一定の財政
需要を引き起こすわけですから何らか負担を求
めることは当然必要であり，外から来る人にも

わずかかもしれませんけれども負担を求めよう
という議論をしていくのは，アメリカ型という
と言い過ぎかもしれませんけれども，受益と負
担を結び付けた税制に一歩でも二歩でも議論が
近づくのかなと思っています。
幾つか申し上げましたけれども，そもそも偏
在性とは何というところからもう一度きちんと
見直して，消費税のときは，古い話ですけれど
も，元々ない税制を作りました。それまで物品
税だったものをがらっと変えて新しい税金を作
ったのです。新しいものを作るというのはもし
かすると割と議論がしやすいのかもしれません
が，今までこういうふうにあるものを変えると
いうのはなかなか大変だというところはありま
す。その中で，法定外税のように，この地域は
こういう税金という議論が出てきているところ
だと思いますので，そのあたりの意識の醸成と
実際の制度の枠組みの検討がこれからも議論し
ていかないといけないところだと思います。
ご意見を頂いた皆さんにストレートにお答え
できているかどうかわかりませんけれども，私
自身は今こういうふうに思っているというとこ
ろであります。頂いた時間があと 3分ぐらいに
なりました。
私もかつて同僚の人に，「所得税は納得でき
るけど住民税は高いな」と言われたことがあり
ますが，大体皆さん給与明細書をご覧になった
ら住民税は高いなという印象を持っておられる
と思うのです。そのときに，では地方は何をし
てもらっているのかという話が出るのです。私
たちの同僚となると大体子どもが大きい人が多
いですから，小学校に無料で行けたことはみん
な忘れています。だから，これだけ払っている
のに市から何をしてもらっているのかという話
になってしまいます。そこを一歩乗り越えない
と，住民を巻き込んだ議論にならないと思いま
す。
それから 1つ追加すると，先ほど坂巻さんか
ら住民税の現年課税化の話が出ていましたが，
これは私も10年以上ずっと関わっています。今
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のままで特に不便なことはないのに，なぜ現年
課税化をあえてしなければいけないのかという
話は必ず出ます。ただ，少し長い目で見たとき
に，そういう仕組みにしておいた方がよかった
というふうに私は言ってもらえる見直しになる
と思っています。これからもっと周知しないと
いけないという話を担当者ともしているところ
ですので，またそのあたりの議論が出たら関心
を持って見ていただけたらと思います。
2時間オンラインですので，参加者の皆さん

に参加してよかったと思っていただけたのかち

ょっとわかりませんけれども，少しでもお役に
立てればと思います。このやりとりは租研の方
で印刷物になっていくと思いますので，またそ
こでご覧になって，何かご質問等があれば事務
局にご一報いただけたらと思います。
今日は登壇者の皆さんどうもありがとうござ
いました。参加者の皆さん， 2時間お付き合い
いただいてどうもありがとうございました。で
は，事務局にお返ししますので，よろしくお願
いします。
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第 回租研大会 税制基本問題研究会討論会

「地方税制の基本問題」
研究会での報告内容紹介

（財政学）

甲南大学経済学部 林 亮輔

年 月 日資料① 地方税原則と地方税の課題 （関西大学経済学部 教授 林宏昭）

• 地方分権を進めるためには、地方税の割合を増やすべきという意見があるが、地方税の割合を国税に比べて高
めても分権化が進むわけではなく、地方分権はマクロの比率の議論ではない。

研究成果① 地方分権と地方税

研究の問題意識・目的

• 本シリーズの基本コンセプトである「地方税制の基本問題」について議論するにあたり、抑えておかなければ
ならない「地方税原則」と、地方税に関する現状と課題について概観する。

1

主な研究結果

• 個人住民税：個人が行う経済活動（所得）の大きさを受益の大きさの代理変数とみなすことで、応能原則より
も応益原則を重視する。

• 法人に対する地方税（法人住民税・法人事業税）：企業が各地域で様々な公共サービスの利益を享受しながら
事業活動を行っていることを課税の根拠として捉え、個人の場合と同じように生産等の経済活動の規模に応じ
て負担を求めることで、応益原則を実現する。

研究成果② 個別税制の考察

• 税制論としては、所得・消費・資産といった課税ベースにバランス良く課税することが望ましいが、国・都道
府県・市町村それぞれにバランスを取る必要はなく、むしろ、納税者の側から見て、どこに、何のための税を
負担しているのかについて明確にする方が良い。

• 地方分権の意識の浸透のためにも、都道府県と市町村の税源を独立させることが必要である。

研究成果③ 税源の独立性

地方税と交付税措置：地方公共団体の資金調達・運営と財政健全化
（甲南大学経済学部 教授 足立泰美）

• 建設地方債の起債は届出制度への移行後も、財政状況に留意が必要な団体の歳出には抑制効果が認められた。
• 財政状況に留意が必要な団体は、建設地方債の起債によって確かに歳出の増加が生じているものの、その増加

幅が抑制されている可能性が高い。

研究成果① 建設地方債

これからの地方税制度に対する示唆

• 「建設地方債及び赤字地方債が許可制度から協議制度を経て届け出制度へと移行したこと」や「協議必要団体
の設定条件」が、地方公共団体の財政運営に対してどのような影響を及ぼしたかについて検証。

2

主な研究結果

• 赤字地方債においては、負債が積みあがることで生じる将来の財政悪化が懸念され、各地方公共団体が歳出を
抑えている。

• ただし、協議が求められる地方公共団体は、そうでない団体に比べて、元利償還費の全額に対して交付税措置
がなされている赤字地方債において、歳出が膨らんでいる。

研究成果② 赤字地方債

• 人口減少が進み財源確保が難しくなるなかで、元金の返済に加えて利子の支払いは、地方公共団体の財政状況
を悪化させ、過度な将来負担を招く恐れがある。

• 今後も、地方公共団体の起債においては、一定の国の関与を設けながら自主・自立性を促すことが重要である。

研究の問題意識・目的

地方税における応益原則の適用と課題－個人と法人の受益と負担について－
（甲南大学経済学部 教授 林亮輔）

• 都道府県・市町村の財政支出ともに、約 割が社会全体に便益が及ぶもの、約 割が一次的に個人のみに便益が
及ぶもの、約 割が一次的に法人のみに便益が及ぶものであるという結果が得られた。

研究成果① 地方財政支出（受益）の個人と法人への配分

これからの地方税制度に対する示唆

• わが国では、地方税の法人負担のウエイトが高いという議論があるとともに、行政サービスについては個人向
けのものが増加している傾向にある。仮に、個人が負担を上回る便益を享受していたとすれば、行政サービス
の便益や費用の大きさを誤って知覚する「財政錯覚」が生じ、資源の効率的利用が妨げられる可能性がある。

• 個人と法人の間で受益と負担の不一致が生じていないかについて検証し、わが国の地方財政システムが「財政
錯覚」を生じさせやすい構造になっていないかについて考察する。

3

主な研究結果

• 都道府県税・市町村税ともに、約 割が個人負担であるという結果が得られた。
研究成果② 地方税負担（負担）の個人と法人への配分

• 社会全体（個人と法人）が受益する行政サービスの財源が、法人によって賄われているという結果は、わが国
の地方財政システムが財政錯覚を発生させやすいものとなっているということを意味している。

• 応益原則の観点から考えた場合、地方財政規模を適切に保つためには、地方税のウエイトを企業課税から個人
課税にシフトさせることを検討しなければならない。

研究の問題意識・目的

日本型税務行政の生成過程－「徴税協力」から「納税協力」へ－
（神戸大学大学院経済学研究科博士課程後期課程 正保順一） （神戸大学大学院経済学研究科教授 玉岡雅之）

• 日本型の税務行政がどのように生成されてきたのか、そこにはどのようなものが埋め込まれているのかについ
て、日本の税務行政の歴史を振り返り、その独自性や特徴を明らかにする。

4

主な研究結果

• 近代には、義務的租税観をベースにした上意下達による税務行政が行われるとともに、納税側を取り込んだ「徴
税協力」の体制が構築され、それが政府による国民への社会規範の刷り込みとともに浸透していった。

• 戦後には、納税側の自発的・能動的な形で行われる「納税協力」という日本の税務行政の特徴的な概念・形態へ
と帰着していった。

• この「日本型税務行政」と呼ぶべき特質は、現代にも続く日本における租税観の表出事象であり、また、内在的
な規定要因でもある。

これからの地方税制度に対する示唆

• 日本型税務行政が「税を確実に納める」という側面に偏重しがちであるとすれば、納税という行為に埋め込ま
れている権利の側面への認識を向上させることや、徴税側と納税側が相互信頼関係を構築していく応答的規制
理論からの示唆を得ることが重要である。

• 日本型税務行政に表れる国税をめぐる「徴税側⇔納税側」の関係と、税務行政上の「国⇔地方」の関係に共通
項が見出せるか、税務行政をめぐる国家との関係性という観点で今後検討が必要である。

研究の問題意識・目的

地方の法人所得税は生き残れるのか？
（関西学院大学経済学部 教授 上村敏之）

• 諸国の中で地方の法人所得税をもつ国は非常に少ない。
• 諸国における法定税率の平均値の推移を見ると、地方の法人所得税をもたない国の方が、地方の法人所得

税を持つ国よりも税率引下げを行っていることから、地方の法人所得税の存在が、税率引下げを妨げている可
能性がある。

• 地方法人所得税の最大の問題は偏在性であり、デジタル化と東京一極集中により、ビジネス提供エリアと企業
所在エリアの乖離がますます広がる可能性がある。

これからの地方税制度に対する示唆

• 資本所得税や法人所得税の課税の根拠を経済学の視点から検討し、地方の法人所得税の課題と将来の展望を明
らかにする。

5

主な研究結果

• 地方の法人所得税のあり方は、全体的に縮小し、歪みを軽減して限界実効税率を低下させ、法定税率の引下げ
で平均実効税率も低下させ、超過利潤（経済的レント）への課税と地域への税収配分が望ましい。

• 具体的には、①法人住民税法人税割は縮小化または国税化、または法人事業税付加価値割や地方消費税へ移管
する。②法人事業税所得割はドイツの営業税改革を参考にして損金算入廃止しつつ標準税率を引下げ、または
付加価値割へ移管、さらには外形標準課税の中小企業への適用拡大で税率引下げを行う。③地方法人税および
特別法人事業税は重点化することが望ましい。

研究の問題意識・目的
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地地方方税税制制のの基基本本問問題題

（（租租税税法法関関係係））

日日本本租租税税研研究究協協会会
税税制制基基本本問問題題研研究究会会

1

I 個人住民税

１ 米国連邦所得税における州・地方税額の控除制限（SALT Cap) 一高龍司

２ 個人住民税における応益原則と住所地課税 倉見智亮

３ 米国州所得税の過去、現在、未来
1.リモート・ワーク 2.課税の繰延べ

坂巻綾望

II 法人事業税

４ 減資と地方税法 堀治彦

５ 地方法人課税のあり方が法人課税に与える影響の検討 小塚真啓

III 消費税

６ アメリカ州売上税における近年の傾向 酒井貴子

IV 不動産取得税

７ 土地法制の変化と不動産取得税制 濵田洋

V 国際課税

８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用 漆さき 2

II 個個人人住住民民税税

3

１ 米国連邦所得税における州・地方税額の控除制限

米国 連邦所得税の計算において、州・地方税額が「項目別控除」として控除される(State and Local Tax De
duction, SALT) 。

出典：当日配布資料（傍線は坂巻）
4

高齢化が個人住民税課税ベースに与える効果
（京都産業大学経済学部 教授 八塩裕之）

• 「勤労から年金への所得代替」が、高齢化が進む地方部の課税ベースを侵食した実態を分析した結果、①高齢
化による勤労から年金への所得代替の実態が見て取れること、②年金への所得代替が進む地方部の県（東北・
山陰・北陸など）ほど、課税ベースの浸食が進んだことが明らかになった。

研究成果① 年代の状況

研究の問題意識・目的

これからの地方税制度に対する示唆

• 高齢化で年金給付額が増えると、国民全体の所得に占める公的年金給付の比率が高まる「勤労から年金への所
得代替」という現象が生じる。

• 年代と 年代における勤労から年金への所得代替が、地方部の個人住民税課税ベースにどのような影響
を与えたかを分析する。

6

主な研究結果

• 年代以降、高齢化がさらに進展したにもかかわらず、①勤労から年金への所得代替は進まず、②高齢化が
特に進む東北・九州・四国で一人当たりの課税ベースがむしろ大きく増えたことが明らかになった。

• その理由として、高齢者の就労増加により、勤労から年金への所得代替が進まず、課税ベースの侵食が起きな
かった点があげられる。特に、 歳以上の高齢者の引退延期が地方部の課税ベースを下支えしたと考えられる。
一方、女性の就労も増えたが、課税ベースへの貢献は小さく、非正規就労等が多いことが影響したと思われる。

研究成果② 年代の状況

• 歳以上の引退延期などがあったとすると、単なる問題の先送りに過ぎない可能性がある。
• 将来、この世代が一斉に引退すると、課税ベース侵食が一気に顕在化するかもしれず、この点で課題は残った

ままといえる。

子育て世代における個人所得課税の所得再分配効果
（神戸学院大学経済学部 准教授 金田陸幸））

• ・ ・ 年における、勤労所得税と個人住民税に関する税負担の集中度係数の変動は、三位一体改革
や扶養控除の変更によるものである。

• 子どもの数別の分析では、三位一体改革や扶養控除の影響が若干異なる。
• 学校種別に見ると、税負担の集中度係数について大きな変化は確認されない。

研究の問題意識・目的

これからの地方税制度に対する示唆

• 子どもの教育機会の格差是正への関心が高まっており、世帯の経済格差が教育格差に直結することが指摘され
ていることから、所得再分配政策としての税制が、子育て世代にどのような影響を与えるかを把握する必要が
ある。

• そこで、勤労所得税と個人住民税の所得再分配効果の経年的な変化を比較し、その要因について検証する。
• また、子育て世代への所得再分配効果は「世帯内の子ども数」や「子どもの属する学校種」によっても異なる

可能性があることから、それぞれの影響についても考察する。

7

主な研究結果

• 勤労所得税と個人住民税のそれぞれの租税の影響が異なるだけでなく、子育て世代においては「世帯内の子ど
も数」や「子どもの属する学校種」によって、税制改正の影響が異なる。
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１ 米国連邦所得税における州・地方税額の控除制限

出典：当日配布資料（傍線は坂巻）

5

１ 米国連邦所得税における州・地方税額の控除制限

出典：当日配布資料（傍線は坂巻）

6

１ 米国連邦所得税における州・地方税額の控除制限

Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) of 2017, Pub. L.115-97, TCJA

出典：当日配布資料に加筆

SALT 
Cap

7

２ 個人住民税における応益原則と住所地課税

出典：当日配布資料

8

２ 個人住民税における応益原則と住所地課税

9

出典：当日配布資料

２ 個人住民税における応益原則と住所地課税

10
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３ 米国州所得税の過去、現在、未

11

３ 米国州所得税の過去、現在、未来

12

３ 米国州所得税の過去、現在、未来

13

II 法法人人事事業業税税

14

４ 減資と地方税法

出典：当日配布資料

15

４ 減資と地方税法

出典：当日配布資料

16
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４ 減資と地方税法

出典：当日配布資料

17

４ 減資と地方税法

出典：当日配布資料

18

４ 減資と地方税法

出典：当日配布資料

19

５ 地方法人課税のあり方が法人課税に与える影響の検討

出典：当日配布資料

20

５ 地方法人課税のあり方が法人課税に与える影響の検討

出典：当日配布資料

21

５ 地方法人課税のあり方が法人課税に与える影響の検討

出典：当日配布資料出典：当日配布資料
22
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III 消消費費税税

25

６ アメリカ州売上税における近年の傾向

出典：当日配布資料

６ アメリカ州売上税における近年の傾向

27

出典：当日配布資料

６ アメリカ州売上税における近年の傾向

出典：当日配布資料

28

５ 地方法人課税のあり方が法人課税に与える影響の検討

出典：当日配布資料

23

５ 地方法人課税のあり方が法人課税に与える影響の検討

出典：当日配布資料

24
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６ アメリカ州売上税における近年の傾向

出典：当日配布資料

29

６ アメリカ州売上税における近年の傾向

出典：当日配布資料

30

アメリカ州売上税における近年の傾向

31

出典：当日配布資料

IV 不動産取得税

32

７ 土地法制の変化と不動産取得税制

出典：総務省HP（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_11.html）

33

７ 土地法制の変化と不動産取得税制

出典：当日配布資料

34
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７ 土地法制の変化と不動産取得税制

出典：当日配布資料

35

７ 土地法制の変化と不動産取得税制

出典：当日配布資料

36

IV 国際課税

37

８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用

出典：当日配布資料

38

８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用

出典：当日配布資料

39

８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用

40

出典：当日配布資料
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８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用

41

出典：当日配布資料

８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用

42

出典：当日配布資料

８ 国際的に交換された情報の刑事手続利用

43

出典：当日配布資料

第 回租研大会税制基本問題研究会討論会

「地方税制の基本問題」
間口を広げた意見交換；課題・展望等

（財政学）

甲南大学経済学部 林亮輔

年 月 日資料③－

受益と負担を連動させることの重要性

1

地方税

公共財・サービスの供給に要する財源を調達するための手段
＝

受益と負担を連動させることの重要性

2

地方税制を考える上で重要な視点は

「受益と負担の連動」
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受益と負担を連動させることの重要性

3

民間財・サービスの場合…

民間財・サービ
スから得られる

満足
費用負担

公共財・サービスの場合…

?

公共財・サービ
スから得られる

満足
費用負担

財政錯覚

受益と負担を連動させることの重要性

4

アメリカの地方税
財産税

「量出制入」
受益と負担が連動

いずるをはかりているをせいす

日本の地方財政

「量入制出」
受益と負担の連動が断ち切られている

いるをはかりていずるをせいす

受益と負担を連動させることの重要性

5

財政錯覚が生じないようにするには

受益と負担が連動するよう地方税制の確立

“どのような方法で地方税を充実強化すれば良いのか？”

地方偏在度の低い地方税制の実現－普遍性の原則－

6

国税の場合… 地方税の場合…

地方団体間における税収偏在

税収偏在は問題ではない。 税収偏在が
小さいほうが望ましい。

地方偏在度の低い地方税制の実現－普遍性の原則－

7

「普遍性の原則」
できるかぎり偏在度の小さな税目で税収を拡充し、

どのような地方団体も十分な税収を確保できるという方向性を目指す。

地方偏在度の低い地方税制の実現－普遍性の原則－

8

2010年度 2015年度 2022年度 2010年度 2015年度 2022年度 最高 最低 最高 最低 最高 最低
都道府県税総額 東京都 沖縄県 東京都 沖縄県 東京都 沖縄県
　事業税（法人） 東京都 奈良県 東京都 奈良県 東京都 奈良県
　道府県たばこ税 北海道 奈良県 北海道 奈良県 北海道 奈良県
　自動車税 栃木県 東京都 栃木県 東京都 栃木県 東京都
　地方消費税（清算後） 東京都 沖縄県 東京都 沖縄県 東京都 奈良県
市町村税総額 東京都 沖縄県 東京都 秋田県 東京都 秋田県
　市町村民税（個人） 東京都 沖縄県 東京都 沖縄県 東京都 秋田県
　市町村民税（法人） 東京都 奈良県 東京都 奈良県 東京都 沖縄県
　固定資産税（土地） 東京都 北海道 東京都 北海道 東京都 北海道
　固定資産税（家屋） 東京都 奈良県 東京都 福島県 東京都 奈良県
　固定資産税（償却資産） 三重県 沖縄県 福井県 沖縄県 福井県 奈良県

2010年度 2015年度 2022年度
最高・最低

最高・最低倍率変動係数

資料）総務省『地方財政統計年報』より作成。

注）各税目に関する都道府県別の総額を都道府県別の人口で除して算出している。

変動係数の値が大きいほど地域間格差が大きい
表 税収の地域偏在度
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地方偏在度の低い地方税制の実現－普遍性の原則－

9

公共財・サービスの受益と負担の連動性を高めるには…

「普遍性の原則」を重視した地方税の充実強化

地域の特性に応じた地方税制の確立

10

地方団体を取り巻く条件は様々

住民の
所得水準地形 気候 風土 産業構造 面積 人口規模

“地方団体の多様性に、現行の地方税制は対応できているのか？”

地域の特性に応じた地方税制の確立

11

人口規模による行政需要の違いが地方税に反映されているのかを検証

交通・公害・防災など大都市特有の行政需要

人口
万人
以上

政令指定都市

人口
万人
以上

一般市

人口

中核市

大小

地域の特性に応じた地方税制の確立

12

基
準
財
政
収
入
額
／
基
準
財
政
需
要
額

地方税／人（ 円）

政令指定都市 中核市 一般市
大阪市 近似線（大阪を除く政令市） 近似線（中核市）
近似線（一般市）

図 行政需要に応じた税制の必要性（ 年度）

単年度財政力指数。

資料）総務省『市町村決算状況調』より作成。

財
源
不
足
が
大
き
く

財
政
力
が
弱
い

地域の特性に応じた地方税制の確立

13

基
準
財
政
収
入
額
／
基
準
財
政
需
要
額

地方税／人（ 円）

政令指定都市 中核市 一般市
大阪市 近似線（大阪を除く政令市） 近似線（中核市）
近似線（一般市）

図 行政需要に応じた税制の必要性（ 年度）

資料）総務省『市町村決算状況調』より作成。

人口 人当たり地方税収が大きいほど財政力が強い

地域の特性に応じた地方税制の確立

14

基
準
財
政
収
入
額
／
基
準
財
政
需
要
額

地方税／人（ 円）

政令指定都市 中核市 一般市
大阪市 近似線（大阪を除く政令市） 近似線（中核市）
近似線（一般市）

図 行政需要に応じた税制の必要性（ 年度）

資料）総務省『市町村決算状況調』より作成。

大都市行政需要を抱えているため財政力は弱く、
行政需要の違いに地方税制が対応できていない

大阪市
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地域の特性に応じた地方税制の確立

15

公共財・サービスの受益と負担の連動性を高めるには…

「行政需要の違いに応じた弾力的な地方税制」の確立

まとめ

16

地方税制を考える上で重要な視点は

「受益と負担の連動」

公共財・サービスの受益と負担の連動性を高めるには…

「普遍性の原則」を重視した地方税の充実強化

「行政需要の違いに応じた弾力的な地方税制」の確立

間間口口をを広広げげたた意意見見交交換換

44

I 全体について

１、税法学分野におけるアプローチ方法

２、諸外国の動向について

３、各税目の課題

45

II 個人住民税について

【米国の州所得税】

・各州が連邦憲法に違反しない範囲内
で課税権を有する。

・応能原則

居住地が、納税者の所得を包括的に把
握して、それに累進税率を適用する。

＋源泉地が、制限的に課税をする

＋居住地が税額控除により二重課税を
排除

↓
I Tの発達により、

源泉地課税の難しさ

居住地課税の難しさ に直面

【わが国の個人住民税】

・標準税率＋超過課税

・応益原則

住所地が、受益の代理変数として、納
税者の所得に対して、比例税率を適用
する。

↓
・簡素

・税逃れが生じにくい

46

前年所得課税から現年所得課税へ

理論的に、前年の所得を課税標準とする現行制度は、受益と負担の関係が
曖昧である。

１月１日 １月１日

令和６年中の総所得金額等 令和７年分
住民税
賦課決定

普通徴収
特別徴収

令和６年 令和７年所得割

１月１日 １月１日

令和６年中の総所得金額等 令和６年分
住民税

令和６年 令和７年所得割

47
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市町村民税

第２９４条市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第二
号…の者に対しては均等割額により、…課する。

一市町村内に住所を有する個人

二市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

２ 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者につい
ては、当該

市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

３ 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有
する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に
市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住
民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなけ
ればならない。

４ 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台
帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。

50

「住所」の判定

「住所を有する者」→住民基本台帳に記録されている者（294条２項、24条２
項）。

ただし、住民基本台帳に記録されていない個人であっても、真実に住所を有
する者である場合には、記録されているとみなして課税することができる（294
条３項、24条２項）。

「みなし課税権」を発動する場合に、その者が他の市町村の住民基本台帳に
記録されていることを知ったときは、その旨を当該他の市町村に通知しなけ
ればならない（294条３項後段） 。

→真実の「住所」地の所在する市町村（道府県）が課税管轄を有する。

その者が住民基本台帳に記録されている市町村（道府県）は、課税すること
ができない。

51

「住所」の判定

複数の団体が、「その者の真実の住所地はその領域内にある」と主張して、
住所の判定が競合することは理論的にはありうる。

二地域居住が進めば、その可能性は高まる。

→ただし、行政上二重課税がなされたとしても、司法において解決されると考
えられる。

−相続税法における「住所」の解釈-

最高裁判所第二小法廷平成２３年２月１８日判決（武富士事件）

「ここ［引用者：旧相続税法１条の２］にいう住所とは，反対の解釈をすべき特
段の事由はない以上，生活の本拠，すなわち，その者の生活に最も関係の
深い一般的生活，全生活の中心を指すものであり，一定の場所がある者の
住所であるか否かは，客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否か
により決すべきものと解するのが相当である」。 52

二地域居住の推進

二地域居住が推進されるなかで、税収をわけあう方法がないか検討する必要がある。

碓井光明『要説 地方税のしくみと法』学陽書房（2001） 92頁

「単身赴任者で週末に帰宅する者とか、数か月のみ他の場所で生活するような者に、例外的に、
両方で納税義務者となることを認め、所得割に関し関係市町村の間で課税標準を分割する制度
を設けることの検討が必要になるかもしれない」（碓井）。

2008年「ふるさと納税研究会報告書」

「住所地の地方団体に課税される納税者と住所地以外の地方団体との間で受益と負担の関係を
説明することが困難である以上、住所地以外の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠
づけることはできない」。「『税』を分割する方式はとり得ないと考えられる」。

→納税者のふるさとに貢献したいという意思を尊重するため、寄附金控除として「ふるさと納税」
を創設。

難波悠「二地域居住における公共サービス負担に関する一考察」東洋大学PPP(2016)

「現時点で個人住民税を二地域間で按分する方策を想定するのは現実的でない」として、法定外
税により負担を求める方法を模索。

53

道府県民税

第２４条道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により...
第二号…に掲げる者に対しては均等割額により...第五号に掲げる者に対しては利子割額により、
第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割
額により課する。

一道府県内に住所を有する個人

二道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有
する市町村内に住所を有しない者

（中略）

２ 前項第一号、第六号及び第七号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適
用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者
（第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者
を含み、同条第四項に規定する者を除く。）をいう。

３〜６（略）

７ 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納
税義務があるものとして道府県民税を課する。

＊均等割の二重課税が許容されるとした裁判例（広島地裁平成3年1月30日行集42巻1号184頁）

49

二地域居住の推進

出典：二地域居住推進協議会（https://www.mlit.go.jp/2chiiki/） 48
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外国人労働者の増加

①転職を繰り返すまたは少額の仕事を掛け持ちするなど、特別徴収の要件
を満たさないために特別徴収の対象から外れ、転出手続きをせずに出国する
ことによって、徴収を免れる。

↓

・納税管理人制度の強化

・特別徴収の強化

②前年中所得を得ていたが、賦課期日前に出国している場合には、受益をし
ているのに個人住民税の納税義務がない。

とりわけ、夏季労働者と冬季労働者の税負担の差異に不公平感がある。

54

あありりががととううごござざいいままししたた。。
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1 
 は

じ
め

に

関
西

大
学

経
済

学
部

教
授

林
宏

昭

日
本

租
税

研
究

協
会

で
は

年
か

ら
大

阪
で

税
制

に
関

す
る

研
究

会
を

開
い

て
い

ま
す

。
年

月
ま

で
は

地
方

税
研

究
会

、
同

年
月

以
降

は
税

制
基

本
問

題
研

究
会

と
し

て
、
財

政
学

と
税

法
の

研

究
者

に
会

員
企

業
の

メ
ン

バ
ー

を
加

え
て

ほ
ぼ

毎
月

開
催

し
て

い
ま

す
。

研
究

会
で

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
研

究
者

の
専

門
に

沿
っ

た
ト

ピ
ッ

ク
の

報
告

に
加

え
て

外
部

の
研

究
者

に
よ

る
報

告
も

お
願

い
し

て
い

ま
す

。

近
年

は
、

研
究

会
全

体
を

通
じ

た
柱

と
な

る
テ

ー
マ

を
設

定
し

て
い

ま
す

。
こ

れ
ま

で
「

税
制

改
革

」

「
租

税
原

則
」「

社
会
・
経

済
環

境
の

変
化

と
税

制
の

課
題

」
と

い
っ

た
キ

ー
ワ

ー
ド

を
念

頭
に

お
い

た
研

究
報

告
を

展
開

し
て

き
ま

し
た

。

～
年

度
は

、
研

究
会

の
統

一
的

な
テ

ー
マ

を
「

地
方

税
制

の
基

本
問

題
」

と
設

定
し

ま
し

た
。

国
の

財
政

と
地

方
財

政
は

車
の

両
輪

に
例

え
ら

れ
ま

す
。

そ
し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
歳

入
の

中
心

が
税

で
あ

る
こ

と
は

言
う

ま
で

も
あ

り
ま

せ
ん

。

年
か

ら
は

新
型

コ
ロ

ナ
感

染
症

の
拡

大
に

よ
っ

て
世

界
は

大
き

な
影

響
を

受
け

、
社

会
は

さ
ま

ざ

ま
な

変
革

を
迫

ら
れ

ま
し

た
。

新
型

コ
ロ

ナ
感

染
症

の
社

会
活

動
へ

の
影

響
が

弱
ま

り
、

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

も
含

め
て

経
済

活
動

が
活

発
に

な
っ

て
い

ま
す

。
新

型
コ

ロ
ナ

感
染

症
対

策
と

し
て

巨
額

の
財

政
支

出
が

講
じ

ら
れ

、
そ

の
多

く
が

地
方

団
体

を
実

施
主

体
と

し
て

展
開

さ
れ

て
き

ま
し

た
が

、
そ

れ
も

一
段

落
つ

き
ま

し
た

。
改

め
て

地
方

の
自

立
や

財
源

の
確

保
が

こ
れ

か
ら

の
課

題
に

な
っ

て
い

く
と

思
い

ま
す

。
そ

の
意

味
で

今
の

時
点

で
、

地
方

税
の

あ
り

方
を

再
検

討
し

て
お

く
こ

と
は

大
き

な
意

義
が

あ
り

ま
す

。

本
研

究
会

で
は

こ
の

よ
う

な
基

本
的

な
問

題
意

識
の

も
と

で
、

地
方

税
制

の
今

日
的

な
課

題
と

方
向

性

に
つ

い
て

各
メ

ン
バ

ー
が

発
表

し
て

き
ま

し
た

。
本

報
告

書
は

、
税

制
基

本
問

題
研

究
会

で
の

報
告

を
ま

と
め

た
も

の
で

す
。

財
政

学
分

野
で

の
報

告
は

林
委

員
、

税
法

分
野

で
の

報
告

は
坂

巻
委

員
に

取
り

ま
と

め
を

お
願

い
し

ま
し

た
。

研
究

会
メ

ン
バ

ー
と

事
務

局
の

皆
様

に
深

く
感

謝
い

た
し

ま
す

。
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政
学

〔
総

論
〕
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南

大
学

経
済

学
部

教
授

林
亮

輔
 

 は
じ

め
に 年

度
か

ら
年

度
に

お
け

る
税

制
基

本
問

題
研

究
会

の
統

一
テ

ー
マ

は
「

地
方

税
制

の
基

本

問
題

」
で

あ
る

。

地
方

税
は

都
道

府
県

や
市

町
村

が
そ

の
行

政
に

要
す

る
財

源
を

調
達

す
る

た
め

に
、

行
政

区
域

内
の

住

民
や

企
業

か
ら

調
達

す
る

も
の

で
あ

り
、

都
道

府
県

や
市

町
村

に
お

い
て

財
政

収
入

の
中

心
と

な
る

べ
き

も
の

で
あ

る
。
現

在
の

地
方

税
制

の
基

本
は

、
年

月
に

日
本

税
制

の
全

面
改

革
案

と
し

て
発

表
さ

れ
た

シ
ャ

ウ
プ

税
制

で
確

立
さ

れ
、

そ
の

後
、

国
と

地
方

の
税

源
分

離
と

い
う

観
点

や
、

社
会

経
済

情
勢

の
変

化
と

い
う

実
情

を
踏

ま
え

て
制

度
改

革
が

行
わ

れ
、

現
在

の
地

方
税

制
に

至
っ

て
い

る
。

こ
れ

ま
で

に
も

様
々

な
変

更
が

加
え

ら
れ

て
き

た
地

方
税

制
で

あ
る

が
、

地
方

行
政

に
対

す
る

ニ
ー

ズ

が
多

様
化

・
高

度
化

し
、

少
子

高
齢

化
が

ス
タ

ン
ダ

ー
ド

と
な

り
つ

つ
あ

る
わ

が
国

に
お

い
て

、
地

方
税

制
全

体
が

抱
え

る
課

題
か

ら
個

別
税

目
ご

と
の

課
題

ま
で

、
今

も
な

お
解

決
す

べ
き

問
題

が
数

多
く

存
在

し
て

い
る

。
地

方
税

制
が

抱
え

る
様

々
な

問
題

を
解

決
す

る
に

は
ど

う
す

れ
ば

良
い

の
だ

ろ
う

か
。

本
報

告
書

の
第

章
は

、
地

方
税

制
が

抱
え

る
問

題
に

つ
い

て
経

済
学

の
視

点
か

ら
考

察
し

て
い

る
。

第
節
「

地
方

税
原

則
と

地
方

税
の

課
題

」
、
第

節
「

地
方

税
と

交
付

税
措

置
：
地

方
公

共
団

体
の

資

金
調

達
・
運

営
と

財
政

健
全

化
」
、
第

節
「

地
方

税
に

お
け

る
応

益
原

則
の

適
用

と
課

題
－

個
人

と
法

人

の
受

益
と

負
担

に
つ

い
て

－
」
、
第

節
「

日
本

型
税

務
行

政
の

生
成

過
程

－
「

徴
税

協
力

」
か

ら
「

納
税

協
力

」
へ

－
」

で
は

、
地

方
税

制
全

体
が

抱
え

る
課

題
に

つ
い

て
、

第
節

「
地

方
の

法
人

所
得

税
は

生

き
残

れ
る

の
か

？
」
、

第
節

「
高

齢
化

が
個

人
住

民
税

課
税

ベ
ー

ス
に

与
え

る
効

果
」
、

第
節

「
子

育

て
世

代
に

お
け

る
個

人
所

得
課

税
の

所
得

再
分

配
効

果
」

で
は

、
個

別
の

税
目

が
抱

え
る

課
題

に
つ

い
て

考
察

が
な

さ
れ

て
い

る
。

い
ず

れ
の

節
も

経
済

学
の

理
論

と
地

方
税

制
に

関
す

る
最

新
の

デ
ー

タ
に

基
づ

い
て

お
り

、
今

後
の

地
方

税
制

の
あ

る
べ

き
姿

を
検

討
す

る
際

の
参

考
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。
以

下
は

各
節

の
要

旨
で

あ
る

。

第
節

「
地

方
税

原
則

と
地

方
税

の
課

題
」

本
節

は
、

本
シ

リ
ー

ズ
の

統
一

テ
ー

マ
で

あ
る

「
地

方
税

制
の

基
本

問
題

」
に

つ
い

て
議

論
す

る
に

あ

た
り

抑
え

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
「

地
方

税
原

則
」

と
、

地
方

税
に

関
す

る
現

状
と

課
題

に
つ

い
て

概
観

し
て

い
る

。

そ
の

結
果

、
①

地
方

分
権

を
進

め
る

た
め

に
は

、
地

方
税

の
割

合
を

増
や

す
べ

き
と

い
う

意
見

が
あ

る

も
の

の
、

地
方

税
の

割
合

を
国

税
に

比
べ

て
高

め
て

も
分

権
化

が
進

む
わ

け
で

は
な

く
、

地
方

分
権

は
マ

ク
ロ

の
比

率
の

議
論

で
は

な
い

と
い

う
こ

と
、

②
税

制
論

と
し

て
は

、
所

得
・

消
費

・
資

産
と

い
っ

た
課

税
ベ

ー
ス

に
バ

ラ
ン

ス
良

く
課

税
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

国
・

都
道

府
県

・
市

町
村

そ
れ

ぞ
れ

に
バ

ラ
ン

ス
を

取
る

必
要

は
な

く
、

む
し

ろ
、

納
税

者
の

側
か

ら
見

て
、

ど
こ

に
、

何
の

た
め

の
税

を
負

担
し

て
い

る
の

か
に

つ
い

て
明

確
に

す
る

方
が

良
い

と
い

う
こ

と
、
③

地
方

分
権

の
意

識
の

浸
透

の
た

め
に

も
、

都
道

府
県

と
市

町
村

の
税

源
を

独
立

さ
せ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
な

ど
が

述
べ

ら
れ

て
い

る
。

 
 

3 
 第

節
「

地
方

税
と

交
付

税
措

置
：

地
方

公
共

団
体

の
資

金
調

達
・

運
営

と
財

政
健

全
化

」

本
節

は
、
「

建
設

地
方

債
及

び
赤

字
地

方
債

が
許

可
制

度
か

ら
協

議
制

度
を

経
て

届
出

制
度

へ
と

移
行

し
た

こ
と

」
や

「
協

議
必

要
団

体
の

設
定

条
件

」
が

、
地

方
公

共
団

体
の

財
政

運
営

に
対

し
て

ど
の

よ
う

な
影

響
を

及
ぼ

し
た

か
に

つ
い

て
検

証
し

て
い

る
。

そ
の

結
果

、
①

建
設

地
方

債
の

起
債

は
届

出
制

度
へ

の
移

行
後

も
、

財
政

状
況

に
留

意
が

必
要

な
団

体

の
歳

出
に

は
抑

制
効

果
が

認
め

ら
れ

た
こ

と
、

②
財

政
状

況
に

留
意

が
必

要
な

団
体

は
、

建
設

地
方

債
の

起
債

に
よ

っ
て

歳
出

の
増

加
が

生
じ

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
増

加
幅

が
抑

制
さ

れ
て

い
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

、
③

赤
字

地
方

債
に

お
い

て
は

、
負

債
が

積
み

あ
が

る
こ

と
で

生
じ

る
将

来
の

財
政

悪
化

が
懸

念
さ

れ
、

各
地

方
公

共
団

体
が

歳
出

を
抑

え
て

い
る

こ
と

、
④

た
だ

し
、

協
議

が
求

め
ら

れ
る

地
方

公
共

団
体

は
、

そ
う

で
な

い
団

体
に

比
べ

て
、

元
利

償
還

費
の

全
額

に
対

し
て

交
付

税
措

置
が

な
さ

れ
て

い
る

赤
字

地
方

債
に

お
い

て
、

歳
出

が
膨

ら
ん

で
い

る
こ

と
な

ど
が

明
ら

か
に

さ
れ

て
い

る
。

第
節

「
地

方
税

に
お

け
る

応
益

原
則

の
適

用
と

課
題

－
個

人
と

法
人

の
受

益
と

負
担

に
つ

い
て

－
」

本
節

は
、

個
人

と
法

人
の

間
で

受
益

と
負

担
の

不
一

致
が

生
じ

て
い

な
い

か
に

つ
い

て
検

証
す

る
こ

と

で
、

わ
が

国
の

地
方

財
政

シ
ス

テ
ム

が
「

財
政

錯
覚

」
を

生
じ

さ
せ

や
す

い
構

造
に

な
っ

て
い

な
い

か
に

つ
い

て
考

察
し

て
い

る
。

そ
の

結
果

、
①

都
道

府
県
・
市

町
村

の
財

政
支

出
と

も
に

、
約

割
が

社
会

全
体

に
便

益
が

及
ぶ

も
の

、

約
割

が
一

次
的

に
個

人
の

み
に

便
益

が
及

ぶ
も

の
、

約
割

が
一

次
的

に
法

人
の

み
に

便
益

が
及

ぶ
も

の
で

あ
る

と
い

う
結

果
が

得
ら

れ
た

こ
と

、
②

都
道

府
県

税
・

市
町

村
税

と
も

に
、

約
割

が
個

人
負

担

で
あ

る
と

い
う

結
果

が
得

ら
れ

た
こ

と
、

③
社

会
全

体
（

個
人

と
法

人
）

が
受

益
す

る
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

財
源

が
、

法
人

に
よ

っ
て

賄
わ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
わ

が
国

の
地

方
財

政
シ

ス
テ

ム
が

財
政

錯
覚

を
発

生
さ

せ
や

す
い

も
の

と
な

っ
て

い
る

こ
と

な
ど

が
明

ら
か

に
さ

れ
て

い
る

。

第
節

「
日

本
型

税
務

行
政

の
生

成
過

程
－

「
徴

税
協

力
」

か
ら

「
納

税
協

力
」

へ
－

」

本
節

は
、

日
本

型
の

税
務

行
政

が
ど

の
よ

う
に

生
成

さ
れ

て
き

た
の

か
、

そ
こ

に
は

ど
の

よ
う

な
も

の

が
埋

め
込

ま
れ

て
い

る
の

か
に

つ
い

て
、
日

本
の

税
務

行
政

の
歴

史
を

振
り

返
り

、
そ

の
独

自
性

や
特

徴

に
つ

い
て

考
察

し
て

い
る

。

そ
の

結
果

、
①

近
代

（
明

治
～

第
二

次
大

戦
）

に
は

、
義

務
的

租
税

観
を

ベ
ー

ス
に

し
た

上
意

下
達

に

よ
る

税
務

行
政

が
行

わ
れ

る
と

と
も

に
、

納
税

側
を

取
り

込
ん

だ
「

徴
税

協
力

」
の

体
制

が
構

築
さ

れ
、

そ
れ

が
政

府
に

よ
る

国
民

へ
の

社
会

規
範

の
刷

り
込

み
と

と
も

に
浸

透
し

て
い

っ
た

こ
と

、
②

戦
後

（
第

二
次

大
戦

後
～

昭
和

年
頃

）
に

は
、

納
税

側
の

自
発

的
・

能
動

的
な

形
で

行
わ

れ
る

「
納

税
協

力
」

と
い

う
日

本
の

税
務

行
政

の
特

徴
的

な
形

態
へ

と
帰

着
し

て
い

っ
た

こ
と

、
③

こ
の
「

日
本

型
税

務
行

政
」

と
呼

ぶ
べ

き
特

質
は

、
現

代
に

も
続

く
日

本
に

お
け

る
租

税
観

の
表

出
事

象
で

あ
り

、
ま

た
、

内
在

的
な

規
定

要
因

で
も

あ
る

こ
と

、
な

ど
が

明
ら

か
に

さ
れ

て
い

る
。
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4 
 第

節
「

地
方

の
法

人
所

得
税

は
生

き
残

れ
る

の
か

？
」

本
節

は
、

資
本

所
得

税
や

法
人

所
得

税
の

課
税

の
根

拠
を

経
済

学
の

視
点

か
ら

検
討

し
、

地
方

の
法

人

所
得

税
の

課
題

と
将

来
の

展
望

に
つ

い
て

考
察

し
て

い
る

。

そ
の

結
果

、
地

方
の

法
人

所
得

税
は

、
全

体
的

に
縮

小
し

、
歪

み
を

軽
減

し
て

限
界

実
効

税
率

を
低

下

さ
せ

、
法

定
税

率
の

引
下

げ
で

平
均

実
効

税
率

も
低

下
さ

せ
、

超
過

利
潤

（
経

済
的

レ
ン

ト
）

へ
の

課
税

と
地

域
へ

の
税

収
配

分
が

望
ま

し
い

と
結

論
づ

け
ら

れ
て

い
る

。
具

体
的

に
は

、
①

法
人

住
民

税
法

人
税

割
は

縮
小

化
ま

た
は

国
税

化
、

ま
た

は
法

人
事

業
税

付
加

価
値

割
や

地
方

消
費

税
へ

移
管

す
る

こ
と

、
②

法
人

事
業

税
所

得
割

は
ド

イ
ツ

の
営

業
税

改
革

を
参

考
に

し
て

損
金

算
入

廃
止

し
つ

つ
標

準
税

率
を

引
下

げ
、

ま
た

は
付

加
価

値
割

へ
移

管
、

さ
ら

に
は

中
小

企
業

へ
の

適
用

拡
大

で
税

率
引

下
げ

を
行

う
こ

と
、

③
地

方
法

人
税

お
よ

び
特

別
法

人
事

業
税

は
重

点
化

す
る

と
い

っ
た

提
案

が
な

さ
れ

て
い

る
。

第
節

「
高

齢
化

が
個

人
住

民
税

課
税

ベ
ー

ス
に

与
え

る
効

果
」

本
節

は
、

年
代

と
年

代
に

お
け

る
勤

労
か

ら
年

金
へ

の
所

得
代

替
が

、
地

方
部

の
個

人
住

民
税

課
税

ベ
ー

ス
に

ど
の

よ
う

な
影

響
を

与
え

た
か

を
分

析
し

て
い

る
。

そ
の

結
果

、
年

代
は

、
①

高
齢

化
に

よ
る

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

の
実

態
が

見
て

取
れ

る

こ
と

、
②

年
金

へ
の

所
得

代
替

が
進

む
地

方
部

の
県

（
東

北
・

山
陰

・
北

陸
な

ど
）

ほ
ど

、
課

税
ベ

ー
ス

の
浸

食
が

進
ん

だ
こ

と
、

年
代

は
、
③

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

は
進

ま
ず

、
④

高
齢

化
が

特

に
進

む
東

北
・

九
州

・
四

国
で

一
人

当
た

り
の

課
税

ベ
ー

ス
が

む
し

ろ
大

き
く

増
え

た
こ

と
な

ど
が

明
ら

か
に

さ
れ

て
い

る
。

歳
以

上
の

高
齢

者
の

引
退

延
期

が
地

方
部

の
課

税
ベ

ー
ス

を
下

支
え

し
て

い
る

と

す
れ

ば
、

将
来

、
こ

の
世

代
が

一
斉

に
引

退
す

る
と

、
課

税
ベ

ー
ス

侵
食

が
一

気
に

顕
在

化
す

る
か

も
し

れ
ず

、
こ

の
点

で
課

題
は

残
っ

た
ま

ま
と

い
え

る
と

結
論

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

第
節

「
子

育
て

世
代

に
お

け
る

個
人

所
得

課
税

の
所

得
再

分
配

効
果

」

本
節

は
、

世
帯

の
経

済
格

差
が

子
供

の
教

育
格

差
に

直
結

す
る

と
い

う
指

摘
に

問
題

意
識

を
持

ち
、

所

得
再

分
配

政
策

と
し

て
の

税
制

が
、

子
育

て
世

代
に

ど
の

よ
う

な
影

響
を

与
え

る
か

に
つ

い
て

検
証

し
て

い
る

。

そ
の

結
果

、
①

・
・

年
に

お
け

る
、
勤

労
所

得
税

と
個

人
住

民
税

に
関

す
る

税
負

担
の

集
中

度
係

数
の

変
動

は
、

三
位

一
体

改
革

や
扶

養
控

除
の

変
更

に
よ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

、
②

子
ど

も
の

数
別

の
分

析
で

は
、
三

位
一

体
改

革
や

扶
養

控
除

の
影

響
が

若
干

異
な

る
こ

と
、
③

学
校

種
別

に
見

る
と

、

税
負

担
の

集
中

度
係

数
に

つ
い

て
大

き
な

変
化

は
確

認
さ

れ
な

い
こ

と
な

ど
が

明
ら

か
に

さ
れ

て
お

り
、

勤
労

所
得

税
と

個
人

住
民

税
の

そ
れ

ぞ
れ

の
租

税
の

影
響

が
異

な
る

だ
け

で
な

く
、

子
育

て
世

代
に

お
い

て
は

「
世

帯
内

の
子

ど
も

数
」

や
「

子
ど

も
の

属
す

る
学

校
種

」
に

よ
っ

て
、

税
制

改
正

の
影

響
が

異
な

る
と

結
論

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

 
 

5 
 財

政
学

〔
各

論
〕

第
節

地
方

税
原

則
と

地
方

税
の

課
題

関
西

大
学

経
済

学
部

教
授

林
宏

昭

 ．
地

方
分

権
と

地
方

税

地
方

分
権

の
議

論
で

必
ず

課
題

と
な

る
の

が
国

・
地

方
間

で
の

税
と

支
出

の
割

合
で

あ
る

。
国

と
地

方

の
支

出
を

、
補

助
金

等
を

調
整

し
た

純
計

ベ
ー

ス
で

見
る

と
、

年
度

は
対

、
傾

向
的

に
は

大

体
対

と
な

る
。

一
方

、
国

税
と

地
方

税
の

割
合

は
逆

に
な

っ
て

い
て

国
税

が
約

割
を

占
め

、
そ

の

た
め

「
地

方
分

権
の

た
め

に
も

、
も

っ
と

地
方

税
を

増
や

す
べ

き
」

と
主

張
さ

れ
る

。

の
資

料
に

よ
る

と
、
日

本
は

他
の

国
と

比
べ

て
地

方
税

の
割

合
が

そ
れ

ほ
ど

低
い

わ
け

で
は

な
い

（
資

料
）
。

資
料

国
税

と
地

方
税

の
対

比

自
治

体
の

歳
入

の
う

ち
地

方
税

収
入

が
占

め
て

い
る

割
合

が
低

い
地

域
、

た
と

え
ば

％
し

か
な

い
と

こ
ろ

で
は

仮
に

地
方

税
が

倍
に

な
っ

て
も

％
に

な
る

だ
け

。
地

方
税

の
割

合
を

国
税

に
比

べ
て

高
め

る
こ

と
で

直
接

分
権

化
が

進
む

わ
け

で
は

な
く

、
地

方
分

権
は

マ
ク

ロ
の

比
率

の
議

論
で

は
な

い
と

考
え

る
。

．
地

方
税

と
地

方
交

付
税

各
自

治
体

で
標

準
的

な
行

政
水

準
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

金
額

と
、

各
自

治
体

の
課

税
ベ

ー
ス

の

状
況

か
ら

見
込

ま
れ

る
税

収
（

標
準

税
収

入
）

を
国

が
一

定
の

ル
ー

ル
に

基
づ

い
て

計
算

し
て

、
前

者
の

方
が

大
き

け
れ

ば
そ

の
差

額
を

埋
め

て
い

る
の

が
地

方
交

付
税

で
あ

る
が

、
地

方
税

の
抱

え
る

問
題

を
吸

収
し

て
い

る
現

状
が

あ
る

。

地
方

交
付

税
の

基
準

財
政

収
入

額
の

算
定

に
お

い
て

、
基

準
財

政
収

入
額

は
、
現

在
約

兆
円

で
あ

る

が
そ

の
う

ち
分

の
程

度
は

地
方

自
治

体
の

地
方

交
付

税
と

置
き

替
わ

っ
て

い
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

（
資

料
）
。
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6 
 資

料
地

方
交

付
税

算
出

と
地

方
税

収
（

基
準

財
政

収
入

額
）

 ・
所

得
割

住
民

税
に

関
す

る
試

算
 

20
01

年
度

（
20

00
年

分
所

得
）

13
兆

円
の

う
ち

約
3
兆

円
が

基
準

率
10

0％
 

・
地

方
消

費
税

1％
か

ら
、

現
在

は
2.

2％
 

 1
％

で
約

2.
5
兆

円
⇒

約
3
兆

円
が

基
準

率
10

0％
 

基
準

財
政

収
入

額
（

20
20

年
度

）
約

33
兆

円
 

  ．
地

方
税

原
則

税
負

担
配

分
に

関
す

る
原

則
と

、
税

収
に

関
す

る
原

則
と

に
区

分
し

て
、

で
き

る
限

り
実

際
の

状
況

を

交
え

な
が

ら
考

察
し

た
（

資
料

）
。

資
料

租
税

原
則

と
地

方
税

原
則

 
 ．

個
別

税
制

の
考

察

個
別

税
制

と
し

て
は

個
人

住
民

税
、

固
定

資
産

税
、

地
方

の
企

業
課

税
を

取
り

上
げ

る
。

個
人

住
民

税
に

つ
い

て
は

、
比

例
税

化
の

議
論

に
お

い
て

、
個

人
が

行
う

経
済

活
動

（
所

得
）

の
大

き

さ
を

受
益

の
大

き
さ

の
代

理
変

数
と

み
な

す
こ

と
で

応
能

原
則

よ
り

も
応

益
原

則
を

重
視

す
る

考
え

方
が

あ
る

と
述

べ
る

。
ま

た
、

総
務

省
に

設
置

さ
れ

て
い

る
検

討
会

で
の

議
論

を
踏

ま
え

つ
つ

、
各

年
月

日
と

な
っ

て
い

る
賦

課
期

日
、

現
状

は
前

年
所

得
に

対
す

る
課

税
の

現
年

課
税

化
、

金
融

所
得

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
考

察
す

る
。

ま
た

、
ふ

る
さ

と
納

税
に

つ
い

て
は

、
マ

ク
ロ

で
の

構
造

的
な

影
響

に
つ

い
て

指
摘

し
、

そ
の

拡
大

の
抑

制
を

主
張

す
る

。

固
定

資
産

税
に

つ
い

て
は

、
バ

ブ
ル

期
か

ら
バ

ブ
ル

崩
壊

と
固

定
資

産
税

を
巡

る
大

き
な

地
価

へ
の

対

応
か

ら
、

土
地

評
価

の
あ

り
方

が
問

題
と

な
り

、
負

担
水

準
の

設
定

と
い

う
か

た
ち

で
税

収
の

変
動

を
抑

制
す

る
仕

組
み

を
考

察
す

る
。

土
地

の
固

定
資

産
税

上
の

評
価

額
と

実
際

の
民

有
地

の
地

価
の

割
合

で
見

た
評

価
率

が
％

程
度

と
な

り
、
本

則
課

税
と

な
る

ケ
ー

ス
が

増
え

て
い

る
こ

と
を

指
摘

す
る

。
そ

し
て

、

今
後

の
あ

り
方

と
し

て
、

固
定

資
産

税
に

関
し

て
は

、
家

屋
や

償
却

資
産

と
の

関
係

で
、

も
っ

と
土

地
の

ウ
エ

イ
ト

を
高

め
る

可
能

性
に

つ
い

て
言

及
す

る
。

法
人

に
対

す
る

地
方

税
に

つ
い

て
は

、
地

方
歳

出
に

占
め

る
商

工
費

の
割

合
を

用
い

て
、

県
内

純
生

産

に
対

す
る

地
方

法
人

課
税

と
の

相
関

が
む

し
ろ

マ
イ

ナ
ス

で
あ

る
こ

と
を

示
し

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

大
き

租
税
の
３
原
則

公
平

効
率

簡
素

↓

地
方
税
固
有
の
租
税
原
則

負
担
配
分

・
応
益
性

・
負
担
分
任

税
収
・
普
遍
性

・
安
定
性
と
伸
張
性

 
 

7 
 さ

を
根

拠
と

し
た

応
益

課
税

の
困

難
さ

を
指

摘
す

る
。

そ
の

う
え

で
、

応
益

原
則

は
、

企
業

が
各

地
域

で

様
々

な
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

利
益

を
享

受
し

な
が

ら
事

業
活

動
を

行
っ

て
い

る
こ

と
に

基
づ

く
課

税
の

根
拠

と
し

て
捉

え
、

ま
た

個
人

の
場

合
と

同
じ

よ
う

に
生

産
等

の
経

済
活

動
の

規
模

に
応

じ
て

負
担

を
求

め
る

こ
と

で
応

益
原

則
の

実
現

と
捉

え
る

。
ま

た
、

分
割

基
準

の
方

式
は

、
東

京
都

の
み

に
事

業
者

が
あ

る
場

合
に

は
偏

在
性

へ
の

対
応

が
困

難
と

い
う

問
題

も
あ

り
、

地
方

税
に

よ
る

企
業

課
税

が
大

き
く

な
り

す
ぎ

る
こ

と
は

問
題

が
多

い
と

す
る

。

．
税

源
の

独
立

論

税
制

論
と

し
て

は
、

所
得

、
消

費
、

資
産

と
い

っ
た

課
税

ベ
ー

ス
に

バ
ラ

ン
ス

良
く

課
税

す
る

こ
と

が

望
ま

し
い

。
し

か
し

な
が

ら
、
国

、
都

道
府

県
、
市

町
村

、
そ

れ
ぞ

れ
に

バ
ラ

ン
ス

を
取

る
必

要
は

な
く

、

む
し

ろ
、

納
税

者
の

側
か

ら
見

て
、

ど
こ

に
、

何
の

た
め

の
税

を
負

担
し

て
い

る
の

か
を

明
確

に
す

る
方

が
良

い
と

主
張

す
る

。
新

型
コ

ロ
ナ

へ
の

対
応

以
降

、
地

方
は

ま
す

ま
す

国
へ

の
財

源
依

存
の

意
識

が
高

ま
っ

て
お

り
、
改

め
て

、「
自

分
た

ち
が

払
っ

て
い

る
税

金
が

こ
の

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
財

源
と

な
っ

て
い

る
」

と
い

う
結

び
つ

き
が

な
け

れ
ば

地
方

分
権

の
意

識
の

浸
透

は
難

し
い

。
そ

の
意

味
で

、
地

方
税

の
、

特
に

都
道

府
県

と
市

町
村

の
税

源
を

独
立

さ
せ

る
こ

と
が

必
要

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

現
行

の
地

方
税

収
総

額
を

前
提

と
し

て
、

都
道

府
県

は
消

費
課

税
と

法
人

課
税

、
市

町

村
は

個
人

の
所

得
課

税
と

固
定

資
産

税
を

そ
れ

ぞ
れ

の
柱

に
据

え
、

そ
の

う
え

で
、

個
々

の
自

治
体

ご
と

に
生

じ
る

財
源

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
調

整
措

置
を

講
じ

る
と

い
う

も
の

で
あ

る
。
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8 
 第

節
地

方
税

と
交

付
税

措
置

：
地

方
公

共
団

体
の

資
金

調
達

・
運

営
と

財
政

健
全

化

 

甲
南

大
学

経
済

学
部

教
授

足
立

泰
美

 

 

１
．

地
方

税
・

地
方

交
付

税
・

地
方

債
の

動
向

総
務

省
「

令
和

年
度

地
方

財
政

白
書

」
で

は
、

各
地

方
公

共
団

体
の

実
質

収
支

は
黒

字
で

推
移

し
、

そ
の

黒
字

額
は

全
体

で
兆

円
、
基

金
残

高
は

兆
円

で
あ

る
と

報
告

さ
れ

て
い

る
。
だ

が
、
国

か

ら
に

各
地

方
公

共
団

体
へ

の
地

方
交

付
税

は
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

感
染

症
（

以
降

，
と

す

る
）
直

前
の

（
令

和
元

）
年

度
ま

で
は

年
連

続
で

増
加

し
て

お
り

、
年
（

令
和

年
）
度

に

は
兆

億
円

が
交

付
さ

れ
た

。
地

方
債

に
お

い
て

は
、

兆
円

に
達

し
た

残
高

に
よ

る
金

利
の

膨
張

リ
ス

ク
に

直
面

し
て

い
る

。

地
方

財
政

法
第

条
で

、
地

方
公

共
団

体
の

歳
出

は
、

地
方

債
以

外
の

歳
入

を
財

源
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
る

。
一

方
で

、
但

し
書

き
で

、
建

設
地

方
債

等
の

５
つ

の
事

業
の

財
源

に
地

方
債

の
起

債
が

認
め

ら
れ

て
き

た
。

５
つ

の
事

業
と

は
、

①
交

通
事

業
、

ガ
ス

事
業

、
水

道
事

業
そ

の
他

地
方

公
共

団
体

の
行

う
公

営
企

業
、

②
出

資
金

及
び

貸
付

金
、

③
地

方
債

の
借

換
え

、
④

災
害

応
急

事
業

費
、

災
害

復
旧

事
業

費
及

び
災

害
救

助
事

業
費

、
⑤

学
校

そ
の

他
の

文
教

施
設

、
保

育
所

そ
の

他
の

厚
生

施
設

、
消

防
施

設
、

道
路

、
河

川
、

港
湾

そ
の

他
の

土
木

施
設

等
の

公
共

施
設

又
は

公
用

施
設

の
建

設
事

業
費

、
及

び
公

共
・

公
用

に
供

す
る

土
地

、
又

は
代

替
地

と
し

て
予

め
取

得
す

る
土

地
の

購
入

費
と

し
て

い
る

。
だ

が
（

平
成

）
年

度
の

地
方

財
政

法
改

正
で

、
個

人
の

道
府

県
民

税
又

は
市

町
村

民
税

に
係

る
特

別

減
税

等
に

伴
う

地
方

債
の

特
例

と
し

て
、

特
例

地
方

債
（

こ
れ

以
降

、
赤

字
地

方
債

と
す

る
）

が
発

行
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
浅

羽
（

）
は

、
地

方
債

の
起

債
の

傾
向

と
し

て
、

年
代

は
公

共
投

資
基

本
計

画
（

年
策

定
）
の

も
と

で
一

般
単

独
事

業
債

や
一

般
公

共
事

業
債

、
公

営
企

業
債

等
の

建
設

地
方

債
が

、
年

代
に

入
る

と
赤

字
地

方
債

が
誘

因
で

、
地

方
債

の
発

行
が

増
え

て
き

た
。

年
以

降

は
、

赤
字

地
方

債
残

高
は

逓
減

傾
向

と
な

る
が

、
建

設
地

方
債

残
高

は
、

建
設

事
業

の
微

増
を

上
回

る
形

で
増

加
し

て
お

り
、

地
方

公
共

団
体

の
財

政
状

況
へ

の
影

響
が

懸
念

さ
れ

た
。

２
．

財
政

健
全

化
法

と
許

可
制

度
・

協
議

制
度

・
届

出
制

度

地
方

公
共

団
体

の
財

政
状

況
を

評
価

す
る

指
標

と
し

て
、
財

政
健

全
化

指
標

が
あ

る
（

図
表

１
を

参
照

）
。

福
祉

、
教

育
、

ま
ち

づ
く

り
等

の
地

方
公

共
団

体
の

一
般

会
計

の
赤

字
の

程
度

を
示

す
指

標
と

し
て

実
質

赤
字

比
率

が
、

地
方

公
共

団
体

の
全

て
の

会
計

の
黒

字
と

赤
字

を
合

算
し

、
全

体
と

し
て

の
赤

字
の

程
度

を
示

す
連

結
実

質
赤

字
比

率
が

、
地

方
公

共
団

体
の

一
般

会
計

等
の

公
債

費
の

負
担

と
、

一
部

事
務

組
合

や
広

域
連

合
の

経
費

等
の

借
入

金
の

返
済

額
の

負
担

の
過

去
年

間
の

平
均

で
算

定
し

た
実

質
公

債
比

率

が
あ

る
。

地
方

公
共

団
体

が
翌

年
度

以
降

に
負

担
す

る
こ

と
が

確
定

し
て

い
る

債
務

に
加

え
、

負
担

が
見

込
ま

れ
て

い
る

債
務

、
さ

ら
に

は
将

来
支

払
っ

て
い

く
可

能
性

の
あ

る
負

担
額

、
こ

れ
ら

、
将

来
、

地
方

公
共

団
体

の
財

政
を

圧
迫

す
る

可
能

性
を

表
す

将
来

負
担

比
率

が
あ

る
。

公
営

企
業

の
資

金
不

足
を

料
金

収
入

の
規

模
と

比
較

し
た

指
標

と
し

て
は

、
資

金
不

足
比

率
が

あ
り

、
経

営
状

況
の

深
刻

度
を

示
す

。

地
方

債
の

起
債

は
、

か
つ

て
許

可
制

度
や

協
議

制
度

で
あ

っ
た

。
だ

が
、

地
方

公
共

団
体

の
自

主
性

・

自
立

性
の

視
点

か
ら

、
（

平
成

）
年

度
以

降
、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

地
方

公
共

団
体

が
民

間
等

資
金

債
を

発
行

す
る

場
合

は
、

原
則

、
協

議
を

不
要

と
し

、
事

前
届

出
で

起
債

で
き

る
制

度
に

改
正

さ
れ

て
い

る
。
具

体
的

に
は

、
実

質
赤

字
が

ゼ
ロ

、
実

質
公

債
比

率
が

％
未

満
、
将

来
負

担
比

率
は

都
道

府
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 県

及
び

政
令

指
定

都
市

は
％

未
満

、
一

般
市

区
町

村
は

％
未

満
の

地
方

公
共

団
体

に
つ

い
て

は
、

協
議

不
要

対
象

団
体

と
し

て
、

届
出

で
地

方
債

の
起

債
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
但

し
、

協
議

不
要

対
象

団
体

で
あ

っ
て

も
、

資
金

不
足

額
が

理
由

で
公

営
企

業
が

民
間

等
資

金
債

の
発

行
を

行
う

場
合

、
協

議
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

協
議

不
要

基
準

は
、

（
平

成
）
年

度
か

ら
緩

和
が

進
め

ら
れ

、
公

的
資

金
を

充
当

す
る

地
方

債
の

う
ち

特
別

転
貸

債
及

び
国

の
予

算
等

貸
付

金
債

が
新

た
に

届
出

制
の

対
象

と
さ

れ
、

地
方

債
制

度
の

抜
本

的
見

直
し

が
行

わ
れ

て
き

た
。

届
出

を
し

た
地

方
債

の
う

ち
、

協
議

を
受

け
同

意
が

得
ら

れ
た

場
合

に
、

元
利

償
還

金
が

地
方

財
政

計
画

に
算

入
さ

れ
る

と
と

も
に

、
予

定
額

を
地

方
債

計
画

に
計

上
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

だ
が

、
財

政
状

況
に

一
定

留
意

が
必

要
な

団
体

と
し

て
、
実

質
赤

字
が

一
定

以
上

、
実

質
公

債
比

率
が

％
以

上
、
標

準
税

率
未

満
の

団
体

は
、
従

来
通

り
、

許
可

が
求

め
ら

れ
る

。
こ

の
と

き
地

方
債

協
議

制
度

で
は

、
元

利
償

還
費

又
は

決
算

収
支

の
赤

字
が

一
定

水
準

以
上

の
地

方
公

共
団

体
は

、
地

方
債

発
行

に
許

可
を

要
す

る
場

合
、

早
期

是
正

措
置

を
講

じ
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

実
質

公
債

費
比

率
が

％
以

上
％

未
満

の
団

体
は

公
債

費
負

担
適

正
化

計

画
の

内
容

及
び

実
施

状
況

に
応

じ
て

、
％

以
上

％
未

満
の

団
体

は
財

政
健

全
化

計
画

の
内

容
及

び
実

施
状

況
に

応
じ

て
、
各

許
可

基
準

に
よ

る
許

可
が

必
要

と
な

る
（

令
和

元
年

度
地

方
債

同
意

等
基

準
）
。
同

様
に

、
同

意
等

基
準

で
早

期
健

全
化

基
準

以
上

団
体

で
あ

る
場

合
に

、
実

質
赤

字
額

で
あ

れ
ば

実
質

赤
字

解
消

計
画

を
、

資
金

不
足

比
率

で
あ

れ
ば

資
金

不
足

解
消

計
画

を
講

じ
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
資

金
不

足
比

率
と

は
、

公
営

企
業

ご
と

の
資

金
の

不
足

額
の

事
業

の
規

模
に

対
す

る
比

率
で

あ
り

、
経

営
健

全
化

基
準

％
以

上
の

団
体

は
経

営
健

全
化

計
画

の
策

定
を

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

図
表

１
財

政
健

全
化

法

出
典

）
総

務
省

「
令

和
年

度
地

方
財

政
白

書
」

を
も

と
に

筆
者

作
成

例
実
質
赤

字
比
率

連
結
実

質
赤
字

比
率

実
質
公

債
費
比

率

将
来
負

担
比
率

資
本
不

足
比
率

一
般
会
計

公
債
管
理

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付

勤
労
者
福
祉
共
済

学
校
給
食
事
業
特
別
会
計

土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計

駐
車
場
事
業
特
別
会
計

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
特
別
会
計

等 国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険
事
業

農
業
共
済

老
人
保
健
医
療

介
護
サ
ー
ビ
ス

駐
車
場

交
通
災
害
共
済

公
立
大
学
附
属
病
院

有
料
道
路

公
営

企
業

会
計

水
道
事
業
会
計

簡
易
水
道

工
業
用
水
道

軌
道

自
動
車
運
送

鉄
道

船
舶
運
航

電
気

ガ
ス

港
湾
整
備

病
院

市
場

と
畜
場

宅
地
造
成

下
水
道

観
光
施
設

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

水
道
広
域
連
合
企
業
団

広
域
消
防
組
合
等

土
地
開
発
公
社

※
資
金
不
足
比
率
は
公
営
企
業
会
計
毎
に
算
出

【
健
全
化
指
標
】

一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合

地
方
公
社
・
第
3
セ
ク
タ
ー
等

区
分

特
別
会
計

公
営

事
業

会
計

地
方
公

共
団
体

普
通
会
計

一 般 会 計 等 の 負 担 額 を 算 定

一 般 会 計 等 の 負 担 見 込 額 を 算 定
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 ３
．

許
可

制
度

・
協

議
制

度
・

届
出

制
度

及
び

建
設

地
方

債
・

赤
字

地
方

債
と

財
政

運
営

と
の

関
係

こ
の

よ
う

な
地

方
債

の
動

向
お

よ
び

仕
組

み
を

踏
ま

え
て

、
本

報
告

で
は

、
建

設
地

方
債

及
び

赤
字

地

方
債

で
許

可
制

度
か

ら
協

議
制

度
を

経
て

届
出

制
度

へ
の

移
行

及
び

協
議

必
要

団
体

の
設

定
条

件
が

、
地

方
公

共
団

体
の

財
政

運
営

に
影

響
を

与
え

る
か

を
、

（
平

成
）
～

（
平

成
）
年

度
デ

ー
タ

の
市

町
村

別
デ

ー
タ

を
使

用
し

、
歳

出
及

び
地

方
債

に
与

え
る

影
響

を
検

証
す

る
。

本
報

告
で

使
用

す
る

主
な

デ
ー

タ
は

総
務

省
「

健
全

化
判

断
比

率
・

資
金

不
足

比
率

等
の

算
定

様
式

等
デ

ー
タ

」
、
「

地
方

財
政

状
況

調
査

：
市

町
村

」
の

表
「

資
金

収
支

の
状

況
」

表
「

地
方

債
現

在
高

の
状

況
」

表
「

地

方
債

借
入

別
の

状
況

」
、
な

ら
び

に
「

市
町

村
決

算
状

況
調

査
：
市

町
村

」
を

用
い

て
検

証
す

る
。
検

証
期

間
は

、
公

債
費

等
負

担
を

示
す

指
標

で
あ

る
従

来
の

起
債

制
限

比
率

が
見

直
さ

れ
、

実
質

公
債

費
比

率
が

導
入

さ
れ

た
（

平
成

）
年

度
か

ら
、
協

議
必

要
条

件
が

見
直

さ
れ

、
概

ね
の

地
方

公
共

団
体

が
協

議
不

要
条

件
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

（
平

成
）
年

度
以

前
と

す
る

。
被

説
明

変
数

に
は

、
歳

出
対

標
準

財
政

規
模

比
を

採
用

す
る

。
各

地
方

公
共

団
体

は
、

義
務

的
経

費
や

投
資

的
経

費
を

網
羅

し
た

歳
出

に
対

し
て

、
地

方
税

及
び

地
方

交
付

税
等

の
財

源
が

限
ら

れ
る

な
か

で
、

地
方

債
で

財
源

を
確

保
し

た
場

合
に

、
地

方
公

共
団

体
の

財
政

運
営

に
ど

の
よ

う
な

影
響

を
も

た
ら

す
か

を
示

す
指

標
と

し
て

、
歳

出
対

標
準

財
政

規
模

比
を

用
い

る
。

説
明

変
数

に
は

地
方

債
と

許
可

・
協

議
・

届
出

制
度

に
関

す
る

変
数

を
用

い
る

。
地

方
債

に
は

、
建

設
地

方
債

現
在

高
対

標
準

財
政

規
模

比
と

赤
字

地
方

債
現

在
高

対
標

準
財

政
規

模
比

を
採

用
す

る
。

建
設

地
方

債
現

在
高

と
は

、
地

方
債

前
年

度
末

現
在

高
か

ら
赤

字
地

方
債

前
年

度
末

現
在

高
を

引
い

た
変

数
で

あ
る

。
赤

字
地

方
債

前
年

度
末

現
在

高
と

は
、

減
収

補
填

債
、

減
税

補
填

債
、

臨
時

財
政

対
策

債
、

臨
時

財
政

特
例

債
、

臨
時

税
収

補
填

債
、

公
共

施
設

特
例

債
の

前
年

度
末

現
在

高
の

合
算

を
使

用
す

る
。

ま
た

許
可

・
協

議
・

届
出

制
度

に
関

す
る

変
数

と
し

て
、

届
出

制
度

、
協

議
必

要
条

件
、

実
質

公
債

費
比

率
の

有
無

・
水

準
・

条
件

、
将

来
負

担
比

率
の

有
無

・
水

準
・

条
件

を
採

用
す

る
。

こ
の

と
き

協
議

必
要

条
件

と
は

、
実

質
赤

字
額

、
連

結
実

質
赤

字
比

率
、

実
質

公
債

費
比

率
、

将
来

負
担

比
率

の
う

ち
、

１
つ

で
も

協
議

が
求

め
ら

れ
る

条
件

に
該

当
す

る
団

体
を

と
し

、
そ

れ
以

外
を

ゼ

ロ
と

す
る

。
実

質
赤

字
額

及
び

連
結

実
質

赤
字

比
率

は
ゼ

ロ
を

超
え

た
場

合
、
実

質
公

債
費

比
率

は
％

以
上

、
将

来
負

担
比

率
は

、
政

令
指

定
都

市
で

あ
れ

ば
％

以
上

、
そ

れ
以

外
の

市
町

村
で

あ
れ

ば
％

以
上

を
条

件
と

し
て

変
数

を
作

成
す

る
。

主
眼

の
変

数
の

推
移

を
図

表
２

で
示

す
。

図
表

２
記

述
統

計

20
07

～
20

14
年
度

標
本
数

平
均

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

歳
出
対
標
準
財
政
規
模
比

建
設
地
方
債
現
在
高
対
標
準
財
政
規
模
比

赤
字
地
方
債
現
在
高
対
標
準
財
政
規
模
比

20
07

～
20

11
年
度

標
本
数

平
均

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

歳
出
対
標
準
財
政
規
模
比

建
設
地
方
債
現
在
高
対
標
準
財
政
規
模
比

赤
字
地
方
債
現
在
高
対
標
準
財
政
規
模
比

20
12

～
20

14
年
度

標
本
数

平
均

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

歳
出
対
標
準
財
政
規
模
比

建
設
地
方
債
現
在
高
対
標
準
財
政
規
模
比

赤
字
地
方
債
現
在
高
対
標
準
財
政
規
模
比
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図
表

３
の

推
計

結
果

か
ら

、
建

設
地

方
債

の
起

債
は

届
出

制
度

に
移

行
し

た
と

し
て

も
、

財
政

状
況

に

一
定

留
意

が
必

要
な

団
体

の
歳

出
に

お
い

て
は

抑
制

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

老
朽

化
す

る
公

共
施

設
の

維
持

・
更

新
は

や
む

を
得

な
い

歳
出

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

建
設

地
方

債
を

多
く

起
債

し
て

い
る

団
体

で
あ

る
ほ

ど
歳

出
が

上
昇

し
て

い
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

。
こ

の
と

き
、

財
政

状
況

に
留

意
が

必
要

な
団

体
は

、
建

設
地

方
債

の
起

債
に

よ
っ

て
確

か
に

歳
出

の
増

加
が

生
じ

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
増

加
幅

が
抑

制
さ

れ
て

い
る

可
能

性
が

高
い

。
赤

字
地

方
債

に
お

い
て

は
、

負
債

が
積

み
あ

が
る

こ
と

で
生

じ
る

将
来

の
財

政
悪

化
が

懸
念

さ
れ

、
各

地
方

公
共

団
体

が
歳

出
を

抑
え

て
い

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

但
し

、
協

議
が

求
め

ら
れ

る
地

方
公

共
団

体
は

、
そ

う
で

な
い

団
体

に
比

べ
て

、
元

利
償

還
費

の
全

額
に

対
し

て
交

付
税

措
置

が
な

さ
れ

て
い

る
赤

字
地

方
債

に
お

い
て

、
歳

出
が

膨
ら

ん
で

い
る

結
果

が
得

ら
れ

た
。

こ
の

こ
と

か
ら

、
地

方
公

共
団

体
で

は
一

般
会

計
の

歳
入

不
足

を
補

う
た

め
に

、
赤

字
地

方
債

で
賄

っ
て

お
り

、
そ

れ
に

よ
っ

て
歳

出
が

膨
ら

ん
で

い
る

可
能

性
が

示
唆

さ
れ

る
。

人
口

減
少

が
進

み
財

源
確

保
が

難
し

く
な

る
な

か
で

、
元

金
の

返
済

に
加

え
て

利
子

の
支

払
い

は
、

地
方

公
共

団
体

の
財

政
状

況
を

悪
化

さ
せ

、
過

度
な

将
来

負
担

を
招

く
恐

れ
が

あ
る

だ
ろ

う
。

そ
れ

故
に

、
今

後
も

、
地

方
公

共
団

体
の

起
債

に
お

い
て

は
、

一
定

の
国

の
関

与
を

設
け

な
が

ら
自

主
・

自
立

性
を

促
す

こ
と

が
重

要
で

あ
ろ

う
。
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 第
節

地
方

税
に

お
け

る
応

益
原

則
の

適
用

と
課

題

―
個

人
と

法
人

の
受

益
と

負
担

に
つ

い
て

―

甲
南

大
学

経
済

学
部

教
授

林
亮

輔

．
本

報
告

の
問

題
意

識

民
間

財
・

サ
ー

ビ
ス

の
場

合
、

モ
ノ

や
サ

ー
ビ

ス
か

ら
得

ら
れ

る
便

益
と

、
そ

れ
を

手
に

入
れ

る
の

に

必
要

な
費

用
負

担
に

つ
い

て
、

消
費

者
が

正
し

く
認

識
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

市
場

メ
カ

ニ
ズ

ム
が

上
手

く
機

能
し

効
率

的
な

資
源

配
分

が
も

た
ら

さ
れ

る
。

し
か

し
、

公
共

財
・

サ
ー

ビ
ス

の
場

合
、

市
場

メ
カ

ニ
ズ

ム
が

上
手

く
機

能
し

な
い

こ
と

か
ら

、
政

治
プ

ロ
セ

ス
を

経
て

供
給

さ
れ

、
財

源
は

税
で

賄
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
そ

の
た

め
、

住
民

は
そ

の
便

益
と

費
用

を
正

確
に

知
覚

で
き

な
い

と
い

う
「

財
政

錯
覚

」
が

起
こ

り
や

す
く

、
そ

の
結

果
、

資
源

の
効

率
的

な
利

用
が

妨
げ

ら
れ

る
こ

と
が

知
ら

れ
て

い
る

。
こ

の
財

政
錯

覚
が

生
じ

な
い

よ
う

に
す

る
に

は
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

水
準

が
高

け
れ

ば
税

負
担

も
高

く
、

税
負

担
が

低
け

れ
ば

行
政

サ
ー

ビ
ス

水
準

は
低

く
な

る
と

い
う

よ
う

に
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

水
準

と
税

負
担

と
の

連
動

性
が

重
要

に
な

る
。

総
務

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

は
「

地
方

税
は

、
地

方
団

体
が

地
域

の
実

情
に

即
し

た
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提

供
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
を

賄
う

も
の

で
あ

り
、

地
域

住
民

が
そ

の
能

力
と

受
益

に
応

じ
て

負
担

し
合

う
も

の
と

い
う

性
格

か
ら

、
地

方
税

に
は

、
特

に
以

下
の

よ
う

な
原

則
が

あ
る

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

つ

目
が

『
応

益
性

の
原

則
』

で
す

。
地

方
団

体
は

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

主
な

役
割

と
し

て
お

り
、

地
域

に
暮

ら
す

皆
さ

ん
は

何
ら

か
の

形
で

そ
の

利
益

を
受

け
て

い
ま

す
。

そ
の

た
め

受
け

た
利

益
に

応
じ

た
税

負
担

を
す

る
べ

き
で

あ
る

と
さ

れ
て

い
ま

す
。
」

と
記

さ
れ

て
お

り
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

か
ら

受
け

た
利

益
、

つ
ま

り
受

益
に

応
じ

た
税

負
担

を
す

る
「

応
益

原
則

（
応

益
性

の
原

則
）
」

の
重

要
性

が
記

さ
れ

て
い

る
。

応
益

性
に

つ
い

て
は

、
①

世
代

間
に

お
け

る
受

益
と

負
担

の
問

題
、

②
高

所
得

者
と

低
所

得
者

の
間

に

お
け

る
受

益
と

負
担

の
問

題
、

③
地

域
間

に
お

け
る

受
益

と
負

担
の

問
題

、
④

個
人

と
法

人
と

の
間

に
お

け
る

受
益

と
負

担
の

問
題

な
ど

様
々

な
議

論
が

あ
る

。
い

ず
れ

の
議

論
も

重
要

で
あ

る
が

、
本

報
告

で
は

「
個

人
と

法
人

と
の

間
に

お
け

る
受

益
と

負
担

の
問

題
」

に
焦

点
を

当
て

る
こ

と
に

す
る

。

近
年

の
地

方
財

政
支

出
の

特
徴

と
し

て
、

生
活

・
福

祉
な

ど
の

個
人

向
け

支
出

が
増

加
し

て
い

る
傾

向

に
あ

る
（

年
度

と
年

度
を

比
較

す
る

と
、
児

童
福

祉
費

は
約

倍
、
社

会
福

祉
費

は
約

倍
、

老
人

福
祉

費
は

約
倍

、
生

活
保

護
費

は
約

倍
と

な
っ

て
お

り
、

民
生

費
総

額
は

約
倍

と
な

っ
て

い
る

）
。

こ
の

傾
向

を
踏

ま
え

、
地

方
税

に
お

け
る

法
人

の
負

担
が

あ
ま

り
に

も
大

き
す

ぎ
る

の
で

は
な

い
か

と
い

う
意

見
も

あ
る

。
重

要
な

こ
と

は
、

は
た

し
て

受
益

を
上

回
る

負
担

を
企

業
が

行
っ

て
い

る
か

ど
う

か
で

あ
り

、
こ

の
点

を
検

証
す

る
こ

と
が

本
報

告
の

意
義

で
あ

る
。

．
地

方
財

政
支

出
か

ら
の

受
益

の
考

え
方

地
方

財
政

支
出

の
便

益
は

最
終

的
に

は
個

人
に

帰
着

す
る

と
考

え
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
た

だ
、

財

政
錯

覚
の

発
生

に
お

い
て

重
要

な
こ

と
は

、
一

次
的

な
負

担
者

と
一

次
的

な
受

益
者

と
の

対
応

関
係

で
あ

り
、
最

終
的

な
負

担
者

と
受

益
者

と
の

関
係

で
は

な
い

。
そ

こ
で

本
報

告
で

は
、
地

方
財

政
支

出
の

う
ち

、

明
ら

か
に

対
個

人
向

け
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

も
の

、
明

ら
か

に
対

法
人

向
け

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
も

の
を

抽
出

し
、

残
り

は
社

会
全

体
が

受
益

す
る

と
考

え
、

地
方

財
政

支
出

か
ら

の
受

益
を

個
人

と
法

人
に

配
分

す
る

。
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ま
た

、
本

来
、

受
益

と
い

う
の

は
ベ

ネ
フ

ィ
ッ

ト
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
し

か
し

、
個

人
や

法
人

に

ど
れ

だ
け

の
ベ

ネ
フ

ィ
ッ

ト
が

生
じ

た
の

か
を

計
測

す
る

こ
と

は
非

常
に

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

本
報

告
で

は
次

善
策

と
し

て
「

受
益

＝
歳

出
額

」
と

す
る

。

．
地

方
税

の
負

担
の

考
え

方

地
方

税
負

担
に

つ
い

て
は

、
課

税
の

イ
ン

パ
ク

ト
が

個
人

な
の

か
法

人
な

の
か

を
問

わ
ず

、
あ

ら
ゆ

る

税
は

最
終

的
に

は
必

ず
個

人
に

帰
着

す
る

と
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

所
得

税
の

よ
う

な
個

人
課

税
の

負
担

は
最

終
的

に
誰

に
帰

着
す

る
か

が
比

較
的

明
確

な
の

に
対

し
て

、
事

業
税

や
法

人
住

民
税

と
い

っ
た

企
業

課
税

は
最

終
的

に
は

個
人

が
負

担
す

る
に

し
て

も
、

そ
の

負
担

は
あ

く
ま

で
も

間
接

的
で

あ
り

、
最

終
的

な
帰

着
先

が
不

明
確

な
場

合
が

ほ
と

ん
ど

で
あ

る
。

た
だ

、
先

述
し

た
通

り
、

財
政

錯
覚

の
発

生
に

お
い

て
重

要
な

こ
と

は
一

次
的

な
負

担
者

と
一

次
的

な

受
益

者
と

の
対

応
関

係
で

あ
り

、
最

終
的

な
負

担
者

と
受

益
者

の
関

係
で

は
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

負
担

に
つ

い
て

も
一

次
的

な
帰

着
、

す
な

わ
ち

、
ま

ず
誰

が
そ

の
税

を
負

担
す

る
の

か
に

着
目

し
て

、
税

負
担

を
個

人
と

法
人

に
配

分
す

る
。

．
個

人
と

法
人

の
受

益
と

負
担

上
述

の
考

え
方

を
踏

ま
え

て
、

地
方

財
政

支
出

を
個

人
と

法
人

に
配

分
し

た
結

果
が

表
に

記
さ

れ
て

い
る

。
金

額
を

ベ
ー

ス
に

比
率

を
求

め
た

結
果

、
社

会
全

体
（

個
人

と
法

人
）

が
受

益
す

る
も

の
の

比

率
に

つ
い

て
は

、
年

、
年

、
年

と
も

に
都

道
府

県
も

市
町

村
も

％
程

度
。

個
人

が
一

次
的

に
受

益
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
年

、
年

、
年

と
も

に
都

道
府

県
も

市
町

村
も

％

程
度

。
企

業
が

一
次

的
に

受
益

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

年
、

年
、

年
と

も
に

都
道

府

県
も

市
町

村
も

％
程

度
で

あ
る

と
い

う
結

果
が

得
ら

れ
た

。

続
い

て
、

上
述

の
考

え
方

を
踏

ま
え

て
、

地
方

税
負

担
を

個
人

と
法

人
に

配
分

し
た

結
果

が
表

に
記

さ
れ

て
い

る
。

金
額

を
ベ

ー
ス

に
比

率
を

求
め

た
結

果
、

都
道

府
県

税
に

つ
い

て
は

、
数

値
は

低
下

傾
向

に
あ

る
も

の
の

、
年

、
年

、
年

と
も

に
個

人
の

負
担

は
％

程
度

。
市

町
村

税
に

つ
い

て
は

、
数

値
は

少
し

ず
つ

上
昇

傾
向

に
あ

る
も

の
の

、
～

％
程

度
が

個
人

の
負

担
で

あ
る

と
い

う
結

果
が

得
ら

れ
た

。

こ
れ

ら
の

結
果

を
照

ら
し

合
わ

せ
る

と
、
個

人
に

つ
い

て
は

負
担

の
シ

ェ
ア

と
受

益
の

シ
ェ

ア
が

％

程
度

で
釣

り
合

っ
て

い
る

と
い

う
こ

と
が

わ
か

る
。
一

方
、
法

人
に

目
を

向
け

る
と

、
法

人
の

負
担

は
％

程
度

で
あ

る
の

に
対

し
て

、
受

益
は

％
程

度
で

あ
る

こ
と

が
わ

か
る

。
つ

ま
り

、
社

会
全

体
（

個
人

と

法
人

）
が

受
益

す
る

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
財

源
が

、
法

人
に

よ
っ

て
賄

わ
れ

て
い

る
と

い
う

結
論

が
導

き
出

さ
れ

る
。

こ
の

よ
う

に
、

現
行

の
地

方
税

が
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
決

定
に

投
票

と
い

う
形

で
参

加
す

る
こ

と
が

で

き
な

い
法

人
に

大
き

く
依

存
し

、
個

人
は

負
担

を
上

回
る

便
益

を
享

受
し

て
い

る
と

い
う

こ
と

は
、

わ
が

国
の

地
方

財
政

シ
ス

テ
ム

が
「

財
政

錯
覚

」
を

発
生

さ
せ

や
す

い
も

の
と

な
っ

て
い

る
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。
応

益
原

則
の

観
点

か
ら

考
え

た
場

合
、

地
方

財
政

規
模

を
適

切
に

保
つ

た
め

に
は

、
地

方
税

の
ウ

エ
イ

ト
を

企
業

課
税

か
ら

個
人

課
税

に
シ

フ
ト

さ
せ

る
こ

と
を

検
討

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
え

る
。



―63―
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表
個

人
と

法
人

の
受

益
と

負
担

注
）
受

益
に

つ
い

て
、
社

会
全

体
、
個

人
、
企

業
の

合
計

が
％

に
な

ら
な

い
の

は
、
他

に
農

業
が

あ
る

た
め

で
あ

る
。

注
）

負
担

の
「

※
地

方
法

人
特

別
税

を
含

む
場

合
」

と
い

う
表

記
は

、
年

と
年

に
つ

い
て

は
地

方
法

人
特

別

税
、

年
に

つ
い

て
は

地
方

法
人

税
と

特
別

法
人

事
業

税
を

含
む

値
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。
地

方
の

法
人

課
税

の
一

部
が

国
税

化
さ

れ
、
地

方
譲

与
税

や
地

方
交

付
税

と
し

て
配

分
さ

れ
る

よ
う

に
な

り
、
統

計
上

は
地

方
税

で

は
な

く
な

っ
て

い
る

が
、
本

報
告

で
は

地
方

の
法

人
課

税
に

加
算

す
べ

き
も

の
を

国
が

代
理

で
徴

収
し

て
い

る
と

考
え

、
こ

の
値

を
含

め
た

も
の

を
負

担
と

て
い

る
。

［
参

考
文

献
］

 日
本

租
税

研
究

協
会

（
）

『
令

和
年

度
税

制
改

正
に

関
す

る
租

研
意

見
』

。

 林
宜

嗣
（

）
『

新
・

地
方

分
権

の
経

済
学

』
日

本
評

論
社

。

 深
澤

映
司
（

）
「

民
主

主
義

国
家

に
お

け
る

財
政

錯
覚

－
有

権
者

に
よ

る
税

負
担

等
の

過
小

評
価

と

財
政

支
出

拡
大

と
の

関
係

－
」

『
レ

フ
ァ

レ
ン

ス
』

号
、

。

［
参

考
資

料
］

 国
土

交
通

省
『

土
地

保
有

・
動

態
調

査
』

 総
務

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
（

：

閲
覧

）

 
『

国
勢

調
査

』

 
『

固
定

資
産

税
の

概
要

調
書

』

 
『

産
業

連
関

表
』

 
『

地
方

財
政

統
計

年
報

』

 
『

地
方

財
政

白
書

』

内
閣

府
『

国
民

経
済

計
算

』
 

 

社
会

全
体

個
人

法
人

合
計

社
会

全
体

個
人

法
人

合
計

社
会

全
体

個
人

法
人

合
計

金
額

比
率

金
額

比
率

金
額

比
率

税
額

－
－

－
比

率
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
税

額
－

－
－

比
率

－
－

－
税

額
－

－
－

比
率

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（
単
位

:1
00

万
円
・

％
）

※
地

方
法

人
特

別
税

を
含

む
場

合

受
益

都
道

府
県

市
町

村

合
計

負
担

都
道

府
県

税

市
町

村
税

合
計

※
地

方
法

人
特

別
税

を
含

む
場

合
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 第
節

日
本

型
税

務
行

政
の

生
成

過
程

―
「

徴
税

協
力

」
か

ら
「

納
税

協
力

」
へ

―

神
戸

大
学

大
学

院
経

済
学

研
究

科
博

士
課

程
後

期
課

程
正

保
順

一

神
戸

大
学

大
学

院
経

済
学

研
究

科
教

授
玉

岡
雅

之

１１
、、

 はは
じじ

めめ
にに

本
報

告
は

、
日

本
型

の
税

務
行

政
が

ど
の

よ
う

に
生

成
さ

れ
て

き
た

の
か

、
そ

こ
に

は
ど

の
よ

う
な

も

の
が

埋
め

込
ま

れ
て

い
る

の
か

に
つ

い
て

、
歴

史
を

振
り

返
り

な
が

ら
考

え
よ

う
と

し
た

も
の

で
あ

る
。

財
政

学
の

研
究

に
お

い
て

、
税

制
に

比
べ

て
着

目
さ

れ
る

こ
と

の
少

な
い

税
務

行
政

の
重

要
性

へ
の

認

識
を

前
提

に
、

税
務

行
政

が
租

税
観

・
社

会
規

範
の

表
出

事
象

か
つ

規
定

要
因

で
あ

る
と

捉
え

た
上

で
、

与
件

と
し

て
扱

わ
れ

る
こ

と
の

多
い

規
範

的
な

問
題

を
、

一
定

の
時

間
軸

に
お

け
る

歴
史

的
考

察
と

し
て

取
り

上
げ

て
い

る
。

本
報

告
に

お
い

て
は

、
「

納
税

協
力

」
を

「
納

税
者

の
側

が
、

自
ら

に
課

せ
ら

れ
た

納
税

義
務

を
履

行

す
る

だ
け

で
な

く
、

全
体

と
し

て
の

納
税

が
円

滑
・

確
実

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

望
み

、
自

発
的

・
能

動
的

な
形

で
行

う
納

税
へ

の
協

力
行

為
」

と
定

義
し

、
そ

れ
が

他
国

で
は

見
ら

れ
な

い
日

本
の

税
務

行
政

の
特

色
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
「

日
本

型
税

務
行

政
」

と
位

置
付

け
る

。
主

な
射

程
は

、
申

告
納

税
制

度
に

基
づ

く
所

得
税

の
納

税
者

を
対

象
と

し
た

税
務

行
政

で
あ

る
が

、
そ

こ
に

限
定

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
。

２２
、、

 近近
代代

へへ
のの

移移
行行

時時
点点

【【
前前

史史
】】

世
紀

末
頃

か
ら

年
貢

を
村

が
請

け
負

う
ケ

ー
ス

は
徐

々
に

増
加

し
て

い
た

が
、

年
（

寛
永

年
）

の
幕

府
法

令
に

よ
っ

て
村

請
制

は
制

度
化

さ
れ

、
以

後
、

納
税

を
連

帯
責

任
と

す
る

税
務

行
政

シ
ス

テ
ム

が
定

着
し

、
「

税
（

年
貢

）
は

確
実

に
納

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
す

る
社

会
規

範
が

醸
成

さ
れ

て
い

く
。

近
世

ま
で

に
醸

成
さ

れ
て

き
た

日
本

の
租

税
観

は
、

地
租

改
正

時
の

人
民

告
諭

に
も

端
的

に
示

さ
れ

て

い
る

が
、

「
税

は
確

実
に

納
め

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
と

い
う

社
会

規
範

や
、

「
税

を
納

め
る

こ
と

は
当

然
の

義
務

で
あ

る
」
と

考
え

る
租

税
義

務
説

的
な

発
想

を
ベ

ー
ス

に
、
近

代
へ

と
突

入
し

て
い

っ
た

。

３３
、、

 近近
代代

（（
明明

治治
～～

第第
二二

次次
大大

戦戦
））

日
本

が
近

代
国

家
と

し
て

整
え

て
い

っ
た

社
会

制
度

は
、

ド
イ

ツ
型

へ
傾

倒
し

た
も

の
で

あ
っ

た
。

年
（

明
治

年
）

に
施

行
さ

れ
た

大
日

本
帝

国
憲

法
は

、
ド

イ
ツ

で
シ

ュ
タ

イ
ン

に
師

事
し

た
伊

藤
博

文
等

を
中

心
と

し
て

起
草

さ
れ

、
古

来
か

ら
の

伝
統

と
し

て
「

納
税

の
義

務
」

を
当

然
に

規
定

し
て

い
る

。

具
体

的
な

税
務

行
政

制
度

と
し

て
注

目
す

べ
き

仕
組

み
と

し
て

は
、

年
（

明
治

年
）

の
所

得

税
導

入
と

同
時

に
取

り
入

れ
ら

れ
た

所
得

調
査

委
員

会
が

挙
げ

ら
れ

る
。

所
得

調
査

委
員

会
は

、
各

税
務

署
単

位
ご

と
に

地
域

の
有

力
者

か
ら

構
成

さ
れ

た
も

の
で

、
実

際
に

所
得

の
調

査
に

従
事

し
、

実
質

的
に

課
税

権
行

使
の

一
部

を
担

っ
た

。
所

得
調

査
委

員
会

は
、
戦

後
改

革
の

一
環

と
し

て
廃

止
さ

れ
る

年

（
昭

和
年

）
ま

で
年

間
存

続
し

、
制

度
と

し
て

日
本

社
会

に
定

着
し

た
と

と
も

に
、

民
間

に
よ

る

税
務

行
政

へ
の

協
力

と
い

う
素

地
を

形
成

す
る

役
割

を
果

た
し

た
。

ま
た

、
年

（
明

治
年

）
に

は
、

現
代

に
も

連
な

る
関

係
民

間
団

体
、

い
わ

ゆ
る

納
税

者
団

体
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 の
代

表
格

と
し

て
納

税
組

合
が

設
立

さ
れ

て
い

る
。

納
税

組
合

は
各

地
の

字
を

単
位

に
組

織
さ

れ
、

組
合

長
に

税
の

徴
収

を
請

け
負

わ
せ

る
と

い
う

形
で

、
旧

来
か

ら
の

地
域

社
会

の
慣

習
を

織
り

込
ん

だ
村

請
制

を
ル

ー
ツ

と
す

る
仕

組
み

で
あ

っ
た

。
当

時
は

明
治

年
代

の
地

方
改

良
運

動
の

流
れ

の
中

で
、
政

府
の

誘
導

に
よ

る
社

会
規

範
の

刷
り

込
み

が
な

さ
れ

る
と

い
う

背
景

の
も

と
で

、
納

税
者

団
体

が
設

立
さ

れ
て

い
っ

た
が

、
そ

の
後

の
第

二
次

大
戦

中
に

は
、

任
意

団
体

だ
っ

た
納

税
者

団
体

も
法

制
化

さ
れ

、
町

内
会

に
も

納
税

事
務

の
援

助
が

求
め

ら
れ

る
な

ど
、

戦
時

体
制

化
が

図
ら

れ
た

。

大
正

期
以

降
に

は
、

神
戸

正
雄

や
ワ

グ
ナ

ー
等

に
よ

っ
て

、
ド

イ
ツ

財
政

学
の

影
響

の
下

で
の

租
税

思

想
的

な
背

景
も

確
立

さ
れ

て
い

た
。

こ
の

よ
う

に
、

近
代

に
お

い
て

は
、

義
務

的
租

税
観

を
ベ

ー
ス

に
し

た
上

意
下

達
に

よ
る

税
務

行
政

が

行
わ

れ
る

と
と

も
に

、
納

税
側

を
取

り
込

ん
だ

「
徴

税
協

力
」

の
体

制
が

構
築

さ
れ

、
そ

れ
が

政
府

に
よ

る
国

民
へ

の
社

会
規

範
の

刷
り

込
み

と
と

も
に

浸
透

し
て

い
っ

た
。

４４
、、

 戦戦
後後

（（
第第

二二
次次

大大
戦戦

後後
～～

昭昭
和和

年年
頃頃

））

戦
後

、
年

（
昭

和
年

）
に

施
行

さ
れ

た
日

本
国

憲
法

に
お

い
て

は
、

大
日

本
帝

国
憲

法
と

ほ

ぼ
同

様
の

内
容

で
「

納
税

の
義

務
」

が
規

定
さ

れ
た

が
、

の
草

案
の

段
階

で
は

入
っ

て
い

な
か

っ
た

規
定

を
、

後
の

国
会

審
議

の
中

で
各

党
か

ら
の

修
正

案
と

し
て

自
発

的
に

導
入

し
た

も
の

で
あ

っ
た

。

シ
ャ

ウ
プ

勧
告

に
つ

い
て

は
、

全
体

と
し

て
基

本
的

に
は

受
容

し
つ

つ
、

一
部

に
つ

い
て

不
受

容
と

し

て
お

り
、

税
務

行
政

に
関

す
る

勧
告

に
つ

い
て

も
同

様
で

あ
っ

た
。

後
に

シ
ャ

ウ
プ

自
身

が
、

シ
ャ

ウ
プ

勧
告

が
必

ず
し

も
大

き
な

成
果

を
上

げ
ら

れ
な

か
っ

た
こ

と
を

認
め

つ
つ

、
そ

の
理

由
に

つ
い

て
は

安
易

に
特

定
で

き
な

い
こ

と
を

示
唆

し
て

い
る

。

戦
後

に
は

、
戦

前
ま

で
の

流
れ

も
受

け
な

が
ら

、
関

係
民

間
団

体
、

い
わ

ゆ
る

納
税

者
団

体
が

計
団

体
に

再
生

・
拡

大
し

て
い

る
。

国
税

庁
自

身
、

年
（

昭
和

年
）

の
税

務
運

営
方

針
の

中
で

、
税

務
行

政
の

運
営

に
つ

い
て

「
民

間
団

体
の

協
力

を
求

め
る

」
と

し
て

い
る

が
、

納
税

者
団

体
が

日
本

固
有

の
存

在
と

し
て

、
自

発
的

意
思

に
基

づ
い

て
再

生
・

拡
大

さ
れ

た
と

い
う

点
は

、
「

制
度

や
法

理
論

の
観

点
か

ら
は

説
明

が
困

難
」

と
も

さ
れ

て
お

り
、

ま
さ

に
「

納
税

協
力

」
の

発
現

で
あ

る
と

言
え

る
。

「
納

税
協

力
」

は
、

シ
ャ

ウ
プ

勧
告

の
中

の
「

」
と

い
う

言
葉

に
「

納
税

協
力

」
と

い
う

訳
が

付
さ

れ
た

の
が

最
初

で
、

同
時

期
の

国
会

質
疑

の
中

で
も

「
納

税
協

力
」

と
い

う
表

現
が

使
用

さ
れ

て
お

り
、

徐
々

に
生

成
さ

れ
て

き
た

事
象

に
対

し
て

、
新

た
な

言
葉

を
当

て
込

ん
だ

も
の

で
あ

る
と

言
え

る
。 こ

の
よ

う
に

、
戦

後
年

間
ほ

ど
の

時
期

に
お

い
て

は
、
戦

後
改

革
の

流
れ

の
中

で
も

税
務

行
政

の
核

心
部

分
は

堅
持

し
つ

つ
、

「
徴

税
協

力
」

と
呼

ぶ
べ

き
事

象
が

、
徐

々
に

納
税

側
の

自
発

的
・

能
動

的
な

形
で

行
わ

れ
る

「
納

税
協

力
」

と
い

う
日

本
の

税
務

行
政

の
特

徴
的

概
念

へ
と

帰
着

し
て

い
っ

た
。

５５
、、

地地
方方

にに
おお

けけ
るる

税税
務務

行行
政政

【【
補補

論論
】】

税
務

行
政

を
国

と
地

方
の

関
係

に
お

い
て

見
た

時
に

、
近

代
へ

の
移

行
過

渡
期

で
あ

っ
た

明
治

前
期

は
、

村
請

制
と

の
事

実
上

の
連

続
性

に
お

い
て

、
村

役
人

や
戸

長
等

を
通

じ
て

国
税

が
徴

収
さ

れ
て

お
り

、

年
（

明
治

年
）
の

市
制
・
町

村
制

の
施

行
後

、
本

来
国

の
行

う
べ

き
国

税
徴

収
の

委
任

と
し

て
、
国

税

徴
収

委
任

制
度

が
確

立
さ

れ
た

。
戦

後
に

な
っ

て
、

年
（

昭
和

年
）

に
国

税
徴

収
委

任
制

度
が

廃
止

さ
れ

、
シ

ャ
ウ

プ
勧

告
も

経
て

、
税

制
上

も
税

務
行

政
上

も
、

国
税

と
地

方
税

が
一

応
の

分
離

を
果

た
し

た
が

、
年
（

昭
和

年
）
に

は
、
税

務
行

政
に

つ
い

て
国

税
庁

と
自

治
庁

が
「

緊
密

な
連

携
」
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 と
「

共
同

の
歩

調
」

に
お

い
て

進
め

て
い

く
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
（

「
税

務
行

政
運

営
上

の
協

力
に

関
す

る
国

税
庁

と
自

治
庁

と
の

了
解

事
項

」
）

。

税
務

行
政

に
お

け
る

地
方

分
権

の
度

合
い

に
つ

い
て

は
、

国
税

を
め

ぐ
る

「
徴

税
側

⇔
納

税
側

」
の

関

係
と

、
税

務
行

政
上

の
「

国
税

⇔
地

方
税

」
の

関
係

に
共

通
項

が
見

出
せ

る
の

か
、

税
務

行
政

を
め

ぐ
る

国
家

と
の

関
係

性
と

い
う

観
点

で
、

今
後

検
討

が
必

要
な

論
点

で
あ

る
。

６６
、、

おお
わわ

りり
にに

以
上

か
ら

見
え

て
く

る
の

は
、

「
日

本
に

お
け

る
税

務
行

政
は

、
近

代
に

は
納

税
側

を
取

り
込

む
『

徴

税
協

力
』

の
体

制
を

確
立

し
、

戦
後

に
は

そ
れ

が
『

納
税

協
力

』
と

い
う

概
念

・
形

態
に

ま
で

帰
着

し
た

こ
と

」
、

「
こ

の
『

日
本

型
税

務
行

政
』

と
呼

ぶ
べ

き
特

質
は

、
現

代
に

も
続

く
日

本
に

お
け

る
租

税
観

の
表

出
事

象
で

あ
り

、
ま

た
、

内
在

的
な

規
定

要
因

で
も

あ
る

と
い

う
こ

と
」

で
あ

る
。

こ
れ

ら
は

日
本

の
税

財
政

の
基

底
的

な
部

分
で

も
あ

り
、
実

際
、
現

在
で

も
納

税
者

団
体

は
「

様
々

な
取

組
を

通
じ

て
・
・
・

税
務

行
政

の
円

滑
な

執
行

に
寄

与
」

し
て

お
り

、
ま

た
、

国
・

自
治

体
・

教
育

関
係

団
体

等
が

協
力

し
て

租
税

教
育

が
実

施
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
れ

ら
は

基
本

的
に

金
銭

的
な

見
返

り
の

な
い

無
償

性
の

中
で

行
わ

れ
て

い
る

営
み

で
あ

っ
て

、
納

税
協

力
と

い
う

特
徴

を
核

と
す

る
日

本
型

税
務

行
政

は
健

在
で

あ
る

。

本
報

告
は

、
こ

の
よ

う
な

日
本

型
税

務
行

政
の

良
し

悪
し

を
論

じ
る

こ
と

を
意

図
す

る
も

の
で

は
な

い

が
、

日
本

型
税

務
行

政
が

「
税

を
確

実
に

納
め

る
」

と
い

う
側

面
に

偏
重

し
が

ち
で

あ
る

と
す

れ
ば

、
納

税
と

い
う

行
為

に
埋

め
込

ま
れ

て
い

る
権

利
の

側
面

へ
の

認
識

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

や
、

徴
税

側
と

納
税

側
が

相
互

信
頼

関
係

を
構

築
し

て
い

く
応

答
的

規
制

理
論

か
ら

の
示

唆
を

得
る

こ
と

な
ど

は
重

要
で

あ
ろ

う
。 本

報
告

で
考

察
し

て
き

た
よ

う
な

点
は

、
「

税
財

政
に

つ
い

て
の

国
民

の
選

好
が

、
実

際
の

税
財

政
制

度
の

設
計

に
影

響
を

与
え

、
ま

た
具

体
的

な
制

度
が

国
民

の
選

好
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

を
研

究
の

対
象

と
す

る
」

と
さ

れ
る

、
行

動
財

政
学

と
し

て
の

発
展

性
を

志
向

す
る

も
の

で
も

あ
る

。
本

報
告

で
も

ポ
イ

ン
ト

と
し

て
き

た
税

務
行

政
の

背
後

に
あ

る
社

会
規

範
の

あ
り

様
に

つ
い

て
は

、
最

終
的

に
は

人
間

の
心

に
お

い
て

形
作

ら
れ

る
脳

の
感

情
シ

ス
テ

ム
の

問
題

で
も

あ
り

、
真

に
深

掘
り

し
て

い
く

た
め

に
は

、
そ

の
よ

う
な

学
際

的
な

視
点

も
必

要
と

な
る

テ
ー

マ
で

あ
る

。
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 第
節

地
方

の
法

人
所

得
税

は
生

き
残

れ
る

の
か

？

関
西

学
院

大
学

経
済

学
部

教
授

上
村

敏
之

１
．

は
じ

め
に

本
稿

で
は

、
地

方
の

法
人

所
得

税
は

生
き

残
れ

る
の

か
、

と
い

う
問

題
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

結
論

を

先
取

り
す

れ
ば

、
法

人
所

得
税

そ
の

も
の

は
生

き
残

れ
る

が
、

地
方

の
法

人
所

得
税

は
縮

小
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

経
済

学
で

所
得

は
、

労
働

所
得

と
資

本
所

得
に

分
け

ら
れ

る
。

資
本

所
得

は
財

産
所

得
と

営
業

余
剰

に
分

け
ら

れ
る

。
法

人
所

得
は

営
業

余
剰

に
相

当
す

る
。

し
た

が
っ

て
、

地
方

の
法

人
所

得
と

は
、

法
人

所
得

の
う

ち
、

地
方

で
発

生
し

た
所

得
の

こ
と

で
あ

る
が

、
そ

れ
を

地
方

の
法

人
所

得
税

で
課

税
す

べ
き

か
ど

う
か

、
そ

の
点

に
つ

い
て

考
え

て
み

た
い

。

経
済

循
環

図
に

よ
れ

ば
、

法
人

所
得

税
は

、
生

産
要

素
市

場
で

あ
る

資
本

市
場

に
利

潤
が

分
配

さ
れ

る

段
階

で
の

直
接

企
業

課
税

に
該

当
す

る
。
そ

れ
以

前
に

、
法

人
所

得
税

は
資

本
所

得
税

の
一

種
で

も
あ

る
。

資
本

所
得

税
は

、
法

人
所

得
税

と
留

保
利

潤
税

と
い

っ
た

企
業

課
税

に
加

え
て

、
配

当
所

得
税

や
利

子
所

得
税

と
い

っ
た

個
人

課
税

も
含

む
概

念
で

あ
る

。
ま

ず
は

資
本

所
得

税
に

着
目

し
、

法
人

所
得

税
、

地
方

法
人

所
得

税
に

つ
い

て
考

察
す

る
。

２
．

資
本

所
得

税
と

法
人

所
得

税
の

課
税

の
根

拠

な
ぜ

資
本

所
得

に
課

税
す

る
の

か
、

租
税

原
則

か
ら

考
察

す
る

。
無

限
期

間
生

存
す

る
家

計
が

存
在

す

る
型

モ
デ

ル
や

内
生

的
成

長
理

論
で

は
、
最

適
資

本
所

得
税

の
税

率
は

ゼ
ロ

、
す

な
わ

ち
課

税
し

な
い

こ
と

が
望

ま
し

い
と

さ
れ

る
。

事
前

に
ア

ナ
ウ

ン
ス

し
な

い
１

回
限

り
の

資
本

所
得

税
の

増
税

は
、

定
額

税
と

し
て

機
能

し
て

効
率

的
で

は
あ

る
が

、
中

立
の

原
則

か
ら

資
本

所
得

税
は

望
ま

し
く

な
い

と
さ

れ
て

き
た

。
た

だ
し

、
こ

の
結

果
は

資
本

所
得

税
以

外
の

課
税

に
よ

る
歪

み
が

存
在

し
な

い
フ

ァ
ー

ス
ト

ベ
ス

ト
、

か
つ

完
全

競
争

市
場

を
前

提
と

し
て

お
り

、
よ

り
現

実
的

な
経

済
を

想
定

す
る

場
合

は
資

本
所

得
税

が
効

率
的

に
な

る
可

能
性

が
あ

る
。

た
と

え
ば

、
公

害
な

ど
企

業
の

生
産

活
動

が
外

部
性

を
及

ぼ
す

場
合

や
、

労
働

所
得

税
が

人
的

資
本

蓄

積
を

減
ら

す
場

合
、

流
動

性
制

約
に

直
面

す
る

場
合

、
余

暇
と

貯
蓄

が
補

完
的

で
あ

る
場

合
は

、
資

本
所

得
税

の
課

税
が

効
率

的
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

。
ま

た
、

投
資

に
対

し
て

歪
み

を
与

え
な

い
キ

ャ
ッ

シ
ュ

フ
ロ

ー
課

税
な

ら
ば

、
税

率
が

プ
ラ

ス
で

も
最

適
に

な
る

。
政

府
が

超
過

利
潤

と
正

常
利

潤
を

区
別

で
き

な
い

場
合

、
資

本
所

得
税

は
や

む
を

得
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

以
上

の
よ

う
に

、
資

本
所

得
税

の
課

税
の

根
拠

は
存

在
す

る
。

続
い

て
、

資
本

所
得

税
の

一
種

で
あ

る
法

人
所

得
税

の
根

拠
に

つ
い

て
考

察
す

る
。

法
人

所
得

税
の

課

税
の

根
拠

と
し

て
、

以
下

が
考

え
ら

れ
る

。
第

一
に

未
実

現
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
の

回
避

の
た

め
。

第
二

に
海

外
の

株
主

へ
の

課
税

の
た

め
。

第
三

に
イ

ン
カ

ム
シ

フ
テ

ィ
ン

グ
の

抑
制

の
た

め
。

第
四

に
政

府
の

徴
税

能
力

に
限

界
が

あ
る

た
め

。
第

五
に

法
人

所
得

税
の

労
働

へ
の

転
嫁

に
は

限
界

が
あ

る
た

め
。

第
六

に
超

過
利

潤
へ

の
課

税
が

可
能

な
た

め
。

以
上

の
よ

う
に

、
法

人
所

得
税

の
課

税
の

根
拠

は
存

在
す

る
。

３
．

法
人

所
得

の
分

類
と

つ
の

法
人

実
効

税
率

法
人

所
得

は
い

く
つ

か
の

方
法

で
分

類
で

き
、

そ
れ

に
よ

っ
て

租
税

政
策

を
検

討
で

き
る

。
第

一
に

、

法
人

所
得

は
正

常
利

潤
と

超
過

利
潤

に
分

け
ら

れ
る

。
経

済
的

レ
ン

ト
で

あ
る

超
過

利
潤

へ
の

課
税

は
効
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 率
的

で
は

あ
る

が
、

超
過

利
潤

課
税

が
可

能
か

ど
う

か
が

論
点

の
ひ

と
つ

に
な

る
。

第
二

に
、

法
人

所
得

は
「

古
い

資
本

」
（

既
存

株
主

）
の

現
在

所
得

と
「

新
し

い
資

本
」
（

新
規

株
主

）
の

将
来

所
得

に
分

け
ら

れ
る

。
既

存
株

主
は

税
率

引
下

げ
を

歓
迎

す
る

が
、

新
規

株
主

は
投

資
税

額
控

除
の

拡
充

を
歓

迎
す

る
。

投
資

促
進

や
税

収
確

保
の

観
点

か
ら

は
、

税
率

引
下

げ
よ

り
も

投
資

税
額

控
除

の
方

が
望

ま
し

い
。

以
上

の
２

つ
の

分
類

方
法

を
踏

ま
え

れ
ば

、
４

つ
の

法
人

実
効

税
率

を
作

成
で

き
る

。
第

一
に

正
常

利

潤
と

超
過

利
潤

へ
の

平
均

実
効

税
率

、
第

二
に

正
常

利
潤

へ
の

限
界

実
効

税
率

で
あ

る
。

第
三

に
「

古
い

資
本

」
に

よ
る

現
在

所
得

へ
の

型
実

効
税

率
、
「

新
し

い
資

本
」

に
よ

る
将

来
所

得

へ
の

型
実

効
税

率
で

あ
る
（

図
表

１
）
。
な

お
、
財

務
省

型
実

効
税

率
は

型
実

効
税

率
の

一
種

で
あ

る
。

図図
表表

１１
４４

つつ
のの

法法
人人

実実
効効

税税
率率

法
人

実
効

税
率

が
、

企
業

の
段

階
的

投
資

選
択

に
与

え
る

影
響

に
つ

い
て

考
え

る
。

現
地

生
産

か
ら

他

国
生

産
か

の
直

接
投

資
決

定
は

平
均

実
効

税
率

に
影

響
を

受
け

る
。

ど
の

国
か

の
立

地
選

択
は

平
均

実
効

税
率

に
影

響
を

受
け

る
。

国
内

で
の

投
資

水
準

の
決

定
は

限
界

実
効

税
率

に
影

響
を

受
け

る
。

限
界

実
効

税
率

と
法

定
税

率
を

課
税

後
資

本
コ

ス
ト

で
加

重
平

均
す

れ
ば

平
均

実
効

税
率

が
得

ら
れ

る
こ

と
が

知
ら

れ
て

お
り

、
平

均
実

効
税

率
も

限
界

実
効

税
率

も
重

要
な

概
念

で
あ

る
。

型
実

効
税

率
に

つ
い

て
は

、
が

各
国

の
税

率
を

計
測

し
て

い
る
（

図
表

）
。
日

本
の

実
効

税
率

は
平

均
も

限
界

も
、

国
際

的
に

高
い

こ
と

が
わ

か
る

。
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 図図
表表

２２
にに

よよ
るる

型型
実実

効効
税税

率率
のの

国国
際際

比比
較較

（（
年年

））

法
人

所
得

税
が

も
た

ら
す

課
税

の
歪

み
は

、
限

界
実

効
税

率
で

測
定

で
き

る
。

大
き

く
分

け
て

、
設

備

投
資

へ
の

歪
み

と
、

資
金

調
達

の
歪

み
の

２
つ

に
分

け
ら

れ
る

。
法

定
税

率
が

一
定

で
も

、
限

界
実

効
税

率
を

下
げ

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
よ

り
効

率
的

な
法

人
所

得
税

を
構

築
で

き
る

。

４
．

地
方

の
法

人
所

得
税

は
生

き
残

れ
る

の
か

？

法
人

所
得

税
は

か
ろ

う
じ

て
生

き
残

れ
そ

う
だ

が
、
そ

れ
で

は
地

方
の

法
人

所
得

税
は

ど
う

だ
ろ

う
か

。

そ
も

そ
も

、
地

方
の

法
人

所
得

税
を

も
つ

国
が

非
常

に
少

な
い

。
に

よ
れ

ば
、

カ
国

の
う

ち
、

地
方

の
法

人
所

得
税

を
も

つ
国

は
、

カ
ナ

ダ
、

ド
イ

ツ
、

イ
タ

リ
ア

、

日
本

、
韓

国
、

ル
ク

セ
ン

ブ
ル

ク
、

ポ
ル

ト
ガ

ル
、

ス
イ

ス
、

ア
メ

リ
カ

の
カ

国
し

か
な

い
。

そ
の

う

ち
、

イ
タ

リ
ア

、
韓

国
、

ポ
ル

ト
ガ

ル
、

ア
メ

リ
カ

の
総

税
収

に
占

め
る

地
方

の
法

人
所

得
税

の
税

収
の

割
合

は
％

未
満

で
あ

る
。

諸
国

の
平

均
の

法
定

税
率

の
推

移
を

図
示

し
て

み
る

と
（

図
表

）
、
地

方
の

法
人

所
得

税
を

も
た

な
い

国
の

方
が

、
地

方
の

法
人

所
得

税
を

持
つ

国
よ

り
も

税
率

引
下

げ
を

行
っ

て
い

る
。

地
方

の
法

人
所

得
税

の
存

在
が

、
税

率
引

下
げ

を
妨

げ
て

い
る

可
能

性
は

な
い

だ
ろ

う
か

。
特

に
、

地
方

自
治

体
の

超
過

課
税

は
平

均
実

効
税

率
を

高
め

、
企

業
の

立
地

選
択

に
悪

影
響

を
与

え
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

。

-3
5

-3
0

-2
5

-2
0

-1
5

-1
0

-50510152025303540

-3
5

-3
0

-2
5

-2
0

-1
5

-1
0-50510152025303540

チリ
メキシコ

コロンビア
オーストラリア

日本
コスタリカ

ニュージーランド
ドイツ

フランス
韓国

ポルトガル
カナダ

オランダ
オーストリア

スペイン
ベルギー

ルクセンブルク
アメリカ

イスラエル
イタリア
ギリシャ

ノルウェー
トルコ

デンマーク
フィンランド
スウェーデン
スロバキア

アイスランド
スイス
チェコ

スロバキア
エストニア
ラトビア

ポーランド
リトアニア
イギリス

アイルランド
ハンガリー

平
均
実
効
税
率

限
界
実
効
税
率

合
成
法
定
税
率

％
％
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 図図
表表

諸諸
国国

のの
平平

均均
のの

法法
定定

税税
率率

のの
推推

移移

そ
し

て
、
地

方
法

人
所

得
の

最
大

の
問

題
は

偏
在

性
で

あ
る

。
デ

ジ
タ

ル
化

と
東

京
一

極
集

中
に

よ
り

、

ビ
ジ

ネ
ス

提
供

エ
リ

ア
と

企
業

所
在

エ
リ

ア
の

乖
離

が
ま

す
ま

す
広

が
る

。
こ

れ
か

ら
の

地
方

の
法

人
所

得
税

の
あ

り
方

は
、

全
体

的
に

縮
小

し
、

歪
み

を
軽

減
し

て
限

界
実

効
税

率
を

低
下

さ
せ

、
法

定
税

率
の

引
下

げ
で

平
均

実
効

税
率

も
低

下
さ

せ
、

超
過

利
潤

（
経

済
的

レ
ン

ト
）

へ
の

課
税

と
地

域
へ

の
税

収
配

分
が

望
ま

し
い

。

よ
り

具
体

的
に

は
、

法
人

住
民

税
法

人
税

割
は

縮
小

化
ま

た
は

国
税

化
、

ま
た

は
法

人
事

業
税

付
加

価

値
割

や
地

方
消

費
税

へ
移

管
す

る
。

法
人

事
業

税
所

得
割

は
ド

イ
ツ

の
営

業
税

改
革

を
参

考
に

し
て

損
金

算
入

廃
止

し
つ

つ
標

準
税

率
を

引
下

げ
、

ま
た

は
付

加
価

値
割

へ
移

管
、

さ
ら

に
は

中
小

企
業

へ
の

適
用

拡
大

で
税

率
引

下
げ

を
行

う
。

地
方

法
人

税
お

よ
び

特
別

法
人

事
業

税
は

重
点

化
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

だ
ろ

う
。

202530354045

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

OE
CD

38
カ
国
平
均

日
本

地
方
の
法
人
所
得
税
が
な
い
国
（
29
カ
国
）
の
平
均

地
方
の
法
人
所
得
税
が
あ
る
国
（
9カ

国
）
の
平
均

年

％
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 第
節

高
齢

化
が

個
人

住
民

税
課

税
ベ

ー
ス

に
与

え
る

効
果

京
都

産
業

大
学

経
済

学
部

教
授

八
塩

裕
之

１
．

高
齢

化
が

個
人

住
民

税
課

税
ベ

ー
ス

に
及

ぼ
す

影
響

（
年

代
の

状
況

）

高
齢

化
が

進
む

と
、
一

国
全

体
に

お
け

る
公

的
年

金
給

付
額

が
増

加
す

る
。
公

的
年

金
の

財
源

は
元

々
、

勤
労

所
得

か
ら

の
年

金
保

険
料

と
考

え
る

と
、

一
国

全
体

の
「

所
得

」
は

「
年

金
保

険
料

控
除

後
の

勤
労

所
得

＋
公

的
年

金
給

付
」

と
な

る
（

個
人

住
民

税
の

分
析

で
あ

り
、

利
子

や
株

式
譲

渡
益

な
ど

は
考

慮
し

な
い

）
。
そ

し
て

、
高

齢
化

で
年

金
給

付
額

が
増

え
る

と
、
国

民
全

体
の

所
得

に
占

め
る

公
的

年
金

給
付

の

比
率

が
高

ま
る

が
、

こ
の

現
象

を
以

下
で

は
「

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

」
と

呼
ぶ

。

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

が
進

む
と

、
仮

に
国

民
全

体
の

所
得

の
大

き
さ

が
一

定
で

も
、

次
の

２

点
の

理
由

で
個

人
住

民
税

の
課

税
ベ

ー
ス

侵
食

が
進

む
と

考
え

ら
れ

る
。
第

一
に

、
年

金
制

度
を

通
じ

て
、

一
般

的
に

所
得

の
高

い
勤

労
所

得
者

か
ら

所
得

の
低

い
年

金
受

給
者

に
所

得
が

移
転

さ
れ

る
こ

と
で

あ
る

（
例

え
ば

、
給

与
万

円
の

勤
労

所
得

者
が

払
っ

た
万

円
の

年
金

保
険

料
が

別
の

年
金

受
給

者
に

給
付

と
し

て
配

ら
れ

た
場

合
、

こ
の

万
円

に
は

勤
労

所
得

者
の

社
会

保
険

料
控

除
に

加
え

て
年

金
受

給
者

の
所

得
控

除
も

適
用

さ
れ

、
住

民
税

は
か

か
ら

な
い

）
。
こ

の
結

果
、
高

齢
化

で
年

金
給

付
の

総
額

が

増
え

る
と

、
一

国
全

体
の

所
得

の
大

き
さ

は
不

変
で

も
個

人
住

民
税

の
課

税
ベ

ー
ス

が
小

さ
く

な
る

。
第

二
に

、
公

的
年

金
に

適
用

さ
れ

る
公

的
年

金
等

控
除

が
大

き
い

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

、
国

民
全

体
の

所
得

の
大

き
さ

は
変

わ
ら

な
く

て
も

、
所

得
に

占
め

る
年

金
の

比
率

が
増

え
る

だ
け

で
、

適
用

さ
れ

る
控

除
が

増
え

て
課

税
ベ

ー
ス

侵
食

が
進

む
と

考
え

ら
れ

る
。

八
塩
（

）
で

は
都

道
府

県
デ

ー
タ

を
用

い
て

、
年

代
に

こ
う

し
た

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

が
、

高
齢

化
が

進
む

地
方

部
の

課
税

ベ
ー

ス
を

侵
食

さ
せ

た
実

態
を

分
析

し
た

。
ス

ラ
イ

ド
４

・
５

は
そ

れ
を

都
道

府
県

の
散

布
図

で
改

め
て

再
現

し
た

。
ま

ず
ス

ラ
イ

ド
４

は
、

年
～

年
に

お
け

る
県

民
一

人
当

た
り

の
所

得
（

年
金

保
険

料
控

除
後

の
勤

労
所

得
＋

公
的

年
金

給
付

）
の

変
化

率
、

縦
軸

が
同

じ
期

間
に

お
け

る
県

民
一

人
当

た
り

の
個

人
住

民
税

課
税

所
得

の
変

化
率

を
と

っ
た

散
布

図
で

あ
る

。

景
気

が
厳

し
か

っ
た

こ
の

時
期

は
所

得
の

変
化

率
（

横
軸

）
が

マ
イ

ナ
ス

の
県

が
多

く
、

そ
う

し
た

県
で

課
税

所
得

変
化

率
（

縦
軸

）
も

大
き

く
マ

イ
ナ

ス
で

あ
り

、
ゆ

る
や

か
な

正
の

相
関

関
係

が
観

察
さ

れ
る

。

一
方

次
の

ス
ラ

イ
ド

５
が

、
今

回
の

テ
ー

マ
で

あ
る

高
齢

化
に

よ
る

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

に
よ

る
課

税
ベ

ー
ス

侵
食

の
実

態
を

示
す

。
こ

の
図

の
横

軸
は

所
得

（
年

金
保

険
料

控
除

後
の

勤
労

所
得

＋
公

的
年

金
給

付
）

に
占

め
る

公
的

年
金

給
付

の
比

率
の

変
化

（
年

の
値

－
年

の
値

）
、

縦
軸

は
ス

ラ
イ

ド
４

と
同

じ
県

民
一

人
当

た
り

課
税

所
得

の
変

化
率

で
あ

る
。

横
軸

に
示

し
た

、
所

得
に

占
め

る
年

金
の

比
率

の
変

化
は

全
都

道
府

県
で

大
き

く
正

で
あ

り
、

高
齢

化
に

よ
る

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

の
実

態
が

み
て

と
れ

る
。
そ

し
て

散
布

図
は

明
確

に
右

下
が

り
で

、
相

関
係

数
は

－
で

あ
る

。
す

な

わ
ち

、
年

金
へ

の
所

得
代

替
が

進
む

地
方

部
の

県
（

東
北

や
山

陰
、

北
陸

な
ど

）
ほ

ど
、

課
税

ベ
ー

ス
侵

食
が

進
ん

だ
実

態
が

示
さ

れ
て

い
る

。
八

塩
（

）
は

こ
の

結
果

を
よ

り
精

緻
な

計
量

分
析

を
用

い
て

分
析

し
た

。
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 ２
．

年
代

に
お

け
る

個
人

住
民

税
課

税
ベ

ー
ス

の
状

況

一
方

、
日

本
で

は
年

代
以

降
、
高

齢
化

が
更

に
進

展
し

た
。
ス

ラ
イ

ド
５

で
示

し
た

勤
労

か
ら

年

金
に

よ
る

所
得

代
替

と
課

税
ベ

ー
ス

の
関

係
が

そ
の

後
、

ど
う

な
っ

た
か

を
次

に
確

認
す

る
。

そ
こ

で
年

代
に

つ
い

て
都

道
府

県
デ

ー
タ

を
用

い
て

、
再

び
同

じ
分

析
を

行
っ

た
。
分

析
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

ご
ろ

の
リ

ー
マ

ン
・
シ

ョ
ッ

ク
、

年
代

の
新

型
コ

ロ
ナ

の
時

期
を

避
け

、
ま

た

利
用

可
能

な
デ

ー
タ

の
年

も
考

慮
し

た
結

果
、

年
～

年
の

５
年

間
と

し
た

。
ま

ず
ス

ラ
イ

ド
４

と
同

じ
散

布
図

（
県

民
一

人
当

た
り

所
得

の
変

化
率

（
横

軸
）

と
県

民
一

人
当

た
り

課
税

所
得

の
変

化
率

（
縦

軸
）

の
散

布
図

）
は

、
ス

ラ
イ

ド
８

と
な

っ
た

。
年

代
中

盤
は

（
少

な
く

と
も

年
代

に

比
べ

る
と

）
景

気
が

良
好

だ
っ

た
た

め
、

所
得

の
変

化
率

、
課

税
所

得
の

変
化

率
と

も
に

全
都

道
府

県
で

プ
ラ

ス
で

あ
る

。
そ

し
て

相
関

係
数

は
と

、
ス

ラ
イ

ド
４

同
様

緩
や

か
な

正
の

相
関

を
示

し
た

。
一

方
、

次
の

ス
ラ

イ
ド

９
は

ス
ラ

イ
ド

５
と

同
じ

散
布

図
（

横
軸

に
所

得
に

占
め

る
公

的
年

金
給

付
の

比
率

の
変

化
（

年
の

値
－

年
の

値
）
、

縦
軸

に
県

民
一

人
当

た
り

課
税

所
得

の
変

化
率

を
と

っ
た

散

布
図

）
で

あ
り

、
勤

労
か

ら
年

金
へ

の
所

得
代

替
と

住
民

税
課

税
ベ

ー
ス

の
関

係
を

示
す

。
そ

し
て

ス
ラ

イ
ド

５
と

は
対

照
的

に
、

ス
ラ

イ
ド

９
は

ほ
ぼ

相
関

な
し

と
な

っ
た

。

こ
の

ス
ラ

イ
ド

９
で

は
２

点
注

目
さ

れ
る

。
第

一
に

横
軸

の
値

（
所

得
に

占
め

る
年

金
比

率
の

変
化

）

が
多

く
の

県
で

マ
イ

ナ
ス

で
、

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

は
進

ま
な

か
っ

た
こ

と
で

あ
る

。
第

二
に

高
齢

化
が

と
く

に
進

む
東

北
、

九
州

・
四

国
で

、
一

人
当

た
り

の
課

税
ベ

ー
ス

が
む

し
ろ

大
き

く
増

え
た

こ
と

で
あ

る
。
こ

の
よ

う
に

年
代

は
高

齢
化

が
進

ん
だ

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
ス

ラ
イ

ド
９

は
ス

ラ
イ

ド
５

と
大

き
く

異
な

る
結

果
と

な
っ

た
。

 1
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 ３
．

な
ぜ

年
代

に
個

人
住

民
税

の
課

税
ベ

ー
ス

侵
食

が
す

す
ま

な
か

っ
た

の
か

そ
こ

で
次

に
、

年
代

に
勤

労
か

ら
年

金
へ

の
所

得
代

替
に

よ
る

課
税

ベ
ー

ス
侵

食
が

進
ま

ず
、
と

く
に

高
齢

化
が

進
ん

だ
東

北
や

九
州

・
四

国
で

一
人

当
た

り
の

課
税

ベ
ー

ス
が

む
し

ろ
大

き
く

増
え

た
理

由
を

、
少

し
検

討
し

た
。

高
齢

者
や

女
性

の
就

労
増

加
が

理
由

と
し

て
考

え
ら

れ
、

こ
の

点
を

引
き

続
き

散
布

図
で

分
析

し
た

。

ま
ず

年
～

年
の

時
期

は
、

年
に

「
高

年
齢

者
雇

用
安

定
法

」
が

施
行

さ
れ

、
ち

ょ
う

ど
歳

か
ら

歳
へ

の
雇

用
継

続
が

広
ま

っ
た

時
期

で
あ

る
。
そ

こ
で

年
～

年
に

つ
い

て
、

横
軸

に
男

性
～

歳
人

口
の

正
規

就
業

率
の

変
化

（
年

の
正

規
就

業
率

－
年

の
正

規
就

業

率
）
、
縦

軸
に

県
民

一
人

当
た

り
課

税
所

得
変

化
率

を
と

っ
た

散
布

図
を

描
い

た
が

、
相

関
は

見
ら

れ
な

か

っ
た

（
ス

ラ
イ

ド
）
。

図
を

み
る

と
正

規
就

業
率

が
大

き
く

増
え

た
の

は
都

市
部

で
あ

り
、

都
会

の
大

企
業

が
率

先
し

て
雇

用
継

続
に

対
応

し
た

こ
と

が
示

唆
さ

れ
る

が
、

課
税

所
得

が
大

き
く

増
え

た
東

北
や

九
州

で
は

大
き

な
プ

ラ
ス

は
観

察
さ

れ
ず

、
課

税
所

得
と

の
正

の
相

関
も

み
ら

れ
な

か
っ

た
。

た
だ

、
高

齢
者

の
雇

用
継

続
は

こ
の

時
期

、
勤

労
か

ら
年

金
へ

の
所

得
代

替
が

緩
和

さ
れ

た
要

因
の

一
つ

と
は

考
え

ら
れ

る
。

一
方

、
当

時
、

東
日

本
大

震
災

の
復

興
で

景
気

が
良

か
っ

た
東

北
に

つ
い

て
、

山
本

（
）

は
若

年

雇
用

不
足

を
補

う
た

め
に

歳
以

上
の

高
齢

者
の

正
社

員
に

よ
る

雇
用

延
長

が
み

ら
れ

た
こ

と
を

述
べ

て
い

る
。
ち

ょ
う

ど
、
人

口
が

多
い

団
塊

世
代

が
歳

に
差

し
掛

か
り

、
そ

の
引

退
延

期
が

地
域

で
不

足

す
る

雇
用

を
支

え
た

と
い

う
構

図
は

、
地

方
部

の
勤

労
か

ら
年

金
へ

の
所

得
代

替
に

よ
る

課
税

ベ
ー

ス
侵

食
が

こ
の

時
期

に
緩

和
さ

れ
た

理
由

の
一

つ
と

も
考

え
ら

れ
た

。
そ

こ
で

次
に
「

～
年

生
ま

れ
の

男
性

」
に

つ
い

て
、

年
～

年
に

お
け

る
正

規
就

業
率

の
変

化
を

横
軸

に
と

り
、
同

じ
期

間
の

県

民
一

人
当

た
り

課
税

所
得

変
化

率
を

縦
軸

に
と

っ
て

散
布

図
を

作
成

し
た
（

ス
ラ

イ
ド

）
。「

～

年
生

ま
れ

」
は

年
に

～
歳

、
年

に
～

歳
で

ち
ょ

う
ど

団
塊

世
代

を
含

み
、

こ
の

時
期

に
加

齢
に

よ
る

正
規

就
業

か
ら

の
引

退
が

進
む

世
代

で
あ

る
。

ス
ラ

イ
ド

に
よ

る
と

横
軸

の
値

は
全

都
道

府
県

で
マ

イ
ナ

ス
で

、
加

齢
に

よ
る

引
退

の
実

態
が

示
さ

れ
る

が
、

東
北

や
四

国
は

そ
の

マ
イ

ナ
ス

が
最

も
小

さ
く

引
退

が
遅

れ
て

い
る

。
そ

う
し

た
県

ほ
ど

県
民

一
人

当
た

り
課

税
所

得
が

大
き

く
増

え
て

お
り

、
散

布
図

は
明

確
な

右
上

が
り

と
な

っ
た

。
相

関
係

数
は

と
か

な
り

強
い

正
の

相
関

を
示

し
て

い
る

。
こ

う
し

た
高

齢
者

の
引

退
延

期
は

、
こ

の
時

期
、

地
方

部
に

お
い

て
勤

労
か

ら
年

金
へ

の
所

得
代

替
に

よ
る

課
税

ベ
ー

ス
侵

食
が

進
ま

な
か

っ
た

大
き

な
理

由
の

一
つ

と
い

え
る

か
も

し
れ

な
い

。

も
う

一
点

、
年

～
年

は
女

性
就

業
率

が
増

加
し

た
時

期
で

あ
り

、
ス

ラ
イ

ド
で

は
こ

れ

が
課

税
ベ

ー
ス

に
及

ぼ
し

た
影

響
を

分
析

し
た

。
女

性
就

業
率

の
増

加
は

日
本

の
就

業
者

数
減

少
に

歯
止

め
を

か
け

た
が

、
こ

れ
が

地
方

部
の

課
税

ベ
ー

ス
を

下
支

え
し

た
可

能
性

が
考

え
ら

れ
る

。
そ

こ
で

ス
ラ

イ
ド

で
は

、
男

性
就

業
率

と
比

較
す

る
形

で
女

性
就

業
率

の
年

～
年

に
お

け
る

変
化
（

階

差
）

と
県

民
一

人
当

た
り

課
税

所
得

変
化

率
の

散
布

図
を

取
っ

た
。

し
か

し
左

側
に

示
し

た
男

性
就

業
率

と
課

税
所

得
変

化
率

の
正

の
相

関
は

か
な

り
明

確
（

相
関

係
数

）
だ

が
、
女

性
就

業
率

と
課

税
所

得

変
化

率
と

の
相

関
は

ほ
と

ん
ど

観
察

さ
れ

な
か

っ
た

。
女

性
の

就
業

は
非

正
規

就
業

が
多

く
、
ま

た
、
税
・

社
会

保
障

制
度

に
よ

る
事

実
上

の
就

労
制

限
（

万
円

の
壁

な
ど

）
の

影
響

が
あ

り
、

そ
の

就
業

増
加

は
課

税
ベ

ー
ス

に
結

び
付

い
て

い
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

今
後

、
女

性
の

就
業

促
進

を
課

税
ベ

ー
ス

の
拡

大
に

つ
な

げ
る

面
で

も
、

制
度

改
革

は
重

要
な

ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

よ
う

に
、

勤
労

か
ら

年
金

へ
の

所
得

代
替

に
よ

る
個

人
住

民
税

課
税

ベ
ー

ス
侵

食
は

年
代

は
起

き
な

か
っ

た
。

た
だ

し
、

こ
の

背
後

に
ス

ラ
イ

ド
で

示
し

た
歳

以
上

の
引

退
延

期
な

ど
が

あ
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 っ
た

と
す

る
と

、
単

な
る

問
題

の
先

送
り

に
過

ぎ
な

い
可

能
性

が
あ

る
。
す

な
わ

ち
ス

ラ
イ

ド
で

示
す

よ
う

に
、

引
退

延
期

な
ど

で
地

方
部

の
就

業
者

の
年

齢
構

成
は

都
市

部
と

比
べ

て
相

当
高

齢
化

が
進

ん
で

い
る

。
将

来
、

こ
の

世
代

が
一

斉
に

引
退

す
る

と
、

課
税

ベ
ー

ス
侵

食
が

一
気

に
顕

在
化

す
る

か
も

し
れ

ず
、

こ
の

点
で

課
題

は
残

っ
た

ま
ま

と
い

え
る

。
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 第
節

子
育

て
世

代
に

お
け

る
個

人
所

得
課

税
の

所
得

再
分

配
効

果

神
戸

学
院

大
学

経
済

学
部

准
教

授
金

田
陸

幸

 １
．

は
じ

め
に

近
年

、
子

ど
も

を
取

り
巻

く
経

済
・

社
会

的
状

況
の

変
化

と
と

も
に

、
子

ど
も

の
教

育
機

会
の

格
差

是

正
へ

の
関

心
が

高
ま

っ
て

お
り

、
複

数
の

研
究

で
世

帯
の

経
済

格
差

と
教

育
格

差
と

の
相

関
関

係
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

特
に

、
学

校
外

教
育

支
出

は
私

的
消

費
で

あ
る

が
、

そ
の

支
出

額
は

親
の

選
好

が
大

き
く

反
映

さ
れ

、
子

ど
も

の
意

思
が

介
在

す
る

余
地

は
小

さ
い

。
子

育
て

世
代

に
お

い
て

、
学

校
外

教
育

支
出

の
原

資
と

な
る

所
得

に
格

差
が

存
在

す
る

と
、

特
に

低
所

得
世

帯
に

お
い

て
経

済
的

な
理

由
で

支
出

を
減

少
さ

せ
る

場
合

も
考

え
ら

れ
る

。
以

上
の

よ
う

に
、

子
育

て
世

代
内

の
経

済
格

差
の

存
在

が
教

育
格

差
に

つ
な

が
っ

て
い

る
と

す
る

と
、

所
得

再
分

配
政

策
が

教
育

格
差

の
是

正
に

も
寄

与
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

特
に

日
本

で
は

、
所

得
再

分
配

政
策

と
し

て
税

制
、

特
に

所
得

税
や

個
人

住
民

税
と

い
っ

た
個

人
所

得
課

税
制

度
が

重
要

な
役

割
を

果
た

し
て

い
る

た
め

、
こ

れ
ら

の
制

度
が

子
育

て
世

代
に

与
え

る
影

響
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

る
。

そ
こ

で
本

稿
で

は
、
総

務
省

統
計

局
『

家
計

調
査

』
の

年
月

か
ら

年
月

ま
で

の
月

次

の
個

票
デ

ー
タ

を
使

用
し

、
子

育
て

世
代

を
対

象
に

均
等

度
を

評
価

す
る

指
標

を
用

い
て

、
勤

労
所

得
税

と
個

人
住

民
税

の
所

得
再

分
配

効
果

の
経

年
的

な
変

化
を

比
較

し
、

そ
の

要
因

に
つ

い
て

検
証

す
る

。
ま

た
、

子
育

て
世

代
へ

の
所

得
再

分
配

効
果

は
世

帯
内

の
子

ど
も

数
や

子
ど

も
の

属
す

る
学

校
種

に
よ

っ
て

も
異

な
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
の

世
帯

へ
の

影
響

に
つ

い
て

も
考

察
す

る
。

．
分

析
手

法

本
研

究
で

は
、
所

得
再

分
配

効
果

を
計

測
す

る
指

標
と

し
て

、
レ

イ
ノ

ル
ズ

シ
モ

レ
ン

ス
キ

ー
係

数
以

下
、

係
数

と
表

記
す

る
と

カ
ク

ワ
ニ

係
数

を
使

用
す

る
。

係
数

は
当

初
所

得
の

ジ
ニ

係
数
𝐺𝐺 𝑋𝑋

と
課

税
後

所
得

の
ジ

ニ
係

数
𝐺𝐺 𝑋𝑋

−𝑇𝑇
の

差
と

定
義

で
き

、
係

数
が

大
き

い
ほ

ど
対

象
の

制
度

の
所

得
再

分
配

効

果
が

大
き

い
こ

と
を

意
味

す
る

。
次

に
カ

ク
ワ

ニ
係

数
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

は
再

分
配

政
策

の
累

進
度

を
表

す
指

標
で

あ
り

、

租
税

な
ど

の
負

担
面

の
制

度
の

再
分

配
政

策
の

累
進

度
を

測
る

場
合

、
税

負
担

の
集

中
度

係
数
𝐶𝐶 𝑋𝑋𝑇𝑇

と
ジ

ニ

係
数
𝐺𝐺 𝑋𝑋

の
差

と
し

て
定

義
さ

れ
る

。

𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾
>
0で

あ
れ

ば
、
対

象
の

制
度

が
所

得
格

差
を

縮
小

さ
せ

、
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

<
0で

あ
れ

ば
、
対

象
の

制
度

が
所

得
格

差
を

拡
大

さ
せ

る
。
ま

た
、
以

上
の

定
義

を
用

い
る

と
係

数
は
𝑅𝑅𝑅𝑅

=
𝑔𝑔 1−
𝑔𝑔
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

+
𝑅𝑅 𝑇𝑇

と
書

き
換

え

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
こ

で
、
𝑔𝑔は

税
負

担
の

総
額

を
当

初
所

得
の

総
額

で
除

し
た

税
負

担
率

、
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

は
租

税
負

担
の

カ
ク

ワ
ニ

係
数

、
𝑅𝑅 𝑇𝑇

は
当

初
所

得
と

課
税

後
所

得
の

順
位

が
異

な
る

こ
と

に
よ

る
順

位
移

動
項

(𝑅𝑅
𝑇𝑇
=
𝐶𝐶 𝑋𝑋

−𝑇𝑇𝑇𝑇
−
𝐺𝐺 𝑋𝑋

−𝑇𝑇
)で

あ
る

。

 
1  
本

稿
で

は
𝑅𝑅 𝑇𝑇

は
ほ

ぼ
ゼ

ロ
で

あ
る

た
め

、
 

𝑔𝑔 1−
𝑔𝑔
と
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

に
着

目
す

る
。
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 ．
分

析
結

果

図
１

は
係

数
と

そ
の

構
成

要
素

で
あ

る
𝑔𝑔 1−
𝑔𝑔
と
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

の
推

移
を

示
し

た
も

の
で

あ
る

。
係

数
の

値

自
体

は
小

さ
い

も
の

の
、
経

年
的

に
変

動
が

見
ら

れ
、
そ

の
変

動
は

租
税

負
担

の
カ

ク
ワ

ニ
係

数
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

と
連

動
し

て
い

る
。

ま
た

、
図

２
は

税
負

担
の

カ
ク

ワ
ニ

係
数
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

の
変

動
に

着
目

し
、
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

の
前

年
同

期
比

の
変

化
率

と
構

成
要

素
で

あ
る
𝐶𝐶 𝑋𝑋𝑇𝑇

と
𝐺𝐺 𝑋𝑋

の
寄

与
度

を
示

し
た

も
の

で
あ

る
。

図
よ

り
租

税
負

担
の

カ
ク

ワ
ニ

係
数

は

租
税

負
担

の
集

中
度

係
数

の
変

動
に

大
き

な
影

響
を

受
け

て
い

る
た

め
、

以
降

は
各

租
税

の
集

中
度

係
数

の
変

化
に

焦
点

を
当

て
る

。

図
係

数
と

構
成

要
素

の
推

移
図

𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾
の

変
化

率
（

前
年

同
期

比
）

と
寄

与
度

 

 
出

典
）

総
務

省
統

計
局

『
家

計
調

査
』

よ
り

筆
者

作
成

。

 

図
各

租
税

の
集

中
度

係
数

の
推

移

 
出

典
）

総
務

省
統

計
局

『
家

計
調

査
』

よ
り

筆
者

作
成

。

 

図
３

は
、

勤
労

所
得

税
、

個
人

住
民

税
、

そ
の

他
の

税
の

そ
れ

ぞ
れ

の
集

中
度

係
数

の
推

移
を

示
し

た
も

の
で

あ
る

。
図

３
よ

り
勤

労
所

得
税

と
個

人
住

民
税

の
集

中
度

係
数

の
値

が
大

き
く

、
年

、

年
、

年
に

大
き

な
変

動
が

見
ら

れ
る

。
年

の
勤

労
所

得
税

の
集

中
度

係
数

の
上

昇
と

個

 
2  
図

1
の

第
1
軸

は
R
S
係

数
、

第
2
軸

は
𝑔𝑔 1−
𝑔𝑔
と
𝜋𝜋 𝑋𝑋𝐾𝐾

の
数

値
を

示
し

た
も

の
で

あ
る

。
 



―70―

 
 

28
 

 人
住
民

税
の

集
中

度
係

数
の

低
下

は
三

位
一

体
改
⾰

の
税

源
移

譲
に

よ
る

税
率

の
変

更
に

よ
る

も
の

、

年
以

降
の

勤
労

所
得

税
と

年
以

降
の

個
人

住
民

税
の

集
中

度
係

数
の

低
下

は
歳

以
下

の

年
少

扶
養

親
族

へ
の

扶
養

控
除

お
よ

び
歳

の
者

に
係

る
特

定
扶

養
控

除
の

上
乗

せ
部

分
の

廃
⽌

に
よ

る
も

の
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。

次
に

、
世

帯
の

属
性

に
よ

る
影

響
の

違
い

に
つ

い
て

考
察

す
る

。
図

４
は

子
ど

も
数

別
に

世
帯

を
分

類
し

た
場

合
の

各
租

税
の

集
中

度
係

数
を

示
し

た
も

の
で

あ
る

。
子

ど
も

人
世

帯
と

子
ど

も
人

世
帯

で
は

勤
労

所
得

税
、

個
人

住
民

税
と

も
に

ト
レ

ン
ド

に
大

き
な

違
い

は
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

年
の

勤
労

所
得

税
、

年
の

個
人

住
民

税
に

つ
い

て
は

、
子

ど
も

人
、

子
ど

も
人

世

帯
と

い
っ

た
多

子
世

帯
に

お
い

て
、

扶
養

控
除

の
縮

小
に

よ
る

集
中

度
係

数
の

低
下

が
顕

著
で

あ
る

。

図
子

ど
も

の
数

別
の

各
租

税
の

集
中

度
係

数
の

推
移

子
ど

も
人

）
子

ど
も

人
子

ど
も

人

 

（
資

料
）

総
務

省
統

計
局

『
家

計
調

査
』

を
用

い
て

筆
者

作
成

。
 

 

図
学

校
種

別
の

各
租

税
の

集
中

度
係

数
の

推
移

）
小

学
校

）
中

学
校

高
等

学
校

 

（
資

料
）

総
務

省
統

計
局

『
家

計
調

査
』

を
用

い
て

筆
者

作
成

。
 

 

図
は

子
ど

も
の

学
校

種
別

に
世

帯
を

分
類

し
た

場
合

の
各

租
税

の
集

中
度

係
数

の
推

移
を

示
し

た

 
 

29
 

 も
の

で
あ

る
。

高
校

生
の

属
す

る
世

帯
に

関
し

て
は

、
年

の
所

得
税

の
扶

養
控

除
の

縮
小

に
関

し

て
、

集
中

度
係

数
の

顕
著

な
低

下
は

見
ら

れ
な

い
。

高
校

生
の

場
合

、
年

少
扶

養
控

除
の

廃
止

の
影

響
が

な
い

事
に

加
え

、
特

定
扶

養
控

除
の

上
乗

せ
部

分
の

廃
止

の
影

響
が

相
対

的
に

小
さ

い
た

め
と

考
え

ら
れ

る
。

さ
ら

に
、

小
中

学
生

の
属

す
る

世
帯

よ
り

も
高

校
生

の
属

す
る

世
帯

の
所

得
水

準
が

高
く

、
控

除
廃

止
に

伴
っ

て
限

界
税

率
が

増
加

す
る

中
低

所
得

者
が

少
な

い
こ

と
も

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

。

本
稿

で
は

子
育

て
世

代
を

対
象

に
、

年
以

降
の

税
制

改
正

や
所

得
の

変
動

を
踏

ま
え

、
個

人
所

得
課

税
制

度
の

所
得

再
分

配
効

果
に

つ
い

て
分

析
を

行
っ

た
。

分
析

の
結

果
、

勤
労

所
得

税
と

個
人

住
民

税
の

そ
れ

ぞ
れ

の
租

税
の

影
響

が
異

な
る

だ
け

で
な

く
、

子
育

て
世

代
に

お
い

て
は

世
帯

内
の

子
ど

も
数

や
子

ど
も

の
属

す
る

学
校

種
に

よ
っ

て
、

税
制

改
正

の
影

響
も

異
な

る
こ

と
が

示
さ

れ
た

。
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第
章

税
法

〔
総

論
〕

同
志

社
大

学
大

学
院

司
法

研
究

科
教

授
坂

巻
綾

望

・
年

の
税

制
基

本
問

題
研

究
会

で
は

、
統

一
テ

ー
マ

「
地

方
税

制
の

基
本

問
題

」
の

も
と

、

税
法

学
の

視
点

か
ら

つ
の

報
告

が
な

さ
れ

た
。
各

報
告

は
、
地

方
税

制
の

現
状

と
課

題
を

明
ら

か
に

し
、

地
方

税
制

の
こ

れ
か

ら
の

あ
り

方
を

模
索

し
て

い
る

。
分

野
と

し
て

は
、

個
人

住
民

税
（

一
高

報
告

、

倉
見

報
告

及
び

坂
巻

報
告

）
、

法
人

事
業

税
（

小
塚

報
告

及
び

堀
報

告
）
、

消
費

税
（

酒
井

報
告

）
、

不
動

産
取

得
税
（

濵
田

報
告

）
、

国
際

課
税
（

漆
報

告
）
に

大
別

で
き

る
。
多

岐
に

わ
た

る
分

野
に

つ

い
て

、
諸

外
国

の
理

論
や

動
向

を
参

考
に

し
て

、
今

後
の

地
方

税
制

に
お

い
て

ど
の

よ
う

な
課

題
が

生
じ

う
る

の
か

、
そ

の
よ

う
な

課
題

に
ど

の
よ

う
に

し
て

対
応

し
て

い
く

べ
き

か
が

議
論

さ
れ

た
。

以
下

、
各

分
野

の
課

題
と

各
報

告
の

概
要

で
あ

る
。

個
人

住
民

税

個
人

住
民

税
は

、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

に
と

っ
て

の
基

幹
税

た
る

税
目

で
あ

り
、

身
近

な
行

政
サ

ー

ビ
ス

の
税

源
と

し
て

ふ
さ

わ
し

い
と

い
え

る
。

わ
が

国
に

お
け

る
個

人
住

民
税

の
特

徴
は

、
比

例
税

率
、

前
年

所
得

課
税

、
住

所
地

課
税

で
あ

る
。

第
節

一
高

報
告

「
米

国
連

邦
所

得
税

に
お

け
る

州
・

地
方

税
額

の
所

得
控

除
に

係
る

限
度

額
設

定

」
で

は
、

米
国

連
邦

所
得

税
に

お
け

る
州

・
地

方
税

額
控

除
を

め
ぐ

る
最

近
の

動
向

と
議

論

が
紹

介
さ

れ
た

。

米
国

に
お

い
て

は
、

連
邦

所
得

税
の

創
設

時
か

ら
、

連
邦

所
得

税
の

計
算

に
お

い
て

州
・

地
方

税
額

、
を

所
得

控
除

す
る

仕
組

み
が

と
ら

れ
て

き
た

が
、

年
の

税
制

改

正
に

よ
り

、
こ

の
控

除
に

上
限

が
設

け
ら

れ
た

。
こ

れ
は

と
呼

ば
れ

、
そ

の
是

非
が

議

論
の

的
と

な
っ

て
い

る
。
一

高
報

告
で

は
、

控
除

の
趣

旨
・
内

容
、

の
背

景
・
内

容
・
影

響
、

に
関

す
る

州
と

連
邦

の
攻

防
・
法

的
問

題
な

ど
に

つ
い

て
紹

介
が

な
さ

れ
、
わ

が
国

へ
の

示
唆

が
示

さ
れ

た
。

控
除

導
入

時
の

意
図

は
、（

１
）
州

に
対

す
る

連
邦

の
影

響
を

抑
制

す
る

こ
と

、（
２

）
連

邦
と

州

と
の

課
税

の
重

複
を

排
除

す
る

た
め

で
あ

る
と

い
わ

れ
て

い
る

。
現

在
で

は
、

控
除

が
高

額
所

得
者

に
よ

り
大

き
な

利
益

を
も

た
ら

す
こ

と
（

逆
進

的
効

果
）
、

国
が

億
ド

ル
規

模
の

歳
入

を
失

う
こ

と

な
ど

か
ら

、
の

廃
止

は
、
理

論
的

に
も

政
策

的
に

も
難

し
い

状
況

で
あ

る
。

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州

な
ど

州
は

、
が

憲
法

違
反

で
あ

る
と

し
て

訴
訟

を
提

起
し

た
が

、
そ

の
主

張
は

認
め

ら
れ

て

い
な

い
。

こ
れ

に
対

し
て

、
わ

が
国

の
所

得
税

の
計

算
に

お
い

て
は

、
事

業
税

や
固

定
資

産
税

を
必

要
経

費
に

算
入

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
所

得
税

法
条

、
条

項
号

）
も

の
の

、
個

人
住

民
税

を
必

要
経

費

に
算

入
す

る
こ

と
は

、
明

文
に

よ
り

否
定

さ
れ

て
い

る
（

所
得

税
法

条
項

号
・

号
）
。

地
方

分

権
化

時
代

に
お

い
て

、
地

方
自

治
体

の
課

税
自

主
権

を
尊

重
す

る
た

め
に

、
個

人
住

民
税

を
必

要
経

費
に

算
入

す
る

ま
た

は
何

ら
か

の
形

で
控

除
す

る
こ

と
を

認
め

る
方

向
性

は
あ

り
う

る
だ

ろ
う

か
。

一
高

報
告

で
は

、
米

国
で

の
議

論
を

参
考

と
す

れ
ば

、
そ

の
よ

う
な

方
向

性
は

難
し

い
こ

と
が

示
さ

れ
た

。

第
節

倉
見

報
告

「
個

人
住

民
税

に
お

け
る

応
益

原
則

と
住

所
地

課
税

」
で

は
、

個
人

住
民

税
に

お
け
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 る
応

益
原

則
及

び
住

所
地

課
税

の
見

直
し

が
検

討
さ

れ
た

。

第
に

、
応

益
原

則
は

、「
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

享
受

し
た

者
が

税
負

担
を

負
う

べ
き

」
と

い
う

考
え

方
で

あ
る

が
、

こ
れ

は
、

課
税

の
根

拠
、

税
負

担
配

分
基

準
、

課
税

主
体

の
決

定
基

準
の

３
つ

の
意

味
で

用
い

ら
れ

て
お

り
、

か
な

ら
ず

し
も

同
一

の
意

味
で

用
い

ら
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
こ

と
が

示
さ

れ
た

。

第
に

、
受

益
と

負
担

の
乖

離
が

生
じ

る
場

面
は

、
時

間
軸

と
空

間
軸

と
い

う
２

つ
の

視
点

か
ら

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

た
と

え
ば

、
都

会
で

会
社

に
勤

め
た

の
ち

に
地

方
で

退
職

後
の

余
生

を
過

ご
す

場
合

に
、

地
方

の
自

治
体

は
医

療
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
十

分
な

税
負

担
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
い

っ
た

問
題

は
、

時
間

軸
か

ら
み

た
「

受
益

と
負

担
」

の
乖

離
と

い
え

る
。

ま
た

、
住

所
地

と
は

異
な

る
地

域
に

勤
務

地
や

別
荘

地
が

あ
る

場
合

に
、

勤
務

地
や

別
荘

地
の

自
治

体
が

イ
ン

フ
ラ

の
整

備
な

ど
に

コ
ス

ト
を

投
下

し
な

が
ら

も
、

住
民

で
は

な
い

勤
労

者
や

別
荘

保
有

者
に

対
し

て
税

負
担

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

い
っ

た
問

題
は

、
空

間
軸

か
ら

み
た

「
受

益
と

負
担

」
の

乖
離

と
い

え
る

。

第
に

、
そ

う
し

た
受

益
と

負
担

の
乖

離
を

解
消

す
る

た
め

の
方

策
に

つ
い

て
、

複
数

の
方

策
が

紹
介

さ
れ

、
そ

れ
ら

の
メ

リ
ッ

ト
・

デ
メ

リ
ッ

ト
が

検
討

さ
れ

た
。

具
体

的
に

は
、

①
源

泉
地

課
税

の
採

用
、

②
個

人
住

民
税

と
所

得
税

の
「

共
同

税
化

」
（

一
定

の
基

準
に

よ
り

配
分

す
る

）
、

③
住

所
地

自
治

体
で

個

人
住

民
税

所
得

割
の

超
過

課
税

を
実

施
し

、
そ

の
超

過
課

税
相

当
分

を
勤

務
地

に
配

分
す

る
方

法
、

④
勤

務
地

で
の

低
率

で
の

個
人

住
民

税
所

得
割

＋
住

所
地

に
お

け
る

税
額

控
除

な
ど

が
あ

る
。

ま
た

、
こ

う
し

た
住

民
税

に
お

け
る

改
革

案
の

ほ
か

、
非

住
民

を
納

税
義

務
者

と
す

る
法

定
外

税
の

導
入

も
あ

り
う

る
（

応

益
原

則
に

基
づ

く
制

度
設

計
と

原
因

者
負

担
原

則
に

基
づ

く
制

度
設

計
が

あ
り

う
る

）
。

第
節

坂
巻

報
告

「
米

国
州

所
得

税
の

過
去

、
現

在
、

未
来

」
で

は
、

わ
が

国
に

お
け

る
個

人
住

民
税

の
あ

り
方

を
模

索
す

る
た

め
に

、
米

国
の

州
所

得
税

を
め

ぐ
る

議
論

が
紹

介
さ

れ
た

。

第
に

、
米

国
で

は
、

リ
モ

ー
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

所
得

の
源

泉
地

を
め

ぐ
る

解
釈

上
及

び
立

法
上

の
議

論
が

活
発

で
あ

る
。

源
泉

地
課

税
に

お
い

て
、

労
働

所
得

の
源

泉
地

は
勤

務
地

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

て
い

る
が

、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
カ

ー
の

勤
務

地
に

つ
い

て
は

、
（

１
）

労
働

者
の

物
理

的
な

所
在

地
（

＝
住

所
地

）

と
す

る
見

解
と

（
２

）
雇

用
主

の
所

在
地

と
す

る
見

解
に

分
か

れ
て

い
る

。
ま

た
、

リ
モ

ー
ト

ワ
ー

ク
の

増
大

に
よ

っ
て

、
居

住
地

課
税

に
お

い
て

も
、

累
進

税
率

を
維

持
す

る
こ

と
が

難
し

く
な

る
可

能
性

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。

第
に

、
米

国
で

は
、

投
資

所
得

や
退

職
所

得
に

対
す

る
州

所
得

税
の

課
税

の
あ

り
方

を
め

ぐ
っ

て
議

論
が

な
さ

れ
て

い
る

。
例

え
ば

、
高

税
率

の
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

で
キ

ャ
リ

ア
を

積
み

つ
つ

株
式

を
購

入
し

て
保

有
し

、
無

税
の

フ
ロ

リ
ダ

州
に

移
住

し
て

か
ら

株
式

を
売

却
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

州
所

得
税

の
軽

減
を

図
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

。
ま

た
、

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
で

働
い

て
、

退
職

前
に

フ
ロ

リ
ダ

州
に

移
転

し
て

か
ら

退
職

金
を

受
け

取
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
退

職
金

に
対

す
る

租
税

を
回

避
又

は
軽

減
さ

せ
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
に

、
課

税
の

繰
延

べ
は

、
税

逃
れ

を
可

能
に

し
、

ま
た

、
納

税
者

の
移

動
に

関
す

る
意

思
決

定
を

非
効

率
的

に
ゆ

が
め

、
さ

ら
に

、
州

の
税

制
設

計
を

も
ゆ

が
め

る
。

わ
が

国
に

お
い

て
は

、
第

の
点

に
つ

い
て

は
、

個
人

住
民

税
は

居
住

地
課

税
の

み
の

仕
組

み
で

あ
る

た
め

、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

に
よ

る
所

得
の

源
泉

地
を

め
ぐ

る
解

釈
上

の
問

題
は

生
じ

な
い

。
第

の
点

に

つ
い

て
も

、
個

人
住

民
税

は
比

例
税

率
で

あ
り

、
か

つ
、
各

自
治

体
間

の
税

率
差

は
ほ

と
ん

ど
な

い
た

め
、

課
税

の
繰

延
べ

を
利

用
し

た
税

逃
れ

が
生

じ
る

懸
念

は
ほ

と
ん

ど
な

い
。

そ
う

い
っ

た
意

味
に

お
い

て
、

わ
が

国
の

個
人

住
民

税
の

現
状

の
仕

組
み

を
評

価
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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法
人

事
業

税

わ
が

国
で

は
、

法
人

に
対

す
る

地
方

税
と

し
て

、
法

人
住

民
税

（
市

町
村

民
税

と
道

府
県

民
税

）
と

法

人
事

業
税

が
設

け
ら

れ
て

い
る

。
そ

れ
ら

の
課

税
根

拠
と

し
て

、
法

人
も

地
域

の
構

成
員

と
し

て
公

共
サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

受
益

し
て

い
る

こ
と

を
挙

げ
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
節

堀
報

告
「

減
資

と
地

方
税

法
」

で
は

、
法

人
事

業
税

の
解

釈
上

及
び

立
法

上
の

あ
り

方
に

つ

い
て

検
討

が
な

さ
れ

た
。

第
１

に
、

法
人

事
業

税
は

、
原

則
と

し
て

、
所

得
割

に
加

え
て

付
加

価
値

割
及

び
資

本
割

（
外

形
標

準

課
税

）
を

課
税

標
準

と
し

て
い

る
。
外

形
標

準
課

税
が

導
入

さ
れ

た
平

成
年

に
は

、
①

応
益

課
税

と
し

て
の

税
の

性
格

の
明

確
化

、
及

び
②

税
負

担
の

公
平

性
の

確
保

が
そ

の
根

拠
と

し
て

挙
げ

ら
れ

て
い

た
。

し
か

し
、

例
外

と
し

て
、

中
小

企
業

（
資

本
金

１
億

円
以

下
）

に
つ

い
て

は
、

そ
の

負
担

を
配

慮
し

て
、

外
形

標
準

課
税

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

近
年

は
、

法
人

の
減

資
や

組
織

再
編

に
よ

り
、

外
形

標
準

課
税

の
対

象
法

人
が

導
入

時
の

３
分

の
２

ま
で

減
少

し
て

い
る

こ
と

が
指

摘
さ

れ
、

令
和

年

度
税

制
改

正
に

よ
り

見
直

し
が

な
さ

れ
た

。
堀

報
告

で
は

、
こ

の
よ

う
な

改
正

は
項

目
振

替
え

に
よ

る
外

形
標

準
課

税
逃

れ
に

対
応

す
る

も
の

で
あ

る
が

、
外

形
標

準
課

税
に

お
け

る
課

題
を

根
本

的
に

解
決

す
る

も
の

で
は

な
い

と
評

価
さ

れ
て

い
る

。

第
に

、
中

小
企

業
基

本
法

は
、

中
小

企
業

が
相

対
的

に
経

済
的

弱
者

で
あ

る
こ

と
に

鑑
み

て
制

定

さ
れ

た
が

、
近

年
で

は
、

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

担
い

手
、

雇
用

の
受

け
皿

、
地

域
経

済
発

展
の

担
い

手
と

し
て

、
そ

の
持

続
的

成
長

を
後

押
し

す
べ

き
存

在
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
う

し
た

理
念

の
変

化
を

踏
ま

え
て

、
中

小
法

人
な

い
し

中
小

企
業

に
対

す
る

課
税

の
あ

り
方

を
議

論
す

べ
き

こ
と

が
指

摘
さ

れ

た
。 第

に
、

法
人

が
外

形
標

準
課

税
を

免
れ

る
た

め
に

資
本

金
を

減
少

さ
せ

た
場

合
に

、
地

方
税

法

条
の

（
同

族
会

社
の

行
為

計
算

否
認

の
規

定
）

に
よ

り
、

当
該

法
人

を
外

形
標

準
課

税
の

対
象

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
検

討
が

な
さ

れ
、

消
極

的
な

答
え

が
示

さ
れ

た
。

今
後

の
外

形
標

準
課

税
の

あ
り

方
と

し
て

、
応

益
課

税
を

徹
底

す
る

な
ら

ば
、

資
本

金
億

円
以

下
の

法
人

を
も

適
用

対

象
に

含
め

る
選

択
肢

が
あ

り
う

る
が

、
適

用
除

外
基

準
と

し
て

資
本

金
以

外
の

基
準

を
検

討
す

る
な

ど
、

総
合

的
な

検
討

が
な

さ
れ

る
べ

き
こ

と
が

指
摘

さ
れ

た
。

第
節

小
塚

報
告

「
法

人
税

が
地

方
法

人
課

税
に

及
ぼ

す
影

響
〜

資
本

金
の

操
作

と
法

人
事

業
税

の
関

係
に

関
す

る
検

討
〜

」
で

は
、

外
形

標
準

課
税

の
適

用
を

免
れ

る
た

め
に

資
本

金
を

減
少

さ
せ

る
と

い
う

行
動

が
本

当
に

と
ら

れ
て

い
る

の
か

ど
う

か
に

つ
い

て
、

分
析

が
な

さ
れ

た
。

法
人

事
業

税
の

課
税

標
準

は
、

原
則

と
し

て
、

所
得

割
に

付
加

価
値

割
と

資
本

金
割

り
と

い
う

外
形

標

準
課

税
を

組
み

合
わ

せ
た

も
の

で
あ

る
が

、
例

外
と

し
て

、
資

本
金

の
額

が
億

円
以

下
の

法
人

は
、

一

定
の

事
業

を
行

う
場

合
を

除
き

、
所

得
割

の
み

が
課

税
標

準
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

例
外

の
適

用
数

は
、

増
加

傾
向

に
あ

る
。

し
か

し
、

原
則

の
外

形
標

準
課

税
を

伴
う

課
税

方
法

は
、

例
外

の
所

得
割

の
み

の
課

税
方

法
よ

り
も

常
に

不
利

と
い

う
わ

け
で

は
な

い
。

そ
れ

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

例
外

の
適

用
が

増
加

し
て

い
る

の
は

、
法

人
事

業
税

の
有

利
不

利
で

は
な

く
、

法
人

税
の

中
小

企
業

税
制

が
原

因
と

な
っ

て
い

る
か

も
し

れ
な

い
。

こ
う

し
た

問
題

意
識

の
も

と
、

小
塚

報
告

で
は

、
上

場
企

業
の

財
務

デ
ー

タ
を

用
い

た
分

析
が

な
さ

れ
た

。

第
に

、
上

場
企

業
の

場
合

、
外

形
標

準
課

税
の

拡
大

が
な

さ
れ

た
頃

に
、

む
し

ろ
増

資
を

行
な

っ
た
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 企
業

が
多

く
、

項
目

振
替

（
資

本
金

の
増

加
額

だ
け

資
本

剰
余

金
を

減
少

さ
せ

る
）

に
よ

る
増

資
を

行
な

っ
た

企
業

の
ほ

と
ん

ど
が

資
本

金
億

円
超

へ
の

移
行

で
あ

っ
た

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

第
に

、
同

一
の

法
人

に
つ

い
て

、
原

則
の

適
用

を
受

け
た

場
合

の
事

業
税

額
（

外
形

標
準

課
税

あ
り

）

と
例

外
の

適
用

を
受

け
た

場
合

の
事

業
税

額
（

外
形

標
準

課
税

な
し

）
を

計
算

し
て

比
較

す
る

と
、

前
者

の
場

合
の

方
が

税
負

担
が

小
さ

く
な

る
企

業
の

方
が

少
な

い
こ

と
が

示
さ

れ
た

。
す

な
わ

ち
、

上
場

企
業

に
つ

い
て

は
、

増
資

を
行

っ
て

原
則

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
が

あ
る

こ
と

が
示

唆
さ

れ
る

。

第
に

、
人

件
費

率
が

高
く

な
る

ほ
ど

、
例

外
の

適
用

（
外

形
標

準
課

税
な

し
）

を
受

け
た

方
が

税
負

担
が

低
く

な
る

関
係

が
示

さ
れ

た
。

以
上

に
よ

り
、

法
人

は
、

資
本

金
を

減
少

さ
せ

て
外

形
標

準
課

税
の

適
用

を
免

れ
る

だ
け

で
は

な
く

、

資
本

金
を

増
加

さ
せ

て
外

形
標

準
課

税
の

適
用

を
あ

え
て

受
け

る
と

い
う

行
動

を
と

っ
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

が
示

唆
さ

れ
る

。
外

形
標

準
課

税
の

適
用

を
受

け
る

又
は

免
れ

る
と

い
う

行
動

に
問

題
が

な
い

の
か

を
考

え
る

べ
き

こ
と

が
指

摘
さ

れ
た

。

地
方

消
費

税

地
方

消
費

税
は

、
消

費
税

額
を

課
税

標
準

と
す

る
都

道
府

県
税

で
あ

り
、

国
税

と
し

て
の

消
費

税
と

合

わ
せ

て
事

業
者

に
よ

り
納

め
ら

れ
る

。
現

在
、

消
費

税
率

％
の

う
ち

％
（

軽
減

税
率

に
つ

い
て

は

％
の

う
ち

）
が

地
方

消
費

税
で

あ
る

。
都

道
府

県
は

、
国

に
徴

収
を

委
託

し
、
国

か
ら

払
い

込
ま

れ
た

税
収

を
最

終
消

費
地

に
帰

属
さ

せ
る

た
め

、
都

道
府

県
間

に
お

い
て

、
そ

の
地

域
の

販
売

額
と

人
口

を
も

と
に

し
た

基
準

に
よ

り
清

算
が

行
わ

れ
る

。

第
節

酒
井

報
告

「
ア

メ
リ

カ
州

売
上

税
等

に
お

け
る

近
年

の
動

向
」

で
は

、
デ

ジ
タ

ル
化

社
会

に
お

け
る

消
費

税
の

課
題

が
示

さ
れ

、
今

後
の

消
費

課
税

の
あ

り
方

を
模

索
す

る
た

め
に

、
米

国
州

売
上

税

（
）

の
動

向
と

議
論

が
紹

介
さ

れ
た

。

米
国

州
売

上
税

に
つ

い
て

は
、

州
外

事
業

者
が

州
内

消
費

者
に

資
産

の
販

売
や

役
務

提
供

を
行

っ
た

場

合
に

、
州

内
に

物
理

的
存

在
が

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
課

税
を

す
る

こ
と

は
連

邦
憲

法
に

違
反

す
る

と
の

判
例

が
か

つ
て

存
在

し
た

。
年

の
事

件
判

決
に

よ
り

、
こ

れ
が

覆
さ

れ
、
経

済
ネ

ク
サ

ス

に
も

と
づ

く
州

売
上

税
の

課
税

が
許

容
さ

れ
る

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

そ
の

後
、

各
州

の
立

法
に

よ
り

、
小

売
販

売
業

者
は

、
あ

る
州

へ
向

け
た

販
売

に
つ

い
て

、
取

引
閾

値
や

売
上

閾
値

を
超

え
る

と
、

同
州

で
の

州
売

上
税

の
徴

収
納

付
を

行
わ

ね
ば

な
ら

な
く

な
っ

た
。

さ
ら

に
、

各
州

は
、

マ
ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
・

プ
ロ

バ
イ

ダ
ー

法
ま

た
は

マ
ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
・

フ

ァ
シ

リ
テ

イ
タ

―
法

と
い

う
名

称
で

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
課

税
を

導
入

し
て

い
る

。
例

え
ば

、
フ

ロ
リ

ダ
州

は
、
州

内
に

お
い

て
、
マ

ー
ケ

ッ
ト

プ
レ

イ
ス

を
通

じ
て

万
ド

ル
以

上
の

リ
モ

ー
ト

販
売

を
行

う

マ
ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
・

プ
ロ

バ
イ

ダ
ー

は
、

州
外

小
売

販
売

者
に

か
わ

っ
て

、
そ

の
リ

モ
ー

ト
販

売
に

係
る

州
売

上
税

等
を

徴
収

納
付

す
る

こ
と

を
求

め
て

い
る

。
こ

の
徴

収
納

付
義

務
は

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

売
上

規
模

に
よ

り
免

除
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
。

こ
う

し
た

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

は
州

ご
と

に
異

な
っ

て
お

り
、

か
な

り
複

雑
で

あ
る

。
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
課

税
の

統
一

化
・

簡
素

化
が

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
米

国
州

売
上

税
は

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
課

税
の

売
上

閾
値

が
（

日
本

と
比

し
て

か
な

り
）
低

く
、

海
外

事
業

者
だ

け
で

な
く

国
内

事
業

者
も

対
象

と
さ

れ
て

お
り

、
ま

た
、

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

だ
け

で
な

く
一

般
的

な
小

売
販

売
に

も
及

ぶ
。

こ
れ

に
対

し
て

、
わ

が
国

に
お

い
て

令
和

年
度

税
制

改
正

に
よ

り
導

入
さ

れ
た

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

は
、

対
象

と
さ

れ
る

事
業

者
の

売
上

閾
値

が
高

く
、

国
外

事
業

者
か

ら
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

利
用
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 に
係

る
消

費
者

向
け

電
気

通
信

利
用

役
務

の
提

供
に

限
ら

れ
て

い
る

た
め

、
限

定
的

な
も

の
で

あ
る

と
評

価
さ

れ
た

。

不
動

産
取

得
税

不
動

産
取

得
税

は
、「

不
動

産
の

取
得

」
に

対
し

て
課

せ
ら

れ
る

道
府

県
民

税
で

あ
る

。
地

方
税

収
に

お

け
る

割
合

は
高

く
な

い
も

の
の

、
景

気
に

左
右

さ
れ

に
く

く
（

安
定

性
が

あ
る

）
、
地

域
間

格
差

が
小

さ
い

（
普

遍
性

が
あ

る
）

と
い

う
長

所
を

有
す

る
重

要
な

財
源

で
あ

る
。

第
節

濵
田

報
告

「
土

地
法

制
の

変
化

と
取

得
税

」
で

は
、

不
動

産
取

得
税

の
現

状
、

人
口

減
少

時
代

の
土

地
問

題
、

そ
れ

に
対

応
す

る
た

め
の

土
地

法
制

の
改

正
が

紹
介

さ
れ

、
不

動
産

取
得

税
の

意
義

な
い

し
理

論
的

根
拠

を
見

直
す

こ
と

の
必

要
性

が
示

さ
れ

た
。

人
口

が
減

少
す

る
社

会
に

お
い

て
は

、
時

の
経

過
に

伴
っ

て
価

格
が

上
昇

し
て

い
く

と
い

う
土

地
の

前

提
は

変
容

し
、

む
し

ろ
マ

イ
ナ

ス
の

不
動

産
と

い
わ

れ
る

よ
う

に
な

り
、

地
方

部
に

お
い

て
は

所
有

者
不

明
の

土
地

が
多

数
存

在
と

い
う

状
況

に
い

た
っ

て
い

る
。

そ
の

よ
う

な
状

況
は

、
と

り
わ

け
地

方
部

に
お

い
て

顕
著

で
あ

り
、

防
災

の
観

点
か

ら
問

題
視

さ
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

令
和

元
年

に
、

土
地

基
本

法
が

改
正

さ
れ

た
。
同

法
は

、
土

地
の

適
正

な
「

利
用

」「
取

引
」
と

と
も

に
適

正
な
「

管
理

」
を

確
保

す
る

こ

と
を

理
念

と
し

て
定

め
る

と
と

も
に

（
条

）
、

土
地

所
有

者
等

の
責

務
を

明
確

化
し

て
、
（

条
）
、

国
及

び
地

方
公

共
団

体
に

対
し

て
、

土
地

所
有

者
等

に
よ

る
適

正
な

土
地

の
利

用
及

び
管

理
を

確
保

す
る

た
め

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
等

を
定

め
て

い
る

。
こ

う
し

た
理

念
を

も
と

に
関

連
法

が
改

正
さ

れ
、

土
地

所
有

者
等

に
相

続
登

記
が

義
務

づ
け

ら
れ

る
と

と
も

に
、

共
有

者
が

所
在

等
不

明
共

有
者

の
不

動
産

の
持

分
を

取
得

す
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

仕
組

み
が

整
え

ら
れ

た
。

濵
田

報
告

で
は

、
第

に
、

不
動

産
の

適
正

な
利

用
を

促
進

す
る

と
い

う
土

地
法

制
の

理
念

を
踏

ま
え

て
、
不

動
産

取
得

税
の

あ
り

方
が

検
討

さ
れ

る
べ

き
こ

と
が

指
摘

さ
れ

た
。
と

り
わ

け
、
不

動
取

得
税

は
、

昭
和

年
の

導
入

時
か

ら
、
固

定
資

産
税

の
前

取
り

と
し

て
位

置
付

け
ら

れ
て

き
た

が
、
今

日
に

お
い

て

も
そ

の
よ

う
に

考
え

る
べ

き
か

ど
う

か
に

つ
い

て
見

直
し

が
な

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

第
に

、
不

動
産

の
流

通
段

階
に

お
い

て
は

印
紙

税
・

登
録

免
許

税
・

不
動

産
取

得
税

の
段

階
の

課

税
が

な
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
、

土
地

政
策

の
理

念
を

踏
ま

え
れ

ば
、

印
紙

税
や

登
録

免
許

税
の

減
免

の
み

な
ら

ず
、

流
通

税
に

属
す

る
不

動
産

取
得

税
の

あ
り

方
に

つ
い

て
も

見
直

し
が

な
さ

れ
る

べ
き

こ
と

が
指

摘
さ

れ
た

。
第

に
、

国
外

者
に

よ
る

不
動

産
の

取
得

が
近

年
増

加
し

て
い

る
と

こ
ろ

、
そ

の
取

得
を

把

握
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
が

あ
り

う
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
そ

う
し

た
場

合
の

執
行

が
課

題
と

な
る

こ
と

が
示

さ
れ

た
。

な
お

、
世

界
的

に
は

、
不

動
産

の
流

通
段

階
で

の
課

税
が

縮
減

方
向

に
あ

る
こ

と
が

示
唆

さ
れ

た
。

国
際

課
税

第
節

漆
報

告
「

国
際

的
に

交
換

さ
れ

た
情

報
の

刑
事

手
続

利
用

」
で

は
、

情
報

交
換

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

情
報

の
刑

事
手

続
で

の
利

用
に

つ
い

て
検

討
が

な
さ

れ
た

。

国
境

を
越

え
る

取
引

が
恒

常
的

に
行

わ
れ

る
今

日
に

お
い

て
は

、
適

正
・

公
平

な
課

税
・

徴
収

の
実

現

の
た

め
、

租
税

条
約

等
に

も
と

づ
く

情
報

交
換

が
税

務
当

局
間

で
行

わ
れ

て
い

る
。

そ
の

よ
う

な
情

報
に

は
、

不
正

に
入

手
さ

れ
た

も
の

が
含

ま
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
例

え
ば

、
パ

ナ
マ

文
書

や
パ

ラ
ダ

イ
ス

文
書

に
象

徴
さ

れ
る

よ
う

に
、

あ
る

国
の

金
融

機
関

の
元

従
業

員
等

に
よ

り
不

正
に

取
得

さ
れ

た
情

報
が

、
直

接
又

は
間

接
に

、
別

の
国

の
税

務
当

局
の

手
に

渡
る

こ
と

が
あ

る
。

そ
の

よ
う

な
盗

ま
れ

た
情

報
を

も
と
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 に
、

情
報

交
換

要
請

が
で

き
る

の
か

、
ま

た
課

税
手

続
や

刑
事

手
続

を
進

め
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

が
問

題
と

な
る

。

漆
報

告
で

は
、

第
に

、
各

国
の

裁
判

例
に

お
い

て
は

、
盗

ま
れ

た
情

報
を

も
と

に
情

報
交

換
要

請
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

や
そ

れ
ら

を
課

税
手

続
の

基
礎

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
が

お
お

む
ね

認
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
が

示
さ

れ
た

。
第

に
、

盗
ま

れ
た

情
報

を
情

報
交

換
に

よ
り

取
得

し
た

場
合

に
、

そ

れ
を

刑
事

手
続

（
マ

ネ
ー

ロ
ン

ダ
リ

ン
グ

、
テ

ロ
資

金
供

与
、

汚
職

、
金

融
犯

罪
）

の
基

礎
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

、
国

際
刑

事
共

助
に

お
け

る
議

論
、

オ
ラ

ン
ダ

の
裁

判
例

及
び

当
該

裁
判

例
に

対
す

る
批

判
が

紹
介

さ
れ

、
検

討
が

な
さ

れ
た

。
結

論
と

し
て

、
法

廷
地

法
の

も
と

で
、

保
障

さ
れ

て
い

る
権

利
が

侵
害

さ
れ

た
か

ど
う

か
を

確
認

し
、

も
し

侵
害

が
あ

る
な

ら
ば

、
侵

害
さ

れ
た

権
利

の
内

容
及

び
侵

害
の

程
度

と
、

そ
の

よ
う

な
違

法
な

証
拠

の
能

力
を

認
め

る
こ

と
に

よ
る

利
益

（
真

実
の

解
明

や
真

実
に

基
づ

く
処

罰
の

必
要

性
）

と
を

比
較

衡
量

し
て

判
断

す
べ

き
こ

と
が

示
さ

れ
た

。
第

に
、

情

報
交

換
の

健
全

な
発

展
を

図
る

た
め

に
、

国
際

的
な

統
制

が
な

さ
れ

る
べ

き
こ

と
が

示
さ

れ
た

。
具

体
的

に
は

、
被

要
請

国
が

情
報

の
情

報
源

お
よ

び
取

得
方

法
を

明
示

す
る

こ
と

及
び

要
請

国
は

そ
れ

ら
が

不
明

な
情

報
の

証
拠

と
し

て
の

利
用

を
控

え
る

こ
と

を
推

奨
す

る
ガ

イ
ダ

ン
ス

が
設

置
さ

れ
る

べ
き

こ
と

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
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 税
法

〔
各

論
〕

第
節

米
国

連
邦

所
得

税
に

お
け

る
州

・
地

方
税

額
の

所
得

控
除

に
係

る
限

度
額

設
定

 
関

西
学

院
大

学
教

授
一

高
龍

司
  

１
．

 
は

じ
め

に

ト
ラ

ン
プ

政
権

下
で

な
さ

れ
た

年
の

税
制

改
正

（
）

に
お

い
て

、
個

人
所

得
税

に
関

し
て

は
、
と

り
わ

け
州
・
地

方
税

額
の

所
得

控
除

に
係

る
上

限
（

万
ド

ル
、

夫
婦

個
別

申
告

の
場

合
は

ド
ル

）
設

定
（

I
R
C
§
1
6
4
(
b
)
(
6
)
）

が
論

争
の

的
と

な
っ

た
（

以
下

、

地
方

税
額

は
考

慮
し

な
い

）
。

本
稿

は
、

の
内

容
と

、
こ

れ
に

関
連

す
る

州
と

連
邦

の
攻

防
、

そ
の

中
で

の
納

税
者

の
対

応
や

法
的

な
問

題
に

つ
い

て
説

明
し

、
我

が
国

へ
の

含
意

を
考

え
る

。
な

お
、

出
典

注
に

つ
い

て
は

拙
稿

を
参

照
さ

れ
た

い
。

２
．

 
と

で
は

、
法

人
税

率
が

か
ら

に
引

き
下

げ
ら

れ
（

I
R
C
§

1
1
(
b
)
）
、
国

際
課

税
で

も
、
外

国

子
会

社
受

取
配

当
金

の
非

課
税

措
置

（
§

）
の

導
入

や
、

米
国

無
形

資
産

由
来

の
製

品
の

国
外

売
上

に
優

遇
を

与
え

る
措

置
（

F
D
I
I
,
 
I
R
C
§
9
6
5
）

の
導

入
が

な
さ

れ
る

一
方

で
、

米
国

の
課

税
ベ

ー
ス

の
国

外
流

出
を

阻
止

す
る

制
度

（
G
I
L
T
I
 
a
n
d
 
B
E
A
T
.
 
I
R
C
§

§
9
5
1
A
,
 
5
9
A
）

も
新

設
さ

れ
た

。

個
人

の
課

税
所

得
の

計
算

上
、

所
得

控
除

と
し

て
の

標
準

控
除

(
I
R
C
§

6
3
(
c
)
)
と

項
目

別
控

除

(
I
R
C
§

6
3
(
d
)
)
の

い
ず

れ
か

が
選

択
で

き
る

。
控

除
は

、
こ

の
項

目
別

控
除
（

所
得

控
除

）
の

一
つ

で
あ

る
。

で
標

準
控

除
は

ド
ル

（
夫

婦
共

同
申

告
の

場
合

。
イ

ン
フ

レ
調

整
有

り
）

ま
で

増
加

さ
れ

、
個

人
の

納
税

者
（

年
）

の
約

割
が

標
準

控
除

で
済

ま
せ

て
い

る
。

＜
表

課
税

所
得

算
出

過
程

＞

控
除

の
対

象
と

な
る

租
税

に
は

不
動

産
税

、
動

産
税

、
所

得
税

が
含

ま
れ

、
こ

れ
ら

に
上

記
の

上

限
が

置
か

れ
た

わ
け

だ
が

、
事

業
上

の
租

税
に

は
上

限
の

適
用

は
な

い
。

 
3  
一

高
龍

司
「

米
国

連
邦

所
得

税
に

お
け

る
州

・
地

方
税

額
の

所
得

控
除

に
係

る
限

度
額

設
定

（
SA

LT
 C

ap
）
」

租
税

研

究
88

5
号

15
5
頁

（
20

23
年

）
。

 
4  

IR
S,

 S
ta

tis
tic

s 
of

 In
co

m
e 

– 
20

20
 In

di
vi

du
al

 In
co

m
e 

Ta
x 

Re
tu

rn
s,

 2
2 

(F
ig

ur
e 

C
), 

av
ai

la
bl

e 
at

 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.ir
s.

go
v/

pu
b/

ir
s-

pd
f/

p1
30

4.
pd

f#
pa

ge
=2

0（
20

23
年

4
月

16
日

確
認

）
 

5  
Ba

nk
m

an
 e

t a
l.,

 F
ed

er
al

 In
co

m
e 

Ta
xa

tio
n,

 6
24

 (6
th

 e
d.

 2
01

7)
. 
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 ３
．

 
と

代
替

ミ
ニ

マ
ム

税

個
人

に
対

す
る

の
課

税
標

準
の

計
算

上
は

、
控

除
を

含
む

減
免

措
置

が
加

算
さ

れ
、
こ

れ
に

の
税

率
（

と
の

二
段

階
）

を
乗

じ
て

計
算

し
た

税
額

が
通

常
の

税
額

を
超

過
す

る
部

分
を

、

納
税

者
は

追
加

で
納

付
す

る
必

要
が

あ
る
（

I
R
C
§
5
5
(
a
)
）
。

（
の

導
入

等
）
に

よ
っ

て
、

批
判

の
多

い
の

納
税

者
数

は
、

万
人

（
年

）
か

ら
万

人
（

年
）

に
減

少
す

る
と

の
試

算
が

あ
る

。

４
．

 
州

・
地

方
の

所
得

課
税

と
連

邦
所

得
税

は
、
都

心
の

高
額

所
得

者
（

民
主

党
支

持
層

の
多

い
東

西
の

主
要

な
州

の
住

民
）
へ

の
影

響

が
特

に
大

き
い

。
多

く
の

州
が

、
州

個
人

所
得

税
の

課
税

ベ
ー

ス
に

つ
い

て
は

、
連

邦
所

得
税

の
そ

れ
に

基
本

的
に

一
致

さ
せ

た
上

で
調

整
を

加
え

て
い

る
。

は
、
法

人
税

率
の

引
き

下
げ

と
同

時
に

課
税

標

準
を

拡
大

し
て

い
る

た
め

、
棚

ぼ
た

的
に

州
法

人
所

得
税

に
増

税
効

果
を

も
た

ら
し

て
い

る
。

５
．

 
の

合
憲

性

に
よ

り
、
特

に
州

税
負

担
の

重
い

州
は

、
税

負
担

の
見

直
し

や
政

策
変

更
を

強
い

ら
れ

る
た

め
不

満
を

抱
い

て
い

る
。
現

に
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

を
含

む
４

州
は

、
が

州
の

政
策

選
択

を
制

限

し
、
あ

る
い

は
政

策
変

更
を

強
い

る
た

め
、
合

衆
国

憲
法

の
修

正
第

条
（

州
と

国
民

に
留

保
さ

れ
た

権

限
）

な
ど

に
違

反
す

る
と

し
て

、
米

国
政

府
を

被
告

と
し

て
の

違
憲

を
主

張
し

た
裁

判
が

あ

る
。

連
邦

第
二

巡
回

区
控

訴
裁

判
所

は
、

連
邦

憲
法

上
、

連
邦

か
ら

の
圧

力
が

強
制

に
及

ん
で

は
な

ら
な

い
が

、
控

除
を

要
求

し
又

は
そ

の
廃

止
を

禁
じ

る
明

文
は

な
く

、
憲

法
違

反
と

な
る

連
邦

に
よ

る
州

の
主

権
の

侵
害

は
立

証
さ

れ
て

い
な

い
と

し
て

、
原

判
決

を
維

持
し

た
。

の
改

正
項

目
の

多
く

は
、

を
含

め
、

年
月

末
日

ま
で

の
時

限
措

置
で

あ
る

。

高
額

所
得

者
の

多
い

州
の

議
員

を
中

心
に

の
廃

止
を

求
め

る
声

が
根

強
く

あ
る

が
、

今
や

標

準
控

除
の

利
用

者
が

割
近

く
を

占
め

、
の

廃
止

や
上

限
引

上
げ

は
金

持
ち

優
遇

と
い

う
批

判
を

招

く
。

の
廃

止
に

よ
る

歳
入

減
（

例
、

年
で

億
ド

ル
減

と
い

う
試

算
）
も

考
え

る
と

、

年
分

か
ら

無
制

限
の

控
除

が
単

純
に

復
活

す
る

と
い

う
見

通
し

は
立

て
に

く
い

。

６
．

 
回

避
策

各
州

は
、

が
、

個
人

所
得

税
に

の
み

適
用

が
あ

る
こ

と
と

、
州

・
地

方
の

「
租

税
」

で
な

け
れ

ば
適

用
が

な
い

こ
と

に
着

目
し

て
、

回
避

策
を

考
案

し
て

い
る

。

第
１

は
，
慈

善
寄

附
に

係
る

州
の

税
額

控
除

で
あ

る
（

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
等

）
。
納

税
者

は
州

が
設

定
す

る
基

金
へ

の
寄

附
金

を
州

税
額

の
計

算
上

税
額

控
除

の
対

象
と

し
つ

つ
、

連
邦

所
得

税
上

は
寄

附
金

控
除

 
6  

Ta
x 

Po
lic

y 
C

tr
., 

W
ha

t i
s 

th
e 

A
M

T?
, i

n 
Br
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fin
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w
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20

23
年

5
月

27
日

確
認
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7  
N

ew
 Y

or
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 Y

el
le
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F.

4t
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9 
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 C
ir
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02
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er
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de
ni
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, 1

42
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8  
St

ev
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W
am

ho
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, C
ar
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is
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nd
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ar
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pt
io

ns
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 R
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e 

th
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Re
ve

nu
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Lo
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A
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tin
g 

th
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SA
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 C
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ila
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e 

at
: h

ttp
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ite

p.
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ed
uc

e-
th

e-
re

ve
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e-
lo

ss
-f

ro
m

-
ad

ju
st

in
g-

th
e-

sa
lt-

ca
p/

). 
9  
回

避
策

に
関

す
る

以
下

の
記

述
は

、
Je

ff
re

y 
H

. K
ah

n,
 M

ile
s 

A
. R

om
ne

y 
an

d 
Jo

hn
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. T
re
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oo
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uc
h 
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Th
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N
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pa
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 T

ax
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ed
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tio
n 

C
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 o
n 
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in
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s 
Ta

xp
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5 

Fl
a.

 T
ax
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ev
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39

 (2
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に

依
る
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 （
項

目
別

控
除

）
を

受
け

る
仕

組
み

で
あ

る
。

こ
れ

に
は

連
邦

の
財

務
省

規
則

が
既

に
対

処
し

て
お

り
、

寄
附

金
控

除
額

か
ら

は
、

寄
附

の
見

返
り

と
な

る
州

の
税

額
控

除
分

が
差

し
引

か
れ

る

（
T
r
e
a
s
.
R
e
g
.
§

1
.
1
7
0
A

）
。

第
２

は
、

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
の

賃
金

税
（

E
m
p
l
o
y
e
r
’

s
 
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
E
x
p
e
n
s
e
 
T
a
x
）

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
給

与
支

払
者

に
少

額
の

租
税
（

支
払

額
の

）
を

課
し

、
当

該
税

額
に

係
る

税
額

控
除

を
給

与

受
給

者
に

与
え

る
も

の
で

あ
る

。
使

用
者

が
選

択
可

能
な

制
度

だ
が

、
制

度
の

複
雑

さ
も

あ
っ

て
実

際
の

利
用

例
は

非
常

に
少

な
い

。

第
３

は
、

パ
ス

ス
ル

ー
・

エ
ン

テ
ィ

テ
ィ

課
税

で
あ

る
（

コ
ネ

チ
カ

ッ
ト

州
は

じ
め

州
）
。

連
邦

所

得
税

上
パ

ス
ス

ル
ー

課
税

を
受

け
る

団
体

に
つ

き
、

州
所

得
税

上
は

団
体

課
税

と
し

た
上

で
、

そ
の

税
額

の
全

部
又

は
一

部
は

、
個

人
の

構
成

員
が

州
所

得
税

上
の

税
額

控
除

を
受

け
ら

れ
る

と
す

る
仕

組
み

で
あ

る
。
内

国
歳

入
庁

も
、
ノ

ー
テ

ィ
ス

で
こ

の
回

避
策

を
許

容
し

て
い

る
。
構

成
員

は
、
団

体
課

税
額

の
う

ち
自

ら
に

帰
属

す
る

部
分

を
の

対
象

外
と

し
つ

つ
、

な
お

連
邦

所
得

税
上

は
そ

の
分

配
可

能

額
（

当
該

構
成

員
の

課
税

標
準

）
か

ら
控

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
有

望
な

回
避

策
だ

が
、
そ

の
細

部
に

は
州

ご
と

に
違

い
が

あ
る

。

７
．

 
控

除
の

根
拠

と
の

今
後

控
除

は
連

邦
所

得
税

の
立

法
当

初
か

ら
導

入
さ

れ
て

お
り

、
導

入
時

の
意

図
は

、
州

に
対

す

る
連

邦
の

影
響

を
抑

制
し

、
課

税
の

重
複

（
二

重
課

税
）

を
避

け
る

こ
と

で
あ

る
。

は
連

邦
主

義

の
下

で
の

配
慮

だ
が

、
控

除
の

恩
恵

は
高

額
納

税
者

の
多

い
有

力
州

ほ
ど

大
き

い
の

で
、
州

に
対

す

る
間

接
的

な
補

助
と

い
う

説
明

は
当

て
は

ま
り

に
く

い
。
ま

た
二

重
課

税
論

は
、
所

得
税

以
外

の
州

税

目
も

控
除

の
対

象
と

さ
れ

る
点

な
ど

を
説

明
し

に
く

い
。

他
方

、
に

は
州

の
財

政
規

律
を

促
す

効
果

は
あ

り
そ

う
で

あ
る

。
控

除
は

連
邦

憲
法

上

の
義

務
で

は
な

く
、

今
や

項
目

別
控

除
の

利
用

者
は

程
度

で
あ

る
。

州
の

パ
ス

ス
ル

ー
エ

ン
テ

ィ
テ

ィ
課

税
な

ど
で

の
回

避
可

能
性

も
あ

り
、

悪
評

の
立

つ
の

適
用

を
劇

的
に

減
少

さ
せ

て

い
る

中
で

、
億

ド
ル

近
い

連
邦

の
歳

入
減
（

予
測

）
を

引
き

受
け

て
ま

で
、

前
の

単
純

な

控
除

を
復

活
さ

せ
る

べ
き

説
得

的
な

理
由

を
挙

げ
る

の
は

難
し

い
よ

う
に

思
わ

れ
る

。

８
．

 
日

本
の

状
況

と
の

比
較

と
示

唆

所
得

税
法

に
地

方
税

額
に

係
る

所
得

控
除

は
な

い
。

事
業

上
の

経
費

で
あ

れ
ば

、
例

え
ば

事
業

税
や

固

定
資

産
税

は
家

事
費

と
区

別
で

き
る

限
り

基
本

的
に

必
要

経
費

に
算

入
可

能
で

あ
る

（
所

税
条

・

条
項

号
）

点
は

、
米

国
法

と
同

様
で

あ
る

。
も

っ
と

も
、

所
得

税
と

住
民

税
は

明
文

で
必

要
経

費
不

算
入

と
さ

れ
る

（
所

税
条

項
号

・
号

）
。

事
業

上
の

も
の

で
も

住
民

税
を

必
要

経
費

不
算

入
と

す
る

根
拠

の
一

つ
と

し
て

、
人

的
事

情
を

加
味

し
て

税
額

が
決

ま
り

、
必

要
性

や
業

務
関

連
性

が
明

確
で

な
い

こ
と

が
挙

げ
ら

れ
る

。
も

し
政

策
的

に
所

得
控

除
化

（
国

の
譲

歩
）

が
な

さ
れ

れ
ば

、
地

方
自

治
体

に
よ

る
超

過
課

税
（

税
率

に
つ

い
て

の
課

税
自

主
権

の
拡

大
）

の
余

地
を

広
げ

る
効

果
は

あ
り

う
る

が
、

米
国

で
の

議
論

を
参

考
に

す
れ

ば
、

住
民

税
の

応
益

的
性

格
が

収
入

面
で

反
映

さ
れ

て
い

な
い

と
い

う
点

の
ほ

か
、

逆
進

的
効

果
や

国
の

税
収

ロ
ス

、
地

方
に

対
す

る
間

接
的

補
助

金
と

し
て

の
説

明
の

弱
さ

に
直

面
す

る
。

 
10

 I
RS

, N
ot

ic
e 

20
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5,

 2
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0-
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 ９
．

 
お

わ
り

に

控
除

は
、
連

邦
制

の
下

で
、
連

邦
と

州
と

の
課

税
の

重
複

を
排

除
し

よ
う

と
す

る
も

の
だ

が
、
そ

の
上

限
設

定
に

対
し

、
理

論
的

な
い

し
政

策
的

な
観

点
か

ら
効

果
的

に
反

論
を

行
う

の
は

容
易

で
は

な
い

。

米
国

の
議

論
か

ら
、

連
邦

制
で

な
い

我
が

国
で

、
地

方
税

額
の

所
得

控
除

化
を

支
持

す
る

示
唆

は
見

出
し

難
い

。

た
だ

、
事

業
に

係
る

住
民

税
（

所
得

割
）
の

必
要

経
費

不
算

入
（

所
税

条
項

号
）
は

、
再

検
討

の
余

地
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

。
人

的
事

情
は

所
得

控
除

等
（

地
税

条
・

条
等

）
を

通
じ

て
住

民

税
額

を
減

じ
る

方
向

に
の

み
働

く
限

り
、

住
民

税
額

が
必

要
経

費
と

さ
れ

て
も

、
過

剰
な

必
要

経
費

算
入

を
も

た
ら

す
わ

け
で

は
な

い
か

ら
で

あ
る

。
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 第
節

個
人

住
民

税
に

お
け

る
応

益
原

則
と

住
所

地
課

税

同
志

社
大

学
法

学
部

法
学

研
究

科
教

授
倉

見
智

亮

１
近

年
、

人
口

動
態

の
変

化
、

働
き

方
の

多
様

化
、

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
の

変
化

と
い

っ
た

経
済

社
会

構

造
の

変
化

に
よ

っ
て

、
伝

統
的

に
個

人
住

民
税

の
課

税
原

則
と

さ
れ

て
き

た
応

益
原

則
や

、
個

人
住

民
税

の
課

税
方

法
と

し
て

採
用

さ
れ

て
い

る
住

所
地

課
税

が
機

能
不

全
に

陥
る

場
面

が
生

じ
て

い
る

、
と

の
問

題
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

場
面

の
う

ち
、

本
報

告
に

お
い

て
は

、
と

り
わ

け
住

所
地

自
治

体
と

は
異

な
る

自
治

体
内

で
所

得
の

稼
得

活
動

（
越

境
通

勤
や

単
身

赴
任

な
ど

）
が

行
わ

れ
た

場
合

に
焦

点
を

当
て

て
、

住
所

地
課

税
が

採
用

さ
れ

て
い

る
が

ゆ
え

に
勤

務
地

自
治

体
に

よ
る

課
税

が
阻

ま
れ

る
と

い
う

問
題

に
対

し
て

い
か

な
る

対
応

が
可

能
で

あ
る

か
を

め
ぐ

る
国

内
法

の
議

論
を

整
理

し
、

今
後

検
討

す
べ

き
論

点
や

分
析

の
視

座
を

抽
出

し
た

。

２
勤

務
地

自
治

体
に

よ
る

課
税

が
住

所
と

課
税

に
よ

っ
て

阻
ま

れ
る

と
い

う
問

題
意

識
の

背
景

に
は

、

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
受

益
に

対
し

て
何

ら
か

の
税

負
担

を
負

う
べ

き
で

あ
る

、
と

い
う

応
益

原
則

を
基

礎
と

し
た

「
受

益
と

負
担

」
論

が
根

ざ
し

て
お

り
、

こ
の

応
益

原
則

に
つ

い
て

は
三

つ
の

位
置

づ
け

が
あ

る
こ

と
を

示
し

た
。

一
つ

が
課

税
の

根
拠

と
し

て
の

応
益

原
則

で
あ

り
、

住
民

が
そ

の
所

属
す

る
自

治
体

か
ら

行
政

サ
ー

ビ
ス

に
よ

る
利

益
を

享
受

し
て

い
る

こ
と

を
根

拠
と

し
て

、
住

民
に

税
負

担
を

求
め

る
考

え
方

で
あ

る
。

今
一

つ
が

税
負

担
配

分
基

準
と

し
て

の
応

益
原

則
で

あ
り

、
納

税
者

に
対

す
る

課
税

額
の

決
定

を
行

政
か

ら
の

受
益

額
に

比
例

さ
せ

る
こ

と
を

意
味

す
る

。
本

報
告

と
の

関
係

に
お

い
て

、
こ

の
位

置
付

け
に

お
け

る
応

益
原

則
が

非
住

民
の

受
益

に
対

す
る

課
税

を
正

当
化

す
る

根
拠

と
し

て
し

ば
し

ば
用

い
ら

れ
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

別
の

位
置

付
け

と
し

て
課

税
主

体
の

決
定

基
準

と
し

て
の

応
益

原
則

が
あ

り
、

担
税

力
を

生
ず

る
の

に
役

立
つ

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
自

治
体

に
課

税
権

が
認

め
ら

れ
る

べ
き

こ
と

を
説

く
も

の
で

あ
る

。
本

報
告

と
の

関
係

に
お

い
て

、
課

税
主

体
の

決
定

基
準

と
し

て
の

応
益

原
則

が
、

住
所

を
有

す
る

個
人

が
属

す
る

自
治

体
に

課
税

権
を

認
め

る
住

所
地

課
税

に
よ

っ
て

制
度

上
具

体
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。

３
住

所
地

課
税

を
め

ぐ
り

近
時

取
り

上
げ

ら
れ

て
い

る
問

題
は

、
時

間
軸

か
ら

み
た

「
受

益
と

負
担

」

と
空

間
軸

か
ら

み
た

「
受

益
と

負
担

」
と

い
う

二
つ

の
観

点
か

ら
整

理
で

き
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

時
間

軸
の

観
点

か
ら

は
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

か
ら

の
受

益
と

そ
れ

に
対

す
る

税
負

担
は

基
本

的
に

は
時

間
的

に
近

接
し

て
い

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
も

の
の

、
自

治
体

が
投

下
し

た
行

政
コ

ス
ト

を
短

期
的

に
回

収
で

き
な

い
事

態
が

生
じ

る
こ

と
が

問
題

視
さ

れ
、「

受
益

と
負

担
」
の

長
期

的
対

応
に

よ
る

税
収

確
保

の
必

要
性

が

説
か

れ
て

き
た

。
他

方
で

、
都

会
に

暮
ら

し
て

会
社

に
勤

め
、

退
職

後
に

地
方

の
故

郷
に

戻
っ

て
余

生
を

過
ご

す
場

合
、

地
方

の
自

治
体

は
医

療
な

ど
多

額
の

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
現

役
を

引
退

し
、

所
得

の
少

な
い

同
者

か
ら

十
分

な
負

担
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

た
め

、
こ

こ
で

も
生

涯
を

通
じ

た
時

間
軸

で
の

「
受

益
と

負
担

」
の

対
応

を
図

る
必

要
性

が
生

じ
て

く
る

。

こ
れ

に
対

し
て

、
空

間
軸

の
観

点
か

ら
は

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
か

ら
の

受
益

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
住

所

地
課

税
の

下
で

は
住

民
で

な
い

者
に

対
し

て
税

負
担

を
求

め
る

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

個
人

住
民

税
に

お
け

る
「

受
益

と
負

担
」

の
対

応
関

係
は

住
所

を
基

軸
と

し
た

空
間

的
制

約
を

受
け

て
い

る
と

い
え

る
。

こ
う

し
た

空
間

的
制

約
は

、
い

く
つ

か
課

税
上

の
問

題
を

生
じ

さ
せ

る
。

例
え

ば
、

住
所

地
と

は
異
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 な
る

地
域

に
勤

務
地

や
別

荘
地

が
あ

る
場

合
、

勤
務

地
や

別
荘

地
の

自
治

体
は

、
イ

ン
フ

ラ
の

整
備

な
ど

に
多

額
の

行
政

コ
ス

ト
を

投
下

し
な

が
ら

も
、

住
民

で
は

な
い

勤
労

者
や

別
荘

保
有

者
に

対
し

て
税

負
担

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
。
こ

う
し

て
自

治
体

が
投

下
し

た
行

政
コ

ス
ト

を
回

収
す

る
た

め
に

は
、「

受

益
と

負
担

」
の

空
間

的
制

約
を

緩
和

さ
せ

る
か

、
現

行
の

課
税

の
仕

組
み

は
維

持
し

つ
つ

も
別

の
問

題
解

決
策

を
模

索
す

る
必

要
が

生
じ

て
く

る
。

４
受

益
地

課
税

の
実

現
に

向
け

て
学

説
に

お
い

て
提

案
さ

れ
て

い
る

改
革

案
は

、
個

人
住

民
税

所
得

割

の
改

革
案

と
他

の
税

目
に

よ
る

代
替

課
税

案
と

に
大

別
さ

れ
る

。

こ
の

う
ち

個
人

住
民

税
所

得
割

の
改

革
案

と
し

て
は

、
住

所
地

自
治

体
に

お
け

る
住

所
地

課
税

と
勤

務

地
自

治
体

に
お

け
る

源
泉

地
課

税
を

併
用

し
た

上
で

、
両

自
治

体
で

生
じ

る
二

重
課

税
を

住
所

地
自

治
体

に
お

い
て

税
額

控
除

を
通

じ
て

排
除

す
る

方
法

が
検

討
さ

れ
て

い
る

。
源

泉
地

の
判

定
に

伴
う

制
度

複
雑

化
の

問
題

の
他

、
超

過
課

税
又

は
独

自
減

税
を

実
施

し
て

い
る

自
治

体
と

の
間

の
二

重
課

税
の

排
除

方
法

や
前

年
度

所
得

課
税

制
度

の
下

で
の

二
重

課
税

排
除

方
法

の
あ

り
方

、
ま

た
よ

り
本

質
的

な
問

題
と

し
て

、

住
所

地
が

従
業

者
に

対
し

て
多

額
の

基
礎

的
公

共
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
，

な
ぜ

住
所

地
の

課
税

権
が

制
限

さ
れ

、
税

収
の

侵
食

を
甘

受
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

か
な

ど
、

さ
ら

な
る

検
討

の
必

要
性

を
説

い
た

。

こ
う

し
た

改
革

案
の

他
に

、
個

人
住

民
税

と
所

得
税

の
課

税
最

低
限

及
び

税
率

表
を

共
通

に
し

、
そ

の

共
通

の
累

進
税

率
表

の
下

で
個

人
住

民
税

と
所

得
税

を
合

わ
せ

た
額

を
計

算
し

て
一

括
徴

収
し

、
徴

収
後

は
総

税
収

を
国

と
地

方
で

配
分

し
、

地
方

分
に

つ
い

て
は

さ
ら

に
一

定
の

基
準

県
民

総
生

産
と

い
っ

た

各
自

治
体

の
経

済
力

や
、
人

口
・
面

積
な

ど
で

自
治

体
間

に
配

分
す

る
こ

と
で

、
受

益
地

課
税

の
実

現
を

志
向

す
る

提
案
（

個
人

住
民

税
と

所
得

税
の
「

共
同

税
化

」
）
が

あ
る

こ
と

を
紹

介
し

た
。
こ

こ
で

の
税

収

配
分

の
基

準
と

し
て

は
、

住
所

地
か

ら
の

受
益

と
勤

務
地

か
ら

の
受

益
の

割
合

を
配

分
基

準
と

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
い

え
る

が
、

地
方

間
で

の
受

益
額

に
応

じ
た

税
収

配
分

に
対

し
て

は
税

負
担

配
分

基
準

と
し

て
応

益
原

則
が

用
い

ら
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
き

批
判

が
あ

り
得

る
も

の
の

、
応

能
原

則
に

基
づ

き
税

額
の

総
額

が
確

定
す

る
以

上
、

受
益

額
の

測
定

が
実

際
に

困
難

で
あ

る
と

い
う

点
を

除
き

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
か

ら
の

受
益

の
程

度
を

税
収

配
分

基
準

と
し

て
用

い
る

こ
と

に
つ

い
て

上
記

批
判

は
妥

当
し

な
い

の
で

は
な

い
か

、
と

い
う

一
応

の
見

解
を

示
し

た
。

こ
れ

ら
の

提
案

に
加

え
て

、
よ

り
簡

素
な

制
度

設
計

と
し

て
、

住
所

地
自

治
体

で
個

人
住

民
税

所
得

割

の
超

過
課

税
を

実
施

し
、

そ
の

超
過

課
税

相
当

分
を

勤
務

地
に

配
分

す
る

方
法

や
、

勤
務

地
で

の
低

率
で

の
個

人
住

民
税

所
得

割
を

課
し

た
上

で
、

そ
の

税
額

を
住

所
地

で
納

め
た

個
人

住
民

税
額

を
控

除
す

る
方

法
に

つ
い

て
も

紹
介

し
た

。

５
代

替
課

税
に

よ
る

受
益

地
課

税
を

実
現

す
る

た
め

の
主

要
な

代
替

的
手

法
と

な
り

う
る

も
の

と
し

て
、

非
住

民
を

納
税

義
務

者
と

す
る

法
定

外
税

の
導

入
が

あ
る

。
制

度
設

計
の

あ
り

う
る

方
法

の
一

つ
と

し
て

、

宿
泊

税
の

よ
う

に
、
「

受
益

と
負

担
」

の
観

点
か

ら
、

す
な

わ
ち

応
益

原
則

に
基

づ
く

制
度

設
計

が
あ

る
。

他
方

で
、

宮
島

訪
問

税
の

よ
う

に
、

原
因

者
負

担
原

則
に

基
づ

く
制

度
設

計
も

あ
り

う
る

。
課

税
の

根
拠

と
し

て
の

応
益

原
則

が
「

行
政

サ
ー

ビ
ス

か
ら

利
益

を
享

受
し

た
こ

と
」

を
理

由
に

税
負

担
を

求
め

る
も

の
で

あ
る

の
に

対
し

て
、
原

因
者

負
担

原
則

は
，「

行
政

コ
ス

ト
を

増
大

さ
せ

た
こ

と
」
を

理
由

に
税

負
担

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

こ
の

う
ち

応
益

の
考

慮
が

許
さ

れ
る

の
は

、
①

自
治

体
に

定
住

す
る

住
民

達
が

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
必

ず
受

け
て

い
る

と
想

定
す

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
②

こ
こ

に
い

う
行

政
サ

ー
ビ

ス
が



―77―
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 生
活

す
る

上
で

必
ず

必
要

と
な

る
基

礎
的

必
需

サ
ー

ビ
ス

で
あ

り
、

住
民

全
員

が
共

同
で

消
費

す
る

も
の

で
あ

る
場

合
の

み
で

あ
る

と
さ

れ
て

お
り

、
こ

う
し

た
議

論
を

前
提

と
す

る
な

ら
ば

、
勤

務
地

自
治

体
が

非
住

民
た

る
従

業
者

に
提

供
す

る
行

政
サ

ー
ビ

ス
は

生
活

上
の

基
礎

的
必

需
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

と
は

い
え

な
い

こ
と

か
ら

、
勤

務
地

自
治

体
が

当
該

従
業

者
に

何
ら

か
の

税
負

担
を

求
め

よ
う

と
す

る
場

合
、

原
因

者
負

担
原

則
に

基
づ

く
制

度
設

計
の

方
が

妥
当

性
を

有
す

る
の

で
は

な
い

か
、
と

い
う

方
向

性
を

示
し

た
。
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第
節

米
国

州
所

得
税

の
過

去
，

現
在

，
未

来

－
①

リ
モ

ー
ト

ワ
ー

ク
と

②
課

税
の

繰
延

べ
－

同
志

社
大

学
大

学
院

司
法

研
究

科
教

授
坂

巻
綾

望

 個
人

住
民

税
に

つ
い

て
は

、
働

き
方

の
多

様
化

、
二

地
域

居
住

の
推

進
、

外
国

人
労

働
者

の
増

加
と

い

っ
た

社
会

の
変

化
に

対
応

し
た

税
制

の
あ

り
方

が
議

論
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
て

い
る

。
本

報
告

で
は

、
前

年
所

得
課

税
及

び
住

所
地

課
税

と
い

っ
た

わ
が

国
の

個
人

住
民

税
の

仕
組

み
を

見
直

す
に

あ
た

っ
て

、
広

い
視

野
に

よ
る

検
討

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

、
米

国
州

所
得

税
を

め
ぐ

る
最

近
の

議
論

を
整

理
・
紹

介
し

た
。

１
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

の
増

大
と

州
所

得
税

米
国

州
所

得
税

の
基

本
的

な
仕

組
み

は
、
居

住
地

課
税

、
源

泉
地

課
税

、
及

び
居

住
地

に
よ

る
税

額
控

除

の
付

与
の

組
み

合
わ

せ
で

あ
る

。
源

泉
地

課
税

に
お

い
て

は
、

労
働

所
得

の
源

泉
地

は
勤

務
地

で
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
が

、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

の
増

大
に

よ
り

、
雇

用
主

の
所

在
地

と
労

働
者

の
物

理
的

な
所

在
地

と
が

分
離

さ
れ

、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
カ

ー
の

勤
務

地
を

ど
の

よ
う

に
考

え
る

べ
き

か
に

つ
い

て
議

論
が

活
発

に
な

っ
て

い
る

。
大

き
く

分
け

て
、

労
働

者
が

物
理

的
に

所
在

す
る

場
所

す
な

わ
ち

自
宅

を
源

泉
地

と

す
べ

き
と

い
う

見
解

と
、

雇
用

主
の

所
在

地
を

源
泉

地
と

す
べ

き
と

い
う

見
解

と
が

あ
る

。
両

見
解

の

論
拠

を
、

公
平

性
・

効
率

性
・

簡
素

の
視

点
に

分
け

て
整

理
す

る
と

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

（
）

労
働

者
が

物
理

的
に

所
在

す
る

場
所

（
＝

住
所

地
）

が
源

泉
地

で
あ

る
と

す
る

見
解

①
 個

人
間

の
公

平
性
（

と
り

わ
け

応
益

負
担

）：
労

働
者

が
物

理
的

に
所

在
す

る
州
（

住
所

地
）
は

、

リ
モ

ー
ト

ワ
ー

カ
ー

対
し

て
さ

ま
ざ

ま
な

利
益

を
提

供
し

て
い

る
。
自

然
人

は
、
法

人
と

は
異

な
り

、

物
理

的
な

存
在

で
あ

る
か

ら
、

依
然

と
し

て
そ

の
物

理
的

な
場

所
が

重
要

で
あ

る
。

②
 州

間
の

公
平

性
：

労
働

者
の

物
理

的
な

所
在

地
（

住
所

地
）

を
源

泉
地

と
す

る
こ

と
は

、
都

市

か
ら

地
方

に
税

収
を

移
転

さ
せ

る
効

果
を

有
す

る
か

ら
、

州
間

の
税

収
格

差
の

是
正

に
と

っ
て

望
ま

し
い

。

③
 効

率
性

：
地

方
間

の
租

税
競

争
は

効
率

性
を

高
め

る
と

い
う

見
解

を
前

提
と

す
れ

ば
、

リ
モ

ー

ト
ワ

ー
カ

ー
の

所
得

の
源

泉
地

を
そ

の
物

理
的

な
所

在
地

つ
ま

り
住

所
地

と
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

納
税

者
の

選
好

を
尊

重
す

る
こ

と
が

で
き

る
た

め
、

望
ま

し
い

。

④
 簡

素
：

納
税

者
が

自
ら

の
選

好
を

決
定

す
る

こ
と

が
で

き
れ

ば
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
が

向
上

す

る
こ

と
が

示
さ

れ
て

い
る

か
ら

、
納

税
者

が
自

ら
選

択
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

す
な

わ
ち

自
宅

を
源

泉
地

と
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
向

上
に

つ
な

が
る

。

（
）

雇
用

主
の

所
在

地
が

源
泉

地
で

あ
る

と
す

る
見

解

①
 個

人
間

の
公

平
性
（

と
り

わ
け

応
益

負
担

）：
仕

事
を

行
う

物
理

的
な

所
在

地
は

、
個

人
が

生
み

出
す

価
値

が
存

在
す

る
場

所
を

正
確

に
反

映
し

て
は

い
な

い
。
む

し
ろ

、（
と

り
わ

け
集

積
経

済
の

理

論
に

よ
れ

ば
）

雇
用

主
の

所
在

地
は

、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
カ

ー
に

利
益

を
提

供
し

て
い

る
。

②
 効

率
性

：
労

働
所

有
中

立
性

（
雇

用
を

め
ぐ

る
労

働
者

間
の

競
争

に
つ

い
て

、
租

税
は

中
立

的

で
あ

る
）
及

び
労

働
居

住
中

立
性
（

居
住

地
の

選
択

に
つ

い
て

、
租

税
は

中
立

的
で

あ
る

）
の

点
か

ら

は
、

リ
モ

ー
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

所
得

に
つ

い
て

は
、

雇
用

主
の

所
在

地
を

源
泉

地
と

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

③
 簡

素
：

労
働

所
得

の
源

泉
地

を
雇

用
主

の
所

在
地

と
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

源
泉

徴
収

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

と
い

う
執

行
上

の
メ

リ
ッ

ト
が

あ
る

。
ま

た
、
税

逃
れ

の
コ

ス
ト

に
つ

い
て

も
、
労

働
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所
得

の
源

泉
地

を
雇

用
者

の
所

在
地

と
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

税
逃

れ
の

調
整

コ
ス

ト
が

か
か

る
の

で
、
望

ま
し

い
（

労
働

所
得

の
源

泉
地

を
雇

用
主

の
所

在
地

と
す

る
ル

ー
ル

の
も

と
で

は
、
租

税
を

最

小
化

す
る

た
め

に
、
労

働
者

と
雇

用
主

の
両

方
が

行
動

を
起

こ
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
に

対
し

て
、

労
働

所
得

の
源

泉
地

を
労

働
者

の
物

理
的

な
所

在
地

と
す

る
ル

ー
ル

の
も

と
で

は
、

労
働

者
の

み
が

行
動

を
起

こ
せ

ば
よ

い
か

ら
で

あ
る

）
。

ま
た

、
居

住
地

課
税

に
つ

い
て

も
、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

の
増

大
に

よ
り

累
進

課
税

が
難

し
く

な
る

可
能

性

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
納

税
者

は
低

税
率

の
州

へ
転

居
す

る
こ

と
が

容
易

に
な

る
か

ら
で

あ
る

。

２
課

税
の

繰
延

べ

米
国

州
所

得
税

（
居

住
地

課
税

）
に

お
い

て
は

、
米

国
連

邦
所

得
税

と
同

様
に

、
投

資
資

産
か

ら
生

じ

る
値

上
が

り
益

は
、

そ
の

資
産

が
保

有
者

の
手

を
離

れ
る

時
点

ま
で

、
課

税
が

繰
延

べ
ら

れ
る

。
そ

う
す

る
と

、
例

え
ば

、
高

税
率

の
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

で
キ

ャ
リ

ア
を

積
み

つ
つ

株
式

を
購

入
し

て
保

有
し

、
退

職
後

、
無

税
の

フ
ロ

リ
ダ

州
に

移
住

し
て

か
ら

、
保

有
し

て
い

た
株

式
を

売
却

し
て

売
却

益
を

生
じ

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

州
所

得
税

の
軽

減
を

図
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

。
そ

し
て

、
そ

の
後

、
社

会
保

障
や

天
候

な
ど

が
恵

ま
れ

た
州

へ
再

び
住

ま
い

を
変

え
て

、
受

益
を

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、

州
所

得
税

に
お

け
る

課
税

の
繰

延
べ

は
、

単
な

る
課

税
の

繰
延

べ
に

と
ど

ま
ず

、
税

逃
れ

を
可

能
に

し
、

ま
た

、
納

税
者

の
移

動
に

関
す

る
意

思
決

定
を

非
効

率
的

に
ゆ

が
め

、
さ

ら
に

、
州

の
税

制
設

計
を

も
ゆ

が
め

る
と

い
う

問
題

が
あ

る
。

退
職

所
得

に
つ

い
て

も
、

同
様

の
こ

と
が

い
え

る
。

例
え

ば
、

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
で

働
い

て
、

退
職

前
に

フ
ロ

リ
ダ

州
に

移
転

し
て

か
ら

退
職

金
を

受
け

取
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
退

職
金

に
対

す
る

租
税

を
回

避
又

は
軽

減
さ

せ
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
こ

う
し

た
課

税
の

繰
延

べ
の

問
題

点
を

解
決

す
る

方
法

と
し

て
は

、
以

下
の

方
策

が
提

案
さ

れ
て

い
る

。

①
 
出

国
税

に
相

当
す

る
も

の
を

州
所

得
税

に
つ

い
て

も
採

用
す

る
。

②
 
実

現
主

義
の

適
用

範
囲

を
排

除
又

は
縮

小
す

る
。

③
 
源

泉
地

課
税

を
拡

大
す

る
。
具

体
的

に
は

、
株

式
の

譲
渡

益
に

つ
い

て
は

、
当

該
株

式
の

発
行

法
人

の
所

在
地

で
あ

る
州

が
発

行
法

人
に

源
泉

徴
収

義
務

を
課

す
。

④
 
居

住
地

課
税

を
低

率
の

比
例

税
率

に
す

る
。
居

住
地

課
税

に
お

い
て

、
所

得
を

定
式

配
分

し
て

、
滞

在
期

間
に

応
じ

て
複

数
の

州
に

お
い

て
課

税
す

る
。

⑤
 
退

職
所

得
の

課
税

の
繰

延
べ

に
つ

い
て

は
、
役

務
提

供
時

の
居

住
州

は
、
退

職
年

金
へ

の
拠

出
金

の

控
除

を
廃

止
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、
退

職
金

の
原

資
で

あ
る

給
与

か
ら

税
収

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
わ

が
国

へ
の

示
唆

以
上

の
よ

う
に

、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

は
、

源
泉

地
課

税
に

も
居

住
地

課
税

に
も

課
題

を
生

じ
さ

せ
て

い

る
。

し
か

し
、

わ
が

国
に

お
け

る
地

方
住

民
税

は
、

源
泉

地
課

税
を

採
用

し
て

い
な

い
か

ら
、

源
泉

地
を

め
ぐ

る
解

釈
上

の
問

題
が

生
じ

な
い

。
ま

た
、

累
進

税
率

で
は

な
く

比
例

税
率

か
つ

地
方

自
治

体
間

の
税

率
差

が
少

な
い

現
状

の
仕

組
み

の
も

と
で

は
、

税
逃

れ
の

懸
念

は
あ

ま
り

生
じ

な
い

。
同

様
に

、
投

資
所

得
や

退
職

所
得

に
対

す
る

課
税

の
繰

延
べ

に
関

し
て

も
、

そ
れ

を
利

用
し

た
税

逃
れ

を
懸

念
す

る
必

要
は

な
い

。
た

だ
、

受
益

と
負

担
の

乖
離

と
い

う
問

題
は

、
米

国
と

同
様

に
生

じ
う

る
。

受
益

と
負

担
の

対
応

関
係

に
つ

い
て

、
米

国
に

お
け

る
議

論
を

参
考

と
し

て
、

議
論

を
深

め
て

い
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、
退

職
所

得
に

つ
い

て
は

、
役

務
提

供
時

に
住

ん
で

い
た

管
轄

地
域

が
受

益
地

で
あ

る
と

す
る

見
解

と
、

退
職

後
に

医
療

の
給

付
を

受
け

る
地

域
が

受
益

地
で

あ
る

と
す

る
見

解
が

あ
り

う
る

。
前

者
の

見
解

の
も

と
で

は
、

個
人

住
民

税
の

計
算

に
お

い
て

は
社

会
保

険
料

控
除

を
与

え
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
、

役
務

提
供

時
の

住
所

地
の

租
税

収
入

を
増

や
す

こ
と

が
で

き
、

解
決

策
と

な
り

う
る

が
、

地
方

間
格

差
の

是
正

の
観

 
 

45
 

 点
か

ら
は

、
地

方
か

ら
都

市
に

税
収

を
移

転
さ

せ
る

こ
と

と
な

る
た

め
、
望

ま
し

く
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。
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 第
4
節

 
減
資
と
地
方
税
制

 

 

東
北
学
院
大
学
経
営
学
部

 
准
教
授

 
堀

 
治
彦

  

問
題

の
所

在

本
報

告
の

目
的

は
、

法
人

が
行

う
減

資
を

題
材

に
、

法
人

事
業

税
に

関
し

て
検

討
を

加
え

る
こ

と
に

あ

る
。

近
年

、
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

か
ら

業
績

が
悪

化
し

た
法

人
が

資
本

金
を

億
円

以
下

ま

で
減

ら
す

事
例

が
散

見
さ

れ
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

中
小

法
人

と
し

て
法

人
事

業
税

の
税

負
担

が
軽

く
な

る
と

考
え

ら
れ

る
。

か
つ

て
は

、
減

資
に

対
す

る
批

判
に

よ
り

法
人

が
減

資
自

体
を

断
念

し
た

ケ
ー

ス
も

あ
る

が
、

租
税

法

上
、

法
人

の
減

資
を

認
容

し
な

い
姿

勢
は

と
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
。

と
こ

ろ
が

、
近

年
の

税
制

改
正

に
お

い
て

立
法

上
の

手
当

が
行

わ
れ

、
減

資
を

め
ぐ

る
状

況
は

一
つ

の
転

換
点

を
迎

え
た

。
こ

れ
ら

の
背

景
を

踏
ま

え
、

法
人

事
業

税
の

概
要

及
び

変
遷

、
減

資
の

意
義

、
中

小
企

業
と

い
う

区
分

の
問

題
、

地
方

税
法

に
お

け
る

法
解

釈
な

ど
に

つ
い

て
検

討
を

加
え

、
若

干
の

展
望

を
導

出
す

る
。

法
人

事
業

税
の

概
観

わ
が

国
租

税
法

学
上

、
事

業
税

は
、

個
人

及
び

法
人

の
事

業
に

対
し

、
所

得
ま

た
は

収
入

金
額

を
課

税

標
準

と
し

て
、

都
道

府
県

が
課

す
収

益
税

と
し

て
説

明
さ

れ
る

。
法

人
事

業
税

は
、

法
人

の
行

う
事

業
に

対
し

て
、

事
務

所
ま

た
は

事
業

所
の

所
在

す
る

都
道

府
県

に
よ

っ
て

課
さ

れ
る

租
税

と
し

て
、

地
方

税
法

条
の

第
項

に
規

定
さ

れ
て

い
る

。
法

人
事

業
税

の
課

税
標

準
は

、
法

人
税

と
同

様
に

、
所

得
を

基
準

と
す

る
も

の
で

あ
っ

た
が

、
平

成
年

に
外

形
標

準
課

税
が

導
入

さ
れ

、
所

得
以

外
の

課
税

要
件

と
し

て
付

加
価

値
割

及
び

資
本

割
が

加
え

ら
れ

た
。

外
形

標
準

課
税

は
、

資
本

金
額

等
が

億
円

を
超

え

る
法

人
に

限
定

し
て

、
所

得
の

金
額

を
課

税
標

準
と

す
る

事
業

税
の

代
わ

り
に

、
所

得
課

税
と

外
形

標
準

課
税

を
組

み
合

わ
せ

た
事

業
税

を
課

す
る

も
の

で
あ

る
地

方
税

法
条

以
下

。

外
形

標
準

課
税

が
導

入
さ

れ
た

背
景

に
は

、
①

応
益

課
税

と
し

て
の

税
の

性
格

の
明

確
化

、
②

税
負

担

の
公

平
性

の
確

保
、

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

が
、

資
本

金
等

が
億

円
を

超
え

る
か

否
か

で
法

人
の

事
業

税

の
負

担
が

変
わ

る
こ

と
を

説
明

で
き

な
い

（
？

）
。

前
述

の
よ

う
に

、
法

人
に

よ
る

減
資

が
相

次
ぎ

、
外

形
標

準
課

税
の

対
象

法
人

数
が

導
入

時
に

比
べ

３
分

の
２

ま
で

減
少

し
て

い
る

こ
と

、
持

株
会

社
化

・
分

社
化

の
際

に
外

形
標

準
課

税
の

対
象

範
囲

が
実

質
的

に
縮

小
す

る
事

例
も

生
じ

て
い

る
こ

と
な

ど
が

、
自

由
民

主
党

・
公

明
党

「
令

和
年

度
税

制
改

正
大

綱
」

内
に

お
い

て
言

及
さ

れ
、

本
来

の
制

度
趣

旨
の

観

点
か

ら
制

度
的

な
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

た
。

令
和

年
度

税
制

改
正

に
お

い
て

は
、

外
形

標
準

課
税

の
適

用
対

象
法

人
の

見
直

し
が

行
わ

れ
、

現
行

の
資

本
金

億
円

超
と

い
う

適
用

対
象

法
人

基
準

は
維

持
し

つ
つ

も
、

経
過

措
置

や
例

外
等

を
設

け
た

上

で
、

①
資

本
金

が
億

円
以

下
で

も
、

資
本

金
と

資
本

剰
余

金
が

億
円

を
超

え
る

法
人

と
、

②
資

本

金
と

資
本

剰
余

金
の

合
計

額
が

億
円

を
超

え
る

法
人

等
の

子
法

人
等

の
う

ち
、

資
本

金
億

円

以
下

で
、

資
本

金
と

資
本

剰
余

金
の

合
計

額
が

億
円

を
超

え
る

法
人

は
、

外
形

標
準

課
税

の
対

象
と

な

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

減
資

の
意

義
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減
資

は
、

会
社

法
上

、
資

本
金

と
い

う
計

数
を

減
少

さ
せ

る
行

為
（

会
社

法
条

）
で

あ
り

、
原

則
、

株
主

総
会

の
特

別
決

議
（

会
社

法
条

項
号

）
が

必
要

と
な

る
。

債
権

者
保

護
手

続
で

あ
る

官
報

公
告

お
よ

び
催

告
（

会
社

法
条

）
を

行
う

必
要

も
あ

る
が

、
あ

く
ま

で
資

本
金

を
減

少
さ

せ
る

行
為

に
過

ぎ
な

い
。

減
資

は
概

ね
、

①
資

本
金

の
減

少
の

み
を

行
う

場
合

、
②

資
本

金
の

減
少

に
よ

っ
て

発
生

し
た

そ
の

他
資

本
剰

余
金

を
減

資
と

し
て

剰
余

金
の

配
当

を
行

う
場

合
、

③
資

本
金

の
減

少
に

よ
っ

て
発

生
し

た
そ

の
他

資
本

剰
余

金
に

よ
る

欠
損

填
補

を
行

う
場

合
が

想
定

さ
れ

る
。

会
社

法
上

の
手

続
不

備
が

な
い

限
り

は
、

法
人

の
減

資
と

い
う

行
為

は
正

当
な

も
の

で
あ

る
と

理
解

す
る

の
が

妥
当

で
あ

る
た

め
、

資
本

金
の

線
引

き
を

変
更

す
る

こ
と

で
対

応
を

図
っ

た
令

和
年

度
税

制
改

正
は

、
租

税
法

の
観

点

か
ら

で
き

る
限

ら
れ

た
対

応
策

の
ひ

と
つ

で
あ

っ
た

と
も

理
解

で
き

る
。

い
ず

れ
に

せ
よ

外
形

標
準

課
税

に
お

け
る

資
本

金
の

課
題

が
根

本
か

ら
解

決
し

た
と

評
価

す
る

こ
と

は
難

し
い

。

中
小

企
業

と
い

う
区

分
の

問
題

に
つ

い
て

法
人

に
お

け
る

資
本

金
の

問
題

を
検

討
す

る
際

に
は

、
中

小
企

業
と

い
う

区
分

に
着

目
し

て
議

論
が

行

わ
れ

る
。

租
税

法
上

は
、

例
え

ば
、

法
人

税
法

に
お

い
て

、
資

本
金

の
額

が
億

円
以

下
の

法
人

が
中

小

法
人

と
し

て
軽

減
税

率
の

対
象

（
法

人
税

法
条

項
）

と
さ

れ
て

お
り

、
租

税
特

別
措

置
法

に
お

い

て
も

、
交

際
費

の
規

定
に

お
い

て
資

本
金

の
額

が
億

円
以

下
の

法
人

が
区

分
さ

れ
て

い
る

（
租

税
特

別

措
置

法
条

の
第

項
）
。

中
小

法
人

と
は

別
に

、
中

小
事

業
者

と
い

う
区

分
も

あ
る

が
、

資
本

金

億
円

が
あ

る
種

の
境

界
と

し
て

設
定

さ
れ

て
い

る
。

他
方

で
、

会
社

法
上

は
、

厳
密

な
用

語
の

設
定

は
さ

れ
て

い
な

い
も

の
の

、
株

式
会

社
に

限
っ

て
大

会
社

区
分

が
あ

り
（

会
社

法
条

号
）
、

資
本

金
と

し

て
計

上
し

た
額

が
億

円
未

満
で

あ
っ

て
、

負
債

と
し

て
計

上
し

た
額

の
合

計
額

が
億

円
未

満
の

会

社
が

、
「

大
会

社
で

は
な

い
会

社
」

と
さ

れ
て

い
る

。
中

小
企

業
基

本
法

で
は

、
資

本
金

等
又

は
従

業
員

数
が

一
定

基
準

以
下

の
企

業
が

中
小

企
業

と
さ

れ
て

お
り

（
同

法
条

）
、

資
本

金
だ

け
で

み
る

と
、

製

造
業

億
円

以
下

、
卸

売
業

億
円

以
下

、
サ

ー
ビ

ス
業

万
円

以
下

、
小

売
業

万
円

以
下

が
そ

の
対

象
と

さ
れ

て
い

る
。

と
り

わ
け

中
小

企
業

基
本

法
は

、
中

小
法

人
に

対
す

る
税

制
上

の
配

慮
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

際
に

、

そ
の

基
本

理
念

が
参

照
さ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

同
法

は
、

中
小

企
業

の
規

模
の

過
小

性
に

着
目

し
、

中
小

企
業

が
相

対
的

経
済

的
弱

者
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
て

制
定

さ
れ

た
が

、
近

年
で

は
、

一
律

に
経

済
的

弱
者

と
位

置
付

け
ず

、
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
担

い
手

、
雇

用
の

受
け

皿
、

地
域

経
済

発
展

の
担

い
手

と
し

て
、

そ
の

持
続

的
成

長
を

後
押

し
す

る
方

向
に

変
遷

し
つ

つ
あ

り
、

租
税

の
観

点
か

ら
ど

こ
ま

で
中

小
法

人
や

中
小

企
業

に
配

慮
を

す
べ

き
か

に
つ

い
て

、
こ

の
変

遷
を

考
慮

し
て

検
討

す
べ

き
で

あ
る

と
い

え
よ

う
。

地
方

税
法

に
お

け
る

法
解

釈

法
人

の
減

資
と

い
う

行
為

に
関

し
て

、
租

税
法

規
の

解
釈

と
し

て
こ

れ
を

否
認

す
る

こ
と

は
で

き
な

い

だ
ろ

う
か

。
そ

の
手

が
か

り
と

し
て

、
地

方
税

法
条

の
が

あ
る

。
同

条
項

で
は

、
「

道
府

県
知

事
は

、
…

…
課

税
標

準
額

又
は

事
業

税
額

の
更

正
又

は
決

定
を

す
る

場
合

に
お

い
て

、
同

族
会

社
の

行
為

又
は

計
算

で
こ

れ
を

容
認

し
た

場
合

に
は

事
業

税
の

負
担

を
不

当
に

減
少

さ
せ

る
結

果
と

な
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
行

為
又

は
計

算
に

か
か

わ
ら

ず
、

道
府

県
知

事
の

認
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

同
族

会
社

の
課

税
標

準
額

又
は

事
業

税
額

を
計

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
」

と
さ

れ
、

法
人

税
法

条
の

同
族

会
社

の
行

為
又

は
計

算
の

否
認

と
同

様
の

規
定

が
置

か
れ

て
い

る
。

同
規

定
は

、
法

人
税

法
条

の
適

用
に

よ
り

法
人

の
課

税
所

得
に

変
更

が
あ

っ
た

際
に

、
法

人
事

業
税

に
も

影
響

が
あ

る
こ
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 と
か

ら
、

同
趣

旨
の

内
容

が
地

方
税

法
に

も
定

め
ら

れ
て

い
る

と
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
外

形
標

準
課

税
の

部
分

に
も

文
理

解
釈

上
は

適
用

の
余

地
が

あ
る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

た
だ

し
、

実
際

に

は
、

道
府

県
知

事
が

主
体

と
な

り
行

為
計

算
否

認
を

す
る

こ
と

の
難

し
さ

や
、

国
税

の
文

脈
と

同
様

に
、

税
負

担
を

不
当

に
減

少
さ

せ
る

と
い

う
要

件
に

つ
い

て
の

解
釈

を
考

慮
す

れ
ば

、
減

資
に

つ
い

て
同

規
定

の
適

用
が

で
き

る
と

い
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

展
望

以
上

、
減

資
に

つ
い

て
、

租
税

法
の

解
釈

上
及

び
立

法
上

の
問

題
を

示
し

た
。

法
解

釈
上

の
困

難
性

は

も
ち

ろ
ん

、
資

本
金

と
い

う
基

準
自

体
の

設
定

の
難

し
さ

が
あ

る
。

と
り

わ
け

後
者

の
点

に
お

い
て

は
、

例
え

ば
中

小
企

業
基

本
法

に
お

け
る

中
小

企
業

の
定

義
や

そ
れ

の
配

慮
を

税
制

上
ど

こ
ま

で
考

慮
す

べ
き

か
と

い
う

問
題

と
連

続
性

が
あ

る
。

他
方

で
、

外
形

標
準

課
税

の
導

入
以

降
、

応
益

課
税

の
側

面
が

強
ま

り
つ

つ
あ

る
事

業
税

の
領

域
に

お
い

て
は

、
応

益
課

税
を

徹
底

す
る

観
点

か
ら

、
資

本
金

億
円

以
下

の

法
人

に
も

外
形

標
準

課
税

を
適

用
す

る
こ

と
も

一
つ

の
手

段
と

し
て

可
能

で
あ

る
が

、
適

用
除

外
基

準
と

し
て

資
本

金
以

外
の

基
準

を
検

討
す

る
な

ど
、

総
合

的
な

検
討

が
望

ま
れ

る
。
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第
節

法
人

税
が

地
方

法
人

課
税

に
及

ぼ
す

影
響

〜
資

本
金

の
操

作
と

法
人

事
業

税
の

関
係

に
関

す
る

検
討

〜

 

岡
山

大
学

法
学

部
教

授
小

塚
真

啓

地
方

法
人

課
税

の
一

つ
と

し
て

、
法

人
事

業
税

が
あ

る
。

法
人

事
業

税
の

課
税

標
準

は
、

地
方

税
法

の
規

定
ぶ

り
か

ら
す

る
と

、
所

得
割

に
付

加
価

値
割

と
資

本
金

割
と

い
う

外
形

標
準

課
税

を
組

み
合

わ
せ

た
も

の
が

原
則

で
あ

る
が

、
大

多
数

の
法

人
は

所
得

割
の

み
で

課
税

さ
れ

て
い

る
。

な
ぜ

な
ら

、
資

本
金

の
額

が
億

円
以

下
の

法
人

は
一

定
の

事
業

を
行

う
場

合
を

除
き

、
所

得
割

の
み

で
課

税
す

る
と

い
う

例

外
規

定
が

存
在

し
て

お
り

、
ほ

と
ん

ど
の

法
人

は
こ

の
例

外
規

定
の

基
準

に
当

て
は

ま
る

か
ら

で
あ

る
。

こ
の

例
外

は
、

法
人

税
に

お
け

る
中

小
法

人
の

軽
減

税
率

を
適

用
す

る
基

準
を

参
考

に
定

め
ら

れ
た

と
説

明
さ

れ
る

が
、

資
本

金
億

円
以

下
と

い
う

基
準

は
昭

和
年

度
の

税
制

改
正

で
導

入
さ

れ
た

。

税
制

調
査

会
で

の
議

論
に

よ
る

と
、

こ
の

基
準

が
採

用
さ

れ
た

理
由

と
し

て
は

、
従

業
員

人
以

上
の

会
社

数
と

資
本

金
億

円
以

上
の

会
社

数
は

約
社

で
ほ

ぼ
一

致
し

て
い

る
こ

と
、

お
よ

び
、

従

業
員

数
は

基
準

と
し

て
採

用
す

る
に

は
不

都
合

が
あ

る
こ

と
が

あ
っ

た
よ

う
で

あ
る

。

こ
の

例
外

の
適

用
数

の
推

移
を

見
る

と
、

資
本

金
が

億
円

超
億

円
未

満
の

法
人

の
数

が
減

少

し
、

そ
の

一
方

に
お

い
て

、
資

本
金

が
ち

ょ
う

ど
億

円
の

法
人

と
資

本
金

が
万

円
以

上
億

円

未
満

の
法

人
が

増
加

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
例

外
の

適
用

数
が

増
加

傾
向

に
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
。

し
か

し
、

原
則

の
外

形
標

準
課

税
を

伴
う

課
税

方
法

は
例

外
の

所
得

割
の

み
の

課
税

方
法

よ
り

も
常

に
不

利
と

い
う

わ
け

で
は

な
い

。
原

則
の

課
税

方
法

で
は

所
得

割
の

税
率

が
低

め
に

設
定

さ
れ

て
い

る
た

め
、

利
益

の
獲

得
状

況
に

よ
っ

て
は

原
則

の
課

税
方

法
の

方
が

法
人

事
業

税
の

額
が

少
な

く
な

る
こ

と
が

あ
り

う

る
。

し
か

も
、

こ
の

基
準

の
判

定
時

期
が

各
事

業
年

度
の

終
了

時
点

で
あ

る
こ

と
も

加
味

す
れ

ば
、

事
業

年
度

ご
と

に
資

本
金

を
増

減
さ

せ
て

例
外

の
適

用
の

有
無

を
切

り
替

え
る

よ
う

な
行

動
が

観
察

さ
れ

て
も

お
か

し
く

な
い

。
そ

れ
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
一

貫
し

て
例

外
の

適
用

が
増

加
し

て
い

る
の

は
、

法
人

事
業

税
の

有
利

不
利

で
は

な
く

、
同

じ
基

準
を

用
い

て
い

る
有

利
な

法
人

税
の

諸
制

度
（

欠
損

金
の

損

金
算

入
な

ど
）

の
適

用
の

有
無

が
理

由
と

な
っ

て
い

る
の

か
も

し
れ

な
い

。
こ

の
点

に
つ

い
て

知
見

を
得

る
た

め
に

、
上

場
企

業
の

財
務

デ
ー

タ
を

参
照

し
て

分
析

し
て

み
る

こ
と

と
し

た
。

分
析

す
る

デ
ー

タ
は

、
に

年
か

ら
年

の
間

に
提

出
さ

れ
た

有
価

証
券

報
告

書
で

あ
る

。
そ

の
う

ち
、

事
業

年
度

の
デ

ー
タ

が
揃

っ
て

い
る

も
の

社
を

分
析

の
対

象
と

し
た

。
な

お
、

こ
の

分
析

は
上

場
企

業
の

み
を

対
象

と
し

て
い

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。

ま
ず

、
増

資
の

状
況

を
確

認
す

る
と

、
前

年
と

前
年

の
事

業
年

度
に

お
い

て
、

増
資

を
行

な
っ

た
企

業
が

多
い

こ
と

が
わ

か
る

。
当

期
は

概
ね

年
で

あ
る

か
ら

、
年

（
平

成
年

）
と

年
（

平
成

年
）

に
顕

著
に

増
資

が
多

か
っ

た
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

外
形

標
準

課
税

の
拡

大
が

実
施

さ
れ

た
の

が
年

（
→

）
と

年
（

→
）

で
あ

っ
た

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
外

形
標

準
課

税
を

受
け

た
方

が
減

税
に

な
る

企
業

が
一

定
数

存
在

し
た

こ
と

が
示

唆
さ

れ
る

。
ま

た
、

資
本

金
の

増
加

額
だ

け
資

本
剰

余
金

が
減

少
す

る
増

資
で

あ
る

項
目

振
替

を
行

な
っ

て
い

る
企

業
も

見
ら

れ
る

が
、

そ
の

ほ
と

ん
ど

が
資

本
金

億
円

超
へ

の
移

行
で

あ
っ

た
こ

と
は

興
味

深
い

。
資

本
金

の
操

作
は

、

減
資

を
行

な
っ

て
例

外
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

だ
け

で
な

く
、

増
資

を
行

な
っ

て
原

則
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
も

行
わ

れ
る

こ
と

を
示

し
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

他
方

、
減

資
は

多
く

の
企

業
が

実
施

し
て

い
る

が
、

億
円

以
下

へ
の

減
資

は
少

な
い

。
も

っ
と

も
、
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 ほ
と

ん
ど

が
年

と
思

わ
れ

る
当

期
は

億
円

以
下

へ
の

減
資

が
他

の
年

度
と

比
べ

れ
ば

多
い

。
こ

れ
は

税
制

改
正

を
予

測
し

て
駆

け
込

み
で

の
減

資
が

行
わ

れ
た

こ
と

を
示

唆
す

る
も

の
か

も
し

れ
な

い
。

こ
れ

に
対

し
、

外
形

標
準

課
税

が
拡

大
さ

れ
た

年
、

年
が

メ
イ

ン
と

思
わ

れ
る

前
年

、
前

年
は

例
年

通
り

の
件

数
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
項

目
振

替
に

よ
る

資
本

金
億

円
以

下
へ

の
移

行
が

ほ
と

ん
ど

な
い

こ
と

も
興

味
深

い
。

非
上

場
企

業
を

含
む

全
企

業
を

対
象

と
し

た
先

行
研

究
で

は
、

項
目

振
替

だ
け

の
減

資
が

多
か

っ
た

と
報

告
さ

れ
て

い
た

か
ら

で
あ

る
。

項
目

振
替

だ
け

を
タ

ー
ゲ

ッ
ト

と
し

た
税

制
改

正
の

影
響

は
上

場
企

業
に

つ
い

て
は

ほ
と

ん
ど

生
じ

な
い

と
予

想
さ

れ
る

。

資
本

金
別

の
上

場
企

業
数

の
推

移
を

見
る

と
、

資
本

金
億

円
の

上
場

企
業

は
む

し
ろ

減
少

し
て

お

り
、

億
円

未
満

の
上

場
企

業
も

減
少

傾
向

に
あ

る
。

そ
の

一
方

で
億

円
超

億
円

未
満

の
上

場
企

業
は

増
加

し
て

お
り

、
先

ほ
ど

確
認

し
た

企
業

全
体

と
は

真
逆

の
傾

向
が

み
ら

れ
る

。

大
企

業
と

中
小

企
業

の
ど

ち
ら

に
区

分
さ

れ
る

の
か

に
つ

い
て

上
場

企
業

の
状

況
を

見
る

と
、

事
業

年
度

に
わ

た
っ

て
大

企
業

だ
っ

た
も

の
（

資
本

金
億

円
超

）
が

社
で

大
多

数
で

あ
っ

た
。

以

下
、

事
業

年
度

に
わ

た
っ

て
中

小
企

業
で

あ
っ

た
社

、
前

年
度

（
年

度
）

だ
け

中
小

企
業

だ
っ

た
社

（
年

度
に

増
資

）
、

前
年

度
と

前
年

度
（

年
度

）
だ

け
中

小
企

業
だ

っ
た

社
（

年
度

に
増

資
）

と
続

く
。

大
企

業
か

ら
中

小
企

業
に

な
っ

た
の

は
当

期
（

年
度

）
に

減
資

し
た

社
と

前
年

（
年

）
に

減
資

し
た

社
の

み
で

あ
っ

た
。

こ
こ

か
ら

は
中

小
企

業
で

あ
る

こ
と

を
選

ぶ
理

由
と

し
て

、
法

人
事

業
税

で
外

形
標

準
課

税
を

受
け

な
い

こ
と

が
あ

る
と

推
測

で
き

る
か

を
検

証
し

て
い

く
。

こ
の

分
析

の
た

め
、

中
小

企
業

で
あ

っ
た

場
合

の
事

業
税

の
額

と
、

大
企

業
で

あ
っ

た
場

合
の

事
業

税
の

額
を

、
そ

れ
ぞ

れ
、

所
得

割
の

み
（

税
率

）
と

、
所

得
割

（
税

率
）
、

付
加

価
値

割
（

税
率

）
、

資
本

割
（

税
率

）
の

合
計

で

計
算

し
た

。
後

者
の

外
形

標
準

課
税

が
あ

る
場

合
の

税
額

は
、

雇
用

安
定

控
除

や
億

円
を

超
え

る

場
合

の
資

本
金

の
圧

縮
を

適
用

し
て

計
算

し
て

い
る

。

同
一

の
企

業
に

つ
い

て
、

中
小

企
業

だ
っ

た
場

合
の

事
業

税
の

額
が

大
企

業
で

あ
っ

た
場

合
の

事
業

税
（

外
形

標
準

課
税

あ
り

）
の

額
に

占
め

る
比

率
を

平
均

す
る

と
、

そ
の

値
は

を
超

え
て

お
り

、
中

小

企
業

の
事

業
税

の
方

が
小

さ
い

と
い

う
企

業
の

割
合

が
％

を
切

っ
て

い
る

の
と

整
合

的
で

あ
る

。
全

期
中

小
企

業
で

あ
っ

た
企

業
の

み
を

対
象

に
分

析
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

中
小

企
業

で
あ

っ
た

場
合

の
課

税
額

の
方

が
平

均
的

に
税

負
担

が
小

さ
く

な
り

、
そ

う
い

っ
た

企
業

の
割

合
は

％
弱

で
あ

る
。

な

お
、

全
期

大
企

業
に

つ
い

て
は

、
圧

倒
的

多
数

派
で

あ
る

こ
と

か
ら

全
体

の
傾

向
に

近
い

。

次
に

事
業

年
度

分
を

つ
に

ま
と

め
て

全
期

間
を

対
象

と
し

て
分

析
す

る
。

全
期

中
小

企
業

で
あ

っ
た

企
業

の
み

で
み

る
と

、
中

小
企

業
の

事
業

税
の

方
が

小
さ

い
企

業
の

割
合

は
弱

で
大

企
業

の
み

で
あ

っ
た

企
業

の
場

合
の

強
と

比
べ

て
顕

著
に

高
い

。
ま

た
、

中
小

企
業

の
事

業
税

の
額

が
大

企
業

の
事

業
税

の
額

に
占

め
る

比
率

の
平

均
も

大
企

業
の

み
の

場
合

が
で

あ
る

の
に

対
し

て
で

あ

っ
て

顕
著

に
低

く
、

ウ
ェ

ル
チ

の
検

定
を

行
っ

て
み

て
も

、
％

水
準

で
低

い
と

い
う

結
果

と
な

っ

た
。 中

小
企

業
の

事
業

税
額

が
有

利
に

な
る

要
因

と
し

て
は

、
人

件
費

が
収

益
配

分
額

（
付

加
価

値
割

の

課
税

ベ
ー

ス
の

う
ち

利
益

以
外

の
も

の
）

に
占

め
る

比
率

が
あ

る
。

人
件

費
率

が
高

く
な

る
ほ

ど
、

所
得

割
の

み
で

課
税

を
受

け
る

場
合

に
課

税
が

軽
く

な
る

関
係

が
は

っ
き

り
と

見
ら

れ
た

。
こ

の
よ

う
な

関
係

は
、

収
益

配
分

額
が

付
加

価
値

割
の

課
税

ベ
ー

ス
に

占
め

る
比

率
や

、
純

支
払

利
子

が
収

益
配

分
額

に
占

め
る

比
率

、
純

賃
借

料
が

収
益

配
分

額
に

占
め

る
比

率
で

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

人
件

費
比

率
に

つ
い

て
全

体
の

平
均

を
取

る
と

極
端

に
高

い
年

度
が

あ
る

（
前

年
度

や
前

年
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 度
）

が
、

標
準

偏
差

も
極

端
に

高
い

た
め

、
外

れ
値

の
企

業
が

存
在

し
た

の
だ

ろ
う

と
推

測
さ

れ
る

。
全

事
業

年
度

を
通

じ
た

大
企

業
の

み
に

つ
い

て
も

同
様

で
あ

る
（

前
年

度
に

％
と

い
う

の
が

あ
る

が
、

標
準

偏
差

も
極

端
に

高
い

）
。

こ
れ

に
対

し
て

、
全

事
業

年
度

を
通

じ
て

中
小

企
業

で
あ

っ
た

企
業

で
は

人
件

費
比

率
が

高
め

で
あ

る
。

ま
た

、
全

期
間

対
象

で
み

る
と

、
中

小
企

業
と

大
企

業
で

は
人

件
費

比
率

に
差

が
つ

い
て

お
り

、
ウ

ェ
ル

チ
の

検
定

で
も

％
水

準
で

有
意

差
が

認
め

ら
れ

る
。

以
上

の
分

析
を

ま
と

め
る

と
、

以
下

の
点

に
な

る
。

①
上

場
企

業
の

場
合

、
億

円
以

下
に

資
本

金

を
設

定
し

て
い

る
企

業
は

多
く

な
い

。
②

し
か

し
、

資
本

金
を

操
作

し
に

く
い

と
い

う
訳

で
は

な
く

、

億
円

以
下

だ
っ

た
企

業
が

億
円

超
に

転
換

す
る

と
い

う
例

は
数

多
く

見
ら

れ
た

。
③

②
に

つ
い

て
は

上

場
し

た
て

の
企

業
が

次
第

に
増

資
し

て
い

っ
た

と
い

う
ス

ト
ー

リ
ー

も
考

え
ら

れ
る

た
め

、
上

場
し

て
か

ら
の

期
間

の
情

報
を

含
め

て
分

析
す

る
必

要
が

あ
り

、
今

後
の

課
題

で
あ

る
。

④
ま

た
、

こ
の

よ
う

な
企

業
は

敢
え

て
外

形
標

準
課

税
を

選
択

し
た

可
能

性
が

あ
り

、
そ

の
検

証
と

共
に

、
外

形
標

準
課

税
を

選
ぶ

と
い

う
行

動
に

は
問

題
が

な
い

の
か

を
考

え
る

必
要

が
あ

る
。

⑤
資

本
金

億
円

以
下

の
企

業
で

も
、

常

に
所

得
割

だ
け

の
方

が
有

利
と

い
う

わ
け

で
は

な
く

、
こ

れ
は

法
人

事
業

税
を

軽
く

す
る

こ
と

だ
け

が
資

本
金

を
億

円
以

下
に

設
定

す
る

動
機

で
な

い
こ

と
を

示
唆

す
る

が
、

そ
れ

を
検

証
す

る
た

め
に

は
常

に

所
得

割
の

方
が

不
利

と
い

う
よ

う
な

企
業

も
存

在
す

る
の

か
ど

う
か

、
入

れ
替

わ
っ

て
い

る
の

か
を

調
べ

る
必

要
が

あ
り

、
こ

れ
も

今
後

の
課

題
と

い
え

る
。
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 第
節

ア
メ

リ
カ

州
売

上
税

等
に

お
け

る
近

年
の

動
向

  大
阪
公
立
大
学
法
学
研
究
科

 
教
授

 
酒
井

 貴
子

 
 １

．
は

じ
め

に

本
報

告
の

目
的

は
、
ア

メ
リ

カ
州

売
上

税
（

）
等

の
概

要
を

紹
介

す
る

こ
と

を
通

じ

て
、

デ
ジ

タ
ル

化
社

会
に

お
け

る
州

レ
ベ

ル
で

の
消

費
課

税
問

題
を

探
ろ

う
と

す
る

こ
と

に
あ

る
。

比
較

検
討

と
し

て
日

本
の

背
景

を
み

る
と

、
平

成
年

度
税

制
改

正
に

お
い

て
、
事

業
者

向
け

電
気

通
信

利
用

役
務

の
提

供
に

つ
い

て
は

リ
バ

ー
ス

チ
ャ

ー
ジ

方
式

、
消

費
者

向
け

電
気

通
信

利
用

役
務

の
提

供
に

つ
い

て
は

国
外

事
業

者
申

告
納

税
方

式
を

採
用

し
、

仕
向

地
主

義
を

貫
徹

す
る

こ
と

で
、

国
内

外
事

業
者

の
競

争
条

件
の

平
準

化
に

向
け

た
制

度
作

り
を

行
っ

た
。

し
か

し
、

ア
マ

ゾ
ン

な
ど

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者

を
通

じ
た

国
外

事
業

者
の

消
費

者
向

け
電

気

通
信

利
用

役
務

の
提

供
（

特
に

ゲ
ー

ム
ア

プ
リ

）
に

つ
い

て
は

、
国

外
事

業
者

が
申

告
を

せ
ず

課
税

漏
れ

が
指

摘
さ

れ
て

き
た

。
こ

れ
へ

の
制

度
的

対
応

と
し

て
、

世
界

で
は

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

が
採

用
さ

れ
て

い
る

。
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
課

税
は

、
ア

マ
ゾ

ン
な

ど
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
を

介
し

て
国

外
事

業
者

が
行

う
デ

ジ
タ

ル
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
自

身
が

提
供

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
、

そ
の

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
消

費
税

に
つ

い
て

、
国

外
事

業
者

に
代

わ
り

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
に

納
税

義
務

が
課

さ
れ

る
制

度
で

あ
る

。
上

記
は

対
消

費
者

段
階

の
話

で
あ

り
、

小
売

売
上

税
た

る
ア

メ
リ

カ
州

売
上

税
等

に
つ

い
て

も
消

費
者

向
け

で
同

様
な

制
度

が
採

用
さ

れ
て

き
て

お
り

、

日
本

で
も

令
和

年
度

税
制

改
正

で
導

入
さ

れ
て

い
る

。
本

報
告

で
は

、
ア

メ
リ

カ
で

の
州

売
上

税
等

に

係
る

制
度

の
背

景
と

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

の
概

要
を

中
心

に
紹

介
す

る
。

２
．

州
売

上
税

等
の

概
要

と
経

緯

ア
メ

リ
カ

の
州

売
上

税
は

、
小

売
売

上
税

に
分

類
さ

れ
、

小
売

販
売

業
者

か
ら

最
終

消
費

者
へ

の
販

売

時
に

お
け

る
そ

の
販

売
に

対
し

て
、

小
売

販
売

事
業

者
が

有
形

動
産

や
一

定
の

役
務

提
供

の
対

価
に

税
率

を
か

け
た

税
額

を
、
州

政
府

に
納

付
す

る
。
こ

の
役

務
提

供
に

デ
ジ

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

を
含

む
傾

向
が

あ
る

。

仕
向

地
課

税
の

採
用

と
い

う
点

で
は

付
加

価
値

税
と

変
わ

ら
な

い
。

課
税

対
象

と
な

る
販

売
に

は
事

業
者

向
け

の
も

の
が

含
ま

れ
る

こ
と

が
あ

り
、

税
の

累
積

が
十

分
排

除
で

き
て

い
な

い
と

い
う

欠
点

が
あ

る
。

各
州

が
、

課
税

対
象

、
税

率
な

ど
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
別

個
に

定
め

て
い

る
た

め
地

域
ご

と
に

税
率

が
異

な
る

な
ど

、
相

当
複

雑
化

し
て

い
る

。

州
売

上
税

は
、

他
の

州
へ

の
移

転
に

対
し

て
は

課
さ

れ
な

い
が

、
そ

の
場

合
は

使
用

税
が

課
さ

れ
る

。

使
用

税
は

州
売

上
税

の
補

完
税

で
あ

る
た

め
以

下
区

別
し

て
述

べ
な

い
が

、
州

際
取

引
で

問
題

と
な

る
の

は
使

用
税

で
あ

る
。

州
際

取
引

の
場

合
、

州
内

の
物

理
的

存
在

を
み

て
、

そ
の

小
売

事
業

者
に

徴
収

納
付

の
負

担
を

課
し

て
い

る
。

ネ
ッ

ト
販

売
が

発
達

す
る

な
か

、
消

費
者

へ
の

販
売

を
行

っ
て

も
そ

の
州

内
に

物
理

的
存

在
が

な
く

、
州

売
上

税
を

課
す

こ
と

が
で

き
な

い
パ

タ
ー

ン
が

あ
り

、
州

税
収

を
脅

か
し

、
ま

た
競

争
条

件
の

不
均

衡
も

生
じ

て
き

た
こ

と
か

ら
、

経
済

ネ
ク

サ
ス

を
み

て
課

税
す

べ
き

と
の

動
き

が
生

じ
た

。
実

際
、

カ
タ

ロ
グ

の
送

付
や

一
定

の
経

済
行

為
を

判
定

要
素

と
し

て
、

州
外

小
売

事
業

者
に

州
売

上
税

の
徴

収
納

付
義

務
を

課
す

州
が

出
て

き
た

が
、

通
商

条
項

や
デ

ュ
ー

プ
ロ

セ
ス

条
項

の
違

反
が

問
わ

れ
、

事
件

判
決

が
出

る
年

ま
で

は
い

わ
ゆ

る
経

済
ネ

ク
サ

ス
は

是
認

さ
れ

な
か

っ
た

。

事
件

の
欠

点
を

指
摘

し
た

う
え

こ
れ

を
覆

し
、

経
済

ネ
ク

サ
ス

を
是

認
し

た
事

件
判
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 決
後

、
各

州
は

経
済

ネ
ク

サ
ス

を
採

用
し

始
め

た
。

こ
れ

に
よ

る
と

、
小

売
販

売
業

者
は

、
あ

る
州

へ
向

け
た

販
売

に
つ

い
て

取
引

閾
値

や
売

上
閾

値
を

超
え

る
と

、
同

州
で

の
州

売
上

税
の

徴
収

納
付

を
行

わ
ね

ば
な

ら
な

く
な

る
。

こ
こ

で
も

各
州

バ
ラ

バ
ラ

な
対

応
は

さ
ら

に
制

度
を

複
雑

な
も

の
に

し
、

制
度

の
統

一
化

単
一

化
に

向
け

た
取

組
み

と
し

て
が

あ
っ

た
が

、
参

加
州

は
限

定
的

で
あ

っ
た

。
な

お
、

事
件

判
決

に
お

い
て

、
経

済
ネ

ク
サ

ス
を

通
じ

小
売

販
売

業
者

に
徴

収
事

務
負

担
を

課
す

こ
と

に
つ

い
て

、
消

費
者

の
い

る
州

で
の

受
益

が
考

慮
さ

れ
た

点
は

興
味

深
い

。

３
．

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

へ
の

州
売

上
税

等
課

税
の

動
向

と
課

題

経
済

ネ
ク

サ
ス

が
導

入
さ

れ
て

以
降

、
コ

ロ
ナ

感
染

拡
大

の
中

で
の

税
収

減
も

あ
っ

て
、

各
州

は
マ

ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
・

プ
ロ

バ
イ

ダ
ー

法
ま

た
は

マ
ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
・

フ
ァ

シ
リ

テ
イ

タ
―

法
と

い
う

名
称

で
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

も
導

入
し

た
。

採
用

さ
れ

た
経

済
ネ

ク
サ

ス
だ

け
で

な
く

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
課

税
も

ば
ら

つ
き

が
あ

る
が

、
や

が
モ

デ
ル

法
案

を
発

表
し

、
ま

た
ガ

イ
ダ

ン
ス

の
公

表
も

行
っ

て
い

る
。

制
度

説
明

の
た

め
、

フ
ロ

リ
ダ

州
の

例
を

あ
げ

る
と

、
フ

ロ
リ

ダ
州

内
に

マ
ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
を

通

じ
て

万
ド

ル
以

上
の

リ
モ

ー
ト

販
売

を
行

う
マ

ー
ケ

ッ
ト

プ
レ

イ
ス
・
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
は

、
そ

の
州

外

小
売

販
売

者
に

か
わ

っ
て

、
そ

の
リ

モ
ー

ト
販

売
に

係
る

州
売

上
税

等
を

徴
収

納
付

す
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

。
こ

の
徴

収
納

付
義

務
が

免
除

さ
れ

る
場

合
が

明
確

に
さ

れ
て

お
り

、
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
が

売
上

税
の

徴
収

義
務

を
免

れ
、

小
売

販
売

者
（

セ
ラ

ー
）

が
納

付
申

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

場
合

と
は

、
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
が

セ
ラ

ー
か

ら
必

要
な

正
確

な
情

報
を

得
よ

う
と

合
理

的
に

努
力

し
て

お
り

、
か

つ
、

セ
ラ

ー
が

プ
ロ

バ
イ

ダ
ー

に
対

し
て

不
正

確
で

不
完

全
な

情
報

を
提

供
し

た
こ

と
を

、
税

務
官

庁
の

納
得

の
い

く
よ

う
に

説
明

で
き

る
と

き
と

定
め

ら
れ

て
い

る
。

州
外

の
小

売
販

売
者

が
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
を

通
じ

て
販

売
を

行
う

と
き

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

売

上
規

模
に

よ
り

、
徴

収
納

付
を

行
う

必
要

が
あ

る
場

合
と

な
い

場
合

が
あ

る
な

ど
、

報
告

で
は

パ
タ

ー
ン

化
し

て
検

討
し

て
み

た
。

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
と

セ
ラ

ー
と

の
間

で
ど

ち
ら

が
州

売
上

税
を

納
付

す
る

か
に

つ
い

て
の

合
意

が
可

能
で

あ
る

場
合

も
み

ら
れ

た
。

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

が
導

入
さ

れ
て

き
て

か
ら

も
、

州
売

上
税

を
巡

る
制

度
と

そ
の

下
で

の
実

務
が

複
雑

で
あ

る
こ

と
は

変
わ

り
な

く
、

特
に

法
令

の
質

は
州

ご
と

に
濃

淡
が

あ
る

こ
と

も
混

乱
の

原
因

と
分

か
っ

た
。

統
一

化
に

向
け

た
動

き
の

中
で

は
、

連
邦

レ
ベ

ル
で

の
対

処
や

、
欧

州
付

加
価

値
税

を
模

範
と

し
た

制
度

の
構

築
を

求
め

る
も

の
が

あ
っ

た
。

４
．

む
す

び
に

か
え

て

ア
メ

リ
カ

の
州

売
上

税
で

は
各

州
が

別
個

の
税

制
を

持
つ

こ
と

か
ら

、
国

際
課

税
の

場
面

と
同

様
に

、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

導
入

を
通

じ
て

、
税

収
確

保
が

な
さ

れ
て

い
る

現
状

が
あ

る
。

各
州

の
自

主
的

な
税

制
の

構
築

に
よ

る
複

雑
化

に
あ

っ
て

、
統

一
化

に
向

け
て

の
な

ど
の

組
織

の
活

動
も

あ
る

が

参
加

州
は

限
ら

れ
、

小
売

事
業

者
の

事
務

負
担

は
重

い
ま

ま
で

あ
る

。
連

邦
最

高
裁

判
決

後
に

お
い

て
経

済
的

ネ
ク

サ
ス

が
合

憲
と

さ
れ

た
の

ち
は

、
各

州
で

は
経

済
的

ネ
ク

サ
ス

だ
け

で
な

く
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

も
導

入
し

て
き

た
。

海
外

事
業

者
だ

け
で

な
く

、
国

内
小

売
事

業
者

に
も

影
響

し
、

ま
た

、
デ

ジ
タ

ル
サ

ー
ビ

ス
だ

け
で

な
く

一
般

的
な

小
売

販
売

に
も

及
ぶ

こ
と

か
ら

日
本

よ
り

範
囲

の
広

い
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

課
税

を
展

開
し

て
い

る
こ

と
が

分
か

る
。

ま
た

、
そ

の
売

上
閾

値
も

（
日

本
と

比
し

て
か

な
り

）
低

く
、

各
州

制
度

が
ば

ら
ば

ら
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
よ

り
一

層
複

雑
化

し
た

と
も

い
え
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 る
が

、
小

売
事

業
者

は
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
を

通
じ

た
事

業
活

動
を

行
う

こ
と

で
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
に

徴
税

事
務

の
負

担
を

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
と

も
い

え
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

を
通

じ
た

ネ
ッ

ト
販

売
が

よ
り

一
層

活
発

化
す

る
の

で
は

な
い

か
と

も
予

想
す

る
。

翻
っ

て
日

本
は

、
令

和
年

税
制

改
正

で
同

制
度

の
対

象
と

な
る

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
の

売
上

閾
値

も
高

く
、

国
外

事
業

者
か

ら
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

利
用

に
係

る
消

費
者

向
け

電
気

通
信

利
用

役
務

の
提

供
に

つ
い

て
の

み
及

ぶ
の

で
、

限
定

的
な

範
囲

で
導

入
し

て
い

る
と

い
え

る
。

今
回

の
報

告
は

、
比

較
検

討
に

よ
り

有
意

義
な

論
点

を
見

出
す

な
ど

と
と

い
う

よ
り

は
、

制
度

バ
ラ

エ
テ

ィ
の

紹
介

に
と

ど
ま

っ
た

。
更

な
る

考
察

は
今

後
の

課
題

と
し

た
い

。

※
 
本

要
約

版
で

は
、

章
立

て
を

簡
略

化
し

た
。
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 第
節

土
地

法
制

の
変

化
と

取
得

税

兵
庫

県
立

大
学

国
際

商
経

学
部

准
教

授
濵

田
洋

１
．

は
じ

め
に

本
稿

で
は

、
近

年
の

土
地

法
制

の
変

化
、

特
に

土
地

政
策

の
基

盤
と

な
る

土
地

基
本

法
の

改
正

等
を

踏

ま
え

、
我

が
国

の
地

方
税

制
度

の
中

で
比

較
的

、
流

通
税

と
し

て
古

く
か

ら
制

定
さ

れ
、

紛
争

事
例

が
増

加
傾

向
に

あ
る

不
動

産
取

得
税

に
関

し
て

、
解

釈
論

、
立

法
論

の
背

景
と

し
て

そ
の

意
義

な
ど

を
検

討
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

不
動

産
取

得
税

の
概

観
・

近
年

の
議

論
、

判
例

に
お

け
る

基
本

的
理

解

対
象

と
な

る
不

動
産

取
得

税
は

、
課

税
主

体
が

都
道

府
県

、
納

税
義

務
者

が
、

不
動

産
の

取
得

者
と

さ

れ
、

課
税

客
体

と
し

て
「

不
動

産
の

取
得

」
を

も
っ

て
賦

課
す

る
租

税
で

あ
る

。
固

定
資

産
税

と
同

様
に

固
定

資
産

課
税

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

価
格

を
も

っ
て

課
税

標
準

と
し

て
お

り
、

近
年

概
ね

億
円

の

税
収

と
な

る
地

方
税

、
都

道
府

県
税

で
あ

り
、

税
収

源
と

し
て

割
合

は
高

く
な

い
も

の
の

、
安

定
的

な
財

源
た

る
位

置
づ

け
と

捉
え

ら
れ

る
。

現
行

の
不

動
産

取
得

税
は

、
大

正
年

か
ら

存
在

し
て

い
た

租
税

が
一

旦
シ

ャ
ウ

プ
勧

告
に

て
廃

止

さ
れ

た
も

の
の

、
昭

和
年

に
再

度
創

設
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

制
度

導
入

時
の

議
論

と
し

て
は

、
「

不

動
産

を
取

得
す

る
と

い
う

比
較

的
担

税
力

の
あ

る
機

会
に

相
当

の
税

負
担

を
求

め
、

反
面

、
当

該
不

動
産

に
対

す
る

将
来

に
わ

た
る

固
定

資
産

税
を

緩
和

す
る

こ
と

に
あ

り
、

特
に

、
固

定
資

産
税

の
税

率
を

引
き

下
げ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、
償

却
資

産
一

般
に

お
け

る
固

定
資

産
税

の
負

担
を

軽
減

し
た

い
こ

と
」（

国
会

議

事
録

、
昭

和
年

月
日

、
提

案
理

由
）
と

し
て

、
課

税
根

拠
を

固
定

資
産

税
の

前
取

り
と

し
て

位
置

づ
け

て
い

る
。

か
か

る
点

か
ら

、「
不

動
産

の
取

得
」
の

意
義

が
重

要
と

さ
れ

、
学

説
及

び
リ

ー
デ

ィ
ン

グ
ケ

ー
ス

で
あ

る
最

判
年

月
日

民
集

巻
号

頁
は

『
不

動
産

取
得

税
は

、
い

わ
ゆ

る
流

通
税

に
属

し
、

不
動

産
の

移
転

の
事

実
自

体
に

着
目

し
て

課
せ

ら
れ

る
も

の
で

あ
つ

て
、

不
動

産
の

取
得

者
が

そ
の

不
動

産
を

使
用

・
収

益
・

処
分

す
る

こ
と

に
よ

り
得

ら
れ

る
で

あ
ろ

う
利

益
に

着
目

し
て

課
せ

ら
れ

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
に

照
ら

す
と

、
地

方
税

法
七

三
条

の
二

第
一

項
に

い
う

「
不

動
産

の
取

得
」

と
は

、
不

動
産

の
取

得
者

が
実

質
的

に
完

全
な

内
容

の
所

有
権

を
取

得
す

る
か

否
か

に
は

関
係

な
く

、
所

有
権

移
転

の
形

式
に

よ
る

不
動

産
の

取
得

の
す

べ
て

の
場

合
を

含
む

も
の

と
解

す
る

の
が

相
当

』
、

と
し

て
流

通
税

と
し

て
の

性
格

に
着

目
し

、
非

課
税

と
明

確
に

法
定

化
さ

れ
た

も
の

を
除

き
、

移
転

の
タ

イ
ミ

ン
グ

を
包

括
的

に
意

味
す

る
も

の
と

解
さ

れ
て

い
る

。

こ
の

よ
う

に
昭

和
年

の
復

活
以

来
、

不
動

産
取

得
税

の
基

本
的

な
前

提
と

し
て

形
式

的
な

不
動

産

の
取

得
と

い
う

、
認

識
が

容
易

な
タ

イ
ミ

ン
グ

で
課

税
す

る
と

い
う

よ
う

な
体

制
が

、
評

価
額

な
ど

に
お

い
て

固
定

資
産

税
と

リ
ン

ク
し

て
整

え
ら

れ
つ

つ
も

、
多

種
多

様
な

非
課

税
措

置
が

制
定

さ
れ

、
或

い
は

形
式

的
な

課
税

除
外

を
如

何
に

定
め

る
の

か
と

い
っ

た
よ

う
な

こ
と

が
、

さ
ら

に
非

課
税

措
置

の
適

用
対

象
で

あ
る

か
ど

う
か

と
い

う
点

を
中

心
に

制
度

改
正

、
紛

争
処

理
が

数
多

く
行

わ
れ

て
い

る
と

い
う

こ
と

が
現

在
の

不
動

産
取

得
税

の
現

状
と

捉
え

ら
れ

る
。
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土
地

法
制

の
変

化
（

土
地

基
本

法
、

民
法

等
）

以
上

の
よ

う
な

取
得

税
の

現
状

に
対

し
て

、
現

在
の

不
動

産
、

特
に

所
有

者
不

明
土

地
、

管
理

不
全

土

地
建

物
等

に
代

表
さ

れ
る

不
動

産
・

土
地

に
関

す
る

周
辺

環
境

に
対

応
す

べ
き

と
い

う
こ

と
を

基
本

的
な

背
景

と
し

た
土

地
法

制
の

変
化

、
人

口
減

少
社

会
に

お
け

る
土

地
問

題
と

い
う

点
か

ら
の

土
地

基
本

法
、

民
法

等
の

変
化

が
ど

の
よ

う
な

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
の

か
と

い
う

点
が

課
題

と
な

る
。

も
ち

ろ
ん

取
得

税
は

土
地

以
外

、
不

動
産

一
般

を
対

象
と

す
る

も
の

で
あ

る
も

の
の

、
人

口
減

少
時

代
に

お
け

る
土

地
の

問
題

と
い

う
形

で
、

わ
が

国
に

お
け

る
、

今
ま

で
の

人
口

増
、

或
い

は
需

要
が

増
大

し
て

い
く

、
そ

し
て

時
の

経
過

に
伴

い
、

土
地

の
価

格
が

増
加

し
て

い
く

よ
う

な
不

動
産

に
関

す
る

前
提

が
変

化
し

て
お

り
、

特
に

地
方

部
に

お
い

て
土

地
価

値
の

低
下

、
い

わ
ゆ

る
マ

イ
ナ

ス
の

不
動

産
と

い
わ

れ
る

よ
う

な
時

代
が

生
ま

れ
て

き
て

お
り

、
さ

ら
に

空
き

家
、

或
い

は
所

有
主

が
不

明
な

状
況

が
生

ま
れ

て
い

る
と

指
摘

さ
れ

、
土

地
取

引
に

関
す

る
総

合
的

な
対

応
が
（

固
定

資
産

税
、
登

録
免

許
税

、
登

記
制

度
等

も
）
必

要

と
さ

れ
、

土
地

基
本

法
第

１
条

で
は

、
そ

の
目

的
と

し
て

土
地

の
適

正
な

管
理

を
付

け
加

え
、

土
地

取
引

の
円

滑
化

を
図

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

、
国

地
方

自
治

体
に

も
円

滑
な

取
引

に
貢

献
す

る
不

動
産

市
場

へ
の

措
置

を
要

求
し

て
い

る
（

改
正

概
観

は
下

記
）
。
か

か
る

権
利

に
対

す
る

放
置

、
無

関
心

に
よ

る
流

通
の

阻

害
を

回
避

し
、

不
動

産
の

適
正

な
利

用
に

資
す

る
と

い
う

側
面

か
ら

、
不

動
産

取
得

税
へ

の
課

題
を

検
討

す
べ

き
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

土
地

基
本

法
等

の
改

正
の

概
要

出
典

国
土

交
通

省
：

３
．

変
化

へ
の

対
応

上
記

の
よ

う
に

固
定

資
産

税
と

の
関

連
が

強
い

不
動

産
取

得
税

で
あ

る
が

、
現

在
、

税
制

調
査

会
等

に

お
い

て
、

主
な

議
論

は
行

わ
れ

て
お

ら
ず

、
い

わ
ば

問
題

の
少

な
い

、
安

定
し

た
税

目
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
よ

う
に

も
捉

え
ら

れ
る

。  
11
 吉

原
祥

子
『

人
口

減
少

時
代

の
土

地
問

題
』
（

中
央

公
論

新
社

，
20

17
）

Ⅳ
ペ

ー
ジ

等
。
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し
か

し
な

が
ら

、
土

地
基

本
法

の
改

正
、

相
続

登
記

の
義

務
化

、
共

有
物

へ
の

法
制

度
の

変
更

な
ど

、

人
口

減
少

社
会

と
い

う
前

提
を

お
い

た
不

動
産

の
流

通
と

し
て

単
に

負
担

能
力

の
把

握
が

容
易

、
固

定
資

産
税

の
前

倒
し

の
よ

う
な

（
そ

も
そ

も
課

税
主

体
が

異
な

る
中

で
こ

の
議

論
が

成
立

す
る

の
か

と
い

う
疑

問
も

）
従

前
の

議
論

で
は

な
く

、
譲

渡
所

得
な

ど
、

税
収

源
と

し
て

も
、

流
通

段
階

に
お

け
る

各
種

施
策

と
の

整
合

性
を

考
慮

し
た

新
た

な
課

税
根

拠
、

位
置

づ
け

を
検

討
す

べ
き

時
期

と
言

え
る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

ま
た

、
課

税
主

体
・

客
体

は
異

な
る

も
の

の
、

土
地

も
含

め
た

不
動

産
に

関
す

る
流

通
に

お
い

て
印

紙

税
や

登
録

免
許

税
と

合
わ

せ
て

取
得

税
と

い
う

形
で

の
３

段
階

の
交

錯
が

見
ら

れ
る

状
況

に
な

っ
て

い
る

と
い

う
の

が
わ

が
国

の
特

徴
で

も
あ

り
、

こ
れ

に
対

し
て

負
担

が
過

重
で

あ
る

と
し

て
廃

止
論

は
シ

ン
プ

ル
な

も
の

の
、

取
得

税
の

基
本

的
な

性
格

（
固

定
資

産
税

と
対

比
し

た
）

と
、

税
収

や
租

税
特

別
措

置
の

対
象

を
考

慮
し

な
が

ら
安

易
な

議
論

で
は

な
く

、
多

角
的

な
視

点
か

ら
の

検
討

を
行

う
べ

き
で

あ
ろ

う
。

い
ず

れ
に

せ
よ

、
不

動
産

・
土

地
法

制
は

、
文

化
的

・
社

会
的

背
景

を
有

し
て

お
り

、
今

回
の

多
様

な

改
正

も
踏

ま
え

、
土

地
に

対
す

る
課

税
は

地
方

税
に

と
っ

て
も

重
要

な
も

の
で

あ
る

と
し

て
、

民
事

法
の

み
な

ら
ず

、
租

税
法

規
も

考
慮

し
た

包
括

的
な

議
論

を
行

う
べ

き
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。
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 第
節

国
際

的
に

交
換

さ
れ

た
情

報
の

刑
事

手
続

利
用

 

大
阪

経
済

大
学

経
済

学
部

准
教

授
漆

さ
き

 
 

本
報

告
で

は
、

租
税

に
関

す
る

国
際

的
情

報
交

換
に

よ
っ

て
得

ら
れ

た
情

報
の

刑
事

手
続

で
の

利
用

に

つ
い

て
検

討
し

た
。

こ
の

テ
ー

マ
を

選
択

し
た

背
景

と
し

て
、

が
「

租
税

目
的

以
外

の
利

用
」
、

特

に
マ

ネ
ー

ロ
ン

ダ
リ

ン
グ

や
テ

ロ
資

金
供

与
、

汚
職

と
い

っ
た

問
題

の
た

め
に

、
情

報
交

換
で

得
ら

れ
た

情
報

の
利

用
を

推
進

す
る

た
め

の
報

告
書

を
公

表
し

た
こ

と
が

挙
げ

ら
れ

る
。

本
報

告
で

の
検

討
を

通
し

て
、

筆
者

は
情

報
交

換
に

お
い

て
、

被
要

請
国

が
情

報
の

情
報

源
お

よ
び

取

得
方

法
を

明
示

す
る

こ
と

、
要

請
国

は
そ

れ
ら

が
不

明
な

情
報

の
証

拠
と

し
て

の
利

用
を

控
え

る
こ

と
を

推
奨

す
る

ガ
イ

ダ
ン

ス
が

設
置

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

と
主

張
し

た
。

そ
し

て
、

こ
の

主
張

を
す

る
に

あ
た

っ
て

、
問

題
状

況
の

似
て

い
る

国
際

刑
事

共
助

に
関

す
る

議
論

を
参

照
し

た
。

情
報

交
換

に
は

、
被

要
請

国
が

情
報

交
換

の
た

め
に

新
た

に
調

査
を

行
う

場
合

と
、

被
要

請
国

が
す

で

に
所

持
し

て
い

る
情

報
を

交
換

す
る

場
合

が
あ

る
。

前
者

の
場

合
に

は
、

要
請

国
は

自
国

に
と

っ
て

望
ま

し
い

形
で

の
情

報
の

入
手

を
リ

ク
エ

ス
ト

す
る

等
の

手
段

に
よ

っ
て

、
一

定
程

度
、

自
国

法
と

の
摩

擦
が

少
な

い
状

態
で

証
拠

を
入

手
で

き
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
他

方
、

後
者

の
場

合
に

は
、

す
で

に
被

要
請

国
に

よ
っ

て
い

ず
れ

か
の

手
続

を
経

て
情

報
は

入
手

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

取
得

の
態

様
、

要
請

国
と

被
要

請
国

の
手

続
法

の
違

い
に

よ
っ

て
は

、
要

請
国

に
お

い
て

そ
の

情
報

の
証

拠
能

力
を

ど
の

程
度

認
め

る
か

と
い

う
問

題
が

発
生

し
う

る
。

さ
ら

に
、

交
換

さ
れ

た
情

報
は

情
報

交
換

に
よ

っ
て

第
三

国
へ

と
渡

さ
れ

る
可

能
性

も
あ

る
。

複
数

国
間

に
ま

た
が

っ
て

刑
事

手
続

が
行

わ
れ

る
と

き
、

手
続

が
一

国
内

で
完

結
す

る
場

合
に

は
保

障

さ
れ

る
権

利
が

保
障

さ
れ

な
い

こ
と

が
あ

り
得

る
。

し
か

し
、

刑
事

共
助

・
租

税
に

お
け

る
情

報
交

換
は

国
家

間
の

権
利

調
整

の
仕

組
み

と
し

て
形

成
さ

れ
て

き
て

お
り

、
そ

の
仕

組
み

に
基

づ
い

て
域

外
に

あ
る

証
拠

の
取

得
や

情
報

の
収

集
を

行
う

際
、

私
人

が
捜

査
に

関
す

る
異

議
を

申
し

た
て

る
契

機
は

限
ら

れ
て

い
る

。

共
助

を
要

請
し

た
国

の
法

が
他

国
当

局
の

下
で

取
得

さ
れ

た
情

報
に

つ
い

て
ど

う
い

っ
た

ス
タ

ン
ス

を

取
る

か
に

つ
い

て
、

不
問

主
義

、
実

行
地

主
義

、
法

廷
地

主
義

、
折

衷
主

義
が

あ
る

。
不

問
主

義
は

、
法

廷
地

の
管

轄
外

で
行

わ
れ

た
違

法
行

為
の

効
果

を
問

題
に

し
な

い
と

い
う

立
場

で
あ

る
。
実

施
国

主
義

は
、

証
拠

収
集

が
法

執
行

の
実

行
地

国
法

に
照

ら
し

て
適

法
で

あ
れ

ば
、

法
廷

も
証

拠
能

力
を

認
め

な
く

て
は

な
ら

な
い

と
す

る
原

則
で

あ
る

。
法

廷
地

国
主

義
は

、
法

廷
地

の
法

に
照

ら
し

て
証

拠
量

力
の

有
無

を
決

定
す

る
べ

き
だ

と
い

う
見

解
で

あ
る

。
こ

の
ほ

か
、

二
つ

の
折

衷
説

も
あ

り
、

折
衷

説
の

代
表

的
な

も
の

に
言

及
す

る
と

、
権

利
性

質
説

が
あ

る
。

こ
れ

は
、

侵
害

さ
れ

る
私

人
の

権
利

の
性

質
に

鑑
み

て
、

法
廷

に
お

け
る

効
力

を
決

す
る

べ
き

だ
と

い
う

見
解

で
あ

る
。

国
外

調
査

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

証
拠

は
法

廷
地

国
に

お
い

て
ど

の
よ

う
に

評
価

さ
れ

る
べ

き
か

に
つ

い

て
は

、
国

外
の

調
査

で
行

わ
れ

た
違

法
や

手
続

違
反

に
よ

っ
て

、
法

廷
地

の
法

の
下

で
実

質
的

に
侵

害
さ

れ
た

も
の

が
あ

る
か

に
焦

点
が

あ
て

ら
れ

る
べ

き
だ

と
考

え
ら

れ
る

。
法

廷
地

国
の

法
の

も
と

で
権

利
が

侵
害

さ
れ

た
か

ど
う

か
を

確
認

し
、

も
し

あ
れ

ば
、

侵
害

さ
れ

た
被

疑
者

の
権

利
の

内
容

、
侵

害
の

程
度

と
、

真
実

の
解

明
や

真
実

に
基

づ
く

処
罰

の
必

要
性

と
い

っ
た

対
立

利
益

を
検

討
す

る
利

益
衡

量
テ

ス
ト

に
服

す
る

べ
き

で
あ

る
。

実
際

に
、

多
く

の
国

は
こ

の
よ

う
な

ア
プ

ロ
ー

チ
を

選
択

し
て

い
る

。

次
に

、
相

手
国

が
行

っ
た

捜
査

の
詳

細
が

わ
か

ら
ず

、
自

国
民

の
権

利
が

侵
害

さ
れ

た
可

能
性

が
あ

る
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 に
も

か
か

わ
ら

ず
、

条
約

相
手

国
に

対
す

る
信

頼
を

理
由

に
、

交
換

を
通

じ
て

得
た

情
報

の
証

拠
価

値
を

認
め

た
例

と
し

て
、

オ
ラ

ン
ダ

の
ケ

ー
ス

を
取

り
上

げ
た

。
オ

ラ
ン

ダ
の

裁
判

所
は

、
情

報
交

換
で

取
得

し
た

他
国

で
盗

ま
れ

た
も

の
で

あ
る

可
能

性
の

高
い

デ
ー

タ
は

、
犯

則
事

件
に

お
い

て
証

拠
と

し
て

利
用

で
き

る
と

判
断

し
た

。
そ

の
理

由
と

し
て

は
、

①
他

国
で

の
文

書
の

窃
盗

や
不

正
流

用
に

オ
ラ

ン
ダ

政
府

関
係

者
が

直
接

的
又

は
間

接
的

に
関

与
し

た
，

或
い

は
そ

の
他

の
方

法
で

盗
難

被
害

に
あ

っ
た

銀
行

の

元
従

業
員

に
よ

る
不

正
行

為
を

主
導

又
は

助
長

し
た

と
い

う
証

拠
は

な
い

、
②

本
件

で
問

題
と

な
っ

て
い

る
文

書
が

犯
罪

に
由

来
す

る
も

の
で

あ
る

と
想

定
で

き
る

こ
と

自
体

は
，

そ
れ

を
無

視
す

る
の

に
十

分
で

は
な

い
。

さ
ら

に
，

調
達

に
お

け
る

法
的

欠
陥

は
こ

れ
ら

の
文

書
の

信
ぴ

ょ
う

性
に

影
響

を
与

え
な

い
、

③
被

告
人

は
こ

れ
ら

の
文

書
の

信
ぴ

ょ
う

性
を

疑
う

べ
き

理
由

を
持

ち
出

し
て

い
な

い
。

ベ
ル

ギ
ー

の
裁

判
所

が
同

様
の

証
拠

を
却

下
し

た
こ

と
も

，
こ

れ
を

変
え

る
も

の
で

は
な

い
、

と
述

べ
た

。

こ
の

オ
ラ

ン
ダ

の
裁

判
例

は
，

法
廷

地
国

で
の

出
発

点
と

し
て

，
不

問
主

義
を

採
用

し
た

こ
と

に
つ

い

て
刑

事
法

分
野

の
研

究
者

か
ら

も
批

判
さ

れ
て

い
る

。
一

方
で

，
実

際
に

は
，

関
係

の
濃

い
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

の
国

同
士

で
は

特
に

不
問

主
義

を
基

礎
と

す
る

場
合

が
多

い
こ

と
も

指
摘

さ
れ

る
。

ま
た

，
情

報
交

換
要

請
が

司
法

審
査

に
通

常
服

さ
ず

，
情

報
交

換
の

被
要

請
国

が
要

請
国

に
よ

っ
て

提
供

さ
れ

た
事

実
関

係
等

を
信

頼
し

て
特

に
審

査
を

し
な

い
場

合
，

そ
の

法
廷

地
国

の
法

廷
が

証
拠

の
取

得
方

法
に

責
任

を
持

た
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
と

，
誰

も
そ

れ
を

持
た

な
い

こ
と

に
な

る
の

で
は

な
い

か
と

も
指

摘
さ

れ
る

。
刑

事
共

助
に

お
い

て
不

問
主

義
を

取
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
よ

う
な

批
判

が
あ

る
。

各
国

は
そ

の
捜

査
権

と
そ

れ
を

行
う

と
き

に
保

障
さ

れ
る

べ
き

市
民

の
権

利
保

護
に

つ
い

て
の

バ
ラ

ン
ス

に
つ

い
て

国
内

手
続

で
合

意
し

た
バ

ラ
ン

ス
が

あ
り

、
捜

査
権

を
他

国
に

委
譲

す
る

場
合

に
も

，
そ

の
国

内
法

に
よ

っ
て

合
意

さ
れ

て
い

る
捜

査
権

と
市

民
の

権
利

保
障

の
バ

ラ
ン

ス
を

保
つ

必
要

が
あ

る
。

そ
う

で
な

け
れ

ば
，

他
国

に
捜

査
権

限
の

委
譲

を
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
，

国
内

法
上

，
国

家
と

市
民

の
間

で
合

意
さ

れ
た

権
利

保
障

の
バ

ラ
ン

ス
と

い
う

の
が

損
な

わ
れ

て
し

ま
う

。
こ

れ
は

必
ず

し
も

通
説

的
な

批
判

で
は

な
い

が
，

こ
れ

を
前

提
と

す
る

と
，

条
約

相
手

国
へ

の
信

頼
を

口
実

に
自

国
民

に
対

す
る

侵
害

を
精

査
し

な
い

こ
と

も
，

こ
の

バ
ラ

ン
ス

に
反

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
政

府
は

，
不

明
確

な
違

反
に

対
し

て
十

分
な

保
護

を
保

証
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

か
ら

で
あ

る
。

税
務

調
査

に
お

け
る

権
利

保
障

と
刑

事
捜

査
に

お
け

る
権

利
保

障
は

，
通

常
，

そ
の

求
め

ら
れ

る
程

度
が

異
な

る
が

，
国

際
的

情
報

交
換

に
お

い
て

は
，

交
換

さ
れ

た
情

報
の

取
得

過
程

を
考

慮
す

る
か

ど
う

か
と

い
う

の
も

各
国

に
委

ね
ら

れ
て

お
り

、
国

際
的

な
取

り
組

み
は

行
わ

れ
て

い
な

い
。

自
発

的
情

報
交

換
を

通
じ

て
受

動
的

に
他

者
の

不
適

切
な

行
為

に
乗

じ
る

，
又

は
情

報
交

換
を

通
じ

て

自
国

よ
り

も
保

護
の

程
度

の
低

い
他

国
の

制
度

に
乗

じ
る

こ
と

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
こ

と
は

，
情

報
交

換
と

交
換

さ
れ

た
情

報
の

利
用

が
拡

大
す

る
ほ

ど
問

題
に

な
り

得
る

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、

そ
う

い
っ

た
不

適
切

な
行

為
を

抑
止

す
る

仕
組

み
が

欠
け

て
い

る
こ

と
は

、
望

ま
し

い
状

態
と

は
い

え
な

い
。

こ
の

よ
う

な
構

造
的

な
問

題
は

，
課

税
の

場
合

と
刑

事
手

続
の

両
方

に
共

通
し

て
い

る
。

個
別

の
事

案
で

は
そ

れ
が

正
当

化
さ

れ
う

る
と

し
て

も
，

そ
の

よ
う

な
状

態
を

抑
止

す
る

仕
組

み
が

な
い

こ
と

は
問

題
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
情

報
交

換
の

健
全

な
発

展
を

図
る

た
め

に
は

，
グ

ロ
ー

バ
ル

フ
ォ

ー
ラ

ム
等

の
国

際
的

な
取

り
組

み
に

よ
っ

て
，

も
う

少
し

統
制

を
図

る
こ

と
が

必
要

な
の

で
は

な
い

か
。

具
体

的
に

は
，

情
報

交
換

を
経

て
い

る
こ

と
を

理
由

に
情

報
の

取
得

過
程

が
審

査
さ

れ
る

機
会

が
全

く
な

く
な

る
と

い
う

こ
と

が
な

い
よ

う
，

要
請

国
の

税
務

当
局

に
対

し
て

情
報

の
入

手
方

法
と

情
報

源
を

必
ず

示
す

よ
う

に
勧

告
す

る
，

要
請

国
そ

れ
か

ら
法

廷
国

の
税

務
当

局
が

情
報

の
入

手
方

法
や

情
報

源
が

明
ら

か
で

な
い

情
報

を
証

拠
と

し
て

使
用

し
な

い
よ

う
に

勧
告

す
る

と
い

っ
た

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
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 お
わ

り
に

関
西

大
学

経
済

学
部

教
授

林
宏

昭

本
報

告
書

で
は

、
税

制
基

本
問

題
研

究
会

で
行

わ
れ

た
各

メ
ン

バ
ー

が
行

っ
た

研
究

報
告

で
示

さ
れ

た
、

今
日

の
社

会
・

経
済

環
境

の
な

か
で

の
地

方
税

制
の

課
題

を
ま

と
め

ま
し

た
。

そ
れ

ぞ
れ

の
研

究
で

は
、

経
済

指
標

や
経

済
分

析
を

用
い

た
財

政
学

か
ら

の
ア

プ
ロ

ー
チ

、
法

律
の

意
義

や
国

際
比

較
を

通
じ

た
税

法
に

基
づ

く
ア

プ
ロ

ー
チ

で
、

基
幹

的
な

地
方

税
を

中
心

に
考

察
し

て
い

ま
す

。

税
制

基
本

問
題

研
究

会
で

の
各

報
告

が
、

現
在

の
、

そ
し

て
こ

れ
か

ら
の

税
制

を
巡

る
議

論
の

材
料

に

し
て

い
た

だ
け

れ
ば

、
研

究
会

と
し

て
も

大
き

な
成

果
と

言
え

る
と

思
い

ま
す

。

年
度

現
在

、
デ

フ
レ

か
ら

の
脱

却
は

そ
の

兆
し

が
見

え
ま

す
が

、
そ

れ
は

イ
ン

フ
レ

へ
の

対
応

や

賃
金

水
準

の
引

上
げ

と
裏

表
の

関
係

に
あ

り
ま

す
。

そ
の

中
で

、
地

方
税

を
含

め
た

そ
の

時
々

に
相

応
し

い
税

制
の

あ
り

方
を

検
討

し
続

け
る

こ
と

は
我

々
研

究
者

に
与

え
ら

れ
た

役
割

で
あ

り
、

そ
れ

を
発

表
す

る
機

会
を

与
え

て
い

た
だ

い
て

い
る

日
本

租
税

研
究

協
会

に
深

く
感

謝
い

た
し

ま
す

。

本
報

告
書

で
概

要
を

示
し

た
各

報
告

は
、『

租
税

研
究

』
に

掲
載

さ
れ

て
い

ま
す

。
税

制
基

本
問

題
研

究

会
に

お
い

て
取

り
上

げ
る

べ
き

テ
ー

マ
等

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

事
務

局
に

ご
一

報
願

い
た

く
、

よ
ろ

し
く

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。
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